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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備   

【45条】 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは，以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し，原子炉隔離時冷却

系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWR の場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却するため，

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用

いた弁の操作により，RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重

大事故防止設備等を整備すること。ただし，下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措

置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により，RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転

継続を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 
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3.2.1適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の系

統概要図を第 3.2-1図及び第 3.2-2図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である高圧炉心

スプレイ系及び設計基準対象施設である原子炉隔離時冷却系が使用できる場合は

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

3.2.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備のう

ち，炉心を冷却するための設備として，高圧代替注水系を設ける。また，設計基準

事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び設計基準対象施設である原子炉隔離

時冷却系が全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により起動できない，

かつ，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に，高圧代

替注水系を現場操作により起動させる。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合の重大

事故等対処設備として，高圧代替注水系を使用する。 

高圧代替注水系は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧代替注水系ポンプ，

配管・弁類，計測制御設備等で構成し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水

貯蔵タンクの水を高圧炉心スプレイ系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

高圧代替注水系は，所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計

とし，中央制御室からの操作が可能な設計とする。また，所内常設蓄電式直

流電源設備が機能喪失した場合でも，常設代替直流電源設備又は可搬型代替

直流電源設備からの給電により中央制御室からの操作が可能な設計とする。

さらに，高圧代替注水系は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備及び可搬型代替直流電源設備の機能喪失により中央制御室からの操

作ができない場合においても，現場での人力による弁の操作により，原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続で

きる設計とする。なお，人力による措置は容易に行える設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧代替注水系ポンプ 

・復水貯蔵タンク（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 
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・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，高圧代替注水系，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔

離時冷却系の配管及び弁，原子炉冷却材浄化系，補給水系及び主蒸気系の配

管，燃料プール補給水系の弁並びに復水給水系の配管，弁及びスパージャを

重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 
 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

全交流動力電源喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な

直流電源を所内常設蓄電池式直流電源設備により給電している場合は，所内

常設蓄電池式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要

な直流電源を確保する手段を整備する。 

原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵

タンクの水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子炉隔離時冷却系

をそれぞれ重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用する。 
 

(3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉を冷却する場合に監

視及び制御に使用する重大事故等対処設備として，原子炉水位（広帯域），原子炉

水位（燃料域），原子炉圧力，高圧代替注水系ポンプ出口流量及び復水貯蔵タンク

水位を使用する。 

原子炉水位（広帯域）及び原子炉水位（燃料域）は原子炉水位を監視又は推定で

き，原子炉圧力，高圧代替注水系ポンプ出口流量及び復水貯蔵タンク水位は原子炉

圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の動作状況を確認できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（3.15 計装設備） 

・原子炉水位（燃料域）（3.15 計装設備） 
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・原子炉圧力（3.15 計装設備） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量（3.15 計装設備） 

・復水貯蔵タンク水位（3.15 計装設備） 

 

(4) 事象進展抑制のために用いる設備 

a. ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧代替注水系，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発

電用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合を想定した

重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，

配管・弁類，計測制御設備等で構成し，ほう酸水注入系ポンプによりほう酸

水を原子炉圧力容器へ注入することで，重大事故等の進展を抑制できる設計

とする。 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備」に記載する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の主要

機器仕様を第 3.2-1表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載する。 

原子炉隔離時冷却系については，「3.2.1.2.2 原子炉隔離時冷却系」に記載する。 

復水貯蔵タンクについては，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」

に記載する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉圧力，高圧代替注水系ポン

プ出口流量及び復水貯蔵タンク水位は，「3.15 計装設備」に記載する。 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

3.2.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

高圧代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，高圧代替注水系ポンプをタービン駆動とすることで，電動機駆動ポンプ

を使用する高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧代

替注水系の起動に必要な電気作動弁は，所内常設蓄電式直流電源設備（125V蓄電池

2B及び125V充電器盤2B），常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から

の給電及び現場において人力により，ポンプの起動に必要な弁を操作できることで，

非常用交流電源設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び所内常設蓄電式直流
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電源設備（125V蓄電池2A及び125V充電器盤2A）から給電される原子炉隔離時冷却系

に対して，多様性を有する設計とする。 

高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内の高圧炉心スプレイ系ポンプ及

び原子炉隔離時冷却系ポンプと異なる区画に設置することで，高圧炉心スプレイ系

ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.2.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

高圧代替注水系は，通常時は弁等により他の系統・機器と隔離し，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。また，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系は，

相互に悪影響を及ぼすことのないように，同時に使用しない運用とする。高圧代替

注水系の蒸気配管及び弁は十分な強度を有する設計とし，高圧代替注水系ポンプは，

飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.2.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧代替注水系ポンプは，想定される重大事故等時において，十分な期間にわた

って原子炉水位を維持し，炉心の著しい損傷を防止するために必要なポンプ流量を

有する設計とする。 

 

3.2.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

高圧代替注水系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能

な設計とする。また，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない

場合において，高圧代替注水系の起動に必要となる弁の操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で人力により可能な設計とする。また，高圧代替注水系

は，淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，

海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

3.2.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧代替注水系は，想定される重大事故等時において，通常時の隔離された系統

構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。高圧代替注水系ポン
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プは，中央制御室の操作スイッチにより弁を操作することで，起動が可能な設計と

し，系統構成に必要な弁は，中央制御室から操作可能な設計とする。また，高圧代

替注水系の操作に必要な弁は，中央制御室から操作ができない場合においても，現

場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場で人力により確実に操作が可

能な設計とする。 

 

3.2.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧代替注水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの

有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，高圧代替注水系

ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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3.2-7 

第3.2-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備の主要機器仕様 

 

(1) 高圧代替注水系 

ａ. 高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台 数 1 

容 量 約90m3/h 

全  揚  程 約845m以上  

(2) ほう酸水注入系 

ａ. ほう酸水注入系ポンプ 

第3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の主要機器仕様に記載する。 

ｂ. ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第3.1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

の主要機器仕様に記載する。 
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3.2-8 

 

 

第3.2-1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備系統概要図（高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却） 
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3.2-9 

 

第3.2-2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備系統概要図（ほう酸水注入系による進展抑制） 
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3.2-10 

3.2.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.1.2.1高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

高圧炉心スプレイ系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系主要機器仕様を第3.2-2表に，系統概要図を第3.2-3図に示す。 

 

3.2.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対象設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

3.2.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能と兼用して

おり，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に

対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.2.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系ポンプ及び HPCS 注入隔離弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。高圧炉心

スプレイ系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計

とする。また，中央制御室からの操作により HPCS 注入隔離弁を閉止できない場合

において，HPCS注入隔離弁の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所

で可能な設計とする。 

 

3.2.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する設計とする。高圧炉心スプレイ系は，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。また，HPCS注入隔離弁は，中央制御室から操作できない

場合においても，現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け，現場での人力

により確実に操作が可能な設計とする。 
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3.2.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試

験及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，高圧炉心スプレイ系ポンプ

及び HPCS 注入隔離弁は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設

計とする。 

 

  

11



3.2-12 

第 3.2-2表 高圧炉心スプレイ系主要機器仕様 

 

(1)高圧炉心スプレイ系ポンプ 

台   数   1 

容   量  325m3/h，1074 m3/h 

全 揚 程  863m ，274m 
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3.2-13 

 

 

 

第 3.2-3図 高圧炉心スプレイ系系統概要図 
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3.2.1.2.2原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

原子炉隔離時冷却系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系主要機器仕様を第3.2-3表に，系統概要図を第3.2-4図に示す。 

 

3.2.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

3.2.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準対象施設として使用する場合の容量が，

重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕

様で設計する。 

 

3.2.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。原子炉隔離時冷却系の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

3.2.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時において，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用する設計とする。原子炉隔離時冷却系は，中央制御室の操作スイッチにより操作

が可能な設計とする。 

 

3.2.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉隔離時冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試

験及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，原子炉隔離時冷却系ポンプ

は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.2-3表 原子炉隔離時冷却系主要機器仕様 

 

(1) 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

台   数  1 

容   量  96.5m3/h 

全 揚 程  882m 
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第 3.2-4図 原子炉隔離時冷却系系統概要図 
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3.3-1 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

 
 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で

あって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全弁を作動さ

せる減圧自動化ロジックを設けること（BWR の場合）。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の

場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代

替直流電源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は窒素ボ

ンベを配備すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において

確実に作動すること。 
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3.3-2 

3.3.1 適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の系統概要図及び説明図を

第 3.3-1図から第 3.3-4図に示す。 

 

3.3.1.1 重大事故等対処設備(原子炉冷却系統施設) 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備として主蒸気逃がし安全弁を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉減圧の自動化 

主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として，主蒸気逃がし安全弁を代替自動減圧回路(代替自動減圧機能)により

作動させ使用する。 

主蒸気逃がし安全弁は，代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）からの信

号により，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された

窒素ガスをアクチュエータのピストンに供給することで作動し，主蒸気系か

らの蒸気を排気管により，サプレッションチェンバのプール水面下に導き凝

縮させることで，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

なお，原子炉スクラムが失敗し，発電用原子炉の出力が維持されている状

態において，自動減圧系又は代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）が作動

することにより，原子炉圧力容器への注水に伴う急激な出力上昇が生じるた

め，ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）により，自動減圧系及び代替

自動減圧回路（代替自動減圧機能）の作動を阻止することが可能な設計とす

る。ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）については，「3.1 緊急停止

失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・主蒸気逃がし安全弁 

・主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 

・代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）（3.3.1.2 重大事故等対処設備 

（計測制御系統施設）) 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等対

処設備(設計基準拡張)として使用する。 
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b. 手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 

主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として，主蒸気逃がし安全弁を手動により作動させて使用する。 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により，主蒸気逃

がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ又は主蒸気逃がし安全弁自動減圧

機能用アキュムレータに蓄圧された窒素ガスをアクチュエータのピストンに

供給することで作動し，主蒸気系からの蒸気を排気管により，サプレッショ

ンチェンバのプール水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・主蒸気逃がし安全弁 

・主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 

・所内常設蓄電式直流電源設備(3.14 電源設備) 

・可搬型代替直流電源設備(3.14 電源設備) 

本系統の流路として，主蒸気系配管（排気管含む）を重大事故等対処設備

として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 常設直流電源系統喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，主蒸気逃がし

安全弁（自動減圧機能付）の機能回復のための重大事故等対処設備として，

可搬型代替直流電源設備を使用する。 

可搬型代替直流電源設備は，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作

動に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても，主蒸気逃がし安全

弁（自動減圧機能付）(6個)の作動に必要な電源を供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替直流電源設備(3.14 電源設備) 

 

b. 主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，主蒸気逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，高圧窒素ガス供給系

（非常用）を使用する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃

がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの窒素ガス供給圧力が喪失した場

合において，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作動に必要な窒素ガ

スを供給できる設計とする。 
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なお，高圧窒素ガスボンベは，使用側及び待機側の 2系列の高圧窒素ガス

ボンベを配備し，使用側のボンベ圧力が低下した場合においても，現場操作

により高圧窒素ガスボンベの切替えが可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ(3.3.1.2 重大事故等対処設備(計測制御系統施設)) 

本系統の流路として，高圧窒素ガス供給系（非常用），主蒸気系の配管及び

弁並びに主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータを重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能

付）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

c. 主蒸気逃がし安全弁が作動可能な環境条件 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，主蒸気逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，代替高圧窒素ガス供

給系を使用する。 

代替高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時の環境条件において，

原子炉格納容器内圧力が原子炉格納容器の最高使用圧力(427 kPa[gage])を

超えて上昇することにより，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作動

に必要な高圧窒素ガス供給系（非常用）の窒素ガス供給圧力が不足する可能

性がある場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧可能な設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ(3.3.1.2 重大事故等対処設備(計測制御系統施設)) 

本系統の流路として，ホース，弁，代替高圧窒素ガス供給系の配管及び弁

を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能

付）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

d. 代替電源設備を用いた逃がし安全弁の復旧 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重大事故等対処設備

として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

主蒸気逃がし安全弁は，可搬型代替直流電源設備により作動に必要な直

流電源が供給されることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型代替直流電源設備(3.14 電源設備) 
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(b) 代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の重大事故等対処設備

として，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備を使用する。 

主蒸気逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備により所内常設蓄電式直流電源設備を受電し，作動に必要な直流電源

が供給されることにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備(3.14 電源設備) 

・可搬型代替交流電源設備(3.14 電源設備) 

 

(3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱の防止 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，炉心損傷時に原

子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において，高圧溶融物放出及

び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，主蒸気逃がし安全弁を使用する。 

本系統は，「(1) b. 手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧」と同じ

である。 

 

(4) インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる設備 

インターフェイスシステム LOCA発生時の重大事故等対処設備として，主蒸

気逃がし安全弁，原子炉建屋ブローアウトパネル及び HPCS注入隔離弁を使用す

る。 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって作動させ，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却材の漏えいを抑制でき

る設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，格納容器バイパス（インターフェイスシ

ステム LOCA）発生時に，原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいして蒸

気となり，原子炉建屋原子炉棟内の圧力が上昇した場合において，原子炉建屋

原子炉棟内と外気との差圧が開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放し，

原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

HPCS注入隔離弁は，現場での弁の手動操作により原子炉冷却材の漏えい箇所

を隔離できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋ブローアウトパネル 

・主蒸気逃がし安全弁 

・主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 
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・所内常設蓄電式直流電源設備(3.14 電源設備) 

・可搬型代替直流電源設備(3.14 電源設備) 

本系統の流路として，主蒸気系配管（排気管含む）を重大事故等対処設備と

して使用する。 

なお，設計基準事故対処設備である HPCS注入隔離弁を重大事故等対処設備

(設計基準拡張)として使用する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器仕様を第 3.3-1

表に示す。 

HPCS注入隔離弁については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」に記載する。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）及び高圧窒素ガスボンベについては，

「3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系統施設）」に記載する。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

所内常設蓄電式直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，常設代替交流電源設

備及び可搬型代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
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3.3.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と

重大事故等対処設備としての安全機能を兼ねる設備であるが，想定される重大事

故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設

計とする。 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧回路（代

替自動減圧機能）からの信号により作動することで，自動減圧機能による作動に

対して多様性を有する設計とする。また，主蒸気逃がし安全弁は，可搬型代替直

流電源設備からの給電により作動することで，所内常設蓄電式直流電源設備から

の給電による作動に対して多様性を有する設計とする。代替自動減圧回路（代替

自動減圧機能）の多様性，位置的分散については「3.3.1.2 重大事故等対処設備

（計測制御系統施設)」に記載し，可搬型直流電源設備の多様性，位置的分散につ

いては「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.3.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，他の設備と独立して作動することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，原子炉建屋ブローアウトパネルは，開放動作により，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

3.3.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

主蒸気逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の主蒸気逃がし安全弁と兼用し

ており，設計基準事故対処設備の弁吹出量が，想定される重大事故等時において，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な弁吹出量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備の弁吹出量と同仕様の設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備

の主蒸気逃がし安全弁の主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータと兼

用しており，設計基準事故対処設備としての主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用

アキュムレータの窒素供給の容量が，想定される重大事故等時において，原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するための主蒸気逃がし安全弁の開動作に必要な供
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給窒素の容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備の供給窒素の容量

と同仕様の設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設の主

蒸気逃がし安全弁の主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータと兼用し

ており，設計基準対象施設としての主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム

レータの窒素供給の容量が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための主蒸気逃がし安全弁の開動作に必要な供給窒素の

容量に対して十分であるため，設計基準対象施設の供給窒素の容量と同仕様の設

計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定される重大事故等時において，原子炉

建屋原子炉棟内に漏えいした蒸気を原子炉建屋外に排気して，原子炉建屋原子炉

棟内の圧力及び温度を低下させるために必要となる容量を有する設計とする。 

 

3.3.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

主蒸気逃がし安全弁は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時において中央制御室で

可能な設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自

動減圧機能用アキュムレータは，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉棟内と屋外との境界に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

3.3.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，想定される重大事故等時

において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計と

する。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定される重大事故等時において，他の系

統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉棟内と外気との差圧によ

り自動的に開放する設計とする。 
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3.3.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，発電用原子炉の停止中に

機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに外観の確認が可能な設計とする。また，

主蒸気逃がし安全弁は，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，外観

の確認が可能な設計とする。 

 

第 3.3-1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 主蒸気逃がし安全弁 

個  数    11 

容  量 

（安全弁機能の吹出圧力） 

吹出圧力 

（MPa[gage]） 
弁個数 

容量／個（吹出圧力×1.03におい

て）（t/h） 

7.79 2 388 

8.10 3 405 

8.17 3 408 

8.24 3 411 

（逃がし弁機能の吹出圧力） 

吹出圧力 

（MPa[gage]） 
弁個数 

容量／個（吹出圧力において） 

（t/h） 

7.37 2 356 

7.44 3 360 

7.51 3 363 

7.58 3 367 

(2) 主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

個  数    11 

容  量    15 ℓ/個 

(3) 主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 

個  数    6 

容  量    200 ℓ/個 

(4) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

個  数    1式 

取付箇所    原子炉建屋 
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第 3.3-1図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図 

（主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸

気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ） 
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3.3.1.2 重大事故等対処設備（計測制御系統施設） 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備として，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）を作動させる代替自動

減圧回路（代替自動減圧機能），高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素

ガス供給系を設ける。 

主蒸気逃がし安全弁については，「3.3.1.1 重大事故等対処設備（原子炉冷却系

統施設）」に記載する。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉減圧の自動化 

自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，代替自動減圧

回路（代替自動減圧機能）を使用する。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及

び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポン

プ運転の場合に，主蒸気逃がし安全弁用電磁弁を作動させることにより，主

蒸気逃がし安全弁を強制的に開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧さ

せることができる設計とする。11個の主蒸気逃がし安全弁のうち 2個がこの

機能を有している。 

なお，原子炉スクラムが失敗し，発電用原子炉の出力が維持されている状

態において，自動減圧系又は代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）が作動

することにより，原子炉圧力容器への注水に伴う急激な出力上昇が生じるた

め，ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）により，自動減圧系及び代替

自動減圧回路（代替自動減圧機能）の作動を阻止することが可能な設計とす

る。ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）については，「3.1 緊急停止

失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用し，設計基準事故対処設備である主蒸気

逃がし安全弁を重大事故等対処設備として使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，主蒸気逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，高圧窒素ガス供給系

（非常用）を使用する。 
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高圧窒素ガス供給系（非常用）は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃

がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの窒素ガス供給圧力が喪失した場

合において，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作動に必要な窒素ガ

スを供給できる設計とする。 

なお，高圧窒素ガスボンベは，使用側及び待機側の 2系列の高圧窒素ガス

ボンベを配備し，使用側のボンベ圧力が低下した場合においても，現場操作

により高圧窒素ガスボンベの切替えが可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ 

本系統の流路として，高圧窒素ガス供給系（非常用），主蒸気系の配管及び

弁並びに主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータを重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能

付）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

b. 主蒸気逃がし安全弁が作動可能な環境条件 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち，主蒸気逃がし

安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として，代替高圧窒素ガス供

給系を使用する。 

代替高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時の環境条件において，

原子炉格納容器内圧力が原子炉格納容器の最高使用圧力(427 kPa[gage])を

超えて上昇することにより，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作動

に必要な高圧窒素ガス供給系（非常用）の窒素ガス供給圧力が不足する可能

性がある場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧可能な設計と

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ 

本系統の流路として，ホース，弁，代替高圧窒素ガス供給系の配管及び弁

を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能

付）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器仕様を第

3.3-2表に示す。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
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3.3.1.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離すること

で，共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤と位置的分散を図る設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒

素ガスボンベは，原子炉建屋内の原子炉棟外に保管することで，原子炉格納容器

内の主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータと共通要因によって，同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

3.3.1.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，自動減圧系とは別の制御盤に収納

することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，検出器及び警報設定器（原子炉水

位低（レベル 1）信号用，原子炉水位低（レベル 3）信号用，残留熱除去系ポンプ

出口圧力高信号用及び低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高信号用）からの入力

信号については共有するが，自動減圧系と電気的な隔離装置（リレー）を用いて

信号を分離し，自動減圧系へ悪影響を及ぼさない設計とする。また，論理回路か

らの作動用電磁弁制御信号についても共用するが，自動減圧系と電気的な隔離装

置を用いて信号を分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）からの自動減圧系作動阻止信号は，

自動減圧系と代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）で共有しているが，隔離装

置（リレー）を用いて電気的に分離し，自動減圧系に悪影響を与えない設計とす

る。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，弁操

作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

代替高圧窒素ガス供給系は，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）用電磁弁

の排気ラインに接続し，通常時の作動用窒素ガス流路とは異なる電磁弁の排気側

から作動用窒素ガスを供給する構成であるため，配管及び弁を設置することによ

り通常時の作動用窒素ガスの排気流路を確保し，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。また，重大事故等時は，重大事故等対処設備として系統構成するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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3.3.1.2.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷を防止するために作動する回路であることから，炉心が露出し

ないように有効燃料棒頂部より高い設定として，原子炉水位低（レベル 1）信号

の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。なお，主蒸気逃がし安全弁の

作動は原子炉冷却材の放出となり，その補給に残留熱除去系（低圧注水モード）

又は低圧炉心スプレイ系による注水が必要であることから，原子炉水位低（レベ

ル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系

ポンプ運転の場合に作動する設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒

素ガスボンベは，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）を作動させ，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧することが可能な容量を有する設計とする。 

高圧窒素ガスボンベは，高圧窒素ガス供給系（非常用）で 8本使用し，代替高

圧窒素ガス供給系で 3本使用する。故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを考慮し合計で 22本を確保し，分散して配備する。 

 

3.3.1.2.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，中央制御室及び原子炉建屋原子炉

棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容

器の圧力が設計圧力の 2倍となった場合においても主蒸気逃がし安全弁を確実に

作動できるよう，供給圧力を設定する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒

素ガスボンベは，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

また，高圧窒素ガスボンベの切替え操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

 

3.3.1.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。代替自動減圧回路（代替

自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運転（低

圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に，自動で 2個の主蒸

気逃がし安全弁を作動させることで，操作が不要な設計とする。なお，原子炉水
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位検出器を多重化し，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ出口圧

力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高の信号の AND論理にて弁の作動信

号を発信させ，さらに多重化することにより信頼性の向上を図った設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とし，系統構

成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチ及び設置場所でのハンドルによる手

動操作が可能な設計とする。 

高圧窒素ガスボンベと高圧窒素ガス供給系（非常用）の接続は，一般的に用い

られる工具及び専用工具を用いて接続する方式とすることで，容易かつ確実に接

続できる設計とする。 

代替高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とし，系統構成に必

要な弁は，中央制御室の操作スイッチ及び設置場所での手動操作が可能な設計と

する。 

高圧窒素ガスボンベの出口配管と代替高圧窒素ガス供給系の接続は，同一口径

（媒介金具を含む）及び同一の接続方式とすることで，容易かつ確実に接続でき

る設計とする。 

 

3.3.1.2.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，発電用原子炉の停止中に機能・性

能試験として模擬入力による論理回路確認及びタイマーの動作確認が可能な設計

とする。また，特性試験として模擬入力による計器校正及び設定値確認が可能な

設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系は，発電用原子炉

運転中又は停止中に外観検査及び機能･性能試験が可能な設計とする。 

また，高圧窒素ガスボンベは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査に

より高圧窒素ガスボンベの変形，発錆等の異常の有無及び残圧の確認が可能な設

計とする。 
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第 3.3-2表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 

個  数    2 

(2) 高圧窒素ガスボンベ 

本  数    22（うち 11本は予備）* 

容  量    約 47 ℓ/個 

充填圧力    約 15 MPa 

使用箇所    原子炉建屋内の原子炉棟外 

保管場所    原子炉建屋内の原子炉棟外 

 

* ：「高圧窒素ガス供給系（非常用）」で 16本（うち 8本は予備），「代替高圧

窒素ガス供給系」で 6本（うち 3本は予備）使用する。  
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第 3.3-2図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（代替自動減圧機能説明図） 

  

AND論理

OR論理

時間遅れ

信号阻止

*1：自動減圧系(A)作動阻止信号又は代替自動減圧機能論理リセット信号。

*2：論理(B)及び論理(D)については，各信号を下記のとおり読み替える。
・原子炉水位低(L-1) A,C → 原子炉水位低(L-1) B,D

・原子炉水位低(L-3) A → 原子炉水位低(L-3) B
・残留熱除去系ポンプ(A)出口圧力高 → 残留熱除去系ポンプ(B)出口圧力高
・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高 → 残留熱除去系ポンプ(C)出口圧力高
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*3：高圧窒素ガス供給系（常用）より供給。
*4：高圧窒素ガス供給系（常用）又は（非常用）より供給。
*5：論理(A)及び論理(C)の「残留熱除去系ポンプ(A) 出口圧力高」，「低圧炉心スプレイ系
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第 3.3-3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図 

（高圧窒素ガス供給系（非常用）） 
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第 3.3-4図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図 

（代替高圧窒素ガス供給系） 
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3.4-1 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備   

【47条】 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常

設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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3.4-2 

3.4.1適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の系

統概要図を第 3.4-1図から第 3.4-5図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉心

スプレイ系が使用できる場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

する。 

 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の

うち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するための設備として，低圧代替注水系（可搬型）を設ける。また，炉心の著しい

損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，低圧代替注水系（常設）

を設ける。 

(1) 原子炉運転中の場合に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）を使用する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，復水移送ポンプ，配管・

弁類，計測制御設備等で構成し，復水移送ポンプにより，復水貯蔵タンクの

水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷

却できる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，非常用交流電源設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの受電が可能な設計とする。また，系統構成に必要な電気作

動弁（直流）は，所内常設蓄電式直流電源設備からの受電が可能な設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 
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3.4-3 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，補給水系，高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系の配

管及び弁，並びに燃料プール補給水系の弁を重大事故等対処設備として使用

する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

(b)低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）による発電用原子炉

の冷却 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）を使用する。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，炉心損傷防止対

策の有効性評価に関する事故シーケンスグループのうち「全交流動力電源喪

失（外部電源喪失+DG失敗）+SRV再閉失敗+HPCS失敗」時に使用する設計とす

る。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，直流駆動低圧注

水ポンプ，配管・弁類，計測制御設備等で構成し，直流駆動低圧注水ポンプ

により，復水貯蔵タンクの水を高圧炉心スプレイ系等を経由して原子炉圧力

容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプは，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備からの受電が可能な設計とする。また，系統構成に必要な弁のうち電

気作動弁（直流）は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備からの受電が可能な設計とする。 

なお，系統構成に必要な電気作動弁（交流）は，交流電源に期待できない

ことから設置場所にて操作できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・直流駆動低圧注水ポンプ 

・復水貯蔵タンク（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，補給水系の配管，高圧炉心スプレイ系及び直流駆動

低圧注水系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 
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3.4-4 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

(c)低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低圧代替注

水系（可搬型）を使用する。 

低圧代替注水系（可搬型）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホース，

配管・弁類，計測制御設備等で構成し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）によ

り，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水する

ことで炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大

事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

により海を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な電気作動弁は，非常用交流

電源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの受電が可能な設計とする。また，大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可能な設

計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホース，注水用ヘッダ，接続口並びに補給水系及び

残留熱除去系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低

圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ）」による発電用原子炉の冷却」及び「(1)a.( b) 低圧代替注水系（常
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設）（直流駆動低圧注水ポンプ）」による発電用原子炉の冷却」と同じであ

る。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する低

圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(c)低圧代替注水系（可搬型）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交

流電源設備を使用し，残留熱除去系（低圧注水モード）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，常設代替交流電源設備からの受電に

より機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによりサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系

を含む）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・原子炉補機代替冷却水系（3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び原子炉補機冷却

水系（原子炉補機冷却海水系を含む）を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

c. 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶

融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止

するための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ）を使用する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，復水移送ポンプ，配管・

弁類，計測制御設備等で構成し，復水移送ポンプにより，復水貯蔵タンクの

水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧

力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 
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低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，非常用交流電源設備に加

えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの受電が可能な設計とする。また，系統構成に必要な電気作

動弁（直流）は，所内常設蓄電式直流電源設備からの受電が可能な設計とす

る。 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ）による発電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(b)低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に溶

融炉心が存在する場合に，溶融炉心を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止

するための重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使用す

る。 

低圧代替注水系（可搬型）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホース・

配管・弁類，計測制御設備等で構成し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）によ

り，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器に注水する

ことで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大

事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

により海を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な電気作動弁は，非常用交流

電源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの受電が可能な設計とする。また，大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可能な設

計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

本系統の詳細については，「(1)a.(c)低圧代替注水系（可搬型）による発

電用原子炉の冷却」に記載する。 

 

(2) 原子炉停止中の場合に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び低圧

炉心スプレイ系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用す

る低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 
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(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び低圧

炉心スプレイ系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として使用す

る低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(c)低圧代替注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として使用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却」と同じで

ある。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，「(1)a.(c) 低圧

代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の

復旧 

原子炉停止中において全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）を復旧する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，常設代替交流電源設備から

の受電により機能を復旧し，冷却材を原子炉圧力容器から残留熱除去系ポン

プ及び熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却で

きる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系

を含む）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・原子炉補機代替冷却水系（3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備） 
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その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード)及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）を重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備の主

要機器仕様を第3.4-1表に示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載する。 

残留熱除去系については，「3.4.1.2.1 残留熱除去系」に記載する。 

低圧炉心スプレイ系については，「3.4.1.2.2 低圧炉心スプレイ系」に記載す

る。 

大容量送水ポンプ車（タイプⅡ）については，「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備」に記載する。 

復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバについては，「3.13 重大事故等の

収束に必要となる水の供給設備」に記載する。 

 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）及び原子炉補機代替冷却

水系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載す

る。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替

所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代

替直流電源設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.4.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，復水移

送ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの受電により駆動することで，非常用所内電気設備を経由した非常

用交流電源設備からの受電により駆動する残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除

去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とす

る。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の電気作動弁（交流）は，代替所内

電気設備を経由して受電する系統において，独立した電路で系統構成することによ

り，非常用所内電気設備を経由して受電する系統に対して独立性を有する設計とす

る。また，電気作動弁（直流）は，代替所内電気設備を経由した所内常設蓄電式直

流電源設備からの受電により遠隔操作が可能な設計とする。 

 

43



3.4-9 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，復水貯蔵タンクを水源とするこ

とで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び

低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

復水移送ポンプは，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと原子炉

建屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

復水貯蔵タンクは，屋外に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置されて

いるサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，直流駆動低圧注水ポンプを常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

からの受電により駆動することで，非常用交流電源設備からの受電により駆動する

残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレ

イ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の電気作動弁（直流）は，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

からの受電により遠隔操作が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，復水貯蔵タンクを水源

とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプは原子炉建屋内の原子炉棟外に設置することで，原子炉

建屋原子炉棟内に設置されている残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポ

ンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

復水貯蔵タンクは，屋外に設置することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置されて

いるサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 
 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプ

レイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の駆動電源を不要（付属空冷式ディーゼルエン

ジン）とすることで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水

モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有す

る設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電気作動弁は，代替所内電気設備を経由して受電す

る系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を

経由して受電する系統に対して独立性を有する設計とする。 
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また，低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッ

ションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレ

イ系，並びに復水貯蔵タンクを水源とする低圧代替注水系（常設）に対して異なる

水源を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管す

ることで，原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポン

プ及び復水移送ポンプ，並びに原子炉建屋内の原子炉棟外の直流駆動低圧注水ポン

プと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）からの接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）は，

残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除

去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する設

計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，残留熱除去系及び低圧

炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離する

ことで独立性を有する設計とする。 

 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧代替注水系

（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備とし

ての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電源設備」に記載

する。 

 

3.4.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流

駆動低圧注水ポンプ）は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁

操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，通常時は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続先

の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧

代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部

注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可

搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置へ

の補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要な流量

を1台で確保可能な容量を有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常設

配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は

考慮しない。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを確認する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

3.4.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプは，設計

基準対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移送

ポンプ1台又は2台におけるポンプ流量が，想定される重大事故等時において，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に対し

て十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）に使用する直流駆動低圧注

水ポンプは，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な注水流量を有する設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定さ

れる重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な注水流量を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

注水設備及び水の供給設備として 1 台，また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を

海へ輸送する設備との同時使用時にはさらに 1 台使用することから，1 セット 2 台

使用する。保有数は 2セットで 4台，故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップで 1台の合計 5台を保管する。 

代替淡水源を水源として使用する場合には，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール

代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，
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原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの

補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な容量を有す

る設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系

（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

 

3.4.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプは，原子

炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟

内の環境条件を考慮した設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室の操作

スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成に必要な弁の操作は，想

定される重大事故等時において，中央制御室の操作スイッチにて遠隔操作可能な設

計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，淡水だけでなく海水も使

用できる設計とする。なお，可能な限り淡水源を優先し，海水通水を短期間とする

ことで，設備への影響を考慮する。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）に使用する直流駆動低圧注

水ポンプは，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置し，想定される重大事故等時におけ

る原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件を考慮した設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室の操作スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の系統構成に必要な弁のう

ち電気作動弁（交流）は，交流電源に期待できないことから設置場所である原子炉

建屋原子炉棟内で操作が可能な設計とし，電気作動弁（直流）は，中央制御室の操

作スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，淡水だけでなく

海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水源を優先し，海水通水を短期

間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外に保管及び

設置し，想定される重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と常設設備との接続及び操作は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

想定される重大事故等時において，低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要

な弁のうち，原子炉建屋原子炉棟内に設置する弁は中央制御室の操作スイッチにて
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遠隔操作が可能な設計とし，屋外の系統構成に必要な弁は設置場所での操作が可能

な設計とする。また，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置する弁は，遠隔手動弁操作

設備により屋外から手動操作で開閉することが可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海水も使用できる設計とす

る。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影

響を考慮する。 

 

3.4.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，想定される重大事故等時におい

て，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の操作に必要な復水移送ポンプ及び

弁は，いずれも中央制御室の操作スイッチにより遠隔操作が可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，想定される重大事故等

時において，通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計と

する。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の操作に必要な直流駆動低

圧注水ポンプは，中央制御室の操作スイッチにより遠隔操作が可能な設計とする。

また，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の系統構成に必要な弁

のうち電気作動弁（交流）は，交流電源に期待できないことから設置場所である原

子炉建屋原子炉棟内で操作が可能な設計とし，系統構成に必要な電気作動弁（直流）

は，中央制御室の操作スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 
 

低圧代替注水系（可搬型）は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイ

ッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁のうち，原子炉建屋原子炉棟内

に設置する弁は中央制御室の操作スイッチにて遠隔操作が可能な設計とし，屋外の

系統構成に必要な弁は設置場所での操作が可能な設計とする。また，原子炉建屋内

の原子炉棟外に設置する弁は，遠隔手動弁操作設備により屋外から手動操作で開閉

することが可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両として屋外のアクセスルートを通行して

アクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設

計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と接続口と

の接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にす

ることにより，確実に接続が可能な設計とする。 
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3.4.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧代替注水系（常設）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び

漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは，発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の直流駆動低圧注水ポンプ

は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及

び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な

設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両として運転状態の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。
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第 3.4-1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための 

設備の主要機器仕様 

(1) 低圧代替注水系（常設） 

a. 復水移送ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台 数   3（うち1台は予備）* 

容 量   約100m3/h/台 

全 揚 程 約85m 

*：原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備に使用する場合は，

うち2台は予備とする。 

 

b. 直流駆動低圧注水ポンプ 

台 数   1 

容 量   約82m3/h/台 

全 揚 程 約75m 

 

(2) 低圧代替注水系（可搬型） 

a．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第3.11-1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様に記載

する。 
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第 3.4-1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備系統概要図（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4-17 

 
第 3.4-2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備系統概要図（低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4-18 

 
第 3.4-3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備系統概要図（低圧代替注水系（可搬型）） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4-19 

 

第 3.4-4 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備系統概要図（代替交流電源設備を用いた低圧注水系の復旧） 
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3.4-20 

 

第 3.4-5 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備系統概要図（代替交流電源設備を用いた残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）の復旧） 
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3.4-21 

3.4.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.4.1.2.1 残留熱除去系 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モードは，想定される重大

事故等時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，

位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第3.4-2表に，系統概要図を第3.4-6図から第3.4-8

図に示す。 

 

3.4.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

残留熱除去系の低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モードは，設計基準事故対

処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.4.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常用炉心

冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の

収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計

する。 

 

3.4.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。残留熱除去

系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で遠隔操作可能な設計

とする。 

 

3.4.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

する。残留熱除去系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 
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3.4-22 

3.4.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能及び漏え

いの有無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系

熱交換器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

  

57



3.4-23 

第3.4-2表 残留熱除去系主要機器仕様 

(1) ポ ン プ 

台  数 3（低圧注水モードとして使用する場合） 

     2（原子炉停止時冷却モードとして使用する場合） 

容  量 約1,160m3/h/台 

 

(2) 熱交換器 

基  数 2 

伝熱容量 約 8.80MW/基（海水温度 26℃において） 
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3.4.1.2.2 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。 

低圧炉心スプレイ系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

低圧炉心スプレイ系主要機器仕様を第3.4-3表に，系統概要図を第3.4-7図に示す。 

 

3.4.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

3.4.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能と兼用して

おり，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に

対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.4.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧炉心スプレイ系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。低圧炉心スプレイ系の操作は，

想定される重大事故等時において，中央制御室で遠隔操作可能な設計とする。 

 

3.4.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設

備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。低圧炉心スプレイ系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。 

 

3.4.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

低圧炉心スプレイ系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏え

いの有無の確認が可能な設計とする。また，低圧炉心スプレイ系は，発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.4-3表 低圧炉心スプレイ系主要機器仕様 

(1) ポ ン プ 

台  数 1 

容  量 約1,074m3/h/台  
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第 3.4-6図 残留熱除去系（低圧注水モード）系統概要図 
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第 3.4-7図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統概要図 
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第 3.4-8図 低圧炉心スプレイ系系統概要図 
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止

するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性

及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能

が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒー

トシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸

送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について

考慮すること。 

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁に

よる２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送がで

きること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ)に準ずる

こと。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 
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3.5.1 適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を

輸送するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の系統概要図を第3.5-1 図から第

3.5-3 図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード），

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード），原子炉補機冷却水系（原子

炉補機冷却海水系を含む）及び高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ

補機冷却海水系を含む）が使用可能な場合は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基準事故対処設備が有

する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，原子炉格納容器フ

ィルタベント系，耐圧強化ベント系及び原子炉補機代替冷却水系を設ける。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，原子炉格納容器フィルタベント系を使用する。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，フィルタ装置，フィルタ装置出口側圧

力開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガ

スを，原子炉格納容器調気系の配管を経由して，フィルタ装置へ導き，放射性

物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から放出することで，排

気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内

に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用した場合に放出される放射性物質の

放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備」に記載する。 

 

b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合に，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が
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発生する前に生じるものに限る。）を防止するための重大事故等対処設備として，

耐圧強化ベント系を使用する。 

耐圧強化ベント系は，配管・弁類，計測制御設備で構成し，原子炉格納容器

内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して，排気筒を通して大気へ放

出することで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である

大気へ輸送可能な設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐圧強化

ベント系は，炉心損傷前に使用するため，排気中に含まれる放射性物質及び可

燃性ガスは微量である。 

耐圧強化ベント系を使用する際に流路となる原子炉格納容器調気系等の配管

及び弁は他号炉とは共用しない設計とし，他の系統・機器とは，弁にて隔離す

ることにより，他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納容器が

負圧とならない設計とする。仮に，原子炉格納容器内にスプレイをする場合に

おいても，原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には，原子炉

格納容器内へのスプレイを停止する運用とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は，原子炉建屋内の

原子炉棟外からの遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び原子炉建屋原子炉

棟内の設置場所での人力操作により，容易かつ確実に開閉操作が可能な設計と

する。また，耐圧強化ベント系の系統構成に必要な電気作動弁は，所内常設蓄

電式直流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代

替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの受電により，遠隔操作も可

能な設計とする。これらにより，隔離弁の操作における駆動源の多様性を有す

る設計とする。 

本系統は，サプレッションチェンバ及びドライウェルと接続し，いずれから

もベント操作を実施可能な設計とする。サプレッションチェンバ側からの原子

炉格納容器ベントでは，サプレッションチェンバ水面からの高さを確保し，ド

ライウェル側からの原子炉格納容器ベントでは，有効燃料棒上端高さよりも高

い接続位置とすることにより，長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けな

い設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して，

あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

66



3.5-4 

・可搬型代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，原子炉格納容器調気系，非常用ガス処理系の配管及び

弁並びに排気筒を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備とし

て使用する。 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 原子炉補機代替冷却水系による発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）の故障又は全交流動力

電源の喪失により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，原子炉補機代替冷却水系を使用する。 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器及び淡水ポンプを搭載した熱交換器ユ

ニット，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホース，配管・弁類，計測制御装置

等で構成し，サプレッションチェンバへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確

保が可能な一定の期間内に，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱交換器ユニットに海水を送水すること

で，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸

送可能な設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディー

ゼルエンジンにより駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タン

ク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・熱交換器ユニット 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，原子炉補機冷却水系の配管，弁及びサージタンク，残

留熱除去系熱交換器，並びにホース，除熱用ヘッダ及び接続口を重大事故等対

処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水路及び

海水ポンプ室を重大事故等対処設備として使用する。 

 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様を第3.5-1 表に

示す。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及
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び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 

 

3.5.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は，残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せず

に最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送可能な設計とすることで，残留熱除

去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）に対して，多様性を

有する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系の系統構成に必要な電気作動弁は，所内常設蓄

電式直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備のいずれかから受電する設計とす

ること又は原子炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作

が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの受電により駆動する残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却

海水系を含む）に対して，駆動源の多様化を図っている。 

また，耐圧強化ベント系の系統構成に必要な電気作動弁は，所内常設蓄電式直流

電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設

備及び可搬型代替直流電源設備のいずれかから受電する設計とすること又は原子

炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び設置場所で

の人力操作が可能な設計とすることで，非常用交流電源設備からの受電により駆動

する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子

炉補機冷却海水系を含む）に対して，駆動源の多様化を図っている。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力

開放板並びに耐圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ，残留熱除

去系熱交換器，原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器並びに屋

外の海水ポンプ室の原子炉補機冷却海水ポンプと異なる区画に設置することで，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は，除熱手段の多様性及

び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機

冷却海水系を含む）に対して独立性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，熱交換器ユニット及び大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）の駆動電源を不要（付属空冷式ディーゼルエンジン）とする

ことで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却

海水系を含む）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却水

系は，原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系に対して，除熱手段
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の多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，原子炉建屋及び排気筒から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建屋

内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却水系熱交換器，耐圧強化ベント系及

び原子炉格納容器フィルタベント系並びに屋外の海水ポンプ室の原子炉補機冷却

海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設

計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却海水系に対して

独立性を有するとともに，熱交換器ユニットから原子炉補機冷却水系配管との合流

点までの系統は，原子炉補機冷却水系から独立性を確保する設計とする。 

これらの多様性及び独立性，位置的分散によって，原子炉補機代替冷却水系は，

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については「3.14 電源設備」にて記

載する。 

 

3.5.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，通常時は弁により他の系統・機器と隔離し，重大事故等時

に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の系統・

機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と分離し

て保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子炉補機

冷却水系と原子炉補機代替冷却水系を同時に使用しないことにより，相互の機能に

影響を及ぼさない運用とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設置場所において輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.5.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生じるものに限る。）を防止するために必要な蒸気の排気流

69



3.5-7 

量に対して十分な容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系等の機器で発生した熱を除去

するために必要な熱交換量及びポンプ流量を有する設計とし，熱交換器ユニット 1

台と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台の 1式を使用する。 

熱交換器ユニットは，1 セット 1 台で使用することから，保有数は 2 セットで 2

台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1台の

合計 3台を保管する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として 1台，また，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設

配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器

フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統へ

の注水設備及び水の供給設備との同時使用時にはさらに 1 台使用することから，1

セット 2台使用する。保有数は 2セットで 4台，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップで 1台の合計 5台を保管する。 

また，原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系による発電用原子炉及

び原子炉格納容器の除熱又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱と燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱に同時に使用するた

め，各系統の必要な容量を1式で確保が可能な容量を有する設計とする。 

 

3.5.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁の操作は，想定される重大事故

等時において，原子炉建屋内の原子炉棟外からの遠隔手動弁操作設備を用いた人力

操作及び原子炉建屋原子炉棟内の設置場所での人力操作により，容易かつ確実に開

閉操作が可能な設計とする。また，排出経路に設置される隔離弁である電気作動弁

については，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，屋外に保管及び設置する設備であることから，想定される重大事故等時におけ

る屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

熱交換器ユニットと常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所にて実施可能な設計とする。 
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原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室又は設置場所にて実施可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと大容量送水ポンプ（タイプⅠ）との接続及び操作は，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所にて実施可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，常時海水を通水

するため，海水の影響を考慮し，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮し

た設計とする。 

 

3.5.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から

弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置される隔離弁は，原子炉建屋内

の原子炉棟外からの遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び原子炉建屋原子炉

棟内の設置場所での人力操作により，容易かつ確実に開閉操作が可能な設計とする。

また，排出経路に設置される隔離弁である電気作動弁については，中央制御室の操

作スイッチにて遠隔操作が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，付属の操作スイッチにより，設置場所にて操作可能な設計とする。原子炉補機

代替冷却水系の系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチによる操作又は

設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設置場所まで屋外のア

クセスルートを通行してアクセス可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪

留めによる固定等が可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便

な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと大容量送水ポンプ（タイプⅠ）との接続は，ホース及び接続

部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続

可能な設計とする。 

 

3.5.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

耐圧強化ベント系は，発電用原子炉の停止中に弁の開閉動作及び漏えいの確認が

可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能及

び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，熱交
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換器ユニットの熱交換器及び淡水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に分

解が可能な設計とする。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両としての運

転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉格納容器フィルタベント系 

第3.7-1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様に

記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

系 統 数        1 

系統設計流量      10.0kg/s（原子炉格納容器圧力427kPa[gage]において） 

 

(3) 原子炉補機代替冷却水系 

a. 熱交換器ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台 数         3（うち1台は予備） 

熱交換器 

基 数        3/台 

容 量        約20.0 MW/台（海水温度26℃において） 

淡水ポンプ 

台 数        1 

容 量        約730m3/h/台 

揚 程        約70m 

 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

  第 3.11-1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載す

る。 
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第 3.5-1図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図 

（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱） 
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第 3.5-2図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図 

（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱） 
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3.5-13 

 

 

第 3.5-3図(1) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図 

（原子炉補機代替冷却水系 A系による発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

76



3.5-14 

 

 

第 3.5-3図(2) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図 

（原子炉補機代替冷却水系 B系による発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.5-15 

3.5.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.5.1.2.1 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，想定される重大事故等

時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。本系統は，非

常用機器，残留熱除去系機器の冷却と原子炉常用補機，廃棄物処理系機器等の冷却

を行う。原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，「2.3 重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方針を適

用して設計を行う。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）主要機器仕様を第3.5-2 表

に，系統概要図を第3.5-4 図に示す。 

 

3.5.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.5.1.2.1.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱

交換器は，設計基準事故時の原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必

要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.5.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱

交換器は，原子炉建屋内の原子炉棟外又は屋外に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海

水系を含む）の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室にて実施可

能な設計とする。 

原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器は，常時海水を通水

するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 
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3.5-16 

3.5.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，想定される重大事故等

時において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同様の系統構成で重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。原子炉補機冷却水系（原子炉補機

冷却海水系を含む）は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

3.5.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交

換器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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3.5-17 

第 3.5-2表 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 主要機器仕様 

 区分Ⅰ及び区分Ⅱ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

台数 

容量 

 

各区分において 2（うち 1台は通常運転時予備） 

約 1400m3/h/台 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

台数 

容量 

 

各区分において 2（うち 1台は通常運転時予備） 

約1900m3/h/台 

原子炉補機冷却水系熱交換器 

基数 

容量 

 

各区分において 2（うち 1基は通常運転時予備） 

約17.3 MW／基（海水温度26℃において） 
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3.5-18 

 

第 3.5-4図 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 系統概要図  

熱交換器

非常用ディーゼル

発電設備

残留熱除去系機器等

原子炉建屋内機器等

凡例
：淡水
：海水

残
留
熱
除
去

系
熱
交
換
器

非常用ディーゼル

発電設備

残留熱除去系，低圧炉心

スプレイ系機器等

原子炉建屋内機器等

海水ポンプ

熱交換器

MO

MO

原子炉補機

冷却水ポンプ

原子炉補機

冷却水ポンプ

海水ポンプ

残
留
熱
除
去

系
熱
交
換
器

MO

MO

区分Ⅰ 区分Ⅱ

81



3.5-19 

3.5.1.2.2 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，

想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用する。本系統は，高圧炉心スプレイ系機器の運転で発生する熱の冷却を行う。高

圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，「2.3 

重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計

方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系主要機器仕様を第3.5-3 表に，系統概要図を第

3.5-5 図に示す。 

 

3.5.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，

設計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.5.1.2.2.2 容量等 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ，高

圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準事故時の高圧炉心スプレイ補機

冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）と兼用しており，設計基準事

故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である

ため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.5.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ，高

圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，原子炉建屋内の原子炉棟外又は屋外に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。高圧炉心

スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）の操作は，想定

される重大事故等時において，中央制御室にて実施可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交

換器は，常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 
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3.5.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，

想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

様の系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。高圧炉心ス

プレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，中央制御室の

操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

3.5.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。また，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補

機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，発電用原子炉の

停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.5-3表 高圧炉心スプレイ補機冷却水系 

（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む） 主要機器仕様 

 区分Ⅲ 

高圧炉心スプレイ補機 

冷却水ポンプ 

台数 

容量 

 

 

1 

約 240m3/h/台 

高圧炉心スプレイ補機 

冷却海水ポンプ 

台数 

容量 

 

 

1 

約250m3/h/台 

高圧炉心スプレイ補機 

冷却水系熱交換器 

基数 

容量 

 

 

1 

約2.67 MW／基（海水温度26℃において） 
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第 3.5-5図 高圧炉心スプレイ補機冷却水系 

（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む） 系統概要図 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

及び高圧炉心スプレイ系機器

海水ポンプ

熱交換器

高圧炉心

スプレイ
補機冷却水

ポンプ

凡例
：淡水
：海水
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格

納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止する

ため、原子炉格納容器内の圧力及び温度低下させるために必要な設備を施設

しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）

が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備を配

備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備

に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

（２）兼用 

 ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器損傷防止目的の

設備は、同一設備であってもよい。 
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3.6.1 適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合に

おいて炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の系統概要図を第3.6-1図から第3.6-3

図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水

冷却モード）が使用できる場合は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

する。 

 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事故対処設備が有する

原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止す

るために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため，また，炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるための設備として，原

子炉格納容器代替スプレイ冷却系を設ける。 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の機能が喪失した場合の重

大事故等対処設備として，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を使用する。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），

ホース・配管・弁類，計測制御設備等で構成し，大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由してスプレイ管からド

ライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させることができる設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，代替淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ

（タイプⅡ）により海を利用できる設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の系統構成に必要な電気作動弁は，非

常用交流電源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの受電が可能な設計とする。また，大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動
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できる設計とする。燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン

発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホース，注水用ヘッダ，接続口並びに残留熱除去系

の配管及び弁，スプレイ管を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a)原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

が起動できない場合の重大事故等対処設備として使用する原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系は，「(1)a.(a)原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による

原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

 

(b)常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を

使用し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を復旧する。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，常設代替交流電源設備

からの受電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプによりサプレッション

チェンバのプール水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプ

レイすることで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を

含む）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・原子炉補機代替冷却水系（3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備）
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その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び原子炉補機冷却

水系（原子炉補機冷却海水系を含む）を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

(c)常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却

モード）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却

モード）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電

源設備を使用し，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）を復

旧する。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，常設代替交流電

源設備からの受電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器に

より，サプレッションチェンバのプール水を冷却することで原子炉格納容器

を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を

含む）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・原子炉補機代替冷却水系（3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備） 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備と

して使用し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系及び原子炉補機冷却

水系（原子炉補機冷却海水系を含む）を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

 

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

 (a)原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系を使用する。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），

ホース・配管・弁類，計測制御設備等で構成し，大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）により，代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由してスプレイ管からド

ライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。
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原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，代替淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ

（タイプⅡ）により海を利用できる設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の系統構成に必要な電気作動弁は，非

常用交流電源設備に加えて，代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの受電が可能な設計とする。また，大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動

できる設計とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービ

ン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。
 

本系統の詳細については，「(1)a.(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

による原子炉格納容器の冷却」に記載する。 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

 (a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失により，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備として使用する原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，

「(1)b.(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器の

冷却」と同じである。 

 

(b) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失により，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動できない場合の重大

事故等対処設備は，「(1)b.(b) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧」と同じである。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷

却モード）の復旧 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，全交流動力電源喪失により，

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が起動できない場合

の重大事故等対処設備は，「(1)b.(c) 常設代替交流電源設備による残留熱

除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧」と同じである。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するための設備として兼用する設計とする。 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様を第3.6-1 表に示す。 

残留熱除去系については，「3.6.1.2.1 残留熱除去系」に記載する。
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原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）及び原子炉補機代替冷却

水系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」に記載す

る。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）については，「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備」に記載する。 

サプレッションチェンバについては，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び燃料

補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 
 

3.6.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）の駆動電源を不要（付属空冷式ディーゼルエンジン）とすることで，電動機

駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に対し

て多様性を有する設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の電気作動弁は，代替所内電気設備を経由し

て受電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電

気設備を経由して受電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，代替淡水源を水源とすることで，

サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

に対して異なる水源を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管す

ることで，原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）からの接続口は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，残留熱除去系と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，

残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「3.14 電源設備」に記載

する。
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3.6.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，通常時は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容

器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水

系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ

装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要

な流量を1台で確保可能な容量を有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系

（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時

使用は考慮しない。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを確認する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

3.6.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（可搬型），

燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及

び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として 1 台，また，「原

子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使用時にはさらに 1台使

用することから，1 セット 2 台使用する。保有数は 2 セットで 4 台，故障時のバッ

クアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1台の合計 5台を確保す

る。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

同時使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な容量を有する設計と
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する。なお，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（常設配

管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は考

慮しない。 

 

3.6.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における屋外の環境条件を考慮し

た設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と常設設備との接続及び操作は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の系統構成に必要な弁のうち，原子炉建屋原

子炉棟内に設置する弁は中央制御室の操作スイッチにて遠隔操作が可能な設計と

し，屋外の系統構成に必要な弁は設置場所での操作が可能な設計とする。また，原

子炉建屋内の原子炉棟外に設置する弁は，遠隔手動弁操作設備により屋外から手動

操作で開閉することが可能な設計とする。 

また，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，淡水だけでなく海水も使用できる

設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 
 

3.6.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の

操作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の系統構成に必要な弁のうち，原子炉建屋原

子炉棟内に設置する弁は中央制御室の操作スイッチにて遠隔操作が可能な設計と

し，屋外の系統構成に必要な弁は設置場所での操作が可能な設計とする。また，原

子炉建屋内の原子炉棟外に設置する弁は，遠隔手動弁操作設備により屋外から手動

操作で開閉することが可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両として屋外のアクセスルートを通行して

アクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設

計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と

接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合

構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。
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3.6.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに

弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両として運転状態の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。  
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第 3.6-1 表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 

a．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第3.11-1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様に記載

する。 
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第 3.6-1図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却）
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第 3.6-2 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（常設代替交流電源

設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧）
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第 3.6-3 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（常設代替交流電源

設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧） 
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3.6.1.2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.6.1.2.1 残留熱除去系 

残留熱除去系の格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却

モードは，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として使用する。 

残留熱除去系は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，

位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

残留熱除去系主要機器仕様を第3.6-2 表に，系統概要図を第3.6-4 図及び第

3.6-5 図に示す。 

 

3.6.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

残留熱除去系の格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却

モードは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

3.6.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非常用炉心

冷却機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の

収束に必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計

する。 

 

3.6.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。残留熱除去

系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室で遠隔操作可能な設計

とする。 

 

3.6.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

する設計とする。残留熱除去系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。
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3.6.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

残留熱除去系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。また，残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換

器は，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。
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3.6-16 

第 3.6-2 表 残留熱除去系主要機器仕様 

(1) ポ ン プ 

台  数 2（格納容器スプレイモード又はサプレッションプール水冷却モー

ドとして使用する場合） 

容  量 約1,160m3/h/台 

 

(2) 熱交換器 

基  数 2 

伝熱容量 約 8.80MW/基（海水温度 26℃において） 
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3.6-17 

 

第 3.6-4 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）系統概要図
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3.6-18 

 

第 3.6-5図 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）系統概要図 
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3.7-1 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場

合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれが

あるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するた

めに必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

（解釈） 

第５０条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び限

界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原子炉

格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場

合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれが

あるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するもので

あること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられてい

ること。 
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ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えばSGTS）や他号

機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がない

場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格

納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作が

できること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし

装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされて

いること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、

格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定さ

れたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたものではなく、

例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用する場合又はラプチャーディ

スクを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けな

い場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の

放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り独

立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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3.7.1 適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損

を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重

大事故等対処設備を設置する。 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の系統概要図を第 3.7-1図か

ら第 3.7-3図に示す。 

 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，原子炉格納容

器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めの設備として，代替循環冷却系を設ける。また，原子炉格納容器内の圧力を大

気中に逃がすための設備として，原子炉格納容器フィルタベント系を設ける。 

 

(1) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための重大事故等対処

設備として，代替循環冷却系を使用する。 

代替循環冷却系は，代替循環冷却ポンプ，残留熱除去系熱交換器，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，代替循環冷却ポンプによりサプレッションチェンバの

プール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去系を経由して，原子炉

圧力容器への注水又は原子炉格納容器内へスプレイすることで，原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させること

が可能な設計とする。原子炉圧力容器に注水された系統水は，原子炉圧力容器又

は原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，ベント管からサプレッションチ

ェンバに戻ることにより循環する。 

代替循環冷却系は，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系

の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により冷却可能な設計と

する。 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器及び淡水ポンプを搭載した熱交換器ユニ

ット，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホース・配管・弁類，計測制御装置等か

ら構成し，熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し，大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）により熱交換ユニットに海水を送水することで，残留熱除去系熱交

換器等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送可能な設計

とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼ

ルエンジンにより駆動可能な設計とする。燃料は，燃料補給設備である軽油タン
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ク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替循環冷却ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

・熱交換器ユニット 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・サプレッションチェンバ（3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

 

代替循環冷却系の流路として，残留熱除去系の配管，弁及びストレーナ並びに

スプレイ管を重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉補機代替冷却水系の流路として，原子炉補機冷却水系の配管，弁及びサ

ージタンク，残留熱除去系熱交換器，並びにホース，除熱用ヘッダ及び接続口を

重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水路及び海

水ポンプ室を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 (2) 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内の過圧破損を防

止するための重大事故等対処設備として，原子炉格納容器フィルタベント系を使

用する。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，フィルタ装置，フィルタ装置出口側圧力

開放板，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，

原子炉格納容器調気系の配管を経由して，フィルタ装置へ導き，放射性物質を低

減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含ま

れる放射性物質の環境への放出を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させることが可能な設計とする。 

フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物質，有機よう素及びガス状

の無機よう素を除去可能な設計とする。 

本系統は，サプレッションチェンバ及びドライウェルと接続し，いずれからも

ベント操作を実施可能な設計とする。サプレッションチェンバ側からの原子炉格

納容器ベントでは，サプレッションチェンバ水面からの高さを確保すること，ま

た，ドライウェル側からの原子炉格納容器ベントでは，有効燃料棒上端高さより
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も高い接続位置とすることにより，長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受け

ない設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，ベント時に系統内を通過する可燃性ガス

の爆発防止等の対策として，系統待機時は系統内を窒素で不活性化する設計とす

る。使用後には，ベントガスに含まれる可燃性ガス及びフィルタ装置で捕集した

放射性物質による水の放射線分解によって発生する可燃性ガスが系統内に滞留

し，可燃限界に至ることを防止するため，可搬型窒素ガス供給装置により窒素を

供給することで，系統内の掃気及び不活性化を行う設計とする。 

また，フィルタ装置から放出口へ至る配管は，放出口のある原子炉建屋屋上に

向かって連続上り勾配とし，ベント時の可燃性ガスの滞留を防止する設計とする。

系統内で可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所については，可燃性ガスを連続

して排出するバイパスラインを設置し，可燃性ガスが局所的に滞留しない設計と

する。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，他の発電用原子炉とは共用しない設計と

する。また，原子炉格納容器フィルタベント系と他系統を隔離する弁は，直列に

2 弁設置し，原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を確実に隔離す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用しても原子炉格納容器が負圧になら

ないよう原子炉格納容器スプレイを行う場合は，原子炉格納容器内圧力を確認し，

規定の圧力まで減圧した場合は原子炉格納容器スプレイを停止する運用とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁は，遠隔

手動弁操作設備によって人力による操作が可能な設計とする。 

遠隔手動弁操作設備の操作場所は原子炉建屋内の原子炉棟外とし，必要に応じ

て遮蔽材を設置することで，作業員の放射線防護を考慮した設計とする。また，

排出経路に設置される隔離弁である電気作動弁については，所内常設蓄電式直流

電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電により，

中央制御室から操作が可能な設計とする。 

系統内に設置するフィルタ装置出口側圧力開放板は，原子炉格納容器フィルタ

ベント系の使用の妨げにならないよう原子炉格納容器からの排気圧力と比較し

て十分低い圧力で開放する設計とすることで操作が不要な設計とする。 

フィルタ装置は，原子炉建屋原子炉棟内に設置することにより，使用後に高線

量となるフィルタ装置等から作業員が受ける被ばくを低減できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

   ・フィルタ装置 

   ・フィルタ装置出口側圧力開放板 

   ・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

   ・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

   ・可搬型代替直流電源設備（3.14 電源設備） 
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 本系統の流路として，原子炉格納容器調気系および原子炉格納容器フィルタ

ベント系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事故等対処設備として

使用する。 

 

原子炉格納容器過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様を第3.7-1表に

示す。 

原子炉圧力容器については，「3.20 原子炉圧力容器」に記載する。 

サプレッションチェンバについては，「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備」に記載する。 

原子炉格納容器については，「3.21 原子炉格納容器」に記載する。 

常設代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常

設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び燃料補給設備については，

「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 

 

3.7.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替循環冷却系及び原子炉格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用

いることで多様性を有する設計とする。 

代替循環冷却系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電

源設備からの給電により駆動可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備及び常用交流電源設備

に対して多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は

可搬型代替直流電源設備からの給電により駆動可能な設計とする。また，原子炉格

納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁は，遠隔手動弁操作設

備によって人力による操作が可能な設計とする。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋から離れた屋外の複数個所に分散して

保管することで，原子炉建屋内の原子炉格納容器フィルタベント系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

代替循環冷却ポンプは原子炉建屋内の原子炉棟外に，残留熱除去系熱交換器及び

サプレッションチェンバは原子炉建屋原子炉棟内に設置し，原子炉格納容器フィル

タベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力開放板は原子炉建屋原子
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炉棟内の異なる区画に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

代替循環冷却系と原子炉格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，代替循環冷却系と

原子炉格納容器フィルタベント系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限

りの独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.7.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替循環冷却系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作

等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。また，サプレッションチェンバのプール水に含まれる放射

性物質の系外放出を防止するため，代替循環冷却系は閉ループにて構成する設計と

する。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，通常時は熱交換器ユニッ

トを接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。また，原子炉補機冷却水系と原子炉補機代替冷却水系を同時に使用しない

ことにより，相互の悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設置場所において輪留

めによる固定等をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，重大

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子炉格納容器フィルタベント系

を使用する際に，それぞれの系統と隔離する弁は直列に 2弁設置し，流路構成する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.7.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却ポンプの容量は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器の破損を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

代替循環冷却系で使用する残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残

留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心の著
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しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系

熱交換器で発生した熱を除去するために必要な熱交換量を有する設計とし，熱交換

器ユニット 1台及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台の 1式を使用する。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，1 セット 1 台で使用す

ることから，保有数は 2セットで 2台，故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップで 1台の合計 3台を保管する。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉

補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備として 1 台，また，「低圧代替注水系

（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可

搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃

料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び

復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備との同時使用時には更に 1

台使用することから，1 セット 2 台使用する。保有数は 2 セットで 4 台，故障時の

バックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1台の合計 5台を保

管する。 

また，原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，想定される重大事故等時において，代替循環冷却系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱と燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱に同

時に使用するため，各系統の必要な容量を1式で確保できる容量を有する設計とす

る。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，重大事故等時に原子炉格納容器内で発生す

る蒸気量に対して，排出可能な蒸気量を大きくすることで，原子炉格納容器を減圧

するために十分な排出流量を有する設計とする。 

スクラバ溶液の水位については，想定される重大事故シナリオにおいて，フィル

タ装置の粒子状放射性物質に対する除去効率が金属フィルタと組み合わせて

99.9％以上確保可能な水位とする。 

スクラバ溶液の薬剤濃度については，無機よう素の捕集と再揮発防止を図るため，

想定されるスクラバ溶液の pH 低下要因に対しても，スクラバ溶液はアルカリ性を

維持することができる十分な薬剤を保有し，無機よう素に対する除去効率が放射性

よう素フィルタと組み合わせて，99.8％以上となる設計とする。 

金属繊維フィルタは，想定される重大事故等時において原子炉格納容器フィルタ

ベント系を使用した場合に，金属繊維フィルタへ流入するエアロゾル量に対して十

分な容量を有する設計とする。 

放射性よう素フィルタは，ベントガスの滞留時間を考慮し，ガス状放射性よう素

の除去効率が 98％以上となる吸着ベッド厚さを有する設計とする。 
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フィルタ装置出口側圧力開放板は，原子炉格納容器フィルタベント系の使用の妨

げにならないよう原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分低い圧力で開放

する設計とする。 

 

3.7.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却ポンプは原子炉建屋内の原子炉棟外に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却ポンプは，想定される重大事故等時において，中央制御室で操作が

可能な設計とする。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室から操作可能な設計とする。代替循環冷却系運転後における弁の操

作は，配管等の周囲の線量を考慮して，中央制御室から遠隔で操作が可能な設計と

する。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時

における屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

熱交換器ユニットと常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時にお

いて設置場所でできる設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室又は設置場所にて操作可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と熱交換器ユニットとの接続及び操作は，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所での操作が可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，常時海水を通水

するため，海水の影響を考慮した設計とし，海から直接取水する際の異物の流入防

止を考慮した設計とする。 

代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，フラッシングが

可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力

開放板は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁は，重大事

故等時の作業員の放射線防護を考慮し，隔離弁の設置場所と異なる原子炉建屋内の

原子炉棟外からも操作が可能となるように遠隔手動弁操作設備を設け，必要に応じ

て遮蔽材を設置することで，人力により確実に操作可能な設計とする。 
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3.7.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替循環冷却系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から弁

操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替循環冷却ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。また，代替循環冷却系の運転中に残留熱除去系ストレ

ーナが閉塞した場合においては，逆洗操作が可能な設計とする。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事故等時

において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えできる設

計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計とする。原

子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチにて遠

隔操作ができる設計とし，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置する弁及び屋外の熱交

換器ユニットに設置する弁は，設置場所にて操作が可能な設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設置場所まで屋外のア

クセスルートを通行してアクセス可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪

留めによる固定等が可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと接続口の接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な

接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続することが可能な設計とす

る。 

熱交換器ユニットと大容量送水ポンプ（タイプⅠ）との接続は，ホース及び接続

部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続

が可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，想定される重大事故等時において，通常時

の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁には，炉

心の著しい損傷が発生した場合において，現場において人力で弁の操作ができるよ

う，遠隔手動弁操作設備を設置するとともに，操作場所は原子炉建屋内の原子炉棟

外とし，必要に応じて遮蔽材を設置することで，作業員の放射線防護を考慮した設

計とする。また，排出経路に設置される隔離弁である電気作動弁については，所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から

の給電により，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

 

3.7.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

代替循環冷却系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。代替循環冷却ポンプは，発電用原子炉の停止中に分解及び外観の
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確認が可能な設計とする。また，残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中

に開放及び外観の確認が可能な設計とする。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な

設計とする。また，原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニットの熱交換器及び淡

水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解検査が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，発電用原子炉の停止中に排出経路の隔離弁

の開閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は，発電用原子炉の停止中に開

放検査が可能な設計とする。また，放射性よう素フィルタは，発電用原子炉の停止

中に内部に設置されている銀ゼオライト試験片を用いた性能確認が可能な設計と

する。 

フィルタ装置出口側圧力開放板は，発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計

とする。 

 

  

114



3.7-12 

第 3.7-1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様 

(1) 代替循環冷却系 

a. 代替循環冷却ポンプ 

台 数    1 

容 量    150m3/h/台 

全 揚 程  80m 

b. 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

基 数    1 

伝熱容量 約 8.8MW 

c. 熱交換器ユニット 

第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様に記

載する。 

d. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様に記

載する。 

 

 (2) 原子炉格納容器フィルタベント系 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

a. フィルタ装置 

個 数         1 

系統設計流量     10.0kg/s（原子炉格納容器圧力 427kPa[gage]において） 

放射性物質除去効率  99.9%以上（粒子状放射性物質に対して） 

99.8%以上（無機よう素に対して） 

98  %以上（有機よう素に対して） 

材 料 

スクラバ溶液      

 

金属繊維フィルタ    

放射性よう素フィルタ 銀ゼオライト 

b. フィルタ装置出口側圧力開放板 

個 数         1 

設定破裂圧力（差圧） 約 100kPa 

  

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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3.7-13 

 

第 3.7-1図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（代替循環冷却系による原子炉注水） 
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3.7-14 

 

第 3.7-2図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（代替循環冷却系による原子炉格納容器スプレイ） 
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3.7-15 

 

第 3.7-3図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（原子炉格納容器フィルタベント系） 
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3.11-1 

3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は

使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合」とは、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を

防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

a）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を配

備すること。 

b）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、又

は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるも

のであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

a）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイノズル、スプレイライン

及びポンプ車等）を配備すること。 

b）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できな

い場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

c）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備を

整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 

a）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備

に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能である

こと。 
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3.11-2 

b）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備から

の給電を可能とすること。 

c）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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3.11-3 

3.11.1 適合方針 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールから

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位が低下した場合に

おいて使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止す

るために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合において使用済燃料プール内燃料体等の著しい損

傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図を第 3.11-1 図から第

3.11-4 図，第 3.11-6 図及び第 3.11-7 図に示す。また，使用済燃料プールの監視

のための設備の系統概要図を第 3.11-5図に示す。 

 

3.11.1.1 重大事故等対処設備 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プールの冷却機能又

は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの小規模な水の漏えいその他の要

因により使用済燃料プールの水位が低下した場合において使用済燃料プール内燃

料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための設備として，燃料プ

ール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）を設ける。 

また，使用済燃料プールに接続する燃料プール冷却浄化系戻り配管の破損時に，

サイフォン現象によって使用済燃料プール水が漏えいした場合において，遮蔽必要

水位以下に水位が低下することを防止するため，燃料プール冷却浄化系戻り配管上

部の遮蔽必要水位以上の位置にサイフォンブレーク孔を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プールからの大量の

水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に

おいて使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止

するための設備として，燃料プールスプレイ系を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，使用済燃料プール内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

の設備として，放水設備（大気への拡散抑制設備）を設ける。 

使用済燃料プールの冷却等のための設備のうち，重大事故等時において，使用済

燃料プールの状態を監視するための設備として，使用済燃料プール監視設備を設け

る。 

使用済燃料プールの冷却機能が喪失し，使用済燃料プールから発生する水蒸気が

重大事故等対処設備に悪影響を及ぼすおそれがある場合において，使用済燃料プー

ルの除熱に必要な設備として，燃料プール冷却浄化系を設ける。 
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3.11-4 

(1) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は使用済燃料プー

ルの小規模な漏えい発生時に用いる設備 

a．燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する

使用済燃料プールの冷却機能又は残留熱除去系（燃料プール水の補給）及び

燃料プール補給水系の有する使用済燃料プールの注水機能が喪失し，又は使

用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水

位が低下した場合において，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線

を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として，燃料プー

ル代替注水系（常設配管）を使用する。 

燃料プール代替注水系（常設配管）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホ

ース，配管・弁類，計測制御設備等から構成され，大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）により，代替淡水源の水を燃料プール冷却浄化系等を経由して使用済

燃料プールへ注水することで，使用済燃料プールの水位を維持可能な設計と

する。 
なお，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止可能

な設計とする。 
燃料プール代替注水系（常設配管）は，代替淡水源が枯渇した場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タ

イプⅡ）により海を利用可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより

駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービ

ン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 
主要な設備は以下のとおりである。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホース，注水用ヘッダ，接続口並びに燃料プール冷

却浄化系の配管及び弁を重大事故等対処設備として使用する。 
その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対処設備

として使用する。 

 

b．燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する

使用済燃料プールの冷却機能又は残留熱除去系（燃料プール水の補給）及び

燃料プール補給水系の有する使用済燃料プールの注水機能が喪失し，又は使

用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水

位が低下した場合において，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線

を遮蔽し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設備として，燃料プー
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ル代替注水系（可搬型）を使用する。 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホー

ス・弁類，計測制御設備等から構成され，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）に

より，代替淡水源の水をホース等を経由して使用済燃料プールへ注水するこ

とで，使用済燃料プールの水位を維持可能な設計とする。 
なお，使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止可能

な設計とする。 
燃料プール代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した場合において，

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）により海を利用可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより

駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービ

ン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 
主要な設備は以下のとおりである。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホース及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備とし

て使用する。 
その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対処設備

として使用する。 

 

(2) 使用済燃料プールの大規模な漏えい発生時に用いる設備 

a．燃料プールスプレイ系による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料

プールの水位が異常に低下した場合において，使用済燃料プール内燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するための重大事故等対処設

備として，燃料プールスプレイ系を使用する。 

燃料プールスプレイ系は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），スプレイノズル，

ホース・弁類，計測制御設備等から構成され，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

により，代替淡水源の水をホース等を経由してスプレイノズルから使用済燃

料プールへスプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放

射性物質の放出をできる限り低減可能な設計とする。 
なお，スプレイや蒸気環境下でも臨界にならないよう配慮したラック形状

によって，臨界を防止することが可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系は，代替淡水源が枯渇した場合において，重大事故

等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に

より，海を利用可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより
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駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービ

ン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 
主要な設備は以下のとおりである。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・スプレイノズル 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，ホース及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備とし

て使用する。 
その他，設計基準対象施設である使用済燃料プールを重大事故等対処設備

として使用する。 

 

b．放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料

プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷に

至った場合において，できる限り環境への放射性物質の放出を低減するため

の重大事故等対処設備として，放水設備（大気への拡散抑制設備）を使用す

る。 

放水設備（大気への拡散抑制設備）は，大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放

水砲，ホース等から構成され，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により，海を

水源として，ホースを通り放水砲から原子炉建屋へ放水することで，環境へ

の放射性物質の放出をできる限り低減可能な設計とする。 

本系統の詳細については，「3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備」に記載する。 

 

(3) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

a．使用済燃料プール監視設備による使用済燃料プールの状態監視 

重大事故等時における使用済燃料プールの状態を監視するための重大事故

等対処設備として，使用済燃料プール監視設備である使用済燃料プール水位

／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式），

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）及び使用済燃料

プール監視カメラを使用する。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／

温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）は，想定される重大事故等時に変動する可能性のある範囲を測

定可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時の使用済燃料プ

ールの状態を監視可能な設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール上
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部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電可能な設計とし，

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール監視

カメラは，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電可能

な設計とする。 

主要な設備は以下のとおりである。 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

(4) 重大事故等時における使用済燃料プールの除熱のための設備 

a．燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

重大事故等時における使用済燃料プールの除熱のための重大事故等対処設

備として，燃料プール冷却浄化系を使用する。 

燃料プール冷却浄化系は，燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却

浄化系熱交換器，燃料プール冷却浄化系配管・弁類，計測制御設備等から構

成され，燃料プール冷却浄化系ポンプにより，燃料プール冷却浄化系熱交換

器を経由して使用済燃料プールの水を循環することで，使用済燃料プールを

除熱可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む）が機能喪失した場合でも，常設代替交流電源設

備及び原子炉補機代替冷却水系により復旧し，使用済燃料プールを除熱可能

な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器及

び淡水ポンプを搭載した熱交換器ユニット，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），

ホース，配管・弁類，計測制御設備等で構成し，熱交換器ユニットを原子炉

補機冷却水系に接続し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱交換器ユニ

ットに海水を送水することで，燃料プール冷却浄化系熱交換器等の機器で発

生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送可能な設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディ

ーゼルエンジンにより駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油
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タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給

可能な設計とする。 
主要な設備は以下のとおりとする。 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ 

・燃料プール冷却浄化系熱交換器 

・熱交換器ユニット 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・燃料補給設備（3.14 電源設備） 

燃料プール冷却浄化系の流路として，燃料プール冷却浄化系の配管，弁，

スキマサージタンク及びディフューザを重大事故等対処設備として使用する。 

原子炉補機代替冷却水系の流路として，原子炉補機冷却水系の配管，弁及

びサージタンク並びにホース，除熱用ヘッダ及び接続口を重大事故等対処設

備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である使用済燃料プール並びに設計基準事故対

処設備である非常用取水設備の取水口，取水路及び海水ポンプ室を重大事故

等対処設備として使用する。 

 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様を第 3.11-1表に示す。 

使用済燃料プールについては，「3.22 燃料貯蔵設備」に記載する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）については，「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，

可搬型代替直流電源設備及び燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載す

る。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 
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3.11.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）は，残

留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系及び燃料プー

ル補給水系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の駆動電源を不要（付属空冷式ディーゼルエンジン）とすることで，

電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給），

燃料プール冷却浄化系及び燃料プール補給水系に対して多様性を有する設計とす

る。 

また，燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）

は，代替淡水源を水源とすることで，使用済燃料プールを水源とする残留熱除去系

（燃料プールの冷却）及び燃料プール冷却浄化系，サプレッションチェンバを水源

とする残留熱除去系（燃料プールの補給）並びに復水貯蔵タンクを水源とする燃料

プール補給水系に対して異なる水源を有する設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）に使用

する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管

することで，原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ，燃料プール冷却浄化系ポンプ及

び燃料プール補給水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。また，燃料プール代替注水系（常設配管）の接続口は，

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と共通要因によって接続できなくなることを防止す

るため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。燃料プール代替注水

系（可搬型）に使用するホースは，共通要因によって設置できなくなることを防止

するため，原子炉建屋の異なる面に設置された扉等を経由して，屋外から使用済燃

料プールまで設置可能な設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋

から離れた屋外に分散して保管し，スプレイノズルは，原子炉建屋原子炉棟内の異

なる区画に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。また，燃料プールスプレイ系に使用するホースは，

共通要因によって設置できなくなることを防止するため，原子炉建屋の異なる面に

設置された扉等を経由して，屋外から使用済燃料プールまで設置可能な設計とする。 
 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）

は，燃料貯蔵プール水位，燃料貯蔵プール水温度，燃料プール冷却浄化系ポンプ入

口温度，燃料交換フロア放射線モニタ，燃料取替エリア放射線モニタ及び原子炉建

屋原子炉棟排気放射線モニタと共通要因によって同時に機能が損なわれることの

ないよう，使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール

上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，非常用交流電源設備に対して，多様
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性を有する所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直

流電源設備から給電可能な設計とし，使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス

式）及び使用済燃料プール監視カメラは，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から受電可能な設計とす

る。 

 

燃料プール冷却浄化系に使用する燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール

冷却浄化系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と原子炉建

屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損な

うことのないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却浄化系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海水系を含む）と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）をの駆動電源を不要（付

属空冷式ディーゼルエンジン）とすることで，電動機駆動ポンプにより構成される

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）に対して多様性を有する設計

とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建屋内

の原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器並びに屋外の海水ポ

ンプ室の原子炉補機冷却海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを

防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

電源設備の多様性及び位置的分散については，「3.14 電源設備」に記載する。 

 

3.11.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系は，他の設備と独立して使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設置場所において輪留めによる固定等をする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）

及び使用済燃料プール監視カメラは，他の設備と電気的な分離を行うことで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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燃料プール冷却浄化系に使用する燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール

冷却浄化系熱交換器は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却浄化系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，通常時は熱交換器

ユニットを接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により

重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。また，原子炉補機冷却水系と原子炉補機代替冷却水系を同時に使用

しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない運用とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，設置場所において輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.11.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）に使用

する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等において，使用済燃

料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な

容量を有するものとして，1セット 1台使用する。 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される

重大事故等において，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

及び臨界を防止するために必要な容量を有するものとして，1セット 1台使用する。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，代替淡水源を水源

として使用する場合には，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フ

ィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を

考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な容量を有する設計とする。なお，

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プ

ールスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール水位／温

度（ガイドパルス式）は，使用済燃料プール内の水位低下を監視可能なよう，想定

される重大事故等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底

部付近までの範囲にわたり水位を計測可能な設計とする。また，使用済燃料プール

内における冷却水の加熱状態を監視可能なよう，常温から沸騰状態の温度を計測可
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能な設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，想定される重大

事故等時において変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において可視光カメラ

により使用済燃料プールが把握可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系に使用する燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール

冷却浄化系熱交換器は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設とし

てのポンプ流量及び熱交換量が，想定される重大事故等時において使用済燃料プー

ル内燃料体から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び熱交換量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様の設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，想定される重大事故等時において，燃料プール冷却浄化系熱交換器等の機器で

発生した熱を除去するために必要な熱交換量及びポンプ流量を有する設計とし，熱

交換器ユニット 1台及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台の 1式を使用する。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プー

ルスプレイ系及び原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納

容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注

水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィル

タ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として

1 台，また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使用時

にはさらに 1 台使用することから，1 セット 2 台使用する。保有数は 2 セットで 4

台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1台の

合計 5台を保管する。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，1セット 1台で使用す

ることから，保有数は 2セットで 2台，故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップで 1台の合計 3台を保管する。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大

事故等時において，燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱と残留熱

除去系による発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱又は代替循環冷却系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱に同時に使用するため，各系統の必要な容量を 1

式で確保可能な容量を有する設計とする。 

 

3.11.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料
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プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外に保管及び設

置する設備であることから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件を考

慮した設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と

常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所にて実

施可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系に使用する大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）の操作は，設置場所にて実施可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルは，原子炉建屋原子炉棟内に保

管及び設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋

原子炉棟内の環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルの接続及び操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所にて実施可能な設計とする。また，スプレイノズ

ルは，設置場所への設置後は，操作が不要な設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系は，淡水だけでなく海水も使用可能な設計とするが，可能な限り

淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）

及び使用済燃料プール監視カメラは，原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備である

ことから，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考

慮した設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系に使用する燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール

冷却浄化系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する設備であることから，想

定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮した設計

とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央

制御室にて実施可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室にて実施可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，屋外に保管及び設置する設備であることから，想定される重大事故等

時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

熱交換器ユニットと常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時にお

いて，設置場所にて実施可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等
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時において，中央制御室又は設置場所にて実施可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと大容量送水ポンプ（タイプⅠ）との接続及び操作は，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所にて実施可能な設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）は，常時海水を通水するため，海水の影響を考慮し，海から直接取

水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

3.11.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系は，想定される重大事故等時において，切り替えせずに使用可能

な設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッ

チにより，設置場所での操作が可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設置場所まで屋外

のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計とするとともに，設置場所に

て輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と

接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合

構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系は，常設設備と接続

しない設計とし，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）とホースとの接続は，ホース及び

接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に

接続が可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルとホースとの接続は，ホース及

び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実

に接続が可能な設計とする。 

スプレイノズルは，設置場所への設置後は，操作が不要な設計とする。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）

及び使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において，切り替え

せずに使用可能な設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）

及び使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において，操作を必
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要とすることなく，中央制御室にて監視可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイ

ッチにより操作が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事

故等時において，通常時の系統構成から接続，弁操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，設置場所にて操作可能な設計とする。原

子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチによる

操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は，設置場所まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設

計とするとともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便

な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続可能な設計とする。 

熱交換器ユニットと大容量送水ポンプ（タイプⅠ）との接続は，ホース及び接続

部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続

可能な設計とする。 

 

3.11.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両としての運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルは，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，腐食等の有無を目視で確

認可能な設計とする。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール水位／温

度（ガイドパルス式）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に温度確認及び絶縁抵

抗測定の特性試験が可能な設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に模擬入力による特性試験，線源校正が可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，発電用原子炉の運転中又は停止中に映像確認，
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外観確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能及び

漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また，燃料プ

ール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に，分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認

が可能な設計とする。また，熱交換器ユニットの熱交換器及び淡水ポンプは，発電

用原子炉の運転中又は停止中に分解可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無を確認可能な設

計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，車両としての運

転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。  
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第 3.11-1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型） 

a．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

種類   うず巻形 

個数   5 (うち 1台は予備） 

容量   1,440 m3/h/台以上 

揚程   122 m以上 

 

(2) 燃料プールスプレイ系 

a．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

「(1) a．大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」に記載する。 

b．スプレイノズル 

個数   7 (うち 4個は予備） 

 

(3) 放水設備（大気への拡散抑制設備） 

a．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 3.13-1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕

様に記載する。 

b．放水砲 

第 3.12-1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

(4) 使用済燃料プール監視設備 

a．使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   1（検出点 21箇所） 

計測範囲 水位 -4,240mm～7,010mm（O.P.21680～O.P.32930mm） 

温度 0℃～150℃ 
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b．使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   水位 1 

温度 2 

計測範囲 水位 -4,300mm～7,300mm（O.P.21620～O.P.33220mm） 

温度 0℃～120℃ 

c．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・放射線管理設備（重大事故等時） 

高線量 

個数    1 

計測範囲  101～108 mSv/h 

低線量 

個数    1 

計測範囲  10-2～105 mSv/h 

d．使用済燃料プール監視カメラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個数   1 

 

(5) 燃料プール冷却浄化系 

a．燃料プール冷却浄化系ポンプ 

個数   2(うち 1台は予備） 

容量   160 m3/h/台以上 

全揚程  80 m以上 

b．燃料プール冷却浄化系熱交換器 

基数   2（うち 1基は予備） 

容量   1.26 MW/個以上 

 

(6) 原子炉補機代替冷却水系 

a．熱交換器ユニット 

第 3.5-1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様

に記載する。 

b．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

「(1) a．大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」に記載する。  
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第 3.11-1図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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第 3.11-2図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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第 3.11-3図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プールスプレイ系による使用済燃料プールへのスプレイ） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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第 3.11-4図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制） 
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第 3.11-5図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（使用済燃料プール監視設備による使用済燃料プールの状態監視） 

  

使用済燃料貯蔵ラック

使用済燃料プール

高線量 低線量

使用済燃料プール水位／温度
（ガイドパルス式）

使用済燃料プール水位／温度

（ヒートサーモ式）

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ

（高線量，低線量）

使用済燃料プール監視カメラ

【凡例】

信号系

表示

指示計

指示計

指示計

中央制御室

原子炉建屋
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第 3.11-6図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱） 

（燃料プール冷却浄化系） 
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第 3.11-7図(1) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱） 

（原子炉補機代替冷却水系（その 1））  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11-26 

 

 

第 3.11-7図(2) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備系統概要図 

（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱） 

（原子炉補機代替冷却水系（その 2）） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施

設には，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければな

らない。 

 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発

電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」と

は，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間，十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽，ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は，代替再循環設備等により，多

重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13.1 適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統概要図を第 3.13-1 図から第

3.13-11図に示す。 

 

3.13.1.1重大事故等対処設備 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，重大事故等の収束に必要と

なる水源として，復水貯蔵タンク，サプレッションチェンバ及びほう酸水注入系貯

蔵タンクを設ける。これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，代替淡水

源として淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を設ける。また，淡水が枯渇

した場合に，海を水源として利用できる設計とする。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち，設計基準事故等対処設備及

び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供

給するために必要な設備及び海水を利用するために必要な設備として，大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を設ける。 

代替水源からの移送ルートを確保し，ホース及びポンプについては，複数個所に

分散して保管する。 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源 

a．復水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への

注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高

圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）並びに

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系の水源として復水貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・復水貯蔵タンク 

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.8 原子炉格納容器下部の冷却等

のための設備」に記載する。 

 

b．サプレッションチェンバを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への

注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代
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替循環冷却系並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である高圧炉心スプ

レイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水

冷却モード）の水源として，サプレッションチェンバを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・サプレッションチェンバ 

各系統の詳細については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のため

の設備」及び「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記載

する。 

 

c．ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，原子炉圧力容器への注水に使用する設計

基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水注入系の水源

として，ほう酸水注入系貯蔵タンクを使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク（3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界

にするための設備） 

本系統の詳細については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備」に記載する。 

 

d．代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，復水貯蔵タンクへ水を供給するための水

源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設

計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可

搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器フィルタベント系

への水補給及び原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，また，使

用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失し

た場合の代替手段である燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注

水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の水源として，代替淡水源である淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設

備」，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」，「3.8 原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」及び「3.11 使用済燃料貯蔵

槽の冷却のための設備」に記載する。 
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e．海を水源とした場合に用いる設備 

想定される重大事故等時において，淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵タンク

へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容

器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系及び原子炉

格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，また，使用済燃料プールの冷却

又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段であ

る燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃

料プールスプレイ系の水源として海を利用するための重大事故等対処設備とし

て，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する。 

また，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ海水を供給するための

水源であるとともに，原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

及び放水設備の大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の水源として海を使用する。 

主要な設備は，以下のとおり。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

その他，設計基準事故対処設備である非常用取水設備の取水口，取水路及び

海水ポンプ室を重大事故等対処設備として使用する。 

各系統の詳細については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備」，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備」，「3.7 原子炉格納

容器の過圧破損を防止するための設備」，「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備」，「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」及

び「3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」に記載する。 

 

(2) 水源へ水を供給するための設備 

a．復水貯蔵タンクへ水を供給するための設備 

重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵タンクへ淡水を供給するため

の重大事故等対処設備として，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及

び淡水貯水槽（No.2）の淡水を復水貯蔵タンクの復水貯蔵タンク接続口又は復

水貯蔵タンク接続マンホールを経由して復水貯蔵タンクへ供給できる設計とす

る。 

淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵タン

クへ海水を供給するための重大事故等対処設備として，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を使用する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，代替水源である海より海水を復水貯蔵タ

ンクの復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホールを経由して復
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水貯蔵タンクへ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事故等の収束に必要な水源である淡水貯

水槽へ海水を供給するための重大事故等対処設備として，大容量送水ポンプ（タ

イプⅡ）を使用する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の燃料は，

燃料補給設備である軽油タンク，タンクローリ及びガスタービン発電設備軽油タ

ンクにより補給できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

・燃料補給設備 

本系統の流路として，補給水系の配管及び弁並びにホースを重大事故等対処設

備として使用する。 

 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様を第 3.13-1 表に示

す。 

ほう酸水注入系については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にす

るための設備」に記載する。 

燃料補給設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

非常用取水設備については，「3.23 非常用取水設備」に記載する。 
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3.13.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本設計については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

復水貯蔵タンクを水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び格納容器下部

注水系（常設）の多様性，位置的分散については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッションチェンバを水源とする代替循環冷却系の多様性，位置的分散につ

いては，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，屋外の複

数の異なる場所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

復水貯蔵タンクへの水の供給で用いる大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は，

複数の場所に設けることで信頼性向上を図る設計とする。 

 

3.13.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバは，重大事故等時に弁操作等により

重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，通常時の

接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，他場所に

おいて転倒しないことを確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛散物と

なって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.13.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設として

の容量が，想定される重大事故等時において，代替淡水源を使用するまでの間に必

要な容量を有しているため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

サプレッションチェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施

設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時において，代替循環冷却
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系で使用する代替循環冷却ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量に対し

て十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

注水設備及び供給設備として 1 台，また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ

輸送する設備との同時使用時には更に 1 台使用することから，1 セット 2 台使用す

る。保有数は，2 セットで 4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，想定される重大事故等時において，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを 1 セット 1

台使用する。保有数は，2 セット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要なホー

スの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップを考慮した数量を分散して保管する。 

 

3.13.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

サプレッションチェンバは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，屋外に保

管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の常設設備との接続及び操作並びに系統構成に必

要な弁操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水だけでなく海水も使用できる設計と

する。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の操作等は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

 

3.13.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

復水貯蔵タンクを水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び原子炉格納容
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器下部注水系（常設）の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」及び「3.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための設備」に記載する。 

サプレッションチェンバを水源とする代替循環冷却系の操作性については，「3.7

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンクへの淡水及び海水を供給

する系統及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いて淡水貯水槽へ海水を供給する

系統は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から移動，設置，起

動操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，付属の操

作スイッチにより，設置場所での操作が可能な設計とし，系統構成に必要な弁は，

設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，車両とし

て屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所

にて輪止め等による固定が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続する接続口については，ホース及び接続部

の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続が

可能な設計とする。 

 

3.13.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

復水貯蔵タンクは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。また，発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の確認並びに外観の確認が可能

な設計とする。 

サプレッションチェンバは，発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可能

な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に外観の確認及び気密性能の確認が可

能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な

設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，車

両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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第 3.13-1表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

 

(1) 復水貯蔵タンク 

基   数 １ 

容   量 約 3,000m3 

主要部材質 ステンレス鋼 

 

(2) サプレッションチェンバ 

容   量 約 2,800m3 

 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 3-1-1 表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備の主

要仕様に記載する。 

 

(4) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

台   数 ５（うち１台は予備） 

容   量 1,440m3/h/台 

 

(5) 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

台   数 ３（うち１台は予備） 

容   量 1,800m3/h/台 
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3.14-1 

3.14 電源設備【57条】 

 
 

【設置許可基準規則】 
（電源設備） 
第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したこ
とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容
器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著
しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなけ
ればならない。 

 
２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電
源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設
備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著し
い損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止
中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けな
ければならない。 

 
（解釈） 
１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に
掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい
う。 
ａ）代替電源設備を設けること。 
ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 
ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 
ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、電気の
供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制
御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合
を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時
間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を
行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあ
らかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)
及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けること
などにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持
及び人の接近性の確保を図ること。 

 
２ 第 2 項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 
ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する
電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行
わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24
時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可
能であるもう 1 系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3 系
統目）を整備すること。 
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3.14.1 適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため，必要

な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替電源設備の系統図を第 3.14-1図から第 3.14-15図に示す。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である非常用交

流電源設備，高圧炉心スプレイ系用交流電源設備，非常用直流電源設備及び高圧炉

心スプレイ系用直流電源設備が使用できる場合は，重大事故等対処設備(設計基準

拡張)として使用する。 

 

3.14.1.1 重大事故等対処設備 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力を確保するための設備とし

て，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び代替所内電気設備を設け

る。また，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動用の軽油を補給するため

の設備として，燃料補給設備を設ける。 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．常設代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合の

重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機，ガスタービン発電設備軽油

タンク，ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ，電路，計測制御設備等で構成

し，ガスタービン発電機を外部電源の喪失時に自動起動し，非常用高圧母線 2C

系，非常用高圧母線 2D系及び緊急用低圧母線 2G系へ接続することで，電力を

供給できる設計とする。 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電設備軽油タンクよりガスタ

ービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交

流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

ｂ．可搬型代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合の

重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車，軽油タンク，ガスタービン発電設備軽
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油タンク，タンクローリ，電路，計測制御設備等で構成し，電源車を非常用高

圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系又は緊急用低圧母線 2G 系へ接続するこ

とで，電力を供給できる設計とする。 

電源車の燃料は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタン

クローリを用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用

交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・電源車 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・タンクローリ 

(2) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合の

重大事故等対処設備として，所内常設蓄電式直流電源設備を使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，125V蓄電池 2A，125V蓄電池 2B，125V充電

器盤 2A，125V 充電器盤 2B，電路，計測制御設備等で構成し，全交流動力電源

喪失直後に 125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bから設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から 1 時間後に，

中央制御室において不要な負荷の切離しを行う。さらに，全交流動力電源喪失

から 8時間後に，現場において不要な負荷の切離しを行い，全交流動力電源喪

失から 24時間にわたり，125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bから電力を供給で

きる設計とする。また，交流電源復旧後に，交流電源を 125V充電器盤 2A及び

125V 充電器盤 2B を経由し直流母線へ接続することで，電力を供給できる設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・125V蓄電池 2A 

・125V蓄電池 2B 

・125V充電器盤 2A 

・125V充電器盤 2B 

ｂ．常設代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合の

重大事故等対処設備として，常設代替直流電源設備を使用する。 

常設代替直流電源設備は，125V 代替蓄電池，250V 蓄電池，電路，計測制御

設備等で構成し，全交流動力電源喪失直後に 125V 代替蓄電池は重大事故等対

処設備に 8時間にわたり電力を供給し，250V蓄電池は全交流動力電源喪失から

1 時間後に，中央制御室において不要な負荷の切離しを行い，全交流動力電源
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喪失から 24 時間にわたり，電力を供給できる設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の交流電源を 125V代替充電器盤及び 250V充電器盤を経由し直流

母線へ接続することで，可搬型代替直流電源設備として電力を供給できる設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・125V代替蓄電池 

・250V蓄電池 

ｃ．可搬型代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合の重大事故

等対処設備として，可搬型代替直流電源設備を使用する。 

可搬型代替直流電源設備は，125V 代替蓄電池，250V 蓄電池，125V 代替充電

器盤，250V充電器盤，電源車，軽油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク，

タンクローリ，電路，計測制御設備等で構成し，125V 系統は，125V 代替蓄電

池から 8時間必要な負荷に電源供給し，その後，電源車を代替所内電気設備及

び 125V 代替充電器盤を経由し直流母線へ接続することで，24 時間にわたり電

力を供給できる設計とする。250V系統は，電源供給開始から 1時間後に，中央

制御室において不要な負荷の切離しを行い，電源供給開始から 24 時間にわた

り必要な負荷に電源供給し，その後，電源車を代替所内電気設備及び 250V 充

電器盤を経由し直流母線へ接続することで，電力を供給できる設計とする。 

電源車の燃料は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタン

クローリを用いて補給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，電源車の運転を継続することで，設計基準事故

対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間以上必要な負荷に電力を

供給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用

直流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・125V代替蓄電池 

・250V蓄電池 

・125V代替充電器盤 

・250V充電器盤 

・電源車 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・タンクローリ 

(3) 代替所内電気設備による給電 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替所内電気設備を使用する。 
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代替所内電気設備は，ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，

緊急用高圧母線 2G 系，緊急用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系，緊急

用交流電源切替盤 2G系，緊急用交流電源切替盤 2C系，緊急用交流電源切替盤

2D系，非常用高圧母線 2C系，非常用高圧母線 2D系，計測制御設備等で構成し，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の電路として使用し，電力

を供給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電

気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また，代替所内電気設備及び非

常用所内電気設備は，少なくとも 1系統は機能の維持及び人の接近性の確保を

図る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ガスタービン発電機接続盤 

・緊急用高圧母線 2F系 

・緊急用高圧母線 2G系 

・緊急用動力変圧器 2G系 

・緊急用低圧母線 2G系 

・緊急用交流電源切替盤 2G系 

・緊急用交流電源切替盤 2C系 

・緊急用交流電源切替盤 2D系 

・非常用高圧母線 2C系 

・非常用高圧母線 2D系 

(4) 燃料補給設備による補給 

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備として，軽油タンク，ガス

タービン発電設備軽油タンク，タンクローリ及びホースを使用する。 

電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)，熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ(タイプⅡ)は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタン

クローリを用いて燃料を補給できる設計とする。 

軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリへの軽

油の補給は，ホースを用いる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・タンクローリ 

本系統の流路として，ホースを重大事故等対処設備として使用する。 

 

代替電源設備の主要機器仕様を第 3.14-1表に示す。 
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3.14.1.1.1 多様性及び独立性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電

源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機をガ

スタービン機関により駆動することで，ディーゼル機関により駆動する非常用ディ

ーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備及びディーゼル機関により駆動する高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる高圧炉心スプレイ系用交流電源設備

に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電設備軽油タンク

及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，原子炉建屋から離れた屋外に設置す

ることで，原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電設備燃

料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋近傍の非常用ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプと

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機から非常用高圧母線までの系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線までの系統に対して，独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源

設備は非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源設備に対して独立

性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流

電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源車の冷却方式を空

冷とすることで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機を用いる非常用交

流電源設備及び冷却方式が水冷である高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用

いる高圧炉心スプレイ系用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，

可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，電源車をディーゼル機関により駆動することで，ガスタービン

機関により駆動するガスタービン発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して

多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，屋外の原子炉建屋から離

れた場所に保管することで，原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機，非常用ディ

ーゼル発電設備燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋近傍の非常用

ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図

る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，原子
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炉建屋から離れた屋外に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電設備軽油

タンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプから離れた場所に保管すること

で，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車から非常用高圧母線までの系統において，独

立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する

設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電

源設備は非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源設備に対して独

立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の電源車の接続箇所は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，非常用直流電源設備を兼ねた設備であり，制御

建屋内の非常用直流電源設備 2系統及び原子炉建屋内の高圧炉心スプレイ系用直流

電源設備 1系統は，各区分ごとに区画された部屋へ設置することで，非常用直流電

源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備が共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，125V 蓄電池及び 125V 充電器盤から直流母線ま

での系統において，各区分ごとに独立した電路で系統構成することにより，非常用

直流電源設備 2系統及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備 1系統の蓄電池及び充

電器盤から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備を

兼ねる非常用直流電源設備 2系統及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備 1系統は，

互いに独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電

源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，各設備ごとに区画された

部屋へ設置することで，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，125V 代替蓄電池から 125V 直流母線までの系統及び

250V 蓄電池から 250V 直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備の 125V

蓄電池から 125V直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常用

直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して独立性を有する設

計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流

電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源車の冷却方式を空

冷とすることで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機から給電する非常

用直流電源設備及び冷却方式が水冷である高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
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から給電する高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して多様性を有する設計と

する。また，125V 代替充電器盤及び 250V 充電器盤により交流電力を直流に変換で

きることで，蓄電池(非常用及び高圧炉心スプレイ系用)を用いる非常用直流電源設

備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池，250V 蓄電池，125V 代替充電器盤，

250V充電器盤，電源車及びタンクローリは，制御建屋内及び屋外の原子炉建屋から

離れた場所に設置又は保管することで，原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機，

非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋近

傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備燃料移送ポンプ並びに制御建屋内の 125V蓄電池及び 125V充電器盤と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，電源車から直流母線までの系統において，独立した

電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替直流電

源設備は非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して独

立性を有する設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の電源車の接続箇所は，共通要因によって接続できなく

なることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用

高圧母線 2G 系，緊急用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系，緊急用交流電源

切替盤 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系は，非

常用所内電気設備と異なる区画に設置することで，非常用所内電気設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気

設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内

電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建屋近傍の非常用ディーゼル発電設備燃

料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプから離

れた屋外に分散して保管することで，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは，屋外に分散して設置するこ

とで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

3.14.1.1.2 悪影響防止 
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基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，通常時は遮断器により接続先の

系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンク及びガスタービン発

電設備燃料移送ポンプは，独立した系統とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

ガスタービン発電機は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，接続先の系統と分離して

保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，独立した系統と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

電源車及びタンクローリは，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B，125V 充電器盤

2A及び 125V充電器盤 2Bは，通常時は設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成とし，重大事故等時にも系統構成を変更することなく継続使用するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，通常時は非常用直流電源設備及び

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備と分離し，重大事故等時に遮断器操作により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

常設代替直流電源設備の 250V蓄電池は，通常時は常用所内電源 250V系統として

電源供給し，重大事故等時にも系統構成を変更することなく継続使用することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の 125V代替蓄電池及び 125V代替充電器盤は，通常時は

非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備と分離し，重大事故等

時に遮断器操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の 250V蓄電池及び 250V充電器盤は，通常時は常用所内

電源 250V 系統として電源供給し，重大事故等時にも系統構成を変更することなく

継続使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリは，接続先の系統と分離して
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保管し，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，独立した系統と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用

高圧母線 2G 系，緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は，通常時は遮

断器により接続先の系統から隔離し，重大事故等時に遮断器操作により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2C 系，

緊急用交流電源切替盤 2D 系，非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系は，

重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時

に接続，弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備の軽油タンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，独立した系統とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

3.14.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷，

原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，その機

能を発揮することを要求されるガスタービン発電機が事故後7日間連続運転する場

合に必要となる燃料を補給可能な容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時において，ガ

スタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有する設計とす

る。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を供給で

174



3.14-11 

きる容量を有するものを 1 セット 2 台使用する。保有数は 2 セット 4 台に加えて，

緊急時対策所用代替交流電源設備として 1台並びに故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として 1台の合計 6台を分散して保管する。 

125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B は，想定される重大事故等時において，1 時

間後に中央制御室にて不要な負荷の切離しを行う。さらに 8時間後に，現場にて不

要な負荷の切離しを行い，24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有

する設計とする。 

125V代替蓄電池は，想定される重大事故等時において，8時間にわたり必要な直

流設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V蓄電池は，想定される重大事故等時において，1時間後に中央制御室にて不

要な負荷の切離しを行い，24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有

する設計とする。 

125V 代替充電器盤は，想定される重大事故等時において，125V 代替蓄電池によ

る電源供給の後に，電源車を用いて 125V 代替充電器盤を受電することにより，16

時間以上必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V 充電器盤は，想定される重大事故等時において，250V 蓄電池による電源供

給の後に，電源車を用いて 250V 充電器盤を受電することにより，必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F系，緊急用高圧母線 2G系，緊急

用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系は，想定される重大事故等時において，

必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

軽油タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故対処設備と

しての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮することが必要

な重大事故等対処設備が，事故後 7日間連続運転するために必要となる燃料を供給

できる容量を有しているため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮することが

必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを 1セット 2台

使用する。保有数は 1セット 2台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 1台の合計 3台を分散して保管する。 

 

3.14.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電設備軽油タンク及びガスタービン発電設

備燃料移送ポンプは，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機は，外部電源喪失時に自動起動し，想定される重大事故等時

において，中央制御室からの操作も可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，ガスタービン発電機起動後に自動起動
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し，想定される重大事故等時において，緊急用電気品建屋からの操作も可能な設計

とする。 

電源車は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

電源車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，設置

場所で可能な設計とする。 

125V蓄電池 2A，125V 蓄電池 2B，125V充電器盤 2A及び 125V 充電器盤 2Bは，制

御建屋に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

125V代替蓄電池，250V蓄電池，125V代替充電器盤及び 250V充電器盤は，制御建

屋に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤及び緊急用高圧母線 2F 系は，緊急用電気品建屋に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用高圧母線 2F 系の遮断器は，ガスタービン発電機起動後に自動投入し，想

定される重大事故等時において，中央制御室からの操作も可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2G 系，緊急用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系，緊急用

交流電源切替盤 2G系，緊急用交流電源切替盤 2C系，緊急用交流電源切替盤 2D系，

非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系は，原子炉建屋内の原子炉棟外に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急用高圧母線 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2C

系，緊急用交流電源切替盤 2D 系，非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系

の遮断器の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室からの操作が可

能な設計とする。 

軽油タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

軽油タンクの系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

タンクローリの常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

 

3.14.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

常設代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成

から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

ガスタービン発電機は，外部電源喪失時に自動起動し，中央制御室の操作スイッ

チでも操作が可能な設計とする。系統構成に必要な遮断器は，中央制御室の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。 
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可搬型代替交流電源設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

電源車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操作が可能な設計とする。

系統構成に必要な遮断器は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計と

する。 

電源車は，電源車接続口まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

電源車を接続する電源車接続口については，コネクタ接続とすること及び接続状

態を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，通常時において本来の用途である設計基準事故

対処設備の非常用直流電源設備として電源供給しており，想定される重大事故等時

においても，所内常設蓄電式直流電源設備として設備の電源供給元を切り替える操

作を必要とせずに電源供給を継続することが可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 1時間後に，中央制御

室において不要な負荷を切り離し，さらに，全交流動力電源喪失から 8 時間後に，

現場において不要な負荷を切離すことが可能な設計とする。 

常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，想定さ

れる重大事故等時において，通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切

り替えられる設計とする。 

常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備のうち 250V 系統は，全交流

動力電源喪失から 1時間後に，中央制御室において不要な負荷を切り離すことが可

能な設計とする。 

代替所内電気設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から

遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

緊急用高圧母線 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2C

系，緊急用交流電源切替盤 2D 系，非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系

は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

燃料補給設備は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から弁操

作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

軽油タンクは，系統構成に必要な弁を手動弁とすることで，確実に操作可能な設

計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，系統構成に必要な弁を手動弁とすることで，

確実に操作可能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作ハンドルからのハンドル操作で起動する設計とし，

系統構成に必要な弁を手動弁とすることで，確実に操作可能な設計とする。 

タンクローリは，系統構成に必要な弁まで移動可能な車両設計とするとともに，

設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

タンクローリと軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクの接続につい
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ては，燃料ホースを接続するために，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タ

ンクの払出口に特別な工具を要しない専用金具にて接続することにより，容易かつ

確実に接続可能な設計とする。 

 

3.14.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ガスタービン発電機は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機

能・性能試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及

び分解検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の

停止中に外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放

検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子

炉の停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止

中に漏えい試験及び分解検査が可能な設計とする。 

電源車は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，

分解検査及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験が可能

な設計とする。また，電源車は車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。 

125V 蓄電池 2A，125V蓄電池 2B，125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池は，発電用原

子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

125V 充電器盤 2A，125V 充電器盤 2B，125V代替充電器盤及び 250V 充電器盤は，

発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験が可能な設計と

し，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F系，緊急用高圧母線 2G系，緊急

用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2G 系，緊急用

交流電源切替盤 2C 系，緊急用交流電源切替盤 2D 系，非常用高圧母線 2C 系及び非

常用高圧母線 2D 系は，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に外観検査が可

能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放検査が可能な設計とす

る。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の

停止中に外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放

検査が可能な設計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えい試験，

機能・性能試験，開放検査及び外観検査が可能な設計とする。また，タンクローリ
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は車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。 
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第 3.14-1表 代替電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 常設代替交流電源設備 

a. ガスタービン発電機 

ガスタービン機関 

台数        2 

使用燃料      軽油 

出力        約 3,600kW/台 

発電機 

台数        2 

種類        横軸回転界磁 3相同期発電機 

容量        約 4,500kVA/台 

力率        0.8 

電圧        6.9kV 

周波数       50Hz 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

基数        3 

容量        約 110kL/基 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

台数        2 

容量        約 3m3/h/台 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

a. 電源車 

ディーゼル機関 

台数        6(うち 1台は予備) 

使用燃料      軽油 

発電機 

台数        6(うち 1台は予備) 

種類        横軸回転界磁 3相同期発電機 

容量        約 400kVA/台 

力率        0.85 

電圧        6.9kV 

周波数       50Hz 

b. 軽油タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 
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基数        6 

容量        約 110kL/基 

c. ガスタービン発電設備軽油タンク 

基数        3 

容量        約 110kL/基 

d. タンクローリ 

台数        3(うち 1台は予備) 

容量        約 4kL/台 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備 

a. 125V蓄電池 2A 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 

組数        1 

電圧        125V 

容量        約 8,000Ah 

b. 125V蓄電池 2B 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 

組数        1 

電圧        125V 

容量        約 6,000Ah 

c. 125V充電器盤 2A 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 

台数        1 

電圧        125V 

容量        約 700A 

d. 125V充電器盤 2B 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 

台数        1 

電圧        125V 

容量        約 700A 
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(4) 常設代替直流電源設備 

a. 125V代替蓄電池 

組数        1 

電圧        125V 

容量        約 2,000Ah 

b. 250V蓄電池 

組数        1 

電圧        250V 

容量        約 6,000Ah 

 

(5) 可搬型代替直流電源設備 

a. 125V代替蓄電池 

組数        1 

電圧        125V 

容量        約 2,000Ah 

b. 250V蓄電池 

組数        1 

電圧        250V 

容量        約 6,000Ah 

c. 125V代替充電器盤 

台数        1 

電圧        125V 

容量        約 700A 

d. 250V充電器盤 

台数        1 

電圧        250V 

容量        約 600A 

e. 電源車 

ディーゼル機関 

台数        6(うち 1台は予備) 

使用燃料      軽油 

発電機 

台数        6(うち 1台は予備) 

種類        同期発電機 

容量        約 400kVA/台 

力率        0.85 

電圧        6.9kV 

周波数       50Hz 
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f. 軽油タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 

基数        6 

容量        約 110kL/基 

g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

基数        3 

容量        約 110kL/基 

h. タンクローリ 

台数        3(うち 1台は予備) 

容量        約 4kL/台 

 

(6) 代替所内電気設備 

a. 緊急用動力変圧器 2G系 

個数        1 

容量        約 750kVA 

電圧        6.9kV/460V 

 

(7) 燃料補給設備 

a. 軽油タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備(通常運転時等) 

・非常用電源設備(重大事故等時) 

基数        6 

容量        約 110kL/基 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

基数        3 

容量        約 110kL/基 

c. タンクローリ 

台数        3(うち 1台は予備) 

容量        約 4kL/台 
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第 3.14-1図 代替電源設備系統概要図(常設代替交流電源設備による給電) 

（ガスタービン発電機から非常用所内電気設備を経由して給電） 
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第 3.14-2図 代替電源設備系統概要図(常設代替交流電源設備による給電) 

（ガスタービン発電機から代替所内電気設備を経由して給電） 
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第 3.14-3図 代替電源設備系統概要図(常設代替交流電源設備による給電) 

（ガスタービン発電機の燃料系統） 
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第 3.14-4図 代替電源設備系統概要図(可搬型代替交流電源設備による給電) 

（電源車から電源車接続口及び非常用所内電気設備を経由して給電） 
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第 3.14-5図 代替電源設備系統概要図(可搬型代替交流電源設備による給電) 

（電源車から電源車接続口及び代替所内電気設備を経由して給電） 

 

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6.

9k
V

M
/C

6
-2

F-
2

6
.9

k
V

M
/C

6-
2

G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6.
9k

V
M

/C
6-

2D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

D
/G

外
部
電
源
よ
り 動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

6.
9k

V
M

/C
6-

2H

【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H

赤
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅰ

)

緑
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅱ

)

橙
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅲ

)
青
色
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

紫
色
：
給
電
ラ
イ
ン

【
色
分
け
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-2

【
区
分
Ⅰ
】

【
区
分
Ⅱ
】

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
器

：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

D
系

1
2

5
V

代
替
充
電
器
盤

1
2

5
V

充
電
器
盤

2
A

1
2

5
V

充
電
器
盤

2B
1

2
5

V
充
電
器
盤

2
H

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
G

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
A

-1
中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
B

-1

電
源
車

電
源
車

電
源
車
接
続
口

電
源
車
接
続
口

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2G

【
凡
例
】

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2C

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2D

：
1

2
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2G

・
M

/C
  
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
ス
イ
ッ
チ
ギ
ア

・
P

/C
  

 ：
パ
ワ
ー
セ
ン
タ

・
M

C
C

 ：
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

・
R

/B
  

 ：
原
子
炉
建
屋

・
C

/B
：
制
御
建
屋

188



3.14-25 

 
第 3.14-6図 代替電源設備系統概要図(所内常設蓄電式直流電源設備による給電) 

(125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bによる給電) 
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第 3.14-7図 代替電源設備系統概要図(常設代替直流電源設備による給電) 

(125V代替蓄電池による給電) 
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(250V蓄電池による給電) 
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第 3.14-13図 代替電源設備系統概要図(代替所内電気設備による給電) 
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第 3.14-14図 代替電源設備系統概要図(タンクローリによる補給) 

（軽油タンク） 
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第 3.14-15図 代替電源設備系統概要図(タンクローリによる補給) 

（ガスタービン発電設備軽油タンク） 
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3.14.1.2 重大事故等対処設備(設計基準拡張) 

3.14.1.2.1 非常用交流電源設備 

非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，重大事故等対処設備

(設計基準拡張)として使用する。 

非常用交流電源設備は，重大事故等時に，ATWS 緩和設備(代替制御棒挿入機能)，

ATWS緩和設備(代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)，ほう酸水注入系，高圧代替

注水系，代替自動減圧回路(代替自動減圧機能)，低圧代替注水系(常設)，低圧代替

注水系(可搬型)，残留熱除去系(低圧注水モード)による低圧注水，残留熱除去系(原

子炉停止時冷却モード)による原子炉停止時冷却，原子炉補機冷却水系，原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却，残留熱除去系(格納容

器スプレイ冷却モード)による原子炉格納容器内の冷却，残留熱除去系(サプレッシ

ョンプール水冷却モード)によるサプレッションチェンバのプール水の冷却，計測

制御設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

非常用交流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性及び位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

非常用交流電源設備の主要機器仕様を第 3.14-2表に示す。 

 

3.14.1.2.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用することで，他の施設に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

3.14.1.2.1.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ，軽油タン

ク及び非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，設計基準事故時に使用する場

合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.14.1.2.1.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ディーゼル発電機及び非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，原子

炉建屋内の原子炉棟外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

非常用ディーゼル発電機の操作は，中央制御室から可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び軽油タンクは，屋外に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 
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3.14.1.2.1.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用する。非常用ディーゼル発電機

は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

3.14.1.2.1.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に分

解が可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用

原子炉の停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の

運転中又は発電用原子炉の停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な

設計とする。 

軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えいの有無

の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止

中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は発電用

原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 
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第 3.14-2表 非常用交流電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

 
非常用ディーゼル発電機 

エ ン ジ ン 

台  数 

出  力 

起動時間 

使用燃料 

 

 2 

約 6,430kW/台(連続) 

約 10秒 

軽油 

発  電  機 

台  数 

種  類 

容  量 

力  率 

電  圧 

周 波 数 

 

 2 

横軸回転界磁 3相同期発電機 

約 7,625kVA/台 

0.8 

6.9kV 

50Hz 

軽 油 タ ン ク 

基  数 

容  量 

 

 6 

約 110kL/基 
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3.14.1.2.2 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備は，想定される重大事故等時において，非常

用交流電源設備と組み合わせて，重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用す

る。 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備は，重大事故等時に，非常用交流電源設備と

組み合わせて，ATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)，ATWS緩和設備(代替原子炉再

循環ポンプトリップ機能)，ほう酸水注入系，高圧代替注水系，代替自動減圧回路(代

替自動減圧機能)，低圧代替注水系(常設)，低圧代替注水系(可搬型)，残留熱除去

系(低圧注水モード)による低圧注水，残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)によ

る原子炉停止時冷却，原子炉補機冷却水系，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に

よる原子炉格納容器内の冷却，残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)による

原子炉格納容器内の冷却，残留熱除去系(サプレッションプール水冷却モード)によ

るサプレッションチェンバのプール水の冷却，計測制御設備及び非常用ガス処理系

へ電力を供給できる設計とする。 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性及び位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の主要機器仕様を第 3.14-3表に示す。 

 

3.14.1.2.2.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で，非常用交流電源設備と組み合わせて，重大事故等対処設備(設

計基準拡張)として使用することで，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.14.1.2.2.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

燃料移送ポンプ，軽油タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイ

タンクは，設計基準事故時に使用する場合の容量が，非常用交流電源設備と組み合

わせて，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから，設計基準事

故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.14.1.2.2.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料デイタンクは，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の操作は，中央制御室から可能な設計とす
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る。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び軽油タンクは，屋外

に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

3.14.1.2.2.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用する。高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

 

3.14.1.2.2.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子

炉の停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉

の停止中に分解が可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転

中又は発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発

電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の

確認が可能な設計とする。 

軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えいの有無

の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止

中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転

中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 
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第 3.14-3表 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

エ ン ジ ン 

台  数 

出  力 

起動時間 

使用燃料 

 

 1 

約 3,230kW(連続) 

約 13秒 

軽油 

発  電  機 

台  数 

種  類 

容  量 

力  率 

電  圧 

周 波 数 

 

 1 

横軸回転界磁 3相同期発電機 

約 3,750kVA 

0.8 

6.9kV 

50Hz 

軽 油 タ ン ク 

基  数 

容  量 

 

 6 

約 110kL/基 
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3.14.1.2.3 高圧炉心スプレイ系用直流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，想定される重大事故等時において，高圧

炉心スプレイ系用交流電源設備と組み合わせて，重大事故等対処設備(設計基準拡

張)として使用する。 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 8 時間，125V

蓄電池 2Hから電力を供給できる設計とする。 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本

方針」のうち，多様性及び位置的分散等を除く設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備の主要機器仕様を第 3.14-4表に示す。 

 

3.14.1.2.3.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で，高圧炉心スプレイ系用交流電源設備と組み合わせて，重大事

故等対処設備(設計基準拡張)として使用することで，他の施設に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

3.14.1.2.3.2 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

125V 蓄電池 2H は，設計基準事故時に使用する場合の容量が，高圧炉心スプレイ

系用交流電源設備と組み合わせて，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分で

あることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.14.1.2.3.3 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

125V蓄電池 2H及びそれに充電する 125V充電器盤 2Hは，原子炉建屋内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

3.14.1.2.3.4 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用する。 

 

3.14.1.2.3.5 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

125V 蓄電池 2H は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性

能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

125V 充電器盤 2H は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・
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性能試験が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能

な設計とする。 
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第 3.14-4表 高圧炉心スプレイ系用直流電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

 高圧炉心スプレイ系 

蓄   電   池 

蓄  電  池 

組  数 

電  圧 

容  量 

 

 1 

125V 

約 400Ah 

充  電  器 

台  数 

充電方式 

 

 2(うち 1台は予備) 

浮動(常時) 
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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備   

【45条】 

 

 
 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは，以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し，原子炉隔離時冷却

系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWR の場合）又はタービン動補助給水ポンプ

（PWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却するため，

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用

いた弁の操作により，RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重

大事故防止設備等を整備すること。ただし，下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措

置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により，RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転

継続を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 
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3.2原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

3.2.1設置許可基準規則第 45条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備であ

る高圧炉心スプレイ系及び設計基準対象施設である原子炉隔離時冷却系が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止する

ため，以下の対策及び設備を設ける。 

 

(1) 高圧代替注水系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1項(1)） 

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び設計基準対象施設で

ある原子炉隔離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても,炉心の著しい損傷を防止するため，常設重大事故等対処設備として

高圧代替注水系を設置する。 

高圧代替注水系は，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失

した場合でも，高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプより

も高所に設置された高圧代替注水系ポンプを用い，復水貯蔵タンクを水源とし

て高圧状態の原子炉圧力容器へ注水し，炉心を冷却可能な設計とする。また，

高圧代替注水系ポンプは，原子炉蒸気で駆動可能な蒸気タービン駆動ポンプと

し，原子炉蒸気を弁操作で高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンに供給するこ

とで起動可能な設計とする。 

また，高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失した場合でも，所内常設蓄電

式直流電源設備(125V 蓄電池 2B)からの給電により，起動及び高圧注水が必要

な期間にわたって運転継続が可能な設計とする。さらに，所内常設蓄電式直流

電源設備が機能喪失した場合でも，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流

電源設備（電源車，125V 代替充電器盤，125V 代替蓄電池の組合せ）からの給

電により，起動及び高圧注水が必要な期間にわたって運転継続が可能な設計と

する。 

これにより，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系の現場での可搬型重大

事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作による起

動及び十分な期間の運転継続を行うための措置や，原子炉隔離時冷却系の現場

での人力による弁の操作により起動及び十分な期間の運転継続を行うための

措置に対し，同等以上の効果を有する設計とする。 

 

(2) 高圧代替注水系の現場操作による運転（設置許可基準規則解釈の第 1項(1)b）） 

高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失した場合

でも，現場で系統構成に必要な弁を人力で操作することにより，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対

策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続可能な設計と

する。なお，人力による措置が容易に行えるよう，高圧代替注水系は機械式ガ
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バナでタービン給気蒸気量を制御する方式とし，弁操作のみで起動停止運転継

続が可能な設計とする。本操作対象弁については,共通要因によって直流電源

により駆動する電気作動弁と同時に機能を損なわないよう，現場で人力により

操作するためのハンドルを設け，手動操作可能とすることで多様性を持つ設計

とする。 

なお，人力による措置が容易に行えるため，「現場での可搬型重大事故防止

設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ）を用いた弁の操作により，高圧代替注

水系の起動及び十分な期間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整

備」（設置許可基準規則解釈の第 1項(1)a））は不要とするが，設置許可基準規

則第 57 条への適合方針として，可搬型代替直流電源設備による給電も可能な

設計とする。 

 

(3) 重大事故等対処設備（設計基準拡張）  

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を期

待するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，復水給水系からの給水喪失時に原子炉水位の異常

低下を防止し，水位を維持する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低の信号による自動起動又は中央制御室からの手動

操作によって起動し，復水貯蔵タンクの水を復水給水系等を経由して原子炉

圧力容器へ注水する。 

 

(ⅱ) 高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，冷却材喪失事故時において，大破断事故時には低

圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）と連携し，中小破断

事故時には単独で原子炉を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低(レベル 2)又はドライウェル圧力高の信号で作動を

開始し，復水貯蔵タンクの水又はサプレッションチェンバ内のプール水を炉

心上部に取付けられた炉心スプレイスパージャのノズルから燃料集合体にス

プレイすることによって原子炉を冷却する。また，原子炉水位高(レベル 8)

信号でスプレイを自動的に停止する。 

 

(4) 技術的能力審査基準への適合のための手順等の整備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に，原子炉を冷却するために必要な監視

及び制御の手順等として，以下を整備する。 
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(ⅰ) 監視及び制御に用いる設備 

「高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却」及び「全交流動力電源喪失

及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉の冷却」により原子炉圧力容器

へ注水する場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設備として，原子

炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉圧力，高圧代替注水系ポン

プ出口流量及び復水貯蔵タンク水位を整備する。 

原子炉水位は，発電量原子炉を冷却するための原子炉水位を監視又は推定

でき，原子炉圧力，高圧代替注水系ポンプ出口流量及び復水貯蔵タンク水位

は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の動作状況を確認可能な

設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉水位（燃料域）（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉圧力（3.15 計装設備【58条】） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量（3.15 計装設備【58条】） 

・復水貯蔵タンク水位（3.15 計装設備【58条】） 

 

(5) 技術的能力審査基準への適合のための復旧手段の整備 

復旧手段として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 復旧手段の整備  

全交流動力電源喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な

直流電源を所内常設蓄電池式直流電源設備により給電している場合は，所内

常設蓄電池式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直

流電源を確保する手段を整備する。 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(6) 技術的能力審査基準への適合のための重大事故等の進展抑制をするための手

段の整備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための

手段として，ほう酸水注入系による進展抑制を整備する。 

 

(ⅰ) ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合には，重大事

故等の進展抑制のため，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源として，常設代替
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交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，ほう酸水注入

系ポンプを用いて原子炉圧力容器への注入を実施する。なお，ほう酸水注入

系については「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設

備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章）」で示す。常設代

替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備については，「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(7) 自主対策設備の整備  

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) ほう酸水注入系による進展抑制（原子炉圧力容器へ注水する場合） 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合には，重大事

故等の進展抑制のため，純水タンクを水源として，ほう酸水注入系ポンプを

用いて原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

(ⅱ) 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合には，重大事

故等の進展抑制のため，復水貯蔵タンクを水源として，制御棒駆動水ポンプ

を用いて原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

(8) 高圧代替注水系の海水の利用 

高圧代替注水系の水源である復水貯蔵タンク及び代替淡水源（淡水貯水槽

（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の淡水が枯渇した場合において，取水箇所

（取水口又は海水ポンプ室）より，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いて，

海水を淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）へ供給する設計とする。淡

水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの海水供給は，

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タ

ンク接続マンホールから補給可能な設計とする。 

なお，自主対策設備として，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が

使用できない場合は，取水箇所（海水ポンプ室）より，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いて，海水を直接復水貯蔵タ

ンクへ補給する手段を整備している。 

海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系 

3.2.2.1.1 設備概要 

高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び設計基

準対象施設である原子炉隔離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失し

た場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉を冷却す

ること及び原子炉水位を維持することを目的として設置するものである。 

本系統は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧代替注水系ポンプ，電源設備であ

る所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設

備，計装設備，水源である復水貯蔵タンク，注水流路である高圧代替注水系（注水

系）及び高圧炉心スプレイ系の配管及び弁，補給水系及び原子炉冷却材浄化系の配

管，燃料プール補給水系の弁，復水給水系の配管，弁及びスパージャ並びに蒸気流

路である高圧代替注水系（蒸気系）及び原子炉隔離時冷却系の配管及び弁，主蒸気

系の配管，注水先である原子炉圧力容器から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.2-1 に，重大事故等対処設備一覧を表 3.2-1に示す。 

 

本系統は，高圧代替注水系ポンプにより，復水貯蔵タンクを水源として，補給水

系，高圧炉心スプレイ系，原子炉冷却材浄化系，復水給水系を経由して原子炉圧力

容器へ注水することで発電用原子炉を冷却可能な設計とする。 

 

本系統は，全交流動力電源喪失した場合でも，所内常設蓄電式直流電源設備から

の給電により中央制御室から遠隔手動操作可能な設計とする。さらに，所内常設蓄

電式直流電源設備が機能喪失した場合でも，常設代替直流電源設備又は可搬型代替

直流電源設備からの給電により中央制御室から遠隔手動操作可能な設計とする。仮

に，可搬型代替直流電源が機能喪失し，中央制御室からの遠隔操作ができない場合

であっても，現場で系統構成に必要な弁を人力で操作することにより，原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策

の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続可能な設計とする。 

 

高圧代替注水系の蒸気供給ラインは，原子炉隔離時冷却系の蒸気供給ラインから

分岐し，HPACタービン止め弁の開操作により高圧代替注水系ポンプ駆動用タービン

に蒸気を導く。高圧代替注水系のタービン排気ラインは，原子炉隔離時冷却系のタ

ービン排気ラインに合流し，タービン排気をサプレッションチェンバへ放出する。

高圧代替注水系のポンプ吸込ラインは，高圧炉心スプレイ系のポンプ吸込ラインか

ら分岐し，復水貯蔵タンクの水をポンプに供給する。高圧代替注水系のポンプ吐出

ラインは，原子炉冷却材浄化系及び復水給水系を経由して原子炉圧力容器へ繋がる。

なお，高圧代替注水系のポンプ吐出ラインには復水貯蔵タンクに繋がるテストライ

ンを設置する。 
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水源である復水貯蔵タンクは，枯渇しそうな場合においても，代替淡水源（淡水

貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の淡水を大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

を用いて，復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホールから復水貯蔵

タンクへ補給可能な設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室又は現場で HPAC タービン止め弁及び

HPAC注入弁の開操作をすることで本系統を起動させ，運転を行う。 
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図 3.2-1 高圧代替注水系 系統概要図 
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表 3.2-1 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧代替注水系ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源*1 復水貯蔵タンク【常設】 

流路 

蒸気系 

高圧代替注水系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管【常設】 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

注水系 

高圧代替注水系（注水系） 配管・弁【常設】 

補給水系 配管【常設】 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁【常設】 

燃料プール補給水系 弁【常設】 

原子炉冷却材浄化系 配管【常設】 

復水給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池 2B【常設】 

125V充電器盤 2B【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備とし

て以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

 125V代替蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

電源車【可搬】 

125V代替充電器盤【常設】 

125V代替蓄電池【常設】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

高圧代替注水系ポンプ出口流量【常設】 

復水貯蔵タンク水位【常設】 
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*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 45-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧代替注水系ポンプ 

種類      ： ターボ形 

容量      ： 90.8m3/h/個 

全揚程     ： 882m 

最高使用圧力  ： 吸込側 1.37MPa／吐出側 14.0MPa 

最高使用温度  ： 66℃ 

個数      ： 1 

取付箇所    ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.2.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧代替注水系の高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内）に設置する設備であることから，想定される重大事故

等時における，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，表3.2-2に示す設計とする。 

高圧代替注水系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室の操作スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 

（45-3,45-4） 

 

表 3.2-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を通

水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な限り

淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

高圧代替注水系を運転する場合は，系統構成として，RCIC 蒸気供給ライ

ン分離弁及び FPMUWポンプ吸込弁の全閉操作並びに HPAC注入弁の全開操作

を実施した後，HPAC タービン止め弁を全開操作することで原子炉圧力容器

へ注水を行う。その後，原子炉水位を所定の水位に維持するように，HPAC

タービン止め弁の開閉操作を行う。 

高圧代替注水系ポンプは，HPAC タービン止め弁の全開操作によりタービ

ンに蒸気が供給されることで起動することから，ポンプ自体の起動操作は

不要である。以上のことから，高圧代替注水系の操作に必要な弁を表 3.2-3

に示す。 

高圧代替注水系の操作に必要な弁は，いずれも中央制御室からの遠隔操

作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

ただし，仮に，電源設備が全て機能喪失し，中央制御室からの遠隔操作

ができない場合であっても，高圧代替注水系の操作に必要な弁は，現場で

人力により手動操作可能な設計とする。 

いずれの操作対象弁も手動ハンドルが設置されており，現場での操作は，

想定される重大事故等が発生した場合において，設置場所である原子炉建

屋原子炉棟内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，十分な操作空間を

確保し，確実に手動操作可能な設計とする。 

（45-3,45-4） 
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表 3.2-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

HPAC注入弁 全閉→全開 原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作  

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

手動操作 

HPAC タービン

止め弁 

全閉→全開 

全開→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作  

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

手動操作 

RCIC 蒸気供給

ライン分離弁 

全開→全閉 原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作  

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

手動操作 

FPMUW ポンプ

吸込弁 

全開→全閉 原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作  

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

手動操作 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

高圧代替注水系は，表3.2-4に示すように発電用原子炉の運転中又は停止

中に機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計とする。また，発電用原

子炉の停止中に弁動作試験，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

高圧代替注水系には，高圧代替注水系ポンプ吐出ラインから復水貯蔵タ

ンクに繋がるテストラインを設置し，発電用原子炉の運転中又は停止中に

原子炉蒸気を用いて高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンを駆動させ，復

水貯蔵タンクの水を復水貯蔵タンクへ送水する機能・性能試験が可能な設

計とする。 

高圧代替注水系を運転するために必要な操作対象弁（HPAC 注入弁，HPAC

タービン止め弁及び FPMUW ポンプ吸込弁）は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に弁動作試験を実施することで機能・性能が確認可能な設計とする。 

一方で，RCIC 蒸気供給ライン分離弁については，発電用原子炉の運転中

に弁動作試験を行った場合に，閉状態で動作不能になるリスクを踏まえて，

停止中にのみ弁動作試験を実施する。 

また，高圧代替注水系ポンプは，ケーシングカバー及びタービンカバー

を取り外しが可能な構造とし，発電用原子炉の停止中にポンプ及びタービ

ンの部品（主軸，軸受，羽根車及びタービン等）の状態を確認する分解検

査が可能な設計とする。 

（45-5） 

 

表 3.2-4 高圧代替注水系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ及びタービン各部の状態を目視等で確認 

外観検査 ポンプ及びタービン外観の確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

高圧代替注水系の流路のうち，主蒸気系及び原子炉隔離時冷却系と共用

する高圧代替注水系蒸気供給ライン，補給水系及び高圧炉心スプレイ系と

共用する高圧代替注水系ポンプ吸込ライン並びに原子炉冷却材浄化系及び

復水給水系と共用する高圧代替注水系ポンプ吐出ライン以外については，

重大事故等対処設備の目的のみに使用されるため，本来の用途以外の用途

には使用しない。 

本来の用途以外の用途として高圧代替注水系に使用する主蒸気系及び原

子炉隔離時冷却系，補給水系及び高圧炉心スプレイ系並びに原子炉冷却材

浄化系及び復水給水系については，通常時の隔離された系統構成から高圧

代替注水系に切り替えるために表 3.2-3に示す弁操作を行う。 

主蒸気系及び原子炉隔離時冷却系と共用する高圧代替注水系蒸気供給ラ

インについては，通常時の隔離された系統構成から HPACタービン止め弁を

全開操作し，RCIC 蒸気供給ライン分離弁を全閉操作することにより，原子

炉隔離時冷却系から高圧代替注水系側への蒸気供給に切り替える。なお，

RCIC 蒸気供給ライン分離弁は，蒸気供給の切替えの他，高圧代替注水系運

転時において，原子炉隔離時冷却系の自動起動インターロックにより RCIC

タービン止め弁が自動開した場合の悪影響を防止するため，全閉操作を実

施する。 

また，補給水系及び高圧炉心スプレイ系と共用する高圧代替注水系ポン

プ吸込ラインについては，高圧代替注水系運転時において，系統構成とし

て FPMUWポンプ吸込弁の全閉操作を実施する。 

原子炉冷却材浄化系及び復水給水系と共用する高圧代替注水系ポンプ吐

出ラインについては，通常時の隔離された系統構成から HPAC注入弁を全開

操作することで，高圧代替注水系の流路に切り替える。 

これらの切替え操作については，中央制御室から遠隔操作可能な設計と

し，図 3.2-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替え可能な設計と

する。 

また，仮に，電源設備が全て機能喪失し，中央制御室からの遠隔操作が

できない場合であっても，高圧代替注水系の操作に必要な弁を現場で人力
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により手動操作することにより，図 3.2-3 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替え可能な設計とする。 

（45-3,45-4） 

 

 

図 3.2-2 中央制御室からの高圧代替注水系起動 タイムチャート* 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついて（個別手順）の 1.2で示すタイムチャート 

 

 

図 3.2-3 現場手動操作による高圧代替注水系起動 タイムチャート* 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついて（個別手順）の 1.2で示すタイムチャート 

 

  

手順の項目

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

中央制御室からの
高圧代替注水系起動

中央制御室運転員Ａ 1

備考

要員（数）

６０ ７０ ８０ ９０ １００

経過時間（分）

１０ ２０ ３０ ４０ ５０

15分 高圧代替注水系の中央制御室からの操作による注水開始

電源確認※1

系統構成，起動操作※2

手順の項目

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※3：機器の動作時間に余裕を見込んだ時間

備考

経過時間（分）

１０ ２０ ３０ ４０

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００

要員（数）

現場手動操作による

高圧代替注水系起動
（サポート系故障時）

中央制御室運転員Ａ 1

35分 高圧代替注水系ポンプ現場起動による注水開始

可搬型計測器による監視※1

移動・系統構成※2

起動操作※3
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

高圧代替注水系は，通常時は原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化

系から隔離する系統構成とすることで，原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷

却材浄化系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。また，高圧代替注水

系は，高圧炉心スプレイ系に対して独立した注水ラインを有する設計とす

ることで，相互に悪影響を及ぼさない設計とする。 

取合い系統との隔離弁を表 3.2-5に示す。 

高圧代替注水系を用いる場合は，通常時の隔離された状態から，弁操作

により重大事故等対処設備としての系統構成をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

また，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運転時に系統隔離弁が自

動開することによる原子炉隔離時冷却系機能への悪影響を防止するために，

HPAC タービン止め弁及び HPAC 注入弁に自動開閉インターロックを設けな

い設計とする。 

なお，高圧代替注水系と原子炉隔離時冷却系は，相互に悪影響を及ぼす

ことのないように，同時に使用しない運用とする。 

また，高圧代替注水系の蒸気配管及び弁は，高圧の原子炉蒸気が供給さ

れるラインであることから十分な強度を持たせた設計とする。 

また，高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンは，単段式のタービンであ

り，タービン翼は一体鍛造品の円板から放電加工により翼型を削り出す方

法で製造されているものを適用することで，タービンが破損により飛散す

ることがない設計とする。 

(45-4, 45-7)  

 

表 3.2-5 高圧代替注水系の通常時における取合い系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉冷却材浄化系 HPAC注入弁 電気作動 通常時閉 

原子炉隔離時冷却系 HPACタービン止め弁 電気作動 通常時閉 

  

225



添 3.2-19 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧代替注水系の操作に必要な弁の設置場所，操作場所を表 3.2-3 に示

す。これらの弁は全て，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない中

央制御室で操作可能な設計とする。 

また，仮に，電源設備が全て機能喪失し，中央制御室からの遠隔操作が

できない場合については，これらの弁を原子炉建屋内の設置場所で人力に

より操作するが，高圧代替注水系は事象初期に用いるものであり，操作場

所の放射線量が高くなる前に操作する運用とする。 

（45-3,45-4） 
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3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び設計基準対象施設で

ある原子炉隔離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても，炉心の著しい損傷を防止するため，十分な期間，原子炉水位

を維持できる容量を有する設計とする。 

高圧代替注水系ポンプの容量は， 炉心損傷防止対策の有効性評価に関す

る事故シーケンスグループのうち，「全交流動力電源喪失（TBU 事故シーケ

ンス及び TBD事故シーケンス）」並びに「LOCA時注水機能喪失」に係る有効

性評価解析において有効性が確認されている原子炉圧力容器への注水流量

である 90.8m3/h以上とし，同じく高圧注水系である原子炉隔離時冷却系注

水流量に合わせて 90.8m3/hを公称値とする。 

また，原子炉圧力容器に注水する場合の高圧代替注水系ポンプの全揚程

は，原子炉圧力容器に注水する場合の水源（復水貯蔵タンク）と注水先（原

子炉圧力容器）の圧力差，静水頭並びに機器，配管及び弁類の圧力損失を

考慮し，注水流量 90.8m3/hを達成可能な設計とする。 

(45-6) 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

高圧代替注水系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

高圧代替注水系は,高圧注水機能を持つ設計基準事故対処設備である高

圧炉心スプレイ系及び設計基準対象施設である原子炉隔離時冷却系と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.2-6 に

示すとおり多様性，位置的分散を図る設計とする。 

高圧代替注水系ポンプは，地震，津波，溢水及び火災に対して，高圧炉

心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと同時に機能を損なう

おそれがないように，異なる階に位置的分散された原子炉建屋地下 2階（原

子炉建屋原子炉棟内）に配置する設計とする。 

高圧代替注水系ポンプは，サポート系による冷却水を不要とすることで

設計基準対象施設である高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却

系ポンプの冷却水と共通要因によって同時に機能喪失しない設計とする。 

高圧代替注水系ポンプの駆動方式については，共通要因によって同時に

機能喪失しないよう，タービン駆動とすることで電動機駆動ポンプを使用

する高圧炉心スプレイ系に対して多様性を図る設計とする。 

高圧代替注水系の操作に必要な弁の駆動電源は，所内常設蓄電式直流電
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源設備（125V蓄電池 2B及び 125V充電器盤 2B）又は常設代替直流電源設備

（125V 代替蓄電池）とすることで，高圧炉心スプレイ系の駆動電源である

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機）及び原子炉隔離時冷却系の駆動電源である所内常設蓄電式直流電源設

備（125V蓄電池 2A及び 125V充電器盤 2A）と共通要因によって同時に機能

喪失しない設計とする。 

さらに，所内常設蓄電式直流電源設備（125V 蓄電池 2B 及び 125V充電器

盤 2B）が機能喪失した場合でも，常設代替直流電源設備（125V代替蓄電池）

又は可搬型代替直流電源設備（電源車，125V代替充電器盤及び 125V代替蓄

電池の組合せ）を駆動電源とすることで，高圧炉心スプレイ系の駆動電源

である高圧炉心スプレイ系用交流電源設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機）及び原子炉隔離時冷却系の駆動電源である所内常設蓄電式直流

電源設備（125V蓄電池 2A及び 125V充電器盤 2A）と共通要因によって同時

に機能喪失しない設計とする。 

また，仮に，電源設備が全て機能喪失し，中央制御室からの遠隔操作が

できない場合であっても，高圧代替注水系の操作に必要な弁はハンドルを

設けており手動操作が可能であるため，現場で人力により手動操作するこ

とでポンプの起動が可能であり，高圧炉心スプレイ系の駆動電源である高

圧炉心スプレイ系用交流電源設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）

及び原子炉隔離時冷却系の駆動電源である所内常設蓄電式直流電源設備

（125V蓄電池 2A及び 125V充電器盤 2A）と共通要因によって同時に機能喪

失しない設計とする。 
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表 3.2-6 高圧代替注水系の多様性,位置的分散 

 

  

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

高圧炉心 

スプレイ系 

原子炉隔離時 

冷却系 
高圧代替注水系 

ポンプ 

高圧炉心 

スプレイ系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ 
高圧代替注水系ポンプ 

原子炉建屋 

 

原子炉建屋 

 原子炉建屋 

水源 

復水貯蔵タンク 

又はサプレッション 

チェンバ 

復水貯蔵タンク 

又はサプレッション 

チェンバ 

復水貯蔵タンク 

屋外/原子炉建屋 

 

屋外/原子炉建屋 

 屋外 

駆動電源 

高圧炉心スプレイ系用

交流電源設備（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル

発電機） 

所内常設蓄電式直流電

源設備 

（125V蓄電池 2A及び

125V充電器盤 2A） 

所内常設蓄電式直

流電源設備 

（125V蓄電池 2B

及び 125V充電器盤

2B） 

常設代替

直電源設

備（125V

代替蓄

電） 

可搬型代替直

流電源設備（電

源車，125V代替

充電器盤及び

125V代替蓄電

池の組合せ） 

人力手動操

作 

原子炉建屋 

 

制御建屋  

 

制御建屋 

  
制御建屋 

  

制御建屋 

 

原子炉建屋  

 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 

不要 

（軸直結ポンプによる

油潤滑） 

不要 

（水潤滑） 

冷却方式 

水冷 

（高圧炉心スプレイ補

機冷却水系（高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水系

を含む） 

不要 

(自己冷却） 

不要 

（自己冷却） 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.2.3 高圧代替注水系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，常設直流電源系統喪失を想定し，高圧代替注水系について，

現場での人力による弁の操作により，系統の起動及び原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十

分な期間の運転継続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」への適合状況について（個別手順）の「1.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に示す。 

 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，高圧炉心スプレイ系及

び原子炉隔離時冷却系が使用できない場合において，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動できない場合，現場での人力による弁の操作により高圧

代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注水を実施する。 

また，高圧代替注水系の起動及び十分な期間の運転継続を行うために必要な監

視パラメータ（原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉圧力，高圧

代替注水系出口流量，復水貯蔵タンク水位）への給電が困難な場合，可搬型計測

器を接続し，中央制御室にて計測，監視を行う。 

 

(2) 操作場所 

原子炉建屋               （原子炉建屋原子炉棟）及び中央

制御室 

 

(3) 必要要員数及び操作時間 

高圧代替注水系現場起動のうち，現場での高圧代替注水系の系統構成及び高圧

代替注水系ポンプ起動操作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。なお，本

操作は，高圧代替注水系の操作に必要な弁の操作場所の放射線量が高くなる前に

操作する運用とする。 

・必要要員数  ：2名（現場運転員 2名） 

・所要時間目安：35分（模擬操作時間 23分） 

また，高圧代替注水系現場起動のうち，中央制御室での可搬型計測器の接続，

可搬型計測器による計測，監視に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

・必要要員数 ：1名（運転員１名） 

・所要時間目安：25分（模擬操作時間 25分） 

 

高圧代替注水系現場起動のタイムチャートを図 3.2-4に示す。 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.2-4 現場手動操作による高圧代替注水系起動 タイムチャート* 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

て（個別手順）の 1.2で示すタイムチャート 

 

(4) 操作の成立性について 

(ⅰ) 原子炉建屋原子炉棟 

作業環境：ヘッドライト・懐中電灯を携行しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。操作は汚染の可能性を考慮し，

放射線防護具（全面マスク，ポケット線量計及びゴム手袋等）を

装備又は携行して作業を実施する。 

移動経路：ヘッドライト・懐中電灯を携行しており，建屋内常用照明消灯

時における作業性を確保している。また，アクセスルート上に支

障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に操作可能である。 

連絡手段：通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び

送受話器（ページング）を配備しており，重大事故等の環境下に

おいて，通常の連絡手段が使用不能となった場合でも，携行型通

話装置により中央制御室へ連絡することが可能である。 

 

(ⅱ) 中央制御室 

作業環境：ヘッドライトを中央制御室に配備しており，中央制御室照明消

灯時にいても操作性を確保している。また，懐中電灯及びランタ

ンをバックアップとして配備している。 

移動経路：ヘッドライトを中央制御室に配備しており，中央制御室照明消

灯時においても操作対象となる制御盤までアクセス可能である。

また懐中電灯及びランタンをバックアップとして配備している。 

操作性 ：通常作業におけるケーブルのリフト及びケーブルの接続操作で

あり，容易に実施可能である。 

連絡手段：中央制御室内での作業であり口頭で連絡をとることができる。 

 

手順の項目

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※3：機器の動作時間に余裕を見込んだ時間

備考

経過時間（分）

１０ ２０ ３０ ４０

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

５０ ６０ ７０ ８０ ９０ １００

要員（数）

現場手動操作による

高圧代替注水系起動
（サポート系故障時）

中央制御室運転員Ａ 1

35分 高圧代替注水系ポンプ現場起動による注水開始

可搬型計測器による監視※1

移動・系統構成※2

起動操作※3
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(5) 人力操作対象弁について 

高圧代替注水系の人力による現場起動にあたっては，発電用原子炉の通常運転

状態から，系統構成として図 3.2-5で示す RCIC蒸気供給ライン分離弁及び FPMUW

ポンプ吸込弁の全閉操作並びに HPAC 注入弁の全開操作を実施した後，HPAC ター

ビン止め弁の開閉操作で起動停止可能な設計であり，これらの弁は手動ハンドル

が設置されている。 

 

(6) 運転継続について 

高圧代替注水系ポンプを人力操作で起動した後は，可搬型計測器により原子炉

水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉圧力，高圧代替注水系出口流量及

び復水貯蔵タンク水位を監視し，原子炉水位を所定の水位（レベル 3からレベル

8）に維持するように，レベル 8 に到達した場合は高圧代替注水系を停止し，レ

ベル 3 に到達した場合は高圧代替注水系を起動する操作を HPAC タービン止め弁

の操作により行う。また，水源である復水貯蔵タンクは，枯渇しそうな場合にお

いても，淡水貯水槽の淡水を大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて，復水貯蔵

タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホールから復水貯蔵タンクへ補給可

能な設計となっている。以上の運転操作で，高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の

準備が整うまでの十分な期間の運転継続が可能であると考える。 
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図 3.2-5 高圧代替注水系の現場操作について 
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3.2.4  重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.4.1  原子炉隔離時冷却系 

3.2.4.1.1  設備概要 

原子炉隔離時冷却系は，復水給水系からの給水喪失時に原子炉水位の異常低下を

防止し，水位を維持する機能を有する。 

原子炉隔離時冷却系は，ポンプ，蒸気駆動タービン，配管・弁類からなり，原子

炉蒸気の一部を用いたタービン駆動ポンプにより，復水貯蔵タンクの水を原子炉圧

力容器に注水する。 

本系統は，原子炉水位低の信号による自動起動又は中央制御室からの手動操作に

よって起動し，復水貯蔵タンクの水を復水給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注

水する。 

本系統の系統概要図を図 3.2-6に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を

表 3.2-7に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能

を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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図 3.2-6 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 
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表 3.2-7 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉隔離時冷却系ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源*1 復水貯蔵タンク【常設】 

流路 

蒸気系 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管【常設】 

注水系 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁【常設】 

補給水系 配管【常設】 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁【常設】 

原子炉冷却材浄化系 配管【常設】 

復水給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池 2A【常設】 

125V充電器盤 2A【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備とし

て以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量【常設】 

復水貯蔵タンク水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.2.4.1.2  主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

定格容量    ： 96.5 m3/h/個 

定格揚程    ： 882m 

個数      ： 1 

取付箇所    ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟） 

 

 

3.2.4.1.3  設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用する場合と同様の

系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設

計である。 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のう

ち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計であ

る。 

 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準対象施設として使用する場合の

容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉

棟）に設置する設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る原子炉建屋（原子炉建屋原子炉棟）の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，表 3.2-8に示す設計である。 

 

  

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

238



添 3.2-32 

表 3.2-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

また，原子炉隔離時冷却系は想定される重大事故時において，中央制御室にて操

作可能な設計である。原子炉隔離時冷却系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，

中央制御室で操作することから，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め操作が可能である。 

 基本方針について，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

  原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等時においても使用する設計である。また，原子炉隔離時冷却系

については，テストラインにより系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認が

可能な設計である。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統

の機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に弁

動作試験，分解検査及び外観検査を実施可能な設計である。 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.2.4.2  高圧炉心スプレイ系 

3.2.4.2.1  設備概要 

高圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の 1 つである。非常用炉心冷却系は，

冷却材喪失事故時に燃料被覆管の大破損を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑

え，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持ち，低圧炉心スプレイ系，低圧注水

系，高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

高圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ 1台，スパージャ，配管・弁類，スト

レーナ及び計装設備からなり，大破断事故時には低圧炉心スプレイ系及び残留熱除

去系（低圧注水モード）と連携し，中小破断事故時には単独で炉心を冷却する機能

を有する。 

 

本系統は，原子炉水位低（レベル 2）又はドライウェル圧力高の信号で作動を開

始し，復水貯蔵タンクの水又はサプレッションチェンバ内のプール水を炉心上部に

取付けられた炉心スプレイスパージャのノズルから燃料集合体にスプレイするこ

とによって炉心を冷却する。また，原子炉水位高（レベル 8）信号でスプレイを自

動的に停止する。水源は，第一次水源として復水貯蔵タンクの水を使用するが，復

水貯蔵タンクの水位が設定値より下がるか，サプレッションチェンバ内のプール水

位が設定値より上がると，第二次水源のサプレッションチェンバ内のプール水に自

動的に切り替わるようになっている。 

本系統の系統概要図を図 3.2-7に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を

表 3.2-9に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能

を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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図 3.2-7 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 
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表 3.2-9 高圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ系ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源*1 
復水貯蔵タンク【常設】 

サプレッションチェンバ[水源] 

流路 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 【常

設】 

補給水系 配管【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 
高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量【常設】 

復水貯蔵タンク水位【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.2.4.2.2  主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

定格容量     ： 325m3/h/個，1074m3/h/個 

定格揚程     ： 863m，274m 

個数       ： 1 

取付箇所     ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

 

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

243



添 3.2-37 

3.2.4.2.3  設置許可基準規則第 43条への適合方針 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のう

ち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用する場合と同様の

系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設

計である。 

高圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計であ

る。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系ポンプについては，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能を

兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要

な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系ポンプについては，原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉

棟内）に設置する設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮することができるよう，表 3.2-10に示す設計である。 

 

表 3.2-10 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

 

また，高圧炉心スプレイ系は中央制御室にて操作可能な設計である。高圧炉心ス

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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プレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，

操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等においても使用する設計である。高圧炉心スプレイ系について

は，テストラインにより系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認が可能な設

計である。 

高圧炉心スプレイ系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統

の機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に弁

動作試験，分解検査及び外観検査を実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で

あって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全弁を作動さ

せる減圧自動化ロジックを設けること（BWR の場合）。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の

場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代

替直流電源設備を配備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は窒素ボ

ンベを配備すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において

確実に作動すること。 
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3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.1 設置許可基準規則第 46 条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備として，代替自動減圧回路（代替自動減圧機能），可

搬型代替直流電源設備，高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給

系を設ける。 

 

(1) 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）（設置許可基準規則解釈の第 1 項

(1)a）） 

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の自動減圧機能が喪失した場合

においても，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための常設重大事故等対処

設備として，代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を設ける。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残

留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプの運転

の場合に，主蒸気逃がし安全弁 2個を作動させる設計とする。 

 

(2) 主蒸気逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源設備からの給電）（設置許

可基準規則解釈の第 1項(2)a）） 

主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失し，発電用原子炉

の減圧機能が喪失した場合においても，代替電源からの給電により原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するための可搬型重大事故等対処設備として，可搬型代替

直流電源設備を設ける。 

可搬型代替直流電源設備は，主蒸気逃がし安全弁に給電することにより主蒸気

逃がし安全弁を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することが可能な

設計とする。 

 

(3) 主蒸気逃がし安全弁機能回復（高圧窒素ガス供給系（非常用））（設置許可基準

規則解釈の第 1項(2)b）） 

設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレ

ータの窒素ガス供給圧力が喪失した場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための重大事故等対処設備として高圧窒素ガス供給系（非常用）を

設ける。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，可搬型の高圧窒素ガスボンベを窒素ガス供

給源として，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）に窒素ガスを供給し作動さ

せることにより原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することが可能な設計とす

る。 
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(4) 主蒸気逃がし安全弁機能回復（代替高圧窒素ガス供給系）（設置許可基準規則

解釈の第 1項(2)b)c）） 

設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレ

ータの窒素ガス供給圧力が喪失した場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための重大事故等対処設備として代替高圧窒素ガス供給系を設け

る。 

代替高圧窒素ガス供給系は，可搬型の高圧窒素ガスボンベを窒素ガス供給源と

して，原子炉格納容器内の圧力が仮に最高使用圧力の 2倍の状態（854kPa[gage]）

に達した場合においても，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）（4個）を作動

させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することが可能な設計とする。 

 

(5) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）発生時において，原子炉

建屋ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放するこ

とにより原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることが可能な設計

とする。 

 

(6) 技術的能力審査基準への適合のための設備の整備（復旧手段の整備） 

全交流動力電源喪失又は常設直流電源喪失により発電用原子炉の減圧ができ

ない場合において，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による所

内常設蓄電式直流電源設備への電源供給若しくは可搬型代替直流電源設備によ

り，主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を復旧して原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧する。なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(7) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を期待

するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ)インターフェイスシステム LOCA隔離弁 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である HPCS注入隔離弁は格納容器バ

イパス（インターフェイスシステム LOCA）発生時において，弁の手動操作によ

り原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離する機能を有する。 

 

(8) 自主対策設備の整備 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主対策設備として，以下を整

備する。 

(ⅰ)主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主対策として，主蒸気逃が

し安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁機能回復手段を整備する。 
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主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な

常設直流電源系統が喪失した場合においても，作動回路に可搬型蓄電池を接続

することにより，主蒸気逃がし安全弁(2 個)の機能を回復させて原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧する。 
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3.3.2 重大事故等対処設備 

3.3.2.1 主蒸気逃がし安全弁 

3.3.2.1.1 設備概要 

主蒸気逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を防止す

るため原子炉格納容器内の主蒸気系配管に設置されており，主蒸気系からの排気は，

排気管により，サプレッションチェンバのプール水面下に導き凝縮するようにする。

主蒸気逃がし安全弁は，バネ式（アクチュエータ付）で，アクチュエータにより逃

がし弁として作動させることもできるバネ式安全弁である。 

主蒸気逃がし安全弁は，バネ式の安全弁に，外部から強制的に開閉を行うアクチ

ュエータを取り付けたもので，蒸気圧力がバネの設定圧力に達すると自動開放する

ほか，外部信号によってアクチュエータのピストンに主蒸気逃がし安全弁逃がし弁

機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータに

蓄圧された窒素ガスを供給して弁を強制的に開放することができる。主蒸気逃がし

安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータは，通常運転時に原子炉格納容器調気系より窒素ガスが供給されてお

り，アクチュエータの作動に必要となる圧力を上回る窒素ガス圧力を保有すること

により，確実に主蒸気逃がし安全弁の作動が可能な設計とする。なお，原子炉格納

容器調気系は設計基準対象施設であり，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

また，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において，

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防止す

るため，主蒸気逃がし安全弁を手動開操作して発電用原子炉を減圧することが可能

な設計とする。 

本系統の系統概要図を図 3.3-1に，設備概要図を図 3.3-2に，重大事故等対処設

備一覧を表 3.3-1に示す。 

 

(1) 逃がし弁機能 

本機能における主蒸気逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の

圧力上昇を抑えるため，原子炉圧力高の信号により，アクチュエータのピストン

を作動させて強制的に開放する。 

 

(2) 安全弁機能 

本機能における主蒸気逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の

圧力上昇を抑えるため，逃がし弁機能のバックアップとして，圧力上昇に伴いス

プリング力に打ち勝って自動開放されることにより，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの最も過酷な圧力変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の 1.1倍を超えな

いように設計する。なお，11個の主蒸気逃がし安全弁は，すべてこの機能を有し

ている。 

 

(3) 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残
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留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の

場合に，アクチュエータのピストンを作動させて主蒸気逃がし安全弁を強制的に

開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させ，残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイ系による早期の注水を促す。なお，11個の主蒸気逃が

し安全弁のうち，2個がこの機能を有している。 

 

(4) 手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作により主蒸気逃がし安

全弁逃がし弁機能用アキュムレータの窒素ガスをアクチュエータに供給して 11

個の弁を作動することが可能な設計とする。また，11個の主蒸気逃がし安全弁の

うち 6個については，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータとは独

立した主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータを有しており，中央制

御室からの遠隔手動操作により主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレ

ータの窒素ガスをアクチュエータに供給し，弁を作動することが可能な設計とす

る。 

なお，格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）発生時において，

原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所の発見又は隔離ができない場合の重大

事故等対処設備として，主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によ

って弁を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却

材の漏えいを抑制することが可能な設計とする。 

 

(5) 主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

アキュムレータのうち，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，

主蒸気逃がし安全弁が逃がし弁機能により原子炉冷却材圧力バウンダリの過度

の圧力上昇を抑えるために必要な，駆動用窒素ガスを供給する。主蒸気逃がし安

全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，通常運転時に原子炉格納容器調気系より

窒素ガスが供給されており，アクチュエータ作動に必要となる圧力を上回る窒素

ガス圧力をあらかじめ保有することが可能な設計とする。なお，11個の主蒸気逃

がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，すべてこの機能を有しており，

各々のアキュムレータが各主蒸気逃がし安全弁に窒素ガスを供給可能な設計と

する。 

 

(6) 主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 

アキュムレータのうち，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，

原子炉水位低とドライウェル圧力高の両方の信号により，主蒸気逃がし安全弁

（自動減圧機能付）を強制的に開放するために必要な，駆動用窒素ガスを供給す

る。主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは通常運転時に原子炉格

納容器調気系より窒素ガスが供給されており，アクチュエータ作動に必要となる

圧力を上回る窒素ガス圧力をあらかじめ保有することが可能な設計とする。なお，

6 個の主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，すべてこの機能を
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有しており，各々のアキュムレータが各主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）

に窒素ガスを供給可能な設計とする。 
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図 3.3-1 主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 系統概要図  

AECJLH

M
O

M
O

M
O

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

（
自
動
減
圧
機
能
付
）

A系
：
3台

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

5台

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

（
自
動
減
圧
機
能
付
）

B系
：
3台

M
O

高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

系
（

非
常
用

）
B系

高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

系
（

非
常
用

）
A系

代
替
高
圧

窒
素
ガ

ス
供

給
系

A系

高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

系
（

常
用
）

M
O

M
O

M
O

M
O

B
,
D
,F

,
G,

K

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ

M
O

代
替

高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

系
B系

ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル

原
子
炉

圧
力

容
器

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

高
圧
窒
素

ガ
ス
ボ

ン
ベ

高
圧
窒
素

ガ
ス
ボ

ン
ベ

高
圧

窒
素

ガ
ス

ボ
ン

ベ
高

圧
窒

素
ガ

ス
ボ

ン
ベ

高
圧

窒
素

ガ
ス

ボ
ン

ベ

高
圧

窒
素

ガ
ス

ボ
ン

ベ

凡
例

：
常

設
配

管
：

ホ
ー

ス
太

線
・
赤

線
：
重

大
事
故

等
対
処

設
備

：
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

自
動

減
圧

機
能

用
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

：
主

蒸
気
逃

が
し
安

全
弁
逃

が
し
弁

機
能
用

ア
キ
ュ

ム
レ
ー

タ

屋
外

屋
外

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸
気
逃

が
し

安
全

弁
よ

り

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

へ

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

へ

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

チ
ェ
ン
バ
へ

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

へ

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

チ
ェ
ン
バ
へ

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

チ
ェ
ン
バ
へ

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

へ

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸

気
系

よ
り

主
蒸

気
系

へ
原

子
炉

建
屋
原
子

炉
棟
内

原
子

炉
建

屋
内

の
原

子
炉
棟

外

253



添 3.3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-2 主蒸気逃がし安全弁 設備概要図  

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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表 3.3-1 主蒸気逃がし安全弁に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

主蒸気逃がし安全弁【常設】*1 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 主蒸気系配管（排気管含む）【常設】 

注水先 － 

電源設備*2 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池 2A【常設】 

125V蓄電池 2B【常設】 

125V充電器盤 2A【常設】 

125V充電器盤 2B【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備とし

て以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

125V代替充電器盤【常設】 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備＊3 原子炉圧力【常設】 

*1：主蒸気逃がし安全弁 11個のうち，自動減圧機能を有する弁は以下のとおり。 

B21-NO-F001A,C,E,H,J,L 計 6個 

*2：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる 

ために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 
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3.3.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 主蒸気逃がし安全弁 

型  式：バネ式（アクチュエータ付） 

個  数：11 

取付箇所：原子炉格納容器内 

 

（安全弁機能の吹出圧力） 

吹出圧力 

（MPa[gage]） 
弁個数 

容量／個（吹出圧力×1.03にお

いて）（t/h） 

7.79 2 388 

8.10 3 405 

8.17 3 408 

8.24 3 411 

 

（逃がし弁機能の吹出圧力） 

吹出圧力 

（MPa[gage]） 
弁個数 

容量／個（吹出圧力において） 

（t/h） 

7.37 2 356 

7.44 3 360 

7.51 3 363 

7.58 3 367 

 

(2) 主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

種類      ：たて置円筒形 

個数      ：11 

容量      ：15 ℓ/個 

最高使用圧力  ：1.77MPa[gage] 

最高使用温度  ：171℃ 

取付箇所    ：原子炉格納容器内 

 

(3) 主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 

種類      ：たて置円筒形 

個数      ：6 

容量      ：200 ℓ/個 

最高使用圧力  ：1.77MPa[gage] 

最高使用温度  ：171℃ 

取付箇所    ：原子炉格納容器内 
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3.3.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及

び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，原子炉格納容器内に

設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉格納容

器内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができ

るよう，表 3.3-2に示す設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁の操作は，中央制御室から遠隔操作可能な設計とする。 

原子炉格納容器内の圧力が仮に最高使用圧力の 2 倍の状態（854kPa[gage]）

に達した場合においても，代替高圧窒素ガス供給系により主蒸気逃がし安全弁

を作動させることが可能な設計とする。 

（46-3，46-4） 

 

表 3.3-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉格納容器内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉格納容器内に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉格納容器内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作可能な設計と

する。主蒸気逃がし安全弁の操作に必要な機器を表 3.3-3に示す。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・

識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な

設計とする。 

また，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし

安全弁自動減圧機能用アキュムレータについては，操作不要な設計とする。 

（46-3） 

 

表 3.3-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 

主蒸気逃がし安全弁 全閉→全開 原子炉格納容器内 中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁は，表 3.3-4に示すように発電用原子炉の停止中に機

能・性能試験，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

 

主蒸気逃がし安全弁は，機能・性能試験として安全弁機能検査，逃がし弁機

能検査及び自動減圧系機能検査を行うことが可能な設計とする。 

 

安全弁機能検査として，窒素ガスにより対象弁の入口側を加圧し，その吹出

し圧力を測定する。また，窒素ガスにより入口側を加圧し，規定圧力で保持後，

弁座からの漏えい量を確認することが可能な設計とする。 
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逃がし弁機能検査として，逃がし弁機能の作動に必要な模擬入力を行い，各

検出要素の作動及び復帰する圧力値が許容範囲内であることを確認すること

が可能な設計とする。また，各検出要素の検出器の作動を電気回路で模擬し，

論理回路が作動すること及び模擬信号入力により主蒸気逃がし安全弁が全開

及び全閉することが確認可能な設計とする。 

自動減圧系機能検査として，模擬入力により自動減圧系を作動させ，主蒸気

逃がし安全弁が全開するまでの時間を測定し，自動減圧機能を有する主蒸気逃

がし安全弁の全数が，許容動作範囲内で「全開」動作することが確認可能な設

計とする。 

分解検査として，浸透探傷検査により機能・性能に影響を及ぼす指示模様が

ないこと，目視により機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，

変形，摩耗及び浸食がないことが確認可能な設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作により弁の開閉を行い，

「全開」から「全閉」及び「全閉」から「全開」へ動作することが確認可能な

設計とする。 

なお，主蒸気逃がし安全弁は，多重性を備えた機器であるが，各々が独立し

て他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中

における検査を行う際，接近性を考慮した必要な空間を備え，構造上接近又は

検査が困難とならない設計とする。 

（46-5） 

 

表 3.3-4 主蒸気逃がし安全弁の試験及び検査 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

停止中 

機能・性能試験 

安全弁機能による吹出圧力確認及び漏

えい有無の確認 

逃がし弁機能による作動確認 

自動減圧機能による作動確認 

分解検査 弁各部の状態を目視等で確認 

外観検査 主蒸気逃がし安全弁外観の確認 

 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用アキュムレータは，表 3.3-5に示すように発電用原子炉の停

止中に機能・性能試験及び外観検査が可能とし，漏えいの有無及び外観の確認

が可能な設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用アキュムレータは，機能・性能試験として，高圧窒素ガスを

供給することで，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸

気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの漏えいの有無の確認を行う
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ことが可能な設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用アキュムレータは，外観検査として，目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて確認を行うことが可能な

設計とする。 

なお，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし

安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，多重性を備えた機器であるが，各々

が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能な設計とし，発電用原子炉

の停止中における検査を行う際，接近性を考慮した必要な空間を備え，構造上

接近又は検査が困難とならない設計とする。 

 

表 3.3-5 主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用アキュムレータの試験及び検査 

発電用原子炉の

状態 

項目 内容 

停止中 

機能・性能試験 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム

レータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能

用アキュムレータからの漏えい有無の確認 

外観検査 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム

レータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能

用アキュムレータ外観の確認 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。  

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及

び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，本来の用途以外の用

途として使用するための切替えが不要であり，主蒸気逃がし安全弁の使用にあ

たり切り替えることなく使用可能な設計とする。 

（46-4） 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性,位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及

び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で使用可能とし，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

（46-3，46-4） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁の操作に必要な機器を表 3.3-3に示す。 

主蒸気逃がし安全弁は，放射線量が高くなるおそれが少ない中央制御室にて

操作が可能である。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全

弁自動減圧機能用アキュムレータについては，操作不要な設計とする。また，

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁

自動減圧機能用アキュムレータの窒素ガス供給圧力が喪失した場合でも，高圧

窒素ガス供給系（非常用）の窒素ガスボンベにより主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能付）（6個）への窒素ガス供給が可能であり，主蒸気逃がし安全弁逃

がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュ

ムレータの復旧作業が不要な設計とする。 

（46-3） 
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3.3.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の弁吹出量が，想定される重

大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な弁

吹出量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備の弁吹出量と同仕様の

設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設

備としての主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの窒素供給の

容量が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための主蒸気逃がし安全弁の開動作に必要な供給窒素の容量に対して

十分であるため，設計基準事故対処設備の供給窒素の容量と同仕様の設計とす

る。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設と

しての主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの窒素供給の容量

が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための主蒸気逃がし安全弁の開動作に必要な供給窒素の容量に対して十分

であるため，設計基準対象施設の供給窒素の容量と同仕様の設計とする。 

（46-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及

び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，二以上の発電用原子

炉施設において共用しない設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及

び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設

備と重大事故等対処設備としての安全機能を兼ねる設備であるが，想定される

重大事故等時に必要な個数に対して十分に余裕を持った個数を分散して設置

することにより，多重性を有する設計とする。また，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた原子炉格納容器内に設置することにより，外部からの共通

要因により同時に安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧回路

（代替自動減圧機能）からの信号により作動することで，自動減圧系による作

動に対して多様性を有する設計とする。また，主蒸気逃がし安全弁は，常設代

替直流電源設備（125V代替蓄電池）又は可搬型代替直流電源設備（125V代替

蓄電池,125V代替充電器盤及び電源車の組合せ）からの給電により作動するこ

とで，所内常設蓄電式直流電源設備（125V蓄電池 2A及び 125V 蓄電池 2B）か

らの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁の多様性又は多重性，位置的分散について，表 3.3-6に

示す。 

（46-2,46-3,46-4） 
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表 3.3-6 主蒸気逃がし安全弁の多重性及び多様性 

項目 

重大事故等対処設備 

（設計基準事故対処設備としての安全機能を兼ねる） 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能（11個） 

 自動減圧機能（6 個）＊ 

駆動用 

窒素 

供給源 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用 

アキュムレータ（11個） 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータ（6個） 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器内 

駆動用 

電源 

所内常設蓄電式 

直流電源設備 

（125V蓄電池 2A

及び 

125V蓄電池 2B） 

常設代替直流電源

設備（125V 代替蓄

電池） 

又は 

可搬型代替直流 

電源設備 

（125V代替蓄電池 

,125V代替充電器

盤及び電源車の組

合せ） 

所内常設蓄電式 

直流電源設備 

（125V 蓄電池 2A

及び 

125V 蓄電池 2B） 

常設代替直流電源

設備（125V代替蓄

電池） 

又は 

可搬型代替直流 

電源設備 

（125V代替蓄電池 

,125V 代替充電器

盤及び電源車の組

合せ） 

制御建屋 

 

制御建屋 

 

制御建屋 

 

制御建屋 

 

操作系 

インターロック 

又は手動操作 
手動操作 

インターロック 

又は手動操作 
手動操作 

中央制御室 中央制御室 中央制御室 中央制御室 

* : 主蒸気逃がし安全弁 11個のうち，自動減圧機能を有する弁は以下のとおり。 

B21-NO-F001A,C,E,H,J,L 計 6個  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.3.2.2 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 

3.3.2.2.1 設備概要 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の自動減圧機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するこ

とを目的に設置するものである。 

本系統は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モ

ード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に，主蒸気逃がし安全弁（2 個）

を作動させる論理回路を設ける設計とする。代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）

は，原子炉水位検出器を多重化し，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポ

ンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の信号の AND論理

にて弁の作動信号を発信させ，さらに多重化することにより信頼性の向上を図った

設計とする。 

なお，原子炉スクラムが失敗し，発電用原子炉の出力が維持されている状態にお

いて，自動減圧系又は代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）が作動することによ

り，原子炉圧力容器への注水に伴う急激な出力上昇が生じるため，ATWS緩和設備（自

動減圧系作動阻止機能）により，自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧

機能）の作動を阻止することが可能な設計とする。ATWS緩和設備（自動減圧系作動

阻止機能）については，「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備（設置許可基準規則第 44条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.3-7に示す。 
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表 3.3-7 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備*1 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備*2 
原子炉圧力【常設】 

原子炉水位【常設】 

*1：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な発電用原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計測設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

 

なお，代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は，以降，代替自動減圧機能という。 
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3.3.2.2.2 主要設備の仕様 

図 3.3-3に代替自動減圧機能の作動回路の説明図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-3 代替自動減圧機能説明図 

  

AND論理

OR論理

時間遅れ

信号阻止

*1：自動減圧系(A)作動阻止信号又は代替自動減圧機能論理リセット信号。

*2：論理(B)及び論理(D)については，各信号を下記のとおり読み替える。
・原子炉水位低(L-1) A,C → 原子炉水位低(L-1) B,D

・原子炉水位低(L-3) A → 原子炉水位低(L-3) B
・残留熱除去系ポンプ(A)出口圧力高 → 残留熱除去系ポンプ(B)出口圧力高
・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高 → 残留熱除去系ポンプ(C)出口圧力高
・自動減圧系(A)作動阻止信号 → 自動減圧系(B)作動阻止信号

*3：高圧窒素ガス供給系（常用）より供給。
*4：高圧窒素ガス供給系（常用）又は（非常用）より供給。
*5：論理(A)及び論理(C)の「残留熱除去系ポンプ(A) 出口圧力高」，「低圧炉心スプレイ系

ポンプ出口圧力高」は異なる計測機器からの信号。論理(B)及び論理(D)においても同じ。

*4*3

SV-C SV-B SV-A

代替自動減圧機能論理(A)

代替自動減圧機能論理(C)

代替自動減圧機能論理(B)

代替自動減圧機能論理(D)

主蒸気逃がし安全弁
作動用電磁弁

主蒸気逃がし安全弁
（自動減圧機能を有する弁 6個のうち2個作動）

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

*1

（ WO ） TD

（10分）

残留熱除去系ポンプ(A)
出口圧力高 *5

低圧炉心スプレイ系ポンプ
出口圧力高 *5

代替自動減圧機能論理(A)

原子炉水位低(L-1) A

原子炉水位低(L-3) A

代替自動減圧機能論理(A)と同様（*2） 代替自動減圧機能論理(B)

*1

残留熱除去系ポンプ(A)
出口圧力高 *5

低圧炉心スプレイ系ポンプ
出口圧力高 *5

代替自動減圧機能論理(C)

原子炉水位低(L-1) C

代替自動減圧機能論理(C)と同様（*2） 代替自動減圧機能論理(D)

（ WO ）

TD

凡例

（ WO ）
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3.3.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，中央制御室内，原子炉建屋    ，原子炉建屋   

，原子炉建屋    及び原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における，中央制御

室内及び原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，表 3.3-8に示す設計とする。 

（46-3） 

 

表 3.3-8 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

中央制御室内及び原子炉建屋原子炉棟内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認

した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

中央制御室内及び原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，

天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 中央制御室内及び原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，

風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運

転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に，自動で主

蒸気逃がし安全弁（2 個）を作動させる論理回路を設ける設計とする。原子炉

水位検出器を多重化し，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去系ポンプ運

転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の信号の AND論理に

て弁の作動信号を発信させ，さらに多重化することにより信頼性の向上を図っ

た設計とする。 

なお，代替自動減圧機能の論理回路による減圧ができない場合は，中央制御

室の操作スイッチにより操作可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・

識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な

設計とする。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，主蒸気逃がし安全弁の作動信号を発信する設備であり，

発電用原子炉の運転中に試験又は検査を実施する場合には，過大な出力変動等

により発電用原子炉に外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又は検査中は

機能自体が維持できない状態となるため，表 3.3-9に示すように発電用原子炉

停止中に機能・性能試験として，模擬入力による論理回路確認及びタイマーの

動作時間確認，特性試験として，模擬入力による計器校正及び設定値確認が可

能な設計とする。 

（46-5） 
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表 3.3-9 代替自動減圧機能の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

停止中 

機能・性能試験 
論理回路確認 

タイマーの動作時間確認 

特性試験 
計器校正 

設定値確認 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，他の系統と切り替

えることなく使用が可能な設計とする。 

（46-4） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，他の設備に悪影響を及ぼさないよう以下の措置を講じ

る設計とする。 

代替自動減圧機能の論理回路は，多重化された自動減圧系と別の制御盤に収

納することで自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

検出器（原子炉水位低（レベル１），残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モ

ード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の信号）からの入力信号については

共有するが，自動減圧系と電気的な隔離装置（リレー）を用いて信号を分離し，

自動減圧系へ悪影響を及ぼさない設計とする。また，論理回路からの作動用電
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磁弁制御信号についても共用するが，自動減圧系と電気的な隔離装置（リレー）

を用いて信号を分離しており，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧機能の論理回路は,他の設備とヒューズによる電気的な分離を

することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）からの自動減圧系作動阻止信号は，

自動減圧系と代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）で共有しているが，隔離

装置（リレー）を用いて電気的に分離し，自動減圧系に悪影響を与えない設計

とする。 

（46-3，46-11，46-12） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，現場における操作が不要な設計とする。 
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3.3.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷

を防止するための設備であることを考慮し，有効燃料棒頂部より高い設定とし

て，原子炉水位低（レベル 1）信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計

とする。なお，主蒸気逃がし安全弁の作動は原子炉冷却材の放出となり，その

補給に残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系による注水が

必要であることから，原子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転

（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に，主蒸気逃が

し安全弁（2個）を作動させる論理回路を設ける設計とする。 

（46-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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代替自動減圧機能の論理回路は，多重化された自動減圧系の制御盤と位置的

分散を図ることで，共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

代替自動減圧機能の論理回路は,他の設備とヒューズによる電気的な分離を

することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

（46-3，46-11） 
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3.3.2.3 主蒸気逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源設備からの給電） 

3.3.2.3.1 設備概要 

 

主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な所内常設蓄電式直流電源設備の直流電源が

喪失した場合においても，可搬型代替直流電源設備からの給電により，主蒸気逃が

し安全弁を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することが可能な設計と

する。 

可搬型代替直流電源設備は，125V代替蓄電池から 8時間必要な負荷に電源供給し，

その後，可搬型代替交流電源設備である電源車から代替所内電気設備を経由して，

125V 代替充電器盤を受電することにより，合計 24 時間にわたり，主蒸気逃がし安

全弁等，重大事故等の対応に必要な直流電源設備へ電源供給が可能な設計とする。

また，電源車の運転中は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタ

ンクローリを用いて燃料を電源車に補給することで，電源車の運転を継続すること

が可能な設計とする。 

主蒸気逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源設備）に関する重大事故等対

処設備一覧を表 3.3-10に示す。 

 

なお，可搬型代替直流電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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表 3.3-10 主蒸気逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源設備） 

に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

125V 代替蓄電池【常設】 

125V 代替充電器盤【常設】 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】＊1 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】＊2 

タンクローリ【可搬】 

附属設備 － 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

電路 

125V 代替蓄電池及び 125V代替充電器盤 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1電路【常設】 

電源車～電源車接続口(原子炉建屋) ＊3 

～緊急用低圧母線 2G 系 ＊4 

～125V代替充電器盤 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1電路 

(電源車～電源車接続口(原子炉建屋)電路【可搬】) 

(電源車接続口(原子炉建屋) 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 

125V直流主母線盤 2B-1電路【常設】) 

計装設備 

(補助) ＊5 

125V 直流主母線盤 2A-1電圧【常設】 

125V 直流主母線盤 2B-1電圧【常設】 

*1：軽油タンクは，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(A)，非常用ディーゼル発

電設備軽油タンク(B)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(C)，非常用ディー

ゼル発電設備軽油タンク(D)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(E)及び非常

用ディーゼル発電設備軽油タンク(F)により構成される。 

*2：ガスタービン発電設備軽油タンクは，ガスタービン発電設備軽油タンク(A)，ガ

スタービン発電設備軽油タンク(B)及びガスタービン発電設備軽油タンク(C)に

より構成される。 

*3：電源車接続口(原子炉建屋)は，電源車接続口(原子炉建屋    )，電源車接続口

(原子炉建屋    )，電源車接続口(原子炉建屋    )及び電源車接続口(原子

炉建屋    )により構成される。 

*4：緊急用低圧母線 2G 系は，460Vパワーセンタ 4-2G，460V原子炉建屋モータコント

ロールセンタ 2G-1 及び 460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2G-2 により

構成される。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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*5：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータ。 
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3.3.2.4 主蒸気逃がし安全弁機能回復（高圧窒素ガス供給系（非常用）） 

3.3.2.4.1 設備概要 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安

全弁自動減圧機能用アキュムレータの窒素ガス供給圧力が喪失した場合において

も，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することを目的に設置するものである。 

 

本系統は，窒素ガス供給源である可搬型の高圧窒素ガスボンベ，流路である高圧

窒素ガス供給系（非常用），主蒸気系の配管及び弁並びに主蒸気逃がし安全弁自動

減圧機能用アキュムレータで構成する。 

 

本系統は，中央制御室又は設置場所での弁操作により主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能付）（6個）のアクチュエータへ窒素ガスを供給し作動させることが可能な

設計とし，独立した 2系列で位置的分散を図る設計とする。 

本系統の各系列には，使用側及び待機側の 2系列の高圧窒素ガスボンベを配備し，

使用側のボンベ圧力が低下した場合においても，現場操作により高圧窒素ガスボン

ベの切替えが可能な設計とする。 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.3-4 に，重大事故等対処設備一覧を表 3.3-11

に示す。  

277



添 3.3-33 

 

 
 

図 3.3-4 高圧窒素ガス供給系（非常用）系統概要図 
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表 3.3-11 主蒸気逃がし安全弁機能回復（高圧窒素ガス供給系（非常用）） 

に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧窒素ガスボンベ【可搬】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 

高圧窒素ガス供給系 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管・弁 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

注水先 － 

電源設備*1 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機(設計基準拡張)【常設】 

計装設備（補助）*2 高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力【常設】 

*1：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*2：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータ。 

 

3.3.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 高圧窒素ガスボンベ 

個  数 ： 22（うち予備 11）* 

容  量 ： 約 47 ℓ/個 

充填圧力 ： 約 15 MPa[gage] 

使用箇所 ： 原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外） 

保管場所 ： 原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外） 

 

*：「高圧窒素ガス供給系（非常用）」で 16本（うち予備 8本），「代替高圧窒素

ガス供給系」で 6本（うち予備 3本）使用する。  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.3.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベは，原子炉建

屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）に設置する設備であることから，想

定される重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.3-12 に

示す設計とする。 

また，高圧窒素ガスボンベの切替え操作は，設置場所で可能な設計とする。 

（46-3） 

 

表 3.3-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）を使用する場合は，高圧窒素ガス供給系（常

用）との隔離のため HPIN常用非常用窒素ガス連絡弁(A)及び HPIN常用非常用

窒素ガス連絡弁(B)の閉操作を実施後，高圧窒素ガスボンベからの窒素ガス供

給のため HPIN非常用窒素ガス入口弁(A)及び HPIN非常用窒素ガス入口弁(B)の

開操作を実施し，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）へ窒素ガスを供給す

る。高圧窒素ガス供給系（非常用）の操作に必要な機器を表 3.3-13に示す。 

本系統の操作に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチにより操作可能な設

計とする。 

中央制御室の操作盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・

識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な

設計とする。 

なお，本系統の操作に必要な弁は，ハンドルによる手動操作も可能とし，設

置場所である原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）及び原子炉建屋  

  （原子炉建屋内の原子炉棟外）に十分な操作空間を確保することで，確

実に操作可能な設計とする。 

想定される重大事故等時において，原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋原

子炉棟外の環境条件（被ばく影響等）を考慮のうえ，原子炉建屋原子炉棟内及

び原子炉建屋内の原子炉棟外にて作業可能な設計とする。 

高圧窒素ガスボンベの切替えは，HPIN 窒素ガスボンベ付属止め弁，HPIN窒

素ガスボンベラック元弁及びボンベコックをハンドルによる手動操作及び専

用工具（ボンベコック操作用）を用いた操作により可能な設計とする。また，

設置場所である原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）に十分な操

作空間を確保することで，使用するボンベの切替え操作が可能な設計とする。 

（46-3,46-4,46-7） 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

281



添 3.3-37 

表 3.3-13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

HPIN 常用非常用窒

素ガス連絡弁(A) 
全開→全閉 

原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

高 圧 窒 素

ガ ス 供 給

系（常用）

との隔離 

原子炉建屋（原子

炉建屋原子炉棟

内） 

手動操作 

HPIN 常用非常用窒

素ガス連絡弁(B) 
全開→全閉 

原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋（原子

炉建屋原子炉棟

内） 

手動操作 

HPIN 非常用窒素ガ

ス入口弁(A) 
全閉→全開 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

中央制御室 スイッチ操作 

 
原子炉建屋（原子

炉建屋内の原子炉

棟外） 

手動操作 

HPIN 非常用窒素ガ

ス入口弁(B) 
全閉→全開 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

中央制御室 スイッチ操作 

 
原子炉建屋（原子

炉建屋内の原子炉

棟外） 

手動操作 

高圧窒素ガスボン

ベ 
切替え 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋（原子

炉建屋内の原子炉

棟外） 

切替操作*  

*：高圧窒素ガスボンベの切替えを行う際に操作する弁について，補足説明資料 46-4

に示す。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，表 3.3-14 に示すように発電用原子炉の

運転中又は停止中に機能･性能試験及び外観検査が可能な設計とする。  

 

表 3.3-14 高圧窒素ガス供給系（非常用）の試験及び検査 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 供給圧力の確認，漏えい有無の確認 

外観検査 
高圧窒素ガスボンベの変形，発錆等の異常の

有無及び残圧の確認 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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高圧窒素ガス供給系は，機能・性能試験として，高圧窒素ガスボンベから高圧

窒素ガスを供給することで，高圧窒素ガス供給系の供給圧力の確認及び系統全体

の漏えい有無の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

高圧窒素ガスボンベは，外観検査として，高圧窒素ガスボンベの変形，発錆等

の異常の有無及び残圧の確認が可能な設計とする。 

（46-5） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，本来の用途以外の用途には使用しない設

計とする。 

待機時の系統構成から使用時の系統構成へ切替え操作を行うために必要な

操作対象弁（A 系は HPIN常用非常用窒素ガス連絡弁(A)及び HPIN非常用窒素ガ

ス入口弁(A)，B系は HPIN常用非常用窒素ガス連絡弁(B)及び HPIN非常用窒素

ガス入口弁(B)）は，中央制御室のスイッチ操作により速やかに切替え可能な

設計とする。 

なお，本系統の操作に必要な弁は，手動操作も可能とし，設置場所である原

子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）及び原子炉建屋    （原子炉

建屋内の原子炉棟外）でのハンドル操作により図 3.3-5で示すタイムチャート

のとおり速やかに切り替えることが可能な設計とする。 

 

高圧窒素ガスボンベの切替えは，HPIN 窒素ガスボンベ付属止め弁，HPIN窒

素ガスボンベラック元弁及びボンベコックを操作ハンドルによる手動操作及

び専用工具（ボンベコック操作用）を用いた操作により使用側から待機側へ図

3.3-5で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能な設計と

する。 

（46-4） 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.3-5 高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁駆動源確保（手動

操作）タイムチャート* 

 

*： 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について（個別手順）

の 1.3で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，HPIN常用非常用窒素ガス連絡弁の閉操作

及び HPIN非常用窒素ガス入口弁の開操作によって，通常時の系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成及び系統隔離が可能な設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベは，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46-4） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m 150m 160m 170m 180m 190m 200m

手順の項目

窒素ガス供給確認

移動及び系統構成※1

※1：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m 130m 140m 150m 160m 170m 180m 190m 200m

手順の項目

移動及びボンベ切替え※1

※1：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

高圧窒素ガス供
給系（非常用）

による
主蒸気逃がし
安全弁駆動源

確保

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

経過時間（分）

要員（数）

備考

高圧窒素ガス供
給系（非常用）

による
主蒸気逃がし安
全弁駆動源確保

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

備考

要員（数）

経過時間（分）

約50分 高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁駆動源確保

高圧窒素ガス供給系原子炉格納容器入口圧力低警報発生

約35分 高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁駆動源確保

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報発生
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置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所

を表 3.3-13に示す。操作が必要な機器は，中央制御室にて操作を行うため，

放射線量が高くなるおそれが少なく操作可能である。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベの切替え操作

に必要な機器は表 3.3-13に示す。ボンベの切替えは原子炉建屋（原子炉建屋

内の原子炉棟外）にて操作を行うため，放射線量が高くなるおそれが少なく操

作可能である。 

（46-3,46-7） 
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3.3.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベは，主蒸気逃

がし安全弁（自動減圧機能付）を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧することが可能な容量を有する設計とする。 

高圧窒素ガスボンベは，高圧窒素ガス供給系（非常用）で 8本使用し，代替

高圧窒素ガス供給系での使用も考慮し，負荷に直接接続する可搬型設備である

ことから，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プを考慮し合計で 22本を確保し，分散して配備する。 

（46-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベと高圧窒素ガス供給系（非常用）の接続は，一般的に用

いられる工具（スパナ等）及び専用工具（ボンベコック操作用）を用いて接続

する方式とすることで，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

（46-3，46-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものでは

ないことから本条文の直接的な要求は受けないが，高圧窒素ガス供給系（非常

用）が A 系，B 系独立した 2 系を有する系統であることから，それぞれの接続

口を，原子炉建屋内の原子炉棟外の異なる複数の場所に設け，信頼性向上を図

る設計とする。 

（46-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベは，想定され

る重大事故等時における放射線を考慮しても，放射線量が高くなるおそれの少

ない原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，重大事故等時においても，高

圧窒素ガスボンベの切替え操作が可能な設計とする。 

（46-3，46-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，地震，津波，その他自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故

等対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子炉格納容器内の多重化された主
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蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自

動減圧機能用アキュムレータと位置的分散を図り，原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外）に分散して保管する。 

 

（46-3,46-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベは，原子炉建

屋（原子炉建屋内の原子炉棟外）に設置し，想定される重大事故等時において

も，設置場所でのボンベの切替え操作に支障をきたすことがないよう，複数の

屋内アクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

 

（46-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系（非常用）に使用する高圧窒素ガスボンベは，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた原子炉建屋内の原子炉棟外に保管し，共通

要因によって，設計基準事故対処設備である多重化された主蒸気逃がし安全弁

逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキ

ュムレータと同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り主蒸気逃が

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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し安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機

能用アキュムレータと多様性又は多重性及び位置的分散を図る設計とする。 

高圧窒素ガスボンベの多様性又は多重性及び位置的分散について，表 3.3-15

に示す。 

（46-3，46-4，46-7，46-8） 

 

表 3.3-15 高圧窒素ガスボンベの多様性又は多重性及び位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

アキュムレータ 高圧窒素ガスボンベ 

減圧用の弁 

主蒸気逃がし安全弁 

11 個 

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付） 

6 個*1 

原子炉格納容器内 

作動用 

窒素ガス 

供給源 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用 

アキュムレータ 

6 個 

高圧窒素ガスボンベ 

22 本（うち予備 11 本）*2 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用 

アキュムレータ 

11 個 

－ 

原子炉格納容器内 原子炉建屋     

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

*1：設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁 11 個のうち，主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能付）6個を重大事故等対処設備として兼用する。 

*2：「高圧窒素ガス供給系（非常用）」で 16 本（うち予備 8本），「代替高圧窒素ガス供給系」で 6

本（うち予備 3 本）使用する。 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.3.2.5 主蒸気逃がし安全弁機能回復（代替高圧窒素ガス供給系） 

3.3.2.5.1 設備概要 

代替高圧窒素ガス供給系は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁自

動減圧機能用アキュムレータの窒素ガス供給圧力が喪失した場合においても，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧することを目的に設置するものである。 

本系統は，想定される重大事故等時の環境条件において，原子炉格納容器内圧力

が原子炉格納容器の最高使用圧力(427 kPa[gage])を超えて上昇することにより，

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作動に必要な高圧窒素ガス供給系（非常

用）の窒素ガス供給圧力が不足する可能性がある場合においても，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧可能な設計とする。 

本系統は，窒素ガス供給源である可搬型の高圧窒素ガスボンベ，流路であるホー

ス並びに代替高圧窒素ガス供給系の配管及び弁等で構成する。 

本系統は，中央制御室での操作により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）（4

個）のアクチュエータへ窒素ガスを供給し，原子炉格納容器内圧力が原子炉格納容

器の最高使用圧力の 2倍（854kPa[gage]）の状況においても，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧することが可能な設計とする。 

本系統による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）の作動は，電磁弁操作を必

要とせず，排気ラインから直接主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）のアクチュ

エータに窒素ガスを供給することで開操作することが可能であり，高圧窒素ガス供

給系（非常用）に対して独立した設計とする。 

本系統は，独立した 2系を有する系統であり，接続口は原子炉建屋内の原子炉棟

外の異なる場所に設ける設計とする。 

本系統の系統構成に必要な電気作動弁は，設計基準事故対処設備である非常用所

内電気設備が喪失した場合においても，非常用所内電気設備とは独立した重大事故

等対処設備である代替所内電気設備を用いて，ガスタービン発電機又は電源車から

受電可能な設計とする。 

可搬型の高圧窒素ガスボンベは，高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒

素ガス供給系に使用する設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.3-6 に，重大事故等対処設備一覧を表 3.3-16

に示す。 
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図 3.3-6 代替高圧窒素ガス供給系系統概要図 
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表 3.3-16 主蒸気逃がし安全弁機能回復（代替高圧窒素ガス供給系） 

に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧窒素ガスボンベ【可搬】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 
代替高圧窒素ガス供給系 配管・弁【常設】 

ホース・弁【可搬】 

注水先 － 

電源設備*1 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備（補助）*2 代替高圧窒素ガス供給系窒素ガス供給止め弁入口圧力【常設】 

*1：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*2：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータ。 

 

3.3.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧窒素ガスボンベ 

個  数 ： 22（うち予備 11）* 

容  量 ： 約 47 ℓ/本 

充填圧力 ： 約 15 MPa[gage] 

使用箇所 ： 原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外） 

保管場所 ： 原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外） 

 

*：「高圧窒素ガス供給系（非常用）」で 16本（うち予備 8本），「代替高圧窒素

ガス供給系」で 6本（うち予備 3 本）使用する。 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.3.2.5.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.5.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋   

（原子炉建屋内の原子炉棟外）に設置する設備であることから，想定され

る重大事故等時における原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.3-17 に示す設

計とする。 

（46-3） 

 

表 3.3-17 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系は，系統構成として A系については代替 HPIN窒素

ガスボンベ供給止め弁（A），代替 HPIN 窒素ガスボンベ供給弁(A)及び代替 HPIN

窒素ガス供給止め弁(A)を開操作し，代替 HPIN窒素排気出口弁（A-1）及び代

替 HPIN窒素排気出口弁（A-2）の閉操作を実施する。その後，代替 HPIN第一

隔離弁（A）を開操作することにより主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）

へ窒素ガスを供給する。B系についても同様の操作により主蒸気逃がし安全弁

（自動減圧機能付）へ窒素ガスを供給する。代替高圧窒素ガス供給系の操作に

必要な機器を表 3.3-18に示す。 

本系統の操作に必要な弁は，中央制御室の操作スイッチ及び設置場所でのハ

ンドルによる手動操作が可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・

識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な

設計とする。 

ハンドルによる手動操作は，操作弁の設置場所である原子炉建屋   （原

子炉建屋内の原子炉棟外）に十分な操作空間を確保することで，確実に操作可

能な設計とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.3-18 操作対象機器 
設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

高圧窒素ガスボンベ安

全弁出口ライン止め弁

（A） 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 F090A 

高圧窒素ガスボンベ安

全弁出口ライン止め弁

（B） 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 F090A 

代替 HPIN窒素ガスボン

ベ供給止め弁(A) 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 1008A 

代替 HPIN窒素ガスボン

ベ供給止め弁(B) 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 1008B 

代替 HPIN窒素ガスボン

ベ供給弁(A) 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 1007A 

代替 HPIN窒素ガスボン

ベ供給弁(B) 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 1007B 

ホース 

ホース接続 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作  

代替 HPIN窒素ガス供給

止め弁（A） 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 101A 

代替 HPIN窒素ガス供給

止め弁（B） 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋    

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

手動操作 101B 

代替 HPIN 第一隔離弁

（A） 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

中央制御室 スイッチ

操作 

104A 

代替 HPIN 第一隔離弁

（B） 

全閉→全開 原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉 

棟内） 

中央制御室 スイッチ

操作 

104B 

代替 HPIN窒素排気出口

弁（A-1） 

全開→全閉 原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉 

棟内） 

中央制御室 スイッチ

操作 

105A-1 

代替 HPIN窒素排気出口

弁（A-2） 

全開→全閉 原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉 

棟内） 

中央制御室 スイッチ

操作 

105A-2 

代替 HPIN窒素排気出口

弁（B-1） 

全開→全閉 原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉 

棟内） 

中央制御室 スイッチ

操作 

105B-1 

代替 HPIN窒素排気出口

弁（B-2） 

全開→全閉 原子炉建屋    

（原子炉建屋原子炉 

棟内） 

中央制御室 スイッチ

操作 

105B-2 

（46-3,46-4,46-7） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系は，表 3.3-19 に示すように発電用原子炉の運転中

又は停止中に機能･性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

 

 

表 3.3-19 代替高圧窒素ガス供給系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 供給圧力の確認，漏えい有無の確認 

外観検査 
高圧窒素ガスボンベの変形，発錆等の異常の有無

及び残圧の確認 

 

代替高圧窒素ガス供給系は，機能・性能試験として，高圧窒素ガスボンベから

高圧窒素ガスを供給することで，高圧窒素ガス供給系の供給圧力の確認及び系統

全体の漏えい有無の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

高圧窒素ガスボンベは，外観検査として，高圧窒素ガスボンベの変形，発錆等

の異常の有無及び残圧の確認が可能な設計とする。 

（46-5） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，本来の用途以外

の用途には使用しない設計とする。 

代替高圧窒素ガス供給系は，通常時の主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）

の作動に必要な主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）用電磁弁の排気ライン

に接続し，高圧窒素ガスボンベから作動用窒素ガスを供給するため，重大事故

等時に対処するために系統構成を切り替える必要がある。 

通常時の系統構成から使用時の系統構成へ切替え操作を行うために必要な

操作対象弁のうち原子炉建屋原子炉棟内の弁（A系は，代替 HPIN窒素排気出口
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弁（A-1），代替 HPIN窒素排気出口弁（A-2），代替 HPIN第一隔離弁（A），B系

は代替 HPIN窒素排気出口弁（B-1），代替 HPIN窒素排気出口弁（B-2），代替 HPIN

第一隔離弁（B））は，中央制御室でのスイッチ操作，原子炉建屋内の原子炉棟

外の弁（A系は，高圧窒素ガスボンベ安全弁出口ライン止め弁（A），代替 HPIN

高圧窒素ガスボンベ供給止め弁(A)，代替 HPIN窒素ガス供給止め弁（A），代替

HPIN高圧窒素ガスボンベ供給弁(A)，B系は，代替 HPIN高圧窒素ガスボンベ安

全弁出口ライン止め弁（B），代替 HPIN 高圧窒素ガスボンベ供給止め弁(B)，代

替 HPIN窒素ガス供給止め弁（B），代替 HPIN高圧窒素ガスボンベ供給弁(B)）

は，設置場所での手動操作により図 3.3-7で示すタイムチャートのとおり速や

かに切り替えることが可能な設計とする。 

（46-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-7 代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁開放タイムチャート* 

 

*： 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について（個別手順）

の 1.3で示すタイムチャート 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系は，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付）用電磁

弁の排気ラインに接続し，通常時の作動用窒素ガス流路とは異なる電磁弁の排

気側から作動用窒素ガスを供給する構成であるため，配管及び弁を設置するこ

とにより通常時の作動用窒素ガスの排気流路を確保し，悪影響を及ぼさない設

計とする。また，重大事故等時は，重大事故等対処設備として系統構成するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

手順の項目

電源確認※1

代替高圧窒素ガス供給系による高圧窒素ガス供給
※2

移動及び系統構成
※3

減圧操作（適宜実施）

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

備考

代替高圧窒素ガス供給系

による主蒸気逃がし安全弁
開放

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

要員（数）

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70

25分 代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁開操作開始

（原子炉減圧）
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代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，通常時に接続先

の系統と分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替高圧窒素ガス供給系の通常状態における主蒸気逃がし安全弁（自動減圧

機能付）の作動用窒素ガスの排気流路を構成する弁を表 3.3-20に示す。 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，ボンベラックに

固縛することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

表 3.3-20 主蒸気逃がし安全弁の排気流路を構成する弁 

弁名称 作動方式 状態 

代替 HPIN第一隔離弁（A） 電気作動 通常時閉 

代替 HPIN第一隔離弁（B） 電気作動 通常時閉 

代替 HPIN窒素排気出口弁（A-1） 電気作動 通常時開 

代替 HPIN窒素排気出口弁（A-2） 電気作動 通常時開 

代替 HPIN窒素排気出口弁（B-1） 電気作動 通常時開 

代替 HPIN窒素排気出口弁（B-2） 電気作動 通常時開 

（46-4） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

3.3-18に示す。操作が必要な機器は，中央制御室及び原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外）にて操作を行うため，放射線量が高くなるおそれが

少なく操作可能である。 

（46-3,46-7） 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.3.2.5.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，主蒸気逃がし安

全弁（自動減圧機能付）を作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ことが可能な容量を有する設計とする。また，想定される重大事故等時の，原

子炉格納容器内圧力が原子炉格納容器の最高使用圧力の 2 倍の状態

（854kPa[gage]）においても，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することが

可能な容量を有する設計とする。 

高圧窒素ガスボンベは，代替高圧窒素ガス供給系で 3本使用し，高圧窒素ガ

ス供給系（非常用）での使用も考慮し，負荷に直接接続する可搬型設備である

ことから，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プを考慮し合計で 22本を確保し，分散して配備する。 

（46-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベの出口配管と代替高圧窒素ガス供給系の接続は，同一口

径（媒介金具を含む）及び同一の接続方式とすることで，容易かつ確実に接続

できる設計とする。 

（46-3，46-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ
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なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものでは

ないことから本条文の直接的な要求は受けないが，代替高圧窒素ガス供給系が，

A 系，B 系独立した 2 系を有する系統であることから，それぞれの接続口を，

原子炉建屋内の原子炉棟外の異なる複数の場所に設け，信頼性向上を図る設計

とする。 

（46-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，想定される重大

事故等時における放射線を考慮しても，放射線量が高くなるおそれの少ない原

子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，重大事故等時においても，接続口と

の接続が可能な設計とする。 

（46-3，46-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，地震，津波，そ

の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響，設計基準事故対処設備の配置その他条件を考慮し，原子炉格納容器内に

多重化された主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気

逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータと位置的分散を図り，原子炉建屋 

   （原子炉建屋内の原子炉棟外）に分散して保管する。 

（46-3,46-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋内の

原子炉棟外に設置し，想定される重大事故等時においても，設置場所での接続

作業に支障をきたすことがないよう，複数の屋内アクセスルートを確保する。 

（46-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

代替高圧窒素ガス供給系に使用する高圧窒素ガスボンベは，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた原子炉建屋内の原子炉棟外に保管し，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備である多重化された主蒸気逃がし安全弁逃がし

弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレ

ータと同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り主蒸気逃がし安全

弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータと多様性又は多重性及び位置的分散を図る設計とする。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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高圧窒素ガスボンベの多様性及び位置的分散について，表 3.3-21に示す。 

（46-3,46-4,46-7,46-8） 

 

表 3.3-21 高圧窒素ガスボンベの多様性又は多重性及び位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

アキュムレータ 高圧窒素ガスボンベ 

減圧用の弁 

主蒸気逃がし安全弁 

11 個 

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能付） 

4 個*1 

原子炉格納容器内 

作動用 

窒素ガス 

供給源 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータ 

6 個 

高圧窒素ガスボンベ 

22 本（うち予備 11 本）*2 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ 

11 個 

－ 

原子炉格納容器内 原子炉建屋     

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

*1：設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁 11 個のうち，主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能付）4個を重大事故等対処設備として兼用する。 

*2：「高圧窒素ガス供給系（非常用）」で 16 本（うち予備 8），「代替高圧窒素ガス供給系」で 6 本

（うち予備 3）使用する。  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.3.2.6 原子炉建屋ブローアウトパネル 

3.3.2.6.1 設備概要 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，格納容器バイパス（インターフェイスシステ

ム LOCA）発生時に，原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいして蒸気となり，

原子炉建屋原子炉棟内の圧力が上昇した場合において，原子炉建屋原子炉棟内の圧

力及び温度を低下させることを目的として使用する。 

本設備は，止め板等で構成し，運転員による開放操作を行うことなく，原子炉建

屋原子炉棟内と外気との差圧が開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する

ことで，原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることが可能な設計とす

る。これにより，原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることで，格納

容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）発生時に HPCS 注入隔離弁を現場

操作により閉止することが可能となる。 

原子炉建屋ブローアウトパネルに関する設備概要図を図 3.3-8に，重大事故等対

処設備一覧を表 3.3-22に示す。 

 

 

図 3.3-8 原子炉建屋ブローアウトパネル設備概要図 

 

 

表 3.3-22 原子炉建屋ブローアウトパネルに関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建屋ブローアウトパネル【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備 － 

原
子
炉
圧
力
容
器

サプレッションチェンバ

ドライウェル

主蒸気逃がし安全弁

高圧炉心
スプレイ系
ポンプ

タービンへ

原子炉建屋

破断箇所

隔離操作弁

開固着

原子炉建屋ブローアウトパネル
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3.3.2.6.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

個  数：１式 

取付箇所：原子炉建屋 

 

3.3.2.6.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.6.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針  

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の 

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する 

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉棟内と屋外との境界に

設置し，想定される重大事故等時における，原子炉建屋原子炉棟内及び屋外の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，表 3.3-23

に示す設計とする。 

（46-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.3-23 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋原子炉棟内及び屋外で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が

損傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ 

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉棟内と屋外との差圧に

より，自動的に開放する設備とする。 

（46-3） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又 

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，表 3.3-24 に示すように，発電用原子炉

の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計とする。 

（46-5） 
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表 3.3-24 原子炉建屋ブローアウトパネルの試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
項目 内容 

運転中又は停止中 外観検査 原子炉建屋ブローアウトパネル外観の確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，本来の用途以外の用途として使用しない。 

また，原子炉建屋ブローアウトパネルは，重大事故等時において他の系統と

切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，他の設備と独立して作動することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，原子炉建屋ブローアウトパネルは，開放動作により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

（46-3，46-4） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉棟内と屋外との差圧に

より，自動的に開放する設備とする。 

 

3.3.2.6.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定される重大事故等時において，原子

炉建屋原子炉棟内に漏えいした蒸気を原子炉建屋外に排気して，原子炉建屋原

子炉棟内の圧力及び温度を低下させるために必要となる容量を有する設計と

する。  

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，二以上の発電用原子炉施設において共用 

しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機 

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの 

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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原子炉建屋ブローアウトパネルは常設重大事故防止設備であるが，同一目的

の設計基準事故対処設備はない。 

（46-3，46-4） 

 

3.3.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.3.3.1 インターフェイスシステム LOCA隔離弁 

3.3.3.1.1 設備概要 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である HPCS注入隔離弁は，格納容器バイ

パス（インターフェイスシステム LOCA）発生個所の隔離によって，原子炉格納容器

外への原子炉冷却材の漏えいを防止する目的として使用する。 

本設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統であり，発電用原子炉

運転中に接続箇所の電気作動弁の開閉試験を実施する高圧炉心スプレイ系の注水

ラインに 1個設置する構成とする。 

格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）は，隔離弁の隔離失敗によ

り低圧設計部分が異常に過圧されることで発生するが，主蒸気逃がし安全弁による

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧により原子炉冷却材漏えいの抑制を継続し，現

場操作による隔離弁の全閉操作を実施することで，破断が発生した系統を隔離する

設計とする。 

なお，主蒸気逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧は隔離弁の隔離操作が完了

するまで継続する。 

 

本設備の系統概要図を図 3.3-9に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を

表 3.3-25に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能

を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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図 3.3-9 インターフェイスシステム LOCA隔離弁系統概要図  
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表 3.3-25 インターフェイスシステム LOCA 隔離弁に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 HPCS注入隔離弁【常設】 

附属設備 － 

電源設備 － 

計装設備* 高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力【常設】 

* ：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計 

方針を示す章）」で示す。 

 

3.3.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) HPCS注入隔離弁 

最高使用圧力：10.8MPa 

最高使用温度：302℃ 

個数    ：1 

取付箇所  ：原子炉建屋        （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

3.3.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である HPCS注入隔離弁は，想定される重

大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重

大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針

を適用して設計を行う。 

 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である HPCS注入隔離弁については，設計

基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等時においても使

用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

また，インターフェイスシステムLOCA隔離弁は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である HPCS注入隔離弁については，原子

炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮することができるよう，表 3.3-26に示す設計である。  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.3-26 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積

雪の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

また，インターフェイスシステム LOCA 隔離弁である HPCS注入隔離弁は，設置場

所である原子炉建屋原子炉棟内にて手動操作が可能な設計であり，操作位置の放射

線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である HPCS注入隔離弁は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計

である。また，HPCS 注入隔離弁は，発電用原子炉の運転中に機能・性能試験，停止

中に分解検査が可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備   

【47条】 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉

を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常

設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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3.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

3.4.1 設置許可基準規則第 47条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止する設備として，低圧代替注水系（可搬型）及び低圧代替注水系（常設）

を設ける。 

 

(1) 低圧代替注水系（可搬型）の配備（設置許可基準規則解釈の第 1項(1)a）） 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，可搬型重大事故等対

処設備として低圧代替注水系（可搬型）を設ける。 

低圧代替注水系（可搬型）は，第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管

エリア及び第 4保管エリアに分散配備した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用

い，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系とは異なる代替

淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））を水源として，原子炉

圧力容器へ注水することで炉心を冷却可能な設計とする。 

 

(2) 低圧代替注水系（常設）の設置（設置許可基準規則解釈の第 1項(1)b）） 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心

の著しい損傷を防止するため，また，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余

裕のない場合に対応するため，常設重大事故等対処設備として低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポ

ンプ）を設ける。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，原子炉建屋原子炉棟内に設

置した復水移送ポンプを用い，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系とは異なる復水貯蔵タンクを水源として原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，炉心損傷防止対策

の有効性評価に関する事故シーケンスグループのうち「全交流動力電源喪失

（外部電源喪失＋DG失敗）＋SRV再閉失敗＋HPCS失敗」に対応するために，直

流駆動低圧注水ポンプを用い，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系とは異なる復水貯蔵タンクを水源として，原子炉圧力容器へ注水す

ることで炉心を冷却可能な設計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保（設置許

可基準規則解釈の第 1項(1)c）） 

上記(1)及び(2)の重大事故等対処設備である低圧代替注水系（常設），低圧

代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して，異なるポンプ（復水移送ポンプ，

直流駆動低圧注水ポンプ又は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）），駆動電源（ガス

タービン発電機，電源車，250V蓄電池又は電源車，250V充電器盤及び 250V蓄

電池の組合せ），冷却源（自己冷却）を用いることで多様性及び独立性を有す

る設計とする。また，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系に対して，常設設備である復水移送ポンプは原子炉建屋原子炉棟内の異なる

区画へ設置し，直流駆動低圧注水ポンプは，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置，

ガスタービン発電機は屋外に設置することで位置的分散を図る設計とする。可

搬型設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び電源車については，屋外に

保管し，屋外から異なる複数の接続口に接続可能とし，残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して位置的分散を図る設計とする。 

なお，設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散につい

ては，3.4.2.1.3項，3.4.2.2.3項及び 3.4.2.3.3項に詳細を示す。 
 

(4) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を期待

するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水モード） 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，冷却材喪失事故時において，低圧

炉心スプレイ系，高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系と連携して原子炉を

冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低（レベル 1）又はドライウェル圧力高の信号で作

動を開始し，サプレッションチェンバ内のプール水を直接原子炉圧力容器

内（炉心シュラウド内）へ注水する。 

 

(ⅱ) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，原子炉停止後，炉心崩壊

熱及び原子炉圧力容器，配管，冷却材中の保有熱（残留熱）を除去して，

原子炉を冷却する機能を有する。また，動的機器の単一故障を仮定した場

合でも冷却材を低温まで冷却可能な設計である。 

冷却材は原子炉圧力容器から残留熱除去系のポンプ，残留熱除去系熱交

換器を通して原子炉圧力容器に戻される。 
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(ⅲ) 低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系は，冷却材喪失事故時において，残留熱除去系（低

圧注水モード），高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系と連携して原子炉を冷

却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低（レベル 1）又はドライウェル圧力高の信号で作

動を開始し，サプレッションチェンバ内のプール水をスパージャから，燃

料集合体上へスプレイすることによって，原子炉を冷却する。 

 

(ⅳ) 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，原子炉設備の

非常用機器及び常用機器等で発生する熱を冷却除去するために設けるもの

である。本系統は，想定される重大事故等時においても，非常用機器，残

留熱除去系機器等の冷却を行うための機能を有する。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）については，「3.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(5) 自主対策設備の整備（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための自主対

策設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 復水移送ポンプによる残留熱除去系 B系を用いた原子炉注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための自

主対策設備として，残留熱除去系 B 系を用いた復水移送ポンプでの原子炉

圧力容器への注水手段を整備している。 

残留熱除去系 B 系を用いた復水移送ポンプでの原子炉圧力容器への注水

手段は，復水貯蔵タンクを水源として，復水移送ポンプにより，高圧炉心

スプレイ系，補給水系及び残留熱除去系 B 系の配管を経由して原子炉圧力

容器へ注水する。 

 

(ⅱ) ろ過水ポンプによる原子炉注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための自

主対策として，ろ過水ポンプを用いた原子炉圧力容器への注水手段を整備

している。 

ろ過水ポンプを用いた原子炉圧力容器への注水手段は，ろ過水タンクを

水源として，ろ過水ポンプにより，ろ過水系，補給水系及び残留熱除去系

の配管を経由して原子炉圧力容器へ注水する。 
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(6) 技術的能力審査基準への適合のための復旧手段の整備 

復旧手段として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉

停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系が全交流動力電源喪失により

起動できない場合には，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設

備へ電源を供給することで残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止

時冷却モード）を復旧する手段を整備する。なお，電源設備については「3.14

電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(7) 技術的能力審査基準への適合のための設備の整備 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応設備として，以下を整備す

る。 

 

(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，復水移送ポンプで原子炉圧力容器に注水す

る低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により，残存溶融炉心を冷却

する。 

 

(ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）で原子炉圧

力容器に注水する低圧代替注水系（可搬型）により，残存溶融炉心を冷却

する。 

 

(8) 自主対策設備の整備（残存溶融炉心冷却設備） 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の自主対策設備として，以下を整

備する。 

 

(ⅰ) 復水移送ポンプによる残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ配管を用いた残

存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，復水移送ポンプで原子炉圧力容器に注水す

る残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ配管により，残存溶融炉心を冷却す

る。 
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(ⅱ) 復水移送ポンプによる残留熱除去系 B系を用いた残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，復水移送ポンプで原子炉圧力容器に注水す

る残留熱除去系 B系により，残存溶融炉心を冷却する。 
 

(ⅲ) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ

配管を用いた残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）で原子炉圧

力容器に注水する残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ配管により，残存溶

融炉心を冷却する。 

 

(ⅳ) ろ過水ポンプによる残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ配管を用いた残存

溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，ろ過水ポンプで原子炉圧力容器に注水する

残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ配管により，残存溶融炉心を冷却する。 

 

(ⅴ) ろ過水ポンプによる残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器内に

溶融炉心が残存する場合には，ろ過水ポンプで原子炉圧力容器に注水する

ろ過水系，補給水系及び残留熱除去系配管により，残存溶融炉心を冷却す

る。 

 

(9) 低圧代替注水系の海の利用 

低圧代替注水系（常設）の水源である復水貯蔵タンク並びに低圧代替注水系（可

搬型）の水源である代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

の淡水が枯渇した場合において，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いて，海水

取水箇所（海水ポンプ室又は取水口）より，海水を淡水貯水槽（No.1）又は淡水

貯水槽（No.2）へ供給する設計とする。淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）

から復水貯蔵タンクへの海水供給は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復

水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホールから補給可能な設計と

する。 

また，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が使用できない場合は，大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて，海水取水箇所（海水ポンプ室又は取水口）

より，海水を直接復水貯蔵タンクへ補給及び各種注水（原子炉格納容器，原子炉

圧力容器，使用済燃料プールへの注水）の手段を整備している。 

海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。  
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3.4.2 重大事故等対処設備 

3.4.2.1低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

3.4.2.1.1 設備概要 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため，また，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対

応するため，発電用原子炉を冷却することを目的に設置するものである。 

本系統は，復水移送ポンプ，電源設備である非常用交流電源設備，常設代替交流電

源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び所内常設蓄電式直流電源設

備，計装設備，水源である復水貯蔵タンク，流路である補給水系，高圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系の配管及び弁，燃料プール補給水系の弁，注水先である原子炉圧力

容器から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.4-1に，重大事故等対処設備一覧を表 3.4-1に示す。 
 

本系統は，復水移送ポンプ 3台のうち 2 台により，復水貯蔵タンクを水源とし，補

給水系，高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系 A系配管を経由して原子炉圧力容器へ注

水することで発電用原子炉を冷却可能な設計とする。 
 

復水移送ポンプ及び系統構成に必要な電気作動弁（交流）は，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備から，代替所内電気設備を経由して受電可能な設計と

する。また，系統構成に必要な電気作動弁（直流）は，所内常設蓄電式直流電源設備

から受電可能な設計とする。 
 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電設備軽油タンクよりガスタービン

発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計とする。 

電源車の燃料は，ガスタービン発電設備軽油タンク又は軽油タンクよりタンクロー

リを用いて補給可能な設計とする。 
 

水源である復水貯蔵タンクは，枯渇しそうな場合においても，代替淡水源（淡水貯

水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の淡水を，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を

用いて，復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホールから復水貯蔵タン

クへ補給可能な設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室での弁操作（緊急用交流電源切替盤の切替

え操作を含む）により系統構成を行った後，中央制御室の操作スイッチにより復水移

送ポンプを起動し運転を行う。 
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図 3.4-1 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）系統概要図 
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表 3.4-1 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に関する重大事故等対処設備 

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 復水移送ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源*1 復水貯蔵タンク【常設】 

流路 

補給水系 配管・弁【常設】 
高圧炉心スプレイ系 配管・弁【常設】 
燃料プール補給水系 弁【常設】 
残留熱除去系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 

 

非常用交流電源設備 
 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 
常設代替交流電源設備 
ガスタービン発電機【常設】 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 
ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 
電源車【可搬】 
軽油タンク【常設】 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 
タンクローリ【可搬】 

代替所内電気設備 
ガスタービン発電機接続盤【常設】 
緊急用高圧母線 2F系【常設】 
緊急用高圧母線 2G系【常設】 
緊急用動力変圧器 2G系【常設】 
緊急用低圧母線 2G系【常設】 
緊急用交流電源切替盤 2G 系【常設】 
緊急用交流電源切替盤 2C 系【常設】 
非常用高圧母線 2C系【常設】 
非常用高圧母線 2D系【常設】 

所内常設蓄電式直流電源設備 
125V 蓄電池 2B【常設】 

125V 充電器盤 2B【常設】 
上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以下の
設備を使用する。 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域）【常設】 
残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄
流量）【常設】 
復水貯蔵タンク水位【常設】 
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*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態。 

  計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 復水移送ポンプ 

種類       ： うず巻形 

容量       ： 100m3/h/個 

全揚程      ： 85m 

最高使用圧力   ： 1.37MPa[gage]  

最高使用温度   ： 66℃ 

個数       ： 3（うち予備 1） 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

原動機出力    ： 45kW 

 

3.4.2.1.3 設計基準事故対処設備に対する低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

の多様性及び独立性，位置的分散 

 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.4-2に示すとおり多様性，位置的分散を図

る設計とする。 

ポンプについては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）の残留熱除去

系ポンプ（A），（B），（C）及び低圧炉心スプレイ系ポンプと位置的分散された原子炉

建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）の復水移送ポンプを使用し多様性を図る設

計とする。 

水源については，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系の水源であるサプレッショ

ンチェンバと異なる復水貯蔵タンクを使用する設計とする。 

また，復水貯蔵タンクは，屋外に設置することで，原子炉建屋内に設置されてい

るサプレッションチェンバに対して位置的分散を図る設計とする。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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駆動電源については，常設の復水移送ポンプを使用する際は，常設代替交流電源設

備であるガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である電源車を駆動電源

とし，代替所内電気設備を経由した給電が可能な設計とすることで，残留熱除去系ポ

ンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの駆動電源である非常用交流電源設備（非常用デ

ィーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しない設計とする。 

復水移送ポンプのサポート系としては，冷却水は自己冷却とすることで，残留熱除

去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと共通要因によって同時に機能喪失しな

い設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と，低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）の独立性については，表 3.4-3 に示すとおり，地震，津波，

火災及び溢水により同時に故障することを防止するために独立性を確保する設計と

する。 

なお，配管等の流路を構成する静的機器については，残留熱除去系低圧注水ライン

（原子炉圧力容器から RHR ヘッドスプレイライン洗浄流量調整弁に繋がる配管との

分岐部まで）を除く範囲で，可能な限り設計基準事故対処設備と分離した設計とする。

動的機器である RHR A 系 LPCI 注入隔離弁については，設計基準事故対処設備と兼用

しているが，設計基準事故対処設備とは異なる電源から受電可能な設計とする。 

仮に，RHR A系 LPCI 注入隔離弁が故障した場合でも，自主対策設備として，他系の

残留熱除去系配管を用いた低圧代替注水を整備している。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプ及び系統構

成に必要な電気作動弁（交流）は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備

が機能喪失した場合においても，非常用所内電気設備とは独立した重大事故等対処設

備である代替所内電気設備を用いて，ガスタービン発電機又は電源車から受電可能な

設計とする。また，系統構成に必要な電気作動弁（直流）は，所内常設蓄電式直流電

源設備である 125V蓄電池 2Bから受電可能な設計とする。 
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表 3.4-2 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の多様性，位置的分散 

 

 

表 3.4-3 設計基準事故対処設備との独立性 

 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 
（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧代替注水系（常設） 
（復水移送ポンプ） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 
低圧炉心 

スプレイ系ポンプ 
復水移送ポンプ 

原子炉建屋 原子炉建屋 原子炉建屋 

水源 

サプレッションチェンバ サプレッションチェンバ 復水貯蔵タンク 

原子炉建屋 原子炉建屋 屋外 

駆動電源 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

常設代替交流電源設備 
（ガスタービン発電機） 

又は 
可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 

原子炉建屋 原子炉建屋 屋外 

駆動用 
空気 

不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 
不要 

（内包油） 
不要 

（内包油） 

冷却方式 
水冷 

（原子炉補機冷却水系（原子
炉補機冷却海水系を含む）） 

水冷 
（原子炉補機冷却水系（原子
炉補機冷却海水系を含む）） 

不要 
（自己冷却） 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系は耐震
S クラス設計とし，重大事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，
基準地震動 Ss で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因となり同時
にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大
事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は基準津波の影響を受けない
原子炉建屋内に設置することで，津波が共通要因となり同時に故障することのない設計と
する。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大
事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，火災が共通要因となり，
同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防
護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大
事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，溢水が共通要因となり，
同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防
護方針について」に示す。）。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは，原子炉

建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）に設置する設備であることから，

想定される重大事故等時における，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.4-4

に示す設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室の操作スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 

（47-3,47-4） 

表 3.4-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を

通水しない。）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な

限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積

雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1 項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を運転する場合は，系統構成

として，CRD 復水入口弁，MUWCサンプリング取出止め弁，FPMUWポンプ吸込

弁，T/B 緊急時隔離弁，R/B B1F 緊急時隔離弁及び R/B 1F 緊急時隔離弁の

全閉操作を実施後，復水貯蔵タンク水源確保として，復水貯蔵タンク常用，

非常用給水管連絡ライン止め弁の全開操作を実施し，復水移送ポンプの起

動， RHR A 系 LPCI注入隔離弁の全開操作及び RHRヘッドスプレイライン洗

浄流量調整弁の開操作を実施することで，原子炉圧力容器への注水を行う。

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の運転に必要なポンプ及び操作

に必要な弁を表 3.4-5に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の操作に必要なポンプ及び弁

は，いずれも中央制御室からの遠隔操作でポンプの起動（ポンプ 3 台のう

ち 2 台を起動）及び弁を開閉することが可能な設計とし，また，ポンプ及

び電気作動弁（交流）については，緊急用交流電源切替盤 2G 系及び 2C 系

を中央制御室から遠隔操作することで，給電元の切替えも可能な設計とす

る。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

（47-3,47-4） 
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表 3.4-5 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

復水移送ポンプ(A) 停止→起動 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

 

うち 2台 

使用 
復水移送ポンプ(B) 停止→起動 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

復水移送ポンプ(C) 停止→起動 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

CRD復水入口弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

復水貯蔵タンク常用，

非常用給水管連絡ライ

ン止め弁 

 

全閉→全開 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

 

中央制御室 

 

スイッチ操作 

 

MUMCサンプリング取出

止め弁 
全開→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPMUWポンプ吸込弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

T/B 緊急時隔離弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

R/B B1F緊急時隔離弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

R/B 1F緊急時隔離弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

RHR ヘッドスプレイラ

イン洗浄流量調整弁 
全閉→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

RHR A系 LPCI注入隔離

弁 
全閉→全開 

原子炉建屋 

(原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

緊急用交流電源 

切替盤 2G系 
DB→SA 

原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 
中央制御室 スイッチ操作 

非常用高圧

母線機能喪

失時に切替

え操作実施 

緊急用交流電源 

切替盤 2C系 
DB→SA 

原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 
中央制御室 スイッチ操作 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，表 3.4-6に示すように発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び弁動作試験を，また，

発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解検査及び外観

検査が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプは，

発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（軸，

羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，復水貯蔵タンクを水源とし，

復水移送ポンプを起動させ，復水貯蔵タンクへ送水するテストラインを使

用することで，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）としての機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

なお，復水貯蔵タンク常用，非常用給水管連絡ライン止め弁，RHRヘッド

スプレイライン洗浄流量調整弁及び RHR A 系 LPCI 注入隔離弁については，

発電用原子炉の運転中又は停止中に弁動作試験を実施することで機能・性

能が確認可能な設計とする。 

表 3.4-6 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ各部の状態を目視等で確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 
 

運転性能の確認として，復水移送ポンプの吐出圧力，系統（ポンプ周り）の

振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

復水移送ポンプを構成する部品の表面状態の確認として，浸透探傷試験によ

り性能に影響を及ぼす指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすお

それのある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計とする。 

復水移送ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認が可能な設計とする。 

（47-5） 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，復水移送ポンプを通常時

に使用する系統である補給水系から重大事故等時に対処するために系統構

成を切り替える必要があるため，系統に必要な弁を設ける。切替え操作と

して，復水移送ポンプの起動操作，系統構成として CRD 復水入口弁，MUWC

サンプリング取出止め弁，FPMUW ポンプ吸込弁，T/B緊急時隔離弁，R/B B1F

緊急時隔離弁及び R/B 1F 緊急時隔離弁の全閉操作，原子炉圧力容器へ注水

するために RHR A 系 LPCI 注入隔離弁の全開操作を実施し，RHR ヘッドスプ

レイライン洗浄流量調整弁の開操作を行う。 

なお，復水貯蔵タンクからの復水移送ポンプ吸込みラインは，復水貯蔵

タンクの常用ライン及び非常用ラインがあるが，通常運転時は常用ライン

を使用している。重大事故等時は復水貯蔵タンク水源確保のため，復水貯

蔵タンク常用，非常用給水管連絡ライン止め弁の全開操作を行い，復水移

送ポンプ吸込みラインを非常用ラインに切り替える。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）である復水移送ポンプの起動

及び系統の切替えに必要な弁については，中央制御室から遠隔操作可能な

設計とすることで，図 3.4-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り

替えることが可能である。 

また，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の操作に必要なポンプ

及び電気作動弁（交流）については，緊急用交流電源切替盤 2G 系及び 2C

系を中央制御室より，遠隔操作することで給電元の切替えが可能である。 
（47-4） 

 
図 3.4-2  低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

タイムチャート* 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.4で示すタイムチャート。 

手順の項目

電源確認※1

系統構成，ポンプ起動※2

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

低圧代替注水系（常設）
(復水移送ポンプ)による原子
炉圧力容器への注水

中央制御室運転員A 1

経過時間（分）

備考

10 20 30 40 50 60 70

15分 原子炉圧力容器への注水
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，通常時は残留熱除去系，

燃料プール冷却浄化系及び原子炉格納容器下部注水系と隔離する系統構成

とすることで，残留熱除去系，燃料プール冷却浄化系及び原子炉格納容器

下部注水系へ悪影響を及ぼさない設計とする。取合い系統との隔離弁を表

3.4-7に示す。 

また，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を用いる場合は，弁操

作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプは，

原子炉格納容器下部注水系（常設）と兼用するため，各々の必要流量が確

保可能な設計とする。各々の必要流量とは，原子炉格納容器下部への注水

を行う場合において，原子炉圧力容器の破損前は，低圧代替注水系（常設）

で 80m3/h，原子炉格納容器下部注水系（常設）で 50m3/h であり，これらの

必要流量を確保可能な設計とする。 

（47-3,47-4） 

表 3.4-7 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の通常時における取合い 

系統との隔離弁 

取合い系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

 

 

残留熱除去系 

RHR ヘッドスプレイラ

イン洗浄流量調整弁 
電気作動 通常時閉 

RHR B 系格納容器冷却

ライン洗浄流量調整弁 
電気作動 通常時閉 

RHR C 系 LPCI 注入ライ

ン洗浄止め弁 
手動操作 通常時閉 

 

燃 料 プ ー ル 冷 却 

浄化系 

FPC スキマサージタン

ク補給水入口弁 
電気作動 通常時閉 

FPC 原子炉ウェル･D/S

ピット水張り弁 
手動操作 通常時閉 

原 子 炉 格 納 容 器 

下部注水系 

原子炉格納容器下部注

水用復水流量調整弁 
電気作動 通常時閉 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の操作に必要な機器の設置場

所及び操作場所を表 3.4-5 に示す。これらの設備は全て操作場所の放射線

量が高くなるおそれが少ない中央制御室で操作可能な設計とする。 

（47-3） 
 

3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプは，

設計基準対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施設とし

ての復水移送ポンプ 1 台又は 2 台におけるポンプ流量が，想定される重大

事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な注水流量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同

仕様で設計する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に使用する復水移送ポンプは，

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有

する設計とする。 

注水流量としては，炉心損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケ

ンスグループ及び格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モー

ドのうち，「高圧・低圧注水機能喪失」，「全交流動力電源喪失」，「崩壊熱除

去機能喪失」，「LOCA 時注水機能喪失」及び「雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損）」に係る有効性評価解析において，有効性

が確認されている原子炉圧力容器への注水流量として，「全交流動力電源喪
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失」，「崩壊熱除去機能喪失」，「LOCA 時注水機能喪失」及び「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」では復水移送ポンプ 1台

運転時で 120m3/h以上 ，「高圧・低圧注水機能喪失」では復水移送ポンプ 2

台運転時で 145m3/h 以上（復水移送ポンプ 1 台当たり 72.5m3/h 以上）を注

水可能な設計とする。 

原子炉圧力容器へ注水する場合の復水移送ポンプの揚程は，原子炉圧力

容器に注水する場合の水源（復水貯蔵タンク）と注水先（原子炉圧力容器）

の圧力差，静水頭，並びに機器，配管及び弁類の圧力損失を考慮し，復水

移送ポンプ 1台運転で注水流量 120m3/h，復水移送ポンプ 2台運転で注水流

量 145m3/h を達成可能な設計とする。 

（47-6） 
 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，二以上の発電用原子炉施

設において共用しない設計とする。 
 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，設計基準事故対処設備の

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して，多様

性，位置的分散を図る設計とする。これらの詳細については，3.4.2.1.3

項に記載のとおりである。 
（47-2,47-3,47-4）  
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3.4.2.2低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ） 

3.4.2.2.1 設備概要 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止するため，

また，炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，発電用

原子炉を冷却することを目的に設置するものである。 

本系統は，直流駆動低圧注水ポンプ，電源設備である所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備，計装設備，水源である復水貯蔵

タンク，流路である補給水系の配管及び高圧炉心スプレイ系，直流駆動低圧注水系の

配管及び弁，燃料プール補給水系の弁，注水先である原子炉圧力容器から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.4-3に，重大事故等対処設備一覧を表 3.4-8に示す。 
 

本系統は，直流駆動低圧注水ポンプにより，復水貯蔵タンクを水源とし，補給水系，

高圧炉心スプレイ系及び直流駆動低圧注水系を経由して原子炉圧力容器へ注水する

ことで発電用原子炉を冷却可能な設計とする。 
 

直流駆動低圧注水ポンプは，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備か

ら受電可能な設計とする。また，系統構成に必要な弁のうち電気作動弁（直流）は，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備か

ら受電可能な設計とする。 

 

水源である復水貯蔵タンクは，枯渇しそうな場合においても，代替淡水源（淡水貯

水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の淡水を，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を

用いて，復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホールから復水貯蔵タン

クへ補給可能な設計とする。 

 

本系統は，炉心損傷防止対策として「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG失敗）

＋SRV再閉失敗＋HPCS 失敗」時に使用するため，系統構成に当っては，流路上にある

電気作動弁（交流）については，設置場所での弁操作を行い，その後，電気作動弁（直

流）を中央制御室で弁操作し系統構成を行った後，中央制御室の操作スイッチにより

直流駆動低圧注水ポンプを起動し運転を行う。 
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図 3.4-3 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）系統概要図 

凡
例

：
常

設
配

管

：
ホ
ー
ス

赤
線

：
低

圧
代

替
注

水
系

（
常

設
）

（
直

流
駆

動
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

）
で

使
用

す
る

箇
所

を
示

す
。

青
線
：
水
の
供
給
設
備
を
示
す
。

M
O

M
O

A
O

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

原
子

炉
建
屋

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン
プ
(C
)

残
留

熱
除

去
系
ポ

ン
プ
(B
)

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
(
A)

M
O

A
O

A
O

原
子
炉

圧
力

容
器

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク

残 留 熱 除 去 系

熱 交 換 器( Ｂ)

M
O

残 留 熱 除 去 系

熱 交 換 器( Ａ)

負 荷 へ

負 荷 へ

M
O

M
O

M
O

A
O

M
O

M
O

M
O

M
O

原
子
炉

再
循
環
系
へ

M
O

負 荷 へ

ろ
過
水
系

よ
り

原
子
炉

再
循
環
系
へ

負
荷
へ

負
荷
へ

負
荷
へ

M
O

M
O

M
O

M
O

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
接

続
口

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続

マ
ン

ホ
ー

ル

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

接
続
口

原
子

炉
・

格
納

容
器

下
部
注
水

接
続

口

M
O

M
O

負
荷
へ

負
荷
へ

M
O

負
荷
へ

負
荷
へ

M
O

M
O

負
荷
へ

負 荷 へ

負 荷 へ

負 荷 へ

負 荷 へ

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

M
O

負
荷
へ

M
O

M
O負 荷 へ

負 荷 へ

M
O

M
O

M
O

復
水

移
送

ポ
ン

プ

（
A)
(B
)(
C)

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
チ

ェ
ン
バ 低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
ポ

ン
プ

原
子
炉
・

格
納

容
器

下
部

注
水

接
続

口

格
納
容
器

ス
プ

レ
イ

接
続

口

＊
4

M
O

A
O

M
O

M
O

直
流

駆
動

低
圧

注
水

ポ
ン

プ

M
O

M
O

＊
1：

同
時
使

用
は

考
慮

し
な

い
＊

2：
自

主
対

策
設

備
＊

3：
海

を
水

源
と

し
た

補
給

は
行

わ
な

い
＊

4：
シ

ュ
ラ

ウ
ド

内
炉

心
上

部
よ

り
注

水

海

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅱ
）

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

淡
水
貯
水
槽
（
N
o.
1
）
淡
水
貯
水
槽
（N
o.
2）

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）／

原
子
炉

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（可

搬
型
）
へ

原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
へ

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ

注 水 用 ヘ ッ ダ

原
子
炉
格
納
容
器
頂
部
注
水
系
（可

搬
型
）
へ

＊
２

原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

フ
ィ
ル
タ
装
置
へ
*3

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（常

設
配
管
）又

は
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（常

設
配
管
）
＊
２ へ

＊
１

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（可

搬
型
）

又
は
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
へ

＊
１

大
容
量

送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-8 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）に関する重大事故等 

対処設備一覧 

設備区分 設備名 
主要設備 直流駆動低圧注水ポンプ【常設】 
附属設備 － 
水源*1 復水貯蔵タンク【常設】 

流路 

補給水系 配管【常設】 
高圧炉心スプレイ系 配管・弁・スパージャ【常設】 
直流駆動低圧注水系 配管・弁【常設】 
燃料プール補給水系 弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 

 

所内常設蓄電式直流電源設備 
 125V 蓄電池 2A【常設】 
125V 蓄電池 2B【常設】 
125V 充電器盤 2A【常設】 
125V 充電器盤 2B【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以下の
設備を使用する。 
 常設代替交流電源設備 
 可搬型代替交流電源設備 
常設代替直流電源設備 
125V 代替蓄電池【常設】 
250V 蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 
125V 代替蓄電池【常設】 
250V 蓄電池【常設】 
125V 代替充電器盤【常設】 
250V 充電器盤【常設】 
電源車【可搬】 
軽油タンク【常設】 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 
タンクローリ【可搬】 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域）【常設】 
直流駆動低圧注水ポンプ出口流量【常設】 
復水貯蔵タンク水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態。 

  計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 直流駆動低圧注水ポンプ 

種類       ： うず巻形 

容量       ： 82m3/h/個以上 

全揚程      ： 75m以上 

最高使用圧力   ： 1.37MPa[gage]  

最高使用温度   ： 66℃ 

個数       ： 1 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋内の原子炉棟外） 

原動機出力    ： 37kW 

 

3.4.2.2.3 設計基準事故対処設備に対する低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注

水ポンプ）の多様性及び独立性，位置的分散 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.4-9に示すとおり多様性，位置的

分散を図る設計とする。 

ポンプについては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）の残留熱除去

系ポンプ（A），（B），（C）及び低圧炉心スプレイ系ポンプと位置的分散された原子炉

建屋     （原子炉建屋内の原子炉棟外）の直流駆動低圧注水ポンプを使用し多

様性を図る設計とする。 

水源については，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系の水源であるサプレッショ

ンチェンバと異なる復水貯蔵タンクを使用する設計とする。 

また，復水貯蔵タンクは，屋外に設置することで，原子炉建屋内に設置されている

サプレッションチェンバに対して位置的分散を図る設計とする。 

駆動電源については，常設の直流駆動低圧注水ポンプを使用する際は，常設代替直

流電源設備である 250V 蓄電池又は可搬型代替直流電源設備である電源車，250V 充電

器盤及び蓄電池の組合せを駆動電源とすることで，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心

スプレイ系ポンプの駆動電源である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）

と共通要因によって同時に機能喪失しない設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプのサポート系としては，冷却水は自己冷却とすることで，

残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと共通要因によって同時に機能

喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と，低圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の独立性については，表 3.4-10に示すとおり，地震，

津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止するために独立性を確保する設

計とする。 

なお，配管等の流路を構成する静的機器については，高圧炉心スプレイ系（直流駆

動低圧注水系である直流駆動低圧注水ポンプ吸込み弁と高圧炉心スプレイポンプ吸

込み弁の分岐部から高圧炉心スプレイポンプ吐出配管と直流駆動注水系流量調整弁

の接続部までを除く）とし，設計基準対処設備である残留熱除去系及び低圧炉心スプ

レイ系と流路を分離することで独立性を有する設計とする。また，流路上にある HPCS

注入隔離弁については，交流電源に期待できないことから手動で開閉可能な設計とす

る。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の系統構成に必要な電気作動

弁（直流）は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備が機能喪失した場合

においても，非常用所内電気設備とは独立した，所内常設蓄電式直流電源設備である

125V蓄電池2A及び125V蓄電池2B又は常設代替直流電源設備である125V代替蓄電池，

可搬型代替直流電源設備である電源車，125V 代替充電器盤及び 125V 代替蓄電池から

の組合せから受電可能な設計とする。 

 

表 3.4-9 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の多様性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 
（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧代替注水系（常設） 

（直流駆動低圧注水ポンプ） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 低圧炉心スプレイ系ポンプ 直流駆動低圧注水ポンプ 

原子炉建屋 原子炉建屋 
原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟
外） 

水源 

サプレッション 
チェンバ 

サプレッション 
チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原子炉建屋 原子炉建屋 屋外 

駆動電源 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

常設代替直流電源設備 
（250V蓄電池）又は 

可搬型代替直流電源設備 
（電源車，250V充電器盤及び

250V蓄電池の組合せ） 

原子炉建屋 原子炉建屋 制御建屋 
及び屋外 

駆動用 
空気 

不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 
不要 

（内包油） 
不要 

（内包油） 

冷却方式 
水冷 

（原子炉補機冷却水系（原子
炉補機冷却海水系を含む）） 

水冷 
（原子炉補機冷却水系（原子
炉補機冷却海水系を含む）） 

不要 
（自己冷却） 

  

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-10 設計基準事故対処設備との独立性 

 

3.4.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の直流駆動低圧注水

ポンプは，原子炉建屋     （原子炉建屋内の原子炉棟外）に設置する

設備であることから，想定される重大事故等時における，原子炉建屋内の

原子炉棟外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.4-11に示す設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室の操作スイッチにて遠隔操作可能な設計とする。 

（47-3,47-4） 

 

 

 

 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧代替注水系（常設） 
（直流駆動低圧注水ポンプ） 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系は耐震
S クラス設計とし，重大事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポン
プ）は，基準地震動 Ssで機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ssが共通要因と
なり同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大
事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，基準津波の影響
を受けない原子炉建屋内に設置することで，津波が共通要因となり同時に故障することの
ない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大
事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，火災が共通要因
となり，同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に
対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大
事故等対処設備の低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，溢水が共通要因
となり，同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に
対する防護方針について」に示す。）。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-11 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を

通水しない。）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な

限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設

備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1 項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）を運転する場合は，

系統構成として，電気作動弁（交流）である HPCS注入隔離弁の全開操作は

交流電源に期待できないことから設置場所にて実施後，電気作動弁（直流）

である FPMUW ポンプ吸込弁の全閉操作，直流駆動低圧注水ポンプ吸込弁の

全開操作及び直流駆動低圧注水系流量調整弁の開操作を実施し，直流駆動

低圧注水ポンプの起動を実施することで，原子炉圧力容器への注水を行う。

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の運転に必要なポンプ

及び操作に必要な弁を表 3.4-12 に示す。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の操作に必要なポン

プ及び電気作動弁（直流）は，いずれも中央制御室からの遠隔操作でポン

プの起動及び弁を開閉することが可能な設計とする。 
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中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 
（47-3,47-4） 

表 3.4-12 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 
操作 

方法 
備考 

直流駆動低圧注水ポン

プ 
停止→起動 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 
中央制御室 

スイッチ

操作 

 

FPMUWポンプ吸込弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 

スイッチ

操作 

 

直流駆動低圧注水ポン

プ吸込弁 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 

スイッチ

操作 

 

直流駆動低圧注水系流

量調整弁 
全閉→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 
中央制御室 

スイッチ

操作 

 

HPCS注入隔離弁 全閉→全開 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
手動操作 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，表 3.4-13 に示

すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び弁動作試

験を，また，発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解

検査及び外観検査が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）に使用する直流駆動

低圧注水ポンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外し

て，ポンプ部品（軸，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計

とする。 

また，直流駆動低圧注水ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

直流駆動低圧注水系テストタンクを水源とする他系統と独立したテストラ

インにより，機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

なお，直流駆動低圧注水ポンプ吸込弁及び直流駆動低圧注水系流量調整

弁については，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁動作試験を実施する

ことで機能・性能が確認可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-13 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ各部の状態を目視等で確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 
 

運転性能の確認として，直流駆動低圧注水ポンプの吐出圧力，系統（ポンプ

周り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプを構成する部品の表面状態の確認として，浸透探傷

試験により性能に影響を及ぼす指示模様がないこと，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計とする。 

直流駆動低圧注水ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認が可能な設

計とする。 
（47-5） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，通常時に使用す

る高圧炉心スプレイ系から重大事故等時に対処するために系統構成を切り

替える必要があるため，系統に必要な弁を設ける。切替え操作として，直

流駆動低圧注水ポンプの起動操作，系統構成として FPMUW ポンプ吸込弁の

全閉操作，並びに原子炉圧力容器へ注水するために HPCS 注入隔離弁及び直

流駆動低圧注水ポンプ吸込弁の全開操作，直流駆動低圧注水系流量調整弁

の開操作を行う。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）である直流駆動低圧

注水ポンプの起動及び系統の切替えに必要な弁操作については，設置場所

での弁操作及び中央制御室からの遠隔操作により，図 3.4-4 で示すタイム

チャートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 
（47-4） 
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図 3.4-4 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）による原子炉圧力容器

への注水 タイムチャート* 
 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.4で示すタイムチャート。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，通常時は高圧炉

心スプレイ系と隔離する系統構成とすることで，高圧炉心スプレイ系へ悪

影響を及ぼさない設計とする。取合い系統との隔離弁を表 3.4-14 に示す。 

また，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）を用いる場合

は，弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（47-3,47-4） 

表 3.4-14 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の通常時における 

取合い系統との隔離弁 

取合い系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

 

高圧炉心スプレイ系 

直流駆動低圧注水ポ

ンプ吸込弁 
電気作動 通常時閉 

直流駆動低圧注水系

流量調整弁 
電気作動 通常時閉 

 

 

手順の項目

電源確認
※1

系統構成，ポンプ起動※2

屋内移動，系統構成
※3

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

70

低圧代替注水系（常設）

(直流駆動低圧注水ポンプ)に

よる原子炉圧力容器への注水

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

経過時間（分）

備考

10 20 30 40 50 60

要員（数）
35分 原子炉圧力容器への注水
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）の操作に必要な機器

の設置場所及び操作場所を表 3.4-12に示す。直流駆動低圧注水ポンプ及び

電気作動弁（直流）は操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ない中央

制御室で操作可能な設計とする。また，系統構成に当たり，流路上にある

電気作動弁（交流）については，交流電源を期待できないことから原子炉

建屋（原子炉建屋原子炉棟内）の設置場所で人力で操作するが，低圧代替

注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は事象初期に用いるものであり，

操作場所の放射線量が高くなる前に操作する運用とする。 
（47-3） 

 

3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）に使用する直流駆動

低圧注水ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止するために必要な注水流量を有する設

計とする。 

注水流量としては，炉心損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケ

ンスグループのうち「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG失敗）＋SRV

再閉失敗＋HPCS 失敗」に係る有効性評価解析において，有効性が確認され

ている原子炉圧力容器への注水流量として，82m3/h 以上を注水可能な設計

とする。 
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直流駆動低圧注水ポンプの揚程は，水源（復水貯蔵タンク）と注水先（原

子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，並びに機器，配管及び弁類の圧力損失

を考慮し，直流駆動低圧注水ポンプ 1台運転で注水流量 82m3/hを達成可能

な設計とする。 

（47-6） 
 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，二以上の発電用

原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）は，設計基準事故対

処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対し

て，多様性，位置的分散を図る設計とする。これらの詳細については，

3.4.2.2.3 項に記載のとおりである。 

（47-2,47-3,47-4）  
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3.4.2.3 低圧代替注水系（可搬型） 

3.4.2.3.1 設備概要 

低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイ系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，

発電用原子炉を冷却することを目的に設置するものである。 

本系統は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），電源設備である非常用交流電源設備，

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備，計装設備，

水源である代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）），燃料補給設備

である軽油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリ，流路である

ホース，注水用ヘッダ，接続口，補給水系，残留熱除去系の配管及び弁，注水先であ

る原子炉圧力容器から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.4-5に，重大事故等対処設備一覧を表 3.4-15に示す。 

 

本系統は，屋外に設置する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1 台により，代替淡水源

（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の水を補給水系及び残留熱除去系 A

系又は B系の配管等を経由して，原子炉圧力容器へ注水することで発電用原子炉を冷

却可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可能

な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タ

ンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備経由して受電可能な設計とす

る。 

 

ガスタービン発電機の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽油タン

クよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計とする。 

 

電源車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽油タンク又は軽油タ

ンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する際に接続する接続口は，共通の要因によ

って接続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建屋の

複数の異なる面に設置する設計とする。 
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大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常

設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容

器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の

注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する

設備として使用する設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室での弁操作（緊急用交流電源切替盤の切替

え操作を含む）により系統構成を行った後，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）に付属す

る操作スイッチにより，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し，遠隔手動弁操作設

備により屋外から原子炉建屋内の原子炉棟外の弁を操作し運転を行う。 
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図 3.4-5 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図 
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２
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＊
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（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-15 低圧代替注水系（可搬型）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 

ホース・注水用ヘッダ・接続口【可搬】 

補給水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 

（燃料補給設備を含

む。） 

非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

代替所内電気設備 

ガスタービン発電機接続盤【常設】 

緊急用高圧母線 2F 系【常設】 

緊急用高圧母線 2G 系【常設】 

緊急用動力変圧器 2G系【常設】 

緊急用低圧母線 2G 系【常設】 

緊急用交流電源切替盤 2G系【常設】 

緊急用交流電源切替盤 2C系【常設】 

緊急用交流電源切替盤 2D系【常設】 

非常用高圧母線 2C 系【常設】 

非常用高圧母線 2D 系【常設】 

燃料補給設備 

 軽油タンク【常設】 

 ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 
原子炉水位（燃料域）【常設】 
残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイラ
イン洗浄流量）【常設】 
残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納容器冷却
ライン洗浄流量）【常設】 
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*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

3.4.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，

取水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1 保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エ

リア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：   kW 
 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

 

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。 

 

3.4.2.3.3 設計基準事故対処設備に対する低圧代替注水系（可搬型）の多様性及び独

立性，位置的分散 

低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によ

って，同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.4-16 に示すとおり多様

性，位置的分散を図る設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外の保管エリアに保管し，淡水貯水槽（No.1）

又は淡水貯水槽（No.2）の屋外に設置することで，原子炉建屋     （原子炉建

屋原子炉棟内）に設置されている設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及

び低圧炉心スプレイ系ポンプに対して位置的分散を図る設計とする。 

水源については，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系の水源であるサプレッショ

ンチェンバと異なる代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））を使

用する設計とする。また，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）は，屋外に設

置することで，原子炉建屋内に設置されているサプレッションチェンバに対して位置

的分散を図る設計とする。 
 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，サポート系による冷却水を不要とすることで，

設計基準事故等対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ

と共通要因によって，同時に機能喪失しない設計とし，駆動電源については，不要（付

属空冷式ディーゼルエンジン）とすることで，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプ

レイ系ポンプの駆動電源である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共

通要因によって，同時に機能喪失しない設計とする。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対する低圧代替注水系

（可搬型）の独立性については，表 3.4-17 に示すとおり地震，津波，火災及び溢水

により同時に故障することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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なお，配管等の流路を構成する静的機器については，残留熱除去系低圧注水ライン

（原子炉圧力容器から RHR ヘッドスプレイライン洗浄流量調整弁に繋がる配管との

分岐部まで）を除く範囲で，可能な限り設計基準事故対処設備と分離した設計とする。

動的機器である RHR A 系 LPCI 注入隔離弁については，設計基準事故対処設備と兼用

しているが，設計基準事故対処設備とは異なる電源から受電可能な設計とする。 

仮に，RHR A系 LPCI 注入隔離弁が故障した場合でも，他系の残留熱除去系配管を用

いた低圧代替注水を整備している。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な電気作動弁は，設計基準事故対処設

備である非常用所内電気設備が機能喪失した場合においても，非常用所内電気設備と

は独立した重大事故等対処設備である代替所内電気設備を用いて，ガスタービン発電

機又は電源車から受電可能な設計とする。 

さらに，故障の影響を考慮し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，予備を有する設

計とする。 

表 3.4-16 低圧代替注水系の多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ） 

低圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注

水ポンプ） 

低圧代替注水系 

（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 
低圧炉心スプレイ系

ポンプ 
復水移送ポンプ 

直流駆動低圧注水 

ポンプ 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 

原子炉建屋 原子炉建屋 原子炉建屋 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

屋外 

(第 1 保管エリア， 

第 2 保管エリア， 

第 3保管エリア及び

第 4保管エリア) 

水源 

サプレッション 

チェンバ 

サプレッション 

チェンバ 
復水貯蔵タンク 復水貯蔵タンク 

代替淡水源 

(淡水貯水槽(No.1)又

は淡水貯水槽(No.2)) 

原子炉建屋 原子炉建屋 屋外 屋外 屋外 

駆動電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル

発電機） 

常設代替交流電源 

設備（ガスタービン発

電機） 

又は 

可搬型代替交流電源

設備（電源車） 

常設代替直流電源 

設備（250V 蓄電池）

又は 

可搬型代替直流電源

設備（電源車，250V

充電器盤及び 250V蓄

電池の組合せ） 

不要 

（付属空冷式ディー

ゼルエンジン） 

原子炉建屋 原子炉建屋 屋外 
制御建屋 

及び屋外 
屋外 

駆動用空気 不要 不要 不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

冷却方式 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

不要 

（自己冷却） 

不要 

（自己冷却） 

不要 

（自己冷却） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-17 低圧代替注水系（可搬型）の独立性 

 

 

3.4.2.3.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.4.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

屋外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エ

リアに保管し，重大事故等時は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）

付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.4-18に示す設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。 

（47-7,47-8） 

 

 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧代替注水系（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系は，耐震 Sク
ラス設計とし，重大事故等対処設備の低圧代替注水系（可搬型）は，基準地震動 Ss で機能維持可
能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因となり同時にその機能が損なわれることのない
設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系は，基準津波
の影響を受けない原子炉建屋内に設置し，重大事故等対処設備の低圧代替注水系（可搬型）は，
基準津波の影響を受けない第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリ
アに保管することで，津波が共通要因となり同時に故障することのない設計とする。 

火災 
設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大事故等
対処設備の低圧代替注水系（可搬型）は，火災が共通要因となり，同時に故障することのない設
計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 
設計基準事故対処設備の残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と重大事故等
対処設備低圧代替注水系（可搬型）は，溢水が共通要因となり，同時に故障することのない設計
とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。）。 
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表 3.4-18 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を通

水しない。）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な限り

淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損

傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）を運転する場合は，系統構成として，T/B緊急

時隔離弁，R/B B1F 緊急時隔離弁及び R/B 1F 緊急時隔離弁の全閉操作を実

施後，RHR A系 LPCI注入隔離弁の全開操作を実施し，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の設置及びホース接続が完了した後，大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）を起動し，原子炉・格納容器下部注水弁，緊急時原子炉北側外部注水

入口弁（又は緊急時原子炉東側外部注水入口弁）の全開操作及び RHR ヘッ

ドスプレイライン洗浄流量調整弁（又は RHR B 系格納容器冷却ライン洗浄

流量調整弁）の開操作を実施することで原子炉圧力容器への注水を行う。

低圧代替注水系（可搬型）の運転に必要なポンプ，操作に必要な弁及び接

続ホースを表 3.4-19に示す。 
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低圧代替注水系（可搬型）の操作に必要な原子炉建屋原子炉棟内に設置

する弁は，いずれも中央制御室からの遠隔操作が可能な設計とし，また，

緊急用交流電源切替盤 2G 系，2C 系及び 2D 系を中央制御室から遠隔操作す

ることで，給電元の切替えも可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

屋外の系統構成に必要な原子炉・格納容器下部注水弁は，設置場所にて

操作可能な設計とする。原子炉建屋内の原子炉棟外に設置する緊急時原子

炉北側外部注水入口弁（又は緊急時原子炉東側外部注水入口弁）は，重大

事故等時の作業性を考慮し，遠隔手動弁操作設備により屋外から手動操作

で開閉することが可能な設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）については，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）付属の操作スイッチから起動する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の操作は，操作者の操作性・監視性・識

別性を考慮し，また十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な

設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計と

するとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量を必要としない，

簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

（47-3,47-4,47-7） 
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表 3.4-19 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作  

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作  

原子炉・格納容器下部注水弁 全閉→全開 屋外 屋外 手動操作 
注水用ヘッダ

付属弁 

緊急時原子炉北側外部注水入口 

弁 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

手動操作 

（遠隔手動弁

操作設備） 

 接続時 

緊急時原子炉東側外部注水入口 

弁 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

手動操作 

（遠隔手動弁

操作設備） 

   接続時 

T/B 緊急時隔離弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

R/B B1F緊急時隔離弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

R/B 1F緊急時隔離弁 全開→全閉 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

RHRヘッドスプレイライン洗浄流

量調整弁 
全閉→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 A系使用時 

RHR B系格納容器冷却ライン洗浄

流量調整弁 
全閉→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 B系使用時 

RHR A系 LPCI注入隔離弁 全閉→全開 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 A系使用時 

RHR B系 LPCI注入隔離弁 全閉→全開 
原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 B系使用時 

緊急用交流電源切替盤 2G系 DB→SA 
原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 
中央制御室 スイッチ操作 

 

非常用高圧母

線機能喪失時

に切替え操作

実施 

緊急用交流電源切替盤 2C系 DB→SA 
原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 
中央制御室 スイッチ操作 

緊急用交流電源切替盤 2D系 DB→SA 
原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 
中央制御室 スイッチ操作 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，表 3.4-20に示すように発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験及び外観検査が可能な設計

とする。 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運転性能及

び漏えい有無の確認が可能な設計とする。また，車両としての運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

なお，緊急時原子炉北側外部注水入口弁，緊急時原子炉東側外部注水入

口弁，RHR ヘッドスプレイライン洗浄流量調整弁，RHR B 系格納容器冷却ラ

イン洗浄流量調整弁，RHR A系 LPCI 注入隔離弁及び RHR B 系 LPCI注入隔離

弁については，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁動作試験を実施する

ことで機能・性能が確認可能な設計とする。 

また，原子炉・格納容器下部注水弁は，弁の動作試験が可能な設計とす

る。 

 

表 3.4-20 低圧代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

運転性能の確認として，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)の吐出圧力，流量の確

認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，腐

食等の有無を目視で確認することが可能な設計とする。 

（47-5） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，本来の

用途以外の用途には使用しない。 

なお，低圧代替注水系（可搬型）は，通常時に使用する系統である補給

水系から重大事故等時に対処するために系統構成を切り替える必要がある

ため，系統に必要な弁を設ける。切替え操作として，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の起動操作，T/B緊急時隔離弁，R/B B1F緊急時隔離弁及び R/B 1F

緊急時隔離弁の全閉操作，並びに原子炉圧力容器へ注水するために RHR A

系 LPCI注入隔離弁（又は RHR B系 LPCI注入隔離弁），原子炉・格納容器下

部注水弁及び緊急時原子炉北側外部注水入口弁（又は緊急時原子炉東側外

部注水入口弁）の全開操作を実施し，RHRヘッドスプレイライン洗浄流量調

整弁の開操作を行う。 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の

移動，設置，起動操作及び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.4-6

で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

また，低圧代替注水系(可搬型)の操作に必要な弁については，緊急用交

流電源切替盤 2G 系，2C 系及び 2D 系を中央制御室より，遠隔操作すること

で給電元の切替えが可能である。 

（47-4） 

 
図 3.4-6 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（交流電源が確

保されている場合） タイムチャート* 

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2

注水開始，状況監視

保管場所への移動※3※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※5

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動※6

送水準備・送水（水張り・系統監視）※6

保管場所への移動※3※4

ホースの敷設，接続※3※7

送水準備・送水（水張り・系統確認）
※6

保管場所への移動
※3※4

注水用ヘッダ運搬，設置※8

ホースの敷設，接続※3※7

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，ホース延長回収車及び注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，

     第3保管エリア及び第4保管エリア

※4：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第3保管エリアから淡水貯水槽までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※6：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

3

重大事故等対応要員D～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ

経過時間（時間）

備考

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

要員（数）

3

低圧代替注水系（可搬型）
による原子炉圧力容器への
注水

中央制御室運転員A 1

重大事故等対応要員A～C

6時間30分 原子炉圧力容器への注水
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*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.4で示すタイムチャート。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

通常時に接続先の系統と分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，通常時は残留熱除去系，燃料プール冷却

浄化系及び原子炉格納容器下部注水系と隔離する系統構成とすることで，

残留熱除去系，燃料プール冷却浄化系及び原子炉格納容器下部注水系へ悪

影響を及ぼさない設計とする。取合い系統との隔離弁を表 3.4-21 に示す。 

また，低圧代替注水系（可搬型）を用いる場合は，弁操作等によって，

重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを

確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉

格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料

プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィ

ルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時

使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な 569m3/h以上の容

量を有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料

プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮

しない。 

（47-4,47-5） 
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表 3.4-21 低圧代替注水系（可搬型）の通常時における取合い系統との隔離弁 

取合い系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

 

 

残留熱除去系 

RHR ヘッドスプレイラ

イン洗浄流量調整弁 
電気作動 通常時閉 

RHR B 系格納容器冷却

ライン洗浄流量調整弁 
電気作動 通常時閉 

RHR C 系 LPCI 注入ライ

ン洗浄止め弁 
手動操作 通常時閉 

 

燃 料 プ ー ル 冷 却 

浄化系 

FPC スキマサージタン

ク補給水入口弁 
電気作動 通常時閉 

FPC 原子炉ウェル･D/S

ピット水張り弁 
手動操作 通常時閉 

原子炉格納容器下

部注水系 

原子炉格納容器下部注

水用復水流量調整弁 
電気作動 通常時閉 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所

を表 3.4-19に示す。このうち，屋外で操作する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ），緊急時原子炉北側外部注水入口弁（又は緊急時原子炉東側外部注水入

口弁）の遠隔手動弁操作設備，注水用ヘッダ及びホースは，屋外にあり操

作場所及び設置場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。また，中央制御室にて操作を行う機器は，操作場所の放射線量が

高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（47-3,47-7） 

 

3.4.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量を有

する設計とする。 

注水流量としては，炉心損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケ

ンスグループ及び格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モー

ドのうち，「高圧・低圧注水機能喪失」，「全交流動力電源喪失」，「崩壊熱除

去機能喪失」，「LOCA 時注水機能喪失」及び「雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損）」に係る有効性評価解析において，有効性

が確認されている原子炉圧力容器への注水流量として，「全交流動力電源喪

失」，「崩壊熱除去機能喪失」，「LOCA 時注水機能喪失」及び「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」では 120m3/h以上 ，「高

圧・低圧注水機能喪失」では 145m3/h以上を注水可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

作業効率化，被ばく低減を図るため「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プ

ール代替注水系（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プー

ルスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及

び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要な流量

を 1台で確保可能な 569m3/h以上の容量を有する設計とする。なお，燃料プ

ール代替注水系（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料

プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

さらに，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」

として必要な流量 1,200m3/h以上の容量を有する設計とする。 

原子炉圧力容器へ注水する場合の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の揚程

は，原子炉圧力容器に注水する場合の水源（代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）

又は淡水貯水槽（No.2））又は海と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静

水頭，並びに機器，配管・ホース及び弁類の圧力損失を考慮し，大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）1台運転で原子炉圧力容器へ必要な流量を注水できる

揚程を確保可能な設計とする。 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃

料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への
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補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として 1

台，また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使

用時にはさらに 1台使用することから，1セット 2台使用する。保有数は 2

セットで 4 台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップで 1台の合計 5台を確保する。 

（47-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と

接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式で

ある嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から注水用ヘッダまでのホース及び接続

部は口径を 300Aに統一する設計とする。 

注水用ヘッダから低圧代替注水系（可搬型）の接続口までのホース及び

接続部は，口径を 150Aに統一する設計とする。 

（47-7） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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低圧代替注水系（可搬型）に使用する接続口は，重大事故等時の環境条

件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくな

ることを防止するため,原子炉建屋    に 1 箇所及び原子炉建屋    に

1箇所設置する設計とする。 

（47-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等時における放射線を考

慮しても，設置及び接続口への接続作業が可能であると想定している。仮

に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔距離をとり

放射線量が低い場所に設置すること等により，設備の設置及び常設設備と

の接続を可能とする。なお，設置場所での接続作業は，簡便な接続方式で

ある嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

（47-7） 
 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポン

プ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ，常設重大事故等対処設備である復水移

送ポンプと位置的分散を図り，第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保

管エリア及び第 4保管エリアに分散して保管する設計とする。 
（47-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに

分散して保管しており，想定される重大事故等時においても，保管場所か

ら設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすこと

のないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（47-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準 

規則第 43条第 3項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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低圧代替注水系（可搬型）は，共通要因によって，設計基準事故対処設

備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重

大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系

と常設重大事故等対処設備である低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）に対し，多様性，

位置的分散を図る設計とする。これらの詳細については，3.4.2.3.3項に記

載のとおりである。 

（47-3,47-4,47-7,47-8） 
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3.4.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.4.3.1 残留熱除去系（低圧注水モード） 

3.4.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用炉心冷却系の 1つである。非常用炉心

冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の大破損を防止し，ジルコニウム－水反応

を極力抑え，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持ち，低圧炉心スプレイ系，低

圧注水系，高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，電動機駆動ポンプ 3台，配管・弁類及び計装

設備からなり，冷却材喪失事故時には低圧炉心スプレイ系，高圧炉心スプレイ系及び

自動減圧系と連携して，発電用原子炉を冷却する機能を有する。 

本系統は，3台の残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプごとに別々のループとな

っており，原子炉水位低（レベル1）又はドライウェル圧力高の信号で作動を開始し，

サプレッションチェンバのプール水を直接原子炉圧力容器内（炉心シュラウド内）に

注水し，炉心を冷却する。 

本系統の系統概要図を図 3.4-7に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表

3.4-22に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を

期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機）からの給電に加えて，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）からの給電

により復旧し，重大事故等時に使用可能な設計とする。 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は，原子炉補機代替冷却水系により原子炉

及びサプレッションプール水の冷却が可能な設計とする。 
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図 3.4-7 残留熱除去系（低圧注水モード）系統概要図 
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表 3.4-22 残留熱除去系（低圧注水モード）に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱除去系ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源*1 サプレッションチェンバ【常設】 

流路*2 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*3 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備*4 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

残留熱除去系ポンプ出口流量【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は

流路としてのみ用いるため，配管に含む。 

*3：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*4：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

定格容量     ： 1,160m3/h/個 

定格揚程     ： 105m 

個数       ： 3（低圧注水モードとして使用する場合） 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方

針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）からの給電により残留熱除

去系（低圧注水モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系（低圧注水モー

ド）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）

からの給電により起動する残留熱除去系（低圧注水モード）に対して，駆動電源の多

様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）の多様性，

位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施設として使用する場

合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼ

さない設計である。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計である。 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプについては，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能を兼用して

おり，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対

して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプについては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉

棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.4-23に示す設計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-23 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は中央制御室にて遠隔操作可能な設計であ

る。残留熱除去系（低圧注水モード）の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央

制御室で操作することから，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，残留熱除

去系（低圧注水モード）については，テストラインにより系統の機能・性能試験及

び漏えいの有無の確認が可能な設計である。 

残留熱除去系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機

能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検

査及び外観検査を実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。
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3.4.3.2 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

3.4.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，2 ループから構成され，熱交換器 2

基，電動機駆動ポンプ 2台，ジェットポンプ，配管・弁及び計装設備からなり，原子

炉停止後，炉心崩壊熱及び原子炉圧力容器，配管，冷却材中の保有熱（残留熱）を除

去して，発電用原子炉を冷却するためのものである。 

炉心崩壊熱及び残留熱は，原子炉停止後には主復水器で冷却され，冷却材温度が十

分下がった後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によって冷却される。 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-8に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表

3.4-24に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を

期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，非常用交流電源設備（非常用ディー

ゼル発電機）からの給電に加えて，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）か

らの給電により復旧し，重大事故等時に使用可能な設計とする。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，原子炉補機代替冷却水系によ

り原子炉の冷却が可能な設計とする。 
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添 3.4-59 

 

図 3.4-8 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統概要図 
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表 3.4-24 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
残留熱除去系ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 
残留熱除去系 配管・弁【常設】 

原子炉再循環系 配管・ジェットポンプ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*1 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備*2 
原子炉圧力容器温度【常設】 

残留熱除去系ポンプ出口流量【常設】 

*1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」に示す。 

*2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させ 

るために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

 

3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

定格容量     ： 1,160m3/h/個 

定格揚程     ： 105m 

個数       ： 2（原子炉停止時冷却モードとして使用する場合） 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

個数       ： 2 

伝熱容量     ： 8.80MW/個（海水温度 26℃において） 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，想定される重大事故等時に重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）からの給電により残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備（非常用

ディーゼル発電機）からの給電により起動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備（ガス

タービン発電機）の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基準対象施設として使

用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影

響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，二以上の発電用原子炉施設において

共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプついては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内），残

留熱除去系熱交換器については，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）に

設置する設備であることから，想定される重大事故等における原子炉建屋原子炉棟内

の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表

3.4-25に示す設計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.4-25 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は中央制御室にて遠隔操作可能な

設計である。残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の系統構成及び運転に必要な

操作機器は，中央制御室で操作することから，操作場所の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，テストラインにより系統の機能・

性能試験及び漏えいの有無の確認が可能な設計である。 

残留熱除去系ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試験

及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査

を実施可能な設計である。 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に開放検査及び外観検査を実施可

能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.4.3.3 低圧炉心スプレイ系 

3.4.3.3.1 設備概要 

低圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の 1つである。非常用炉心冷却系は，冷

却材喪失事故時に燃料被覆管の大破損を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，

崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持ち，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，高

圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

低圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ 1台，炉心上部のスパージャ，配管・弁

類及び計装設備からなり，冷却材喪失事故時には低圧注水系，高圧炉心スプレイ系及

び自動減圧系と連携して，原子炉を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低（レベル1）又はドライウェル圧力高の信号で作動を開始

し，サプレッションチェンバ内のプール水をスパージャから燃料集合体上へスプレイ

することによって，発電用原子炉を冷却する。 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-9に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表

3.4-26に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を

期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

また，低圧炉心スプレイ系は，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）か

らの給電により，重大事故等時に使用可能な設計とする。 
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図 3.4-9 低圧炉心スプレイ系 系統概要図 
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表 3.4-26 低圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧炉心スプレイ系ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源*1 サプレッションチェンバ【常設】 

流路 低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備*2 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備*3 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」に示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

3.4.3.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

定格容量     ： 1,074m3/h/個 

全揚程      ： 211m 

個数       ： 1 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.4.3.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

低圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用する場合と同様の系

統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計で

ある。 

低圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計である。 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプについては，設計基準事故時の非常用炉心冷却機能を兼

用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容

量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプについては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉

棟内）に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋

原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができ

るよう，表 3.4-27に示す設計である。 

 

表 3.4-27 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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また，低圧炉心スプレイ系は中央制御室にて遠隔操作可能な設計である。低圧炉心

スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，

操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ系については，設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等においても使用する設計である。また低圧炉心スプレイ系について

は，テストラインにより系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認が可能な設計

である。 

低圧炉心スプレイ系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の

機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検

査及び外観検査を実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止

するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性

及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能

が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒー

トシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸

送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について

考慮すること。 

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁に

よる２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送がで

きること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ)に準ずる

こと。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 
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3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著し

い損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する設備として，原子炉補機

代替冷却水系，原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を設ける。 

 

(1) 原子炉補機代替冷却水系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1項 a)，b)，c）） 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系

が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備

として原子炉補機代替冷却水系を設ける。 

原子炉補機代替冷却水系は，第 1保管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エ

リアに分散配備した可搬型の熱交換器ユニット並びに第 1保管エリア，第 2保管

エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エリアに分散配備した大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を用い，サプレッションチェンバへの熱の蓄積により，原子炉冷却機能

が確保できる一定の期間内に原子炉補機冷却水系へ繋ぎ込むことにより，最終的

な熱の逃がし場である海へ熱の輸送が可能な設計とする。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷

却海水系を含む）に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を図った設

計とする。（原子炉補機代替冷却水系の設計基準事故対処設備に対する多様性及

び独立性，位置的分散については 3.5.2.1.3 項に詳細を示す。） 

 

(2) 原子炉格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1 項 a），

b)，d)) 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及

び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）が有する最終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備として原子炉格納容器フ

ィルタベント系を設ける。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを，原子

炉格納容器調気系の配管を経由して，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ

装置を通して大気へ逃がすことにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させることが可能な設計とする。原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置

はベンチュリスクラバ，金属繊維フィルタ及び放射性よう素フィルタ等で構成し，

排気中に含まれる放射性物質を低減することが可能な設計とする。 

なお，設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散については 3.5.2.2.2 項に詳細を示す。 
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原子炉格納容器フィルタベント系は，設置許可基準規則解釈の第 50 条の第 3

項 b)の要求を満たすものとし，また，使用に際しては，当該設備を使用して原子

炉格納容器ベントを実施した場合に放出される想定放射性物質の放出量に対し

て，あらかじめ敷地境界での線量評価を行う。 

当該設備については「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を示す章）」，敷地境界での線量監

視設備については「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

(3) 耐圧強化ベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1項 a），b)，d)) 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及

び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）が有する最終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するための常設重大事故等対処設備として耐圧強化ベン

ト系を設ける。 

なお，設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散については 3.5.2.2.2 項に詳細を示す。 

耐圧強化ベント系は炉心損傷前に使用するものとし，また，使用に際しては，

当該設備を使用して原子炉格納容器ベント実施した場合に放出される想定放射

性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評価を行う。 

敷地境界での線量監視設備については「3.17 監視測定設備（設置許可基準規

則第 60条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，当該設備については以下のとおり，設置許可基準規則第 50 条第 3 項 b）

に準ずる設計とする。 

 

（ⅰ) 当該設備は炉心損傷前に使用するものであるため，ベントガスに含まれる

放射性物質は微量である。また，当該設備を使用して原子炉格納容器ベント

を実施した場合に放出される想定放射性物質の放出量に対して敷地境界で

の線量評価を行った結果，敷地境界での線量は「実用発電用原子炉に係る炉

心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイ

ド」に記載の基準を満たしている。 

 

（ⅱ) 当該設備は炉心損傷前に使用するものであるため，ベントガスに含まれる

可燃性ガスは微量であり，原子炉格納容器ベント中に可燃性ガス濃度が可燃

限界濃度に達することはない。 

 

（ⅲ) 当該設備を使用する際に流路となる原子炉格納容器調気系及び非常用ガ

ス処理系の配管及び弁は他号炉とは共用しない。また，当該系統は弁にて隔
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離することにより，他の系統及び機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

（ⅳ) 重大事故等対策の有効性評価において，原子炉格納容器ベントを実施して

も原子炉格納容器が負圧にならないことを確認している。仮に，原子炉格納

容器内にスプレイをする場合においても，原子炉格納容器内圧力が規定の圧

力まで減圧した場合には，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用と

する。 

 

（ⅴ) 当該設備を使用する際に操作が必要な隔離弁は，原子炉建屋内の原子炉棟

外からの遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び原子炉建屋原子炉棟内

の設置場所での人力操作により，容易かつ確実に開閉操作可能な設計とする。

また，耐圧強化ベント系の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替交流電

源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの受電により，遠隔操作も可

能な設計とする。 

 

(ⅵ) 当該設備は，炉心損傷前に使用するものであるため，原子炉建屋内の原子

炉棟外からの遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び原子炉建屋原子炉

棟内の設置場所での人力操作が可能である。 

 

（ⅶ) 当該設備を使用する際に流路となる配管については，ラプチャーディスク

を設置しない設計とする。 

 

（ⅷ) 当該設備と原子炉格納容器との接続位置は，サプレッションチェンバ及び

ドライウェルに設けるものとし，いずれの経路からも原子炉格納容器ベント

操作を実施可能な設計とする。 

サプレッションチェンバ側からの原子炉格納容器ベントでは，サプレッシ

ョンチェンバ水面からの高さを確保すること，また，ドライウェル側からの

原子炉格納容器ベントでは，有効燃料棒上端高さよりも高い接続位置とする

ことにより，長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

 

（ⅸ) 当該設備を使用する際に流路となる配管については使用後に高線量とな

るフィルター等を設置しない設計とする。 
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(4) 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を期待

するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 残留熱除去系 

残留熱除去系は，弁の切替え操作によって以下の 3つのモードにより，原

子炉停止時及び原子炉隔離時の崩壊熱及び残留熱の除去，サプレッションチ

ェンバ内のプール水の冷却を行う。 

    a. 原子炉停止時冷却モード 

    b. 格納容器スプレイ冷却モード 

    c. サプレッションプール水冷却モード 

    

原子炉停止時冷却モードについては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対する設

計方針を示す章）」，格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水

冷却モードについては，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許

可基準規則第 49 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

  (ⅱ) 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，原子炉設備の非

常用機器及び常用機器等で発生する熱を冷却除去する機能を有する。 

本系統は，淡水ループ及び海水系で構成し重大事故等時においても非常用

機器及び残留熱除去系機器等を冷却する。 

 

(ⅲ) 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）

は，高圧炉心スプレイ系機器の運転で発生する熱を冷却除去する機能を有す

る。 

本系統は，淡水ループ及び海水系で構成し，重大事故等時においても高圧

炉心スプレイ系機器の運転で発生する熱を冷却する。 

 

  

383



添 3.5-6 

3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 原子炉補機代替冷却水系 

3.5.2.1.1 設備概要 

原子炉補機代替冷却水系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海水系を含む）が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する

機能が喪失した場合に，この機能を代替し，発電用原子炉及び原子炉格納容器

の除熱を行うことを目的に設置するものである。 

本系統は，熱交換器ユニット，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），電源設備で

ある常設代替交流電源設備，計装設備，燃料補給設備である軽油タンク，ガス

タービン発電設備軽油タンク及びタンクローリ，流路であるホース，除熱用ヘ

ッダ，接続口，原子炉補機冷却水系の配管，弁，サージタンク，残留熱除去系

熱交換器並びに非常用取水設備から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.5-1及び図 3.5-2に，重大事故等対処設備一覧を

表 3.5-1に示す。 

 

熱交換器ユニットは，海水を冷却源とした熱交換器，淡水ポンプ等で構成さ

れ，移動可能とするために熱交換器，淡水ポンプ等は車両に搭載する設計とす

る。また，熱交換器ユニット内に海水ストレーナを設置し，熱交換器への異物

混入による性能低下を防止する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，海を水源とし，熱交換器ユニットの熱交

換器に送水し，熱交換後の海水を海へ排水することにより，最終的な熱の逃が

し場である海へ熱を輸送可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系の淡水側は，熱交換器ユニットの淡水側と接続口を

ホースにより接続し，海水側は，熱交換器ユニットの海水側と大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）をホースにより接続することで流路を構成可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニットの熱交換器で除熱した淡水を，

熱交換器ユニットの淡水ポンプによりホース及び接続口を経由して原子炉補

機冷却水系に送水し，残留熱除去系熱交換器で熱交換した淡水は，接続口及び

ホースを経由して熱交換器ユニットに戻る循環ラインを形成する設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディー

ゼルエンジンにより駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タン

ク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能

な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替交流電

源設備であるガスタービン発電機から受電可能な設計とする。 

384



添 3.5-7 

ガスタービン発電機の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽

油タンクよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計

とする。 

 

熱交換器ユニットを使用する際に接続する接続口は，共通の要因によって接

続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った複数箇

所に設置する設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール

代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレ

イ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タ

ンクへの補給」の各系統の注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代

替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備として使用する設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び設置場所での弁操作により系統

構成を行った後，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）に付属

する操作スイッチにより，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

を起動し運転を行う。 
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図 3.5-1 原子炉補機代替冷却水系 A系 系統概要図 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.5-2 原子炉補機代替冷却水系 B系 系統概要図 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.5-1 原子炉補機代替冷却水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源 － 

流路 

ホース・除熱用ヘッダ・接続口【可搬】 

原子炉補機冷却水系 配管・弁・サージタンク【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水路【常設】 

海水ポンプ室【常設】 

注水先 － 

電源設備*1 

（燃料補給設備を

含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

 ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*2 

ドライウェル温度【常設】 

圧力抑制室内空気温度【常設】 

サプレッションプール水温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

圧力抑制室圧力【常設】 

*1：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。 

  電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 
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3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 熱交換器ユニット 

容量      ：20.0 MW/個（海水温度 26℃において） 

最高使用圧力  ：淡水側 1.18 MPa[gage]／海水側 1.20 MPa[gage] 

最高使用温度  ：淡水側 70 ℃／海水側 50 ℃ 

個数      ：3（うち予備 1） 

設置場所    ：屋外（原子炉建屋付近） 

保管場所    ：屋外（第 1保管エリア,第 3保管エリア及び第 4保管エリア） 

 

（熱交換器） 

伝熱面積    ：    m2/式 

個数      ：1式 

 

（淡水ポンプ） 

    種類      ：うず巻形 

容量      ：730 m3/h/個 

揚程      ：70 m 

最高使用圧力  ：1.18 MPa [gage] 

最高使用温度  ：70 ℃ 

原動機出力   ：      kW 

個数      ：1 

 

(2) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9MPa [gage] *2,1.2MPa [gage] *3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，取

水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

 保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリ 

              ア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：     kW 

 

 

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉

格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プ

ール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィル

タベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の

注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ

輸送する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注

水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，

原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タン

クへの補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常

設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水

貯蔵タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉

格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プ

ール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィル

タベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の

注水設備及び水の供給設備として 1 台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を

海へ輸送する設備として 1台使用する。 
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3.5.2.1.3 原子炉補機代替冷却水系の多様性及び独立性，位置的分散 

原子炉補機代替冷却水系は，共通要因によって設計基準事故対処設備である原

子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，表 3.5-2に示すとおり多様性，位置的分散を図る設計とす

る。 

熱交換器ユニットは，屋外の保管エリアに保管し，原子炉建屋近傍に設置する

ことで，原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）に設置されている設

計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水ポンプに対して位置的分散を図る

設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外の保管エリアに保管し，取水口又は設

計基準事故対処設備である原子炉補機冷却海水ポンプとは異なる区画の海水ポ

ンプ室に設置することで，位置的分散を図る設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，サポート系による冷

却水を不要とすることで，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水ポンプ

及び原子炉補機冷却海水ポンプと共通要因によって同時に機能喪失しない設計

とし，駆動電源についても不要（付属空冷式ディーゼルエンジン）とすることで，

原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却海水ポンプの駆動電源である非常

用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失

しない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系と原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

は，表 3.5-3に示すとおり地震，津波，火災及び溢水により同時に故障すること

を防止するために独立性を確保する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む）と共通要因によって同時に機能喪失しないよう，原子炉補機冷却海水系から

独立性を確保するとともに，熱交換器ユニットから原子炉補機冷却水系配管との

合流点までの系統は，原子炉補機冷却水系から独立性を確保する設計とする。 

なお，静的機器の故障が系統機能喪失確率に与える影響は軽微であることから，

静的機器である原子炉補機冷却水系の配管については，設計基準事故対処設備と

重大事故等対処設備とで兼用している。また，動的機器である弁については，設

計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用しているが，定期的な点検等

により健全性を確認するとともに，設計基準事故対処設備とは異なる電源を供給

する設計とすること，また，必要に応じて現場での手動操作も可能な設計とする

ことで駆動源の多様化を図っている。 

さらに，故障の影響を考慮し，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，予備を有する設計とする。 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.5-2 原子炉補機代替冷却水系の多様性及び位置的分散 

 

表 3.5-3 原子炉補機代替冷却水系の独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却水系 

（原子炉補機冷却海水系を含む） 
原子炉補機代替冷却水系 

ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 熱交換器ユニット 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

原子炉補機冷却海水ポンプ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

屋外（海水ポンプ室） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 2保管エリア 

第 3保管エリア及び第 4保管エリア） 

水源 

海水 海水（左記と取水位置が異なる） 

屋外 

（海水ポンプ室） 

屋外 

（海水ポンプ室又は取水口） 

駆動電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

原子炉建屋 屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却方式 不要（自己冷却） 不要（自己冷却） 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却水系 
（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉補機代替冷却水系 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，耐震 S クラス
設計とし，重大事故等対処設備の原子炉補機代替冷却水系は，基準地震動 Ssで機能維持可能な設
計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因となり，同時にその機能が損なわれることのない設計
とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，基準津波の影
響を受けない原子炉建屋内及び屋外に設置し，重大事故等対処設備の原子炉補機代替冷却水系は，
基準津波の影響を受けない第 1保管エリア，第 2 保管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エリ
アに保管することで，津波が共通要因となり同時に故障することのない設計とする。 

火災 
設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）と，重大事故等対
処設備の原子炉補機代替冷却水系は，火災が共通要因となり，同時に故障することのない設計と
する（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 
設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）と，重大事故等対
処設備の原子炉補機代替冷却水系は，溢水が共通要因となり，同時に故障することのない設計と
する（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。）。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，屋外の第 1 保管エ

リア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時は，原子炉

建屋付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することが

できるよう，表 3.5-4に示す設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外

の第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに保

管し，重大事故等時は，屋外の取水口又は海水ポンプ室に設置する設備である

ことから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考

慮し，その機能が有効に発揮することができるよう，表 3.5-4 に示す設計とす

る。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッ

チにより，想定される重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計と

する。 

（48-4，48-7，48-8） 
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表 3.5-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

常時海水を通水する機器については海水の影響を考慮した設計

とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷

しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 

 

 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，原子炉建屋付近ま

で屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計とするとともに，

設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，海水

ポンプ室又は取水口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両

設計とするとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッ

チから起動する設計とする。熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）の操作は，操作者の操作性，監視性及び識別性を考慮し，また，十分な操

作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用するホースの接続作業は，特殊な工具及び技

量を必要としない，簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用
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することにより，確実に接続が可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な弁のうち，原子炉建屋原子炉棟内に

設置する RCW代替冷却水不要負荷分離弁(A)，RCW代替冷却水不要負荷分離弁(B)，

RCW 代替冷却水 FPC 負荷分離弁(A)，RHR 熱交換器(A)冷却水出口弁，RHR 熱交換

器(B)冷却水出口弁，FPC 熱交換器（A）冷却水出口弁及び FPC 熱交換器（B）冷

却水出口弁は，いずれも中央制御室の操作スイッチによる遠隔操作で弁を開閉

することが可能な設計とする。中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板

は，操作者の操作性，監視性及び識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確

保することで，確実に操作可能な設計とする。 

 

また，原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な弁のうち，原子炉建屋内の原

子炉棟外に設置する RCWポンプ(A)吸込弁，RCWポンプ(B)吸込弁，RCWポンプ(C)

吸込弁，RCW ポンプ(D)吸込弁，RCW 代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁(A)，RCW

代替冷却水 RHR負荷供給側連絡弁(B)，RCW代替冷却水 RHR負荷戻り側連絡弁(A)，

RCW 代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁(B)，RCW 代替冷却水 FPC 他負荷供給側連

絡弁(A)，RCW代替冷却水 FPC他負荷供給側連絡弁(B)，RCW代替冷却水 FPC他負

荷戻り側連絡弁(A) ，RCW 代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁(B)及び非常用

D/G(B)冷却水入口弁，並びに屋外の熱交換器ユニットに設置する淡水ポンプ出

口弁は，設置場所での操作が可能な設計とし,十分な操作空間を確保することで，

確実に操作可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の運転に操作が必要な機器を表 3.5-5-1 及び表

3.5-5-2に示す。 

（48-3，48-4，48-7） 
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表 3.5-5-2 操作対象機器(原子炉補機代替冷却水系 B系) 
機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 

熱交換器ユニット 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作 

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作 

淡水ポンプ出口弁 全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 

RCWポンプ(B)吸込弁 全開→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

RCWポンプ(D)吸込弁 全開→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

RCW代替冷却水不要負荷分離

弁（B） 
全開→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子

炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

RCW代替冷却水 RHR負荷供給

側連絡弁（B） 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

RCW代替冷却水 RHR負荷戻り

側連絡弁（B） 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

RHR熱交換器(B)冷却水出口弁 全閉→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

RCW代替冷却水 FPC他負荷供

給側連絡弁（B） 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

RCW代替冷却水 FPC他負荷戻

り側連絡弁（B） 
全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

FPC熱交換器(B)冷却水出口弁 調整開→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

非常用 D/G(B)冷却水入口弁 全開→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の

原子炉棟外） 

手動操作 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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 (3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，表 3.5-6 に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解検査及び外観検査が可能な設計

とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に運転性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無を確認可能な

設計とするとともに，淡水ポンプ，熱交換器等を分解し，内部構成部品の状態

を目視等で確認することが可能な設計とする。また，車両としての運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）

を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運転性能（吐出圧力，流

量）及び漏えいの有無を確認可能な設計とする。また，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用するホース及び除熱用ヘッダは，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，腐食

等の有無を目視で確認することが可能な設計とする。 

なお，原子炉補機代替冷却水系の弁は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

弁の動作試験を実施することで機能・性能の確認が可能な設計とする。 

（48-5） 

 

表 3.5-6 原子炉補機代替冷却水系の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 
機能・性能試験 

運転性能の確認，漏えいの有無の確認，

車両運転状態の確認 

弁動作試験 弁の開閉動作の確認 

 分解検査 
熱交換器ユニットの淡水ポンプ，熱交

換器等を分解し，各部を目視等で確認 

 外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあ

っては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，原子炉補機代替冷却水系は，通常時に使用する系統である原子炉補機

冷却水系から重大事故等時に対処するために系統を切り替える必要がある。原

子炉補機代替冷却水系 A 系への切替え操作として，熱交換器ユニット及び大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置，起動操作，RCW代替冷却水 RHR負荷供

給側連絡弁(A)，RCW 代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁(A)，RCW 代替冷却水 FPC

他負荷供給側連絡弁(A)及び RCW 代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁(A)の全開

操作，RCW 代替冷却水不要負荷分離弁(A)，RCW 代替冷却水 FPC 負荷分離弁(A)，

RCW ポンプ吸込弁(A)及び RCW ポンプ吸込弁(C)の全閉操作，RHR 熱交換器(A)冷

却水出口弁，FPC 熱交換器(A)冷却水出口弁及び淡水ポンプ出口弁の調整開操作

を行う。また，原子炉補機代替冷却水系 B 系についても同様の操作を行うこと

で切替え可能である。 

系統の切替えに必要な弁については，中央制御室での操作スイッチによる操

作及び設置場所での手動操作により容易に操作可能な設計とすることで，図

3.5-3で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（48-4） 
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図 3.5-3 原子炉補機代替冷却水 A系による補機冷却水確保 タイムチャート* 

（海水ポンプ室から海水を取水する場合） 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況

についての 1.5 で示すタイムチャート 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，通常時に接続先の系統と分離することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2

送水状況監視

系統構成
※3

扉開放（熱交換器ユニット接続口（建屋内）を使用する場合のみ）※4

水張り※3

保管場所への移動
※5※6

防潮壁扉の開放
※7

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動・設置※8

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動※9

   送水準備，送水（熱交換器ユニット（海水側）水張り，系統確認）
※9

保管場所への移動
※5※6

熱交換器ユニットの移動※10

ホースの敷設，接続※11

　　送水準備，送水（熱交換器ユニット水張り，系統確認）※12

熱交換器ユニットの起動※12

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア，熱交換器ユニットの保管場所は第1保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア

※6：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※7：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

※9：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：熱交換器ユニットの移動距離として，第1保管エリアから原子炉建屋近傍までを想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※11：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※12：熱交換器ユニットの設計を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

備考

要員（数）

重大事故等対応要員D～F 3

現場運転員B，C 2

重大事故等対応要員A～C 3

原子炉補機代替冷却水系A系

による補機冷却水確保

（海水ポンプ室から海水を
取水する場合）

中央制御室運転員A 1

※8：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動距離として，第1保管エリアから取水口までを想定した移動時間と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

11

経過時間（時間）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原子炉補機代替冷却水系による

補機冷却水確保
7時間35分

400



添 3.5-23 

原子炉補機代替冷却水系は，取合い系統である原子炉補機冷却水系と隔離可

能な弁を設置することで，悪影響を及ぼさない設計とする。取合い系統との隔

離弁を表 3.5-7 に示す。 

原子炉補機代替冷却水系を用いる場合は，弁操作によって，重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却水系と原子炉補機代替冷却水系を同時

に使用しないことで，相互の機能に影響を及ぼさない運用とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において

転倒しないことを確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

なお，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，重大事故等

時において，残留熱除去系による発電用原子炉若しくは原子炉格納容器の除熱

又は代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱と燃料プール冷却浄

化系による使用済燃料プールの除熱を同時に使用するため，各系統の必要な除

熱量を同時に確保可能な容量を有する設計とする。 

（48-3，48-4，48-5） 

 

表 3.5-7 原子炉補機代替冷却水系の通常時における他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

原子炉補機冷却水系 

RCW代替冷却水 RHR負荷供給側

連絡弁（A） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 RHR負荷戻り側

連絡弁（A） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC他負荷供給

側連絡弁（A） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC他負荷戻り

側連絡弁（A） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 RHR負荷供給側

連絡弁（B） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 RHR負荷戻り側

連絡弁（B） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC他負荷供給

側連絡弁（B） 
手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC他負荷戻り

側連絡弁（B） 
手動操作 通常時閉 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及

び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系の運転に操作が必要な機器の設置場所及び操作場所

を表 3.5-5-1 及び表 3.5-5-2 に示す。このうち，屋外で操作する熱交換器ユニ

ット，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)及びホースは屋外にあり，設置場所及び操

作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。また，中

央制御室及び原子炉建屋内の原子炉棟外にて操作を行う機器は，操作場所の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（48-3，48-7） 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を                

有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な容量を有する設計と

する。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，最終ヒートシンクへの熱を輸送する機能が喪失した場合であって，残

留熱除去系が使用可能な状況において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な熱交換量及びポンプ流量を有する設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニット 1台及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）1台を 1式として使用し，原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去

系の運転を行う場合にサプレッションプール水の除熱効果が確認されている容

量 16.0 MW以上を除熱可能な設計とする。 

なお，熱交換器ユニットの熱交換量は 20.0 MW，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の流量 1,200m3/h として設計することで，有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取

水機能が喪失した場合）」シナリオにおいて原子炉補機代替冷却水系を用いた残

留熱除去系の運転を行う場合又は有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）」若しくは有

効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」シナリオにおいて原子

炉補機代替冷却水系を用いた代替循環冷却系の運転を行う場合と同時に，重大

事故等時における燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱に必要

な容量を確保可能な設計とする。 

 

熱交換器ユニットは，1台で使用することから，保有数は 2 セットで 2台，故

障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1 台の合

計 3台を確保する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸

送する設備として 1 台，また，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管）,燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原
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子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの

補給」の各系統の注水設備及び水の供給設備との同時使用時にはさらに 1 台使

用することから，1セット 2台使用する。保有数は 2セットで 4台，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1 台の合計 5 台を

確保する。 

（48-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するもの

にあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以

上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の

規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットと接続口の接続は，ホ

ース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることに

より，確実に接続が可能な設計とする。 

熱交換器ユニットから除熱用ヘッダまでのホース及び接続部は，口径を 300A

に統一する設計とする。 

除熱用ヘッダから接続口までのホース及び接続部は，口径を 200Aに統一する

設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットと大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式

である嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から熱交換器ユニットまでのホース及び接続

部は，口径を 300A に統一する設計とする。 

熱交換器ユニットから海までのホース及び接続部は，口径を 300Aに統一する

設計とする。 

（48-3，48-7） 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する接続口は，重大事故等時の環境条件，自

然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防

止するため,位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

具体的には，原子炉補機冷却水系 A 系に接続する接続口を原子炉建屋  に

１箇所及び原子炉建屋内の原子炉棟外に１箇所並びに原子炉補機冷却水系 B 系

に接続する接続口を原子炉建屋  に１箇所設置し，位置的分散を図る設計と

する。 

（48-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を

設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等時におけ

る放射線を考慮しても，設置及び接続口への接続作業が可能であると想定して

いる。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔距離を

とり放射線量が低い場所に設置すること等により，設備の設置及び常設設備と

の接続を可能とする。なお，現場での接続作業は，簡便な接続方式である嵌合

構造にすることにより，確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

（48-3，48-7） 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮し，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器並び

に常設重大事故等対処設備である原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強

化ベント系と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

（48-8） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリア及び第 4

保管エリアに分散して保管し，想定される重大事故等時においても，保管場所

から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことの

ないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（48-9） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安

全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.5-8に示す設計とすること

により，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海

水系を含む）及び常設重大事故等対処設備である原子炉格納容器フィルタベン

ト系及び耐圧強化ベント系に対して多様性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却

海水系を含む）及び原子炉補機代替冷却水系が海であることに対し，原子炉格

納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は大気とし，多様性を図る設計

とする。 

（48-2，48-3，48-7，48-8） 
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表 3.5-8 多様性及び位置的分散 

 

  

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却水系 

（原子炉補機冷却海水系を含む） 
原子炉補機代替冷却水系 

原子炉格納容器 

フィルタベント系 
耐圧強化ベント系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポンプ 熱交換器ユニット 

- - 原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア 

及び第 4保管エリア） 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機冷却海水ポンプ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

- - 屋外 

（海水ポンプ室） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 2保管エリア， 

第3保管エリア及び第4保管エリア） 

熱交換器 

原子炉補機冷却水系熱交換器 熱交換器ユニット 

- - 原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア 

及び第 4保管エリア） 

最終 

ヒートシンク 
海 海 大気 大気 

駆動電源 

（ポンプ（淡水）） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

不要 不要 
原子炉建屋  

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア

及び第 4保管エリア） 

駆動電源 

（ポンプ（海水）） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

不要 不要 
原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 2保管エリア， 

第3保管エリア及び第4保管エリア） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.5.2.2 原子炉格納容器フィルタベント系 

3.5.2.2.1 設備概要 

原子炉格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海

水系を含む）が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に

生じるものに限る。）を防止するため，大気を最終ヒートシンクとし原子炉から

発生する熱を輸送することを目的として設置するものである。 

本系統は，フィルタ装置，フィルタ装置出口側圧力開放板，電源設備（所内常

設蓄電式直流電源設備，常設交流代替電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設

代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備），計装設備，流路である原子炉

格納容器調気系，原子炉格納容器フィルタベント系の配管及び弁並びにホース等，

及び排出元である原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）で構成し，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して，フィルタ装置へ導き，

放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上の放出口から排出することで，排気

中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄

積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送する設計とする。 

本系統の系統概要図を図 3.5-4に，重大事故等対処設備一覧を表 3.5-9に示す。 

なお，原子炉格納容器フィルタベント系については，「3.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針を

示す章）」に示す。 
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図 3.5-4 原子炉格納容器フィルタベント系系統概要図 
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表 3.5-9 原子炉格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 
フィルタ装置【常設】 

フィルタ装置出口側圧力開放板【常設】 

附属設備 

可搬型窒素ガス供給装置【可搬】 

遠隔手動弁操作設備【常設】 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

ホース延長回収車【可搬】 

排出元 原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）【常設】 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 

原子炉格納容器調気系 配管・弁【常設】 

原子炉格納容器フィルタベント系 配管・弁【常設】 

ホース，窒素供給用ヘッダ，接続口【可搬】 

ホース・注水用ヘッダ・接続口【可搬】 

注入先 － 

電源設備*2 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池 2A【常設】 

125V充電器盤 2A【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備

として，以下の設備を使用する。 

常設交流代替電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

125V代替充電器盤【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

電源車【可搬】 

125V代替充電器盤【常設】 

125V代替蓄電池【常設】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【常設】 

（次項へ続く） 
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設備区分 設備名 

計装設備*3 フィルタ装置入口圧力（広帯域）【常設】 

フィルタ装置出口圧力（広帯域）【常設】 

フィルタ装置水位（広帯域）【常設】 

フィルタ装置水温度【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置出口水素濃度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

圧力抑制室圧力【常設】 

ドライウェル温度【常設】 

圧力抑制室内空気温度【常設】 

サプレッションプール水温度【常設】 

 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.5.2.2.2 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の多様性及び独

立性，位置的分散 

原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表

3.5-10に示すとおり多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉

補機冷却海水系を含む）と原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系

の独立性については，表 3.5-11 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により

同時に故障することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系の系統構成に必要な電気作動弁は，所内常設蓄

電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備のいずれか

から受電する設計とするが，原子炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を

用いた人力操作が可能な設計とすることで駆動源の多様化を図っている。 

耐圧強化ベント系の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及び

可搬型代替直流電源設備のいずれかから受電する設計とするが，原子炉建屋内の原

子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び設置場所での人力操作が

可能な設計とすることで駆動源の多様化を図っている。 

また，原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系については，残留

熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）と異なり，ポン

プ等を必要としないが，これらの系統を構成する主要設備については，残留熱除去

系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）に対して位置的分散を

図る設計とする。 

なお，原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の配管及び弁の一

部については，残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む）の配管及び弁と同一階に設置するが，残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む）の配管及び弁とは異なる区画に設置することにより，

位置的分散を図る設計とする。 
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表 3.5-10 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の多重性又

は多様性及び独立性，位置的分散 

*1：原子炉格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む）と区画され分離する。 

*2：耐圧強化ベント系は，残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却

海水系を含む）と区画され分離する。 

 

  

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ 

冷却モード） 

原子炉補機冷却水系 

（原子炉補機冷却海水系

を含む） 

原子炉格納容器 

フィルタベント系 
耐圧強化ベント系 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

不要＊1 不要＊2 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

屋外（海水ポンプ室） 

水源 

サプレッションチェンバ 海 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

屋外 

海水ポンプ室 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 非常用ディーゼル発電機 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟外） 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却方式 

水冷 

（原子炉補機冷却水系及び 

原子炉補機冷却海水系） 

不要（自己冷却） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.5-11 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の独立性 

  

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 
（格納容器スプレイ冷却モード） 

原子炉補機冷却水系 
（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉格納容器 
フィルタベント系 

耐圧強化ベント系 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）
は，耐震 S クラス設計とし，重大事故等対処設備の原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強
化ベント系は，基準地震動 Ss で機能を維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因
となり，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 
原子炉建屋は，基準津波の影響を受けない位置に設置する設計とすることで，津波が共通要因と
なり同時に故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）
と，重大事故等対処設備の原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は，火災が共
通要因となり，同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に
対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）
と，重大事故等対処設備の原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は，溢水が共
通要因となり，同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に
対する防護方針について」に示す。）。 
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3.5.2.3 耐圧強化ベント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）が有す

る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生じるものに限る。）を

防止するため，大気を最終ヒートシンクとし発電用原子炉から発生する熱を輸送す

ることを目的に設置するものである。 

本系統を使用する際には，サプレッションチェンバのプール水におけるスクラビ

ング効果を期待し，サプレッションチェンバ側からの原子炉格納容器ベントを基本

とする。万一，サプレッションチェンバ側からの原子炉格納容器ベントが実施でき

ない場合は，ドライウェル側からの原子炉格納容器ベントを実施する。ドライウェ

ル側からの原子炉格納容器ベントを実施する場合には，サプレッションチェンバ内

の雰囲気ガスは，真空破壊装置を経由してドライウェルへ排出する。 

本系統は，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備），計

装設備，流路である原子炉格納容器調気系及び非常用ガス処理系の配管，弁及び排

気筒，排出元である原子炉格納容器等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを原

子炉格納容器調気系を経由して非常用ガス処理系へ導き，排気筒を通して大気へ放

出する。 

本系統の系統概要図を図 3.5-5に，重大事故等対処設備一覧を表 3.5-12に示す。 
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添 3.5-39 

 

図 3.5-5 耐圧強化ベント系系統概要図 
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添 3.5-40 

表 3.5-12 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 － 

附属設備 遠隔手動弁操作設備【常設】 

排出元 原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）【常設】 

流路 

原子炉格納容器調気系 配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

排気筒【常設】 

注入先 － 

電源設備*1 

 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

代替所内電気設備 

ガスタービン発電機接続盤【常設】 

緊急用高圧母線 2F 系【常設】 

緊急用高圧母線 2G 系【常設】 

緊急用動力変圧器 2G系【常設】 

緊急用低圧母線 2G 系【常設】 

緊急用交流電源切替盤 2D系【常設】 

非常用高圧母線 2C 系【常設】 

非常用高圧母線 2D 系【常設】 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池 2A【常設】 

125V充電器盤 2A【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備

として，以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設 

常設代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

（次頁へ続く） 
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設備区分 設備名 

電源設備*1 

可搬型代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

125V代替充電器盤【常設】 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】  

計装設備*2 
ドライウェル圧力【常設】 

圧力抑制室圧力【常設】 

*1：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.5.2.3.2 主要設備の仕様 

  主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 耐圧強化ベント系 

最高使用圧力  ：427kPa[gage] 

最高使用温度  ：171℃ 

容量      ：10.0kg/s（原子炉格納容器圧力 427kPa[gage]において） 

 

3.5.2.3.3 耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

耐圧強化ベント系の多様性，独立性，位置的分散については，「3.5.2.2.2 原子

炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散」で示す。 

 

3.5.2.3.4設置許可基準規則第 43条への適合方針  

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使

用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉棟内及び屋外に設置し

ていることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋（原子炉建屋原子

炉棟内）及び屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.5-13に示す設計とする。 

（48-3，48-4） 
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表 3.5-13 耐圧強化ベント系の環境条件及び荷重条件への対応 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内及び屋外で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認し

た機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置する配管及び弁について

は，天候による影響は受けない。 

屋外に設置する配管については，降水及び凍結により

機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を

行うことが可能な設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方

針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置する配管及び弁について

は，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

屋外に設置する配管については，トレンチ及び排気筒

内に設置することから，風（台風）及び積雪の影響は

受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な電気作動弁（D/W ベント用出

口隔離弁，S/C ベント用出口隔離弁，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及

び PCV耐圧強化ベント用連絡配管止め弁）は，いずれも中央制御室からの遠隔

操作が可能な設計とし，また，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及び PCV

耐圧強化ベント用連絡配管止め弁は，緊急用交流電源切替盤 2D 系を中央制御

室から遠隔操作することで，給電元の切替えも可能な設計とする。また，電源

喪失時においては，D/W ベント用出口隔離弁，S/C ベント用出口隔離弁は，原
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子炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作が可能な

設計とする。また，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及び PCV 耐圧強化ベ

ント用連絡配管止め弁は，設置場所での人力操作により操作可能な設計とする。

耐圧強化ベント系の操作に必要な機器を表 3.5-14に示す。 

 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視

性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作

可能な設計とする。 

（48-3，48-4） 

 

表 3.5-14 操作対象機器 
設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

D/W ベント用

出口隔離弁 

全閉→全開 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 ドライウ
ェルから
の原子炉
格納容器
ベント時 

原子炉建屋 
（原子炉建屋内の原
子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動弁
操作設備） 

S/C ベント用

出口隔離弁 

全閉→全開 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 サプレッ
ションチ
ェンバか
らの原子
炉格納容
器ベント
時 

原子炉建屋 
（原子炉建屋内の原
子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動弁
操作設備） 

PCV 耐圧強化

ベント用連絡

配管隔離弁 

全閉→調整
開 

原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作  

原子炉建屋 
（原子炉建屋原子炉
棟内） 

人力操作 
 

PCV 耐圧強化

ベント用連絡

配管止め弁 

全閉→全開 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作  

原子炉建屋 
（原子炉建屋原子炉
棟内） 

人力操作 
 

ベント用 HVAC
側隔離弁 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

ベント用 HVAC
側止め弁 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

ベント用 SGTS

側隔離弁 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

ベント用 SGTS

側止め弁 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

（次頁へ続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

FCVS ベントラ

イン隔離弁 A 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

原子炉建屋 
（原子炉建屋内の原
子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動 
弁操作設備） 

 

FCVS ベントラ

イン隔離弁 B 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

原子炉建屋 
（原子炉建屋内の原
子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動 
弁操作設備） 

 

非常用ガス処
理系フィルタ
装 置 出 口 弁
（A） 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

原子炉建屋 
（原子炉建屋原子炉
棟内） 

人力操作 

非常用ガス処
理系フィルタ
装 置 出 口 弁
（B） 

全閉確認 原子炉建屋 
 
（原子炉建屋
原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作
*1 

 

原子炉建屋 
（原子炉建屋原子炉
棟内） 

人力操作  

*1 中央制御室にてランプ確認を行う 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，機能・性能試験及び弁作動試験が可能な設計とする。 

耐圧強化ベント系において原子炉格納容器から排気筒までのラインを構成

する電気作動弁については，発電用原子炉の停止中に弁開閉試験を実施するこ

とで機能・性能が確認可能な設計とする。発電用原子炉の運転中については，

弁の開閉により系統内の封入した窒素が外部に放出されることを防止するた

め，機能・性能試験は実施しない。 

耐圧強化ベント系の試験及び検査について表 3.5-15へ示す。 

（48-5） 

表 3.5-15 耐圧強化ベント系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 
機能・性能試験 漏えいの有無の確認 

弁動作試験 弁の開閉動作の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

 

本系統を使用する際には，流路に接続される弁を開操作することにより，ベ

ントガスを非常用ガス処理系配管を経由して排気筒へ導くことが可能である。 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な電気作動弁（D/W ベント用出

口隔離弁，S/C ベント用出口隔離弁，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及

び PCV耐圧強化ベント用連絡配管止め弁）は，いずれも中央制御室からの遠隔

操作が可能な設計とし，また，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及び PCV

耐圧強化ベント用連絡配管止め弁は，緊急用交流電源切替盤 2D 系を中央制御

室から遠隔操作することで，給電元の切替えも可能な設計とする。また，電源

喪失時においては，D/W ベント用出口隔離弁，S/C ベント用出口隔離弁は，原

子炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作が可能な

設計とする。また，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及び PCV 耐圧強化ベ

ント用連絡配管止め弁は，設置場所での人力操作により操作可能な設計とする。 

これにより図 3.5-6及び図 3.5-7で示すタイムチャートのとおり速やかに切

替え操作が可能である。 

（48-4） 
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図 3.5-6 耐圧強化ベント系による減圧及び除熱(サプレッションチェンバ側)の 

タイムチャート＊ 

 

 

 

図 3.5-7 耐圧強化ベント系による減圧及び除熱(ドライウェル側)の 

タイムチャート＊ 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につ

いての 1.5で示すタイムチャート 

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2※3

移動・系統構成
※3※4

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室からの操作ができない場合，現場での操作を実施

※4：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

備考

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3

耐圧強化ベント系による原
子炉格納容器内の減圧及び

除熱（現場操作含む）
（系統構成）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

15分 系統構成完了（中央制御室から操作の場合）

55分 系統構成完了（現場から操作の場合）

手順の項目

ベント開始
※1※2

移動・ベント開始※2※3

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3 備考

耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び
除熱（現場操作含む）

（S/Cベントの場合）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

５分 減圧及び除熱開始（中央制御室から操作の場合）

１時間35分 減圧及び除熱開始（現場から操作の場

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2※3

移動・系統構成
※3※4

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室からの操作ができない場合，現場での操作を実施

※4：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

備考

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3

耐圧強化ベント系による原
子炉格納容器内の減圧及び

除熱（現場操作含む）
（系統構成）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

15分 系統構成完了（中央制御室から操作の場合）

55分 系統構成完了（現場から操作の場合）

手順の項目

ベント開始
※1※2

移動・ベント開始※2※3

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）

1 2 3 備考

要員（数）

耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び
除熱（現場操作含む）

（D/Wベントの場合）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

５分 減圧及び除熱開始（中央制御室から操作の場合）

１時間35分 減圧及び除熱開始（現場から操作の場
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器調気系及び非常用ガス処理系が接続さ

れている。 

耐圧強化ベント系は，通常時は PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及び耐

圧強化ベント用連絡配管止め弁を閉運用とすることで，原子炉格納容器調気系，

非常用ガス処理系及び原子炉格納容器フィルタベント系に対して悪影響を及

ぼさない設計とする。通常時における耐圧強化ベント系の取合い系統との隔離

弁を表 3.5-16 に示す。 

また，耐圧強化ベント系は，重大事故等時において耐圧強化ベント系を使用

する際に，排気経路を構成するための取合い系統との隔離弁を閉とすることで，

取合い系統に悪影響を及ぼさない設計とする。重大事故等時における耐圧強化

ベント系の取合い系統との隔離弁を表 3.5-17に示す。 

耐圧強化ベント系と非常用ガス処理系（非常用ガス処理系排風機入口側）及

び原子炉格納容器調気系を隔離する弁は，直列に 2個設置し，通常時閉，電源

喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作動弁である。また，耐圧強

化ベント系と原子炉格納容器フィルタベント系及び非常用ガス処理系（非常用

ガス処理系フィルタ装置出口側）を隔離する弁は，通常時閉の電気作動弁であ

り，電源喪失時にはアズイズとなるため，中央制御室での閉確認が必要である。 

（48-3，48-4） 

 

表 3.5-16 耐圧強化ベント系の通常時における取合い系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

原子炉格納容器調気系 
PCV耐圧強化ベント用 

連絡配管隔離弁 
電気作動 通常時閉 

非常用ガス処理系 
PCV耐圧強化ベント用 

連絡配管止め弁 
電気作動 通常時閉 

原子炉格納容器 

フィルタベント系* 

FCVSベントライン隔離弁（A） 電気作動 通常時閉 

FCVSベントライン隔離弁（B） 電気作動 通常時閉 

* 原子炉格納容器フィルタベント系は，重大事故等対処設備であり，通常時は使

用しない系統である。 
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表 3.5-17 耐圧強化ベント系の重大事故等時における取合い系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

原子炉建屋原子炉棟 

換気空調系 

ベント用 HVAC側隔離弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

ベント用 HVAC側止め弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉格納容器 

フィルタベント系 

FCVSベントライン隔離弁（A） 電気作動 通常時閉 

FCVSベントライン隔離弁（B） 電気作動 通常時閉 

非常用ガス処理系 

非常用ガス処理系フィルタ装置 

出口弁(A) 
電気作動 通常時閉 

非常用ガス処理系フィルタ装置 

出口弁(B) 
電気作動 通常時閉 

ベント用 SGTS側隔離弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

ベント用 SGTS側止め弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表 3.5-14

に示す。これらの機器は全て中央制御室にて操作を行い，放射線量が高くなる

おそれが少ないため操作が可能である。 

また，電源喪失時には，D/W ベント用出口隔離弁，S/C ベント用出口隔離弁

は，原子炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作が可

能な設計とする。また，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁及び PCV 耐圧強

化ベント用連絡配管止め弁は，設置場所にて操作を行うが，炉心損傷前である

ことから，放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（48-3，48-4） 
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3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の

著しい損傷が発生する前に生じるものに限る。）を防止するために必要な蒸気

の排気流量に対して十分な容量を有する設計とする。 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，大気を最終

ヒートシンクとし原子炉から発生する熱を輸送するため，原子炉定格熱出力の

1%に相当する蒸気流量である 10.0kg/s を排気することが可能な容量とする。 

炉心の崩壊熱が定格熱出力の 1%になるのは，原子炉停止から 2～3 時間後で

ある。一方，有効性評価シナリオである LOCA 時注水機能喪失シナリオにおけ

るベント開始時間は，原子炉停止から約 43 時間後となっている。そのため，

ベント開始時における原子炉格納容器内の発生蒸気量は，耐圧強化ベント系の

設計流量よりも小さな値となる。よって耐圧強化ベント系を用いて原子炉格納

容器を減圧することは可能である。 

また，炉心損傷前の原子炉格納容器ベントは原子炉格納容器圧力が最高使用

圧力である 427kPa までに実施することとなるため，耐圧強化ベント系の最高

使用圧力は 427kPaとする。 

また，耐圧強化ベント系の最高使用温度は，原子炉格納容器の最高使用温度

の 171℃とする。 

（48-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

（ⅰ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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添 3.5-51 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

（ⅰ）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）

に対し，多様性及び独立性，位置的分散を図る設計する。これらの詳細につい

ては，3.5.2.2.2 項に記載のとおりである。 

（48-2，48-3，48-4） 
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添 3.5-52 

3.5.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.5.3.1 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 

3.5.3.1.1 設備概要 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，原子炉設備の非常用機

器及び常用機器等で発生する熱を冷却除去するために設けるものである。 

本系統は，淡水ループ及び海水系で構成し，冷却水ポンプ，熱交換器，海水ポン

プ，配管・弁類及び計装設備で構成する。 

本系統は，非常用機器，残留熱除去系機器の冷却と原子炉常用補機，廃棄物処理

系機器等の冷却を行う。 

冷却水ポンプ，熱交換器及び海水ポンプは，通常運転時は1台運転としており，1

台予備とする。 

残留熱除去系機器の冷却は，残留熱除去系の2系統に対応して原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海水系を含む）区分Ⅰ，区分Ⅱの2区分に分離し，独立に冷却

を行うことができる。 

その他常用機器冷却は区分Ⅰ，区分Ⅱの2区分に適切に区分されており，非常時

には弁により非常用機器冷却と分離することができる。 

本系統の系統概要図を図3.5-8 に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を

表3.5-18 に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時においても

その機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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添 3.5-53 

 

図 3.5-8 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 系統概要図
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添 3.5-54 

表3.5-18  原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）に関する 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉補機冷却水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却海水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却水系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）配管・

弁・海水系ストレーナ・サージタンク[流路] 

非常用取水設備 

 取水口 

 取水路 

 海水ポンプ室 

注水先 － 

電源設備*1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備*2 残留熱除去系ポンプ出口流量【常設】 

原子炉補機冷却水系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量【常設】 

*1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方

針を示す章）」に示す。 

*2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 
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添 3.5-55 

3.5.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1）原子炉補機冷却水ポンプ 

容量          ：1400m3/h/個 

個数             ：各区分において2（うち1個は通常運転時予

備） 

取付箇所   ：原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

 

（2）原子炉補機冷却海水ポンプ 

容量          ：1900m3/h/個 

個数             ：各区分において2（うち1個は通常運転時予

備） 

取付箇所    ：屋外（海水ポンプ室） 

 

（3）原子炉補機冷却水系熱交換器 

容量          ：約17.3 MW／個 

（海水温度26℃において） 

個数             ：各区分において2（うち1個は通常運転時予

備） 

取付箇所    ：原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

 

 

  

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.5-56 

3.5.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，想定される重大事故等時

に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計

を行う。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の

施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，二以上の発電用原子炉施

設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交

換器については，設計基準事故時の最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を兼用して

おり，設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対

して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱

交換器については，原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）又は屋外に

設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋内の原

子炉棟外又は屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，表3.5-19に示す設計である。 

 

また，常時海水を通水する原子炉補機冷却水系熱交換器及び原子炉補機冷却海水

ポンプは，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流

入を防止する設計とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.5-57 

表3.5-19 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外又は屋外で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による影響 原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器

は，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による

影響は受けない。 

原子炉補機冷却海水ポンプは，降水及び凍結により機能を損

なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行える設計で

ある。 

海水を通水する系統へ

の影響 

原子炉補機冷却水ポンプは，海水を通水しない。 

原子炉補機冷却水系熱交換器及び原子炉補機冷却海水ポン

プは，常時海水を通水するため，海水の影響を考慮し，耐腐

食材料を使用する設計である。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器

は，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

原子炉補機冷却海水ポンプは，屋外で想定される風荷重及び

積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない設計である。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計である。 

 

また，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は中央制御室にて操作

可能な設計である。原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）の系統構成

及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作場所の放射線量

が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。

また，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）については，テストライ

ンにより系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁動作試験が可能な設

計である。 
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添 3.5-58 

原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却海水ポンプは，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分

解検査及び外観検査を実施可能な設計である。 

原子炉補機冷却水系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に開放検査及び外観検査を

実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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添 3.5-59 

3.5.3.2  高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む） 

3.5.3.2.1  設備概要 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，

高圧炉心スプレイ系機器の運転で発生する熱を冷却除去するために設けるもので

ある。 

本系統は，淡水ループ及び海水系で構成し，冷却水ポンプ，熱交換器，海水ポン

プ，配管・弁類及び計装設備で構成する。 

本系統の系統概要図を図3.5-9に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を

表3.5-20に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時においても

その機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

 

図3.5-9 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む） 

系統概要図 
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添 3.5-60 

表3.5-20 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）

に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水

系を含む）配管・弁・海水系ストレーナ・サージタンク[流路] 

非常用取水設備 

 取水口 

 取水路 

 海水ポンプ室 

注水先 － 

電源設備*1 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備 － 

*1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」に示す。 
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3.5.3.2.2  主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1）高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

容量         ：240 m3/h/個 

個数     ：1 

取付箇所   ：原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

 

（2）高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ 

容量             ：250 m3/h/個 

個数     ：1 

取付箇所    ：屋外（海水ポンプ室） 

 

（3）高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器 

容量                 ：約2.67 MW/個 

              （海水温度26℃において） 

個数     ：1 

取付箇所    ：原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

  

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.5.3.2.3  設置許可基準規則第 43条への適合方針 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，想

定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，

「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）につい

ては，設計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等において

も使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）は，二

以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器については，設計基準事故時に使用する場合の

容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器については，原子炉建屋    （原子炉建屋

内の原子炉棟外）又は屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時

における原子炉建屋内の原子炉棟外又は屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その

機能を有効に発揮することができるよう，表 3.5-21に示す設計である。 

 

また，常時海水を通水する高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器及び原子炉補機

冷却海水ポンプは，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異

物の流入を防止する設計とする。 

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.5-21 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外又は屋外で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ

補機冷却水系熱交換器は，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置

するため，天候による影響は受けない。 

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，降水及び凍結によ

り機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を行

える設計である。 

海水を通水する

系統への影響 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，海水を通水しない。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器及び高圧炉心スプ

レイ補機冷却海水ポンプは，常時海水を通水するため，海水

の影響を考慮し，耐腐食材料を使用する設計である。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ

補機冷却水系熱交換器は，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置

するため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，屋外で想定される

風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しないことを評

価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

また，高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）

は中央制御室にて遠隔操作可能な設計である。高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧

炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央

制御室で操作することから，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む）につい

ては，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても

使用する設計である。また，高圧炉心スプレイ補機冷却水系（高圧炉心スプレイ補機

冷却海水系を含む）については，テストラインにより系統の機能・性能試験及び漏え
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いの有無の確認並びに弁動作試験が可能な設計である。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプは，

発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電

用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査を実施可能な設計である。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に開放検査及び

外観検査を実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格

納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止する

ため、原子炉格納容器内の圧力及び温度低下させるために必要な設備を施設

しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）

が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備を配

備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備

に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

（２）兼用 

 ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器損傷防止目的の

設備は、同一設備であってもよい。 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第 49条への適合方針 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備として，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を設ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させるために必要な設備として，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を設ける。 

 

(1) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

(1)ａ）） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の機能が喪失した場合に，屋外に設置

した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用い，残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）の水源とは異なる代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水

槽（No.2））を水源として，ドライウェル内にスプレイすることにより原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させることが可能な設計とする。また，原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系は，スプレイ水の放射性物質叩き落としの効果

により原子炉格納容器内に浮遊する放射性物質の濃度を低下させることが可

能な設計とする。 

 

(2) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散の確保（設置許

可基準規則解釈の第１項(1)ｂ）） 

上記（1）の重大事故等対処設備である原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

に対して，異なるポンプ（大容量送水ポンプ（タイプⅠ）），駆動源（付属空冷

式ディーゼルエンジン），冷却源（自己冷却）を用いることで多様性及び独立

性を有する設計とする。また，可搬型設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は屋外に保管し，屋外から異なる複数の接続口に接続可能とすることで，原子

炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に

対して位置的分散を図る設計とする。 

なお,設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散につい

ては，3.6.2.1.3 項に詳細を示す。 

 

(3) 兼用（設置許可基準規則解釈の第１項(2)ａ）） 

本項における炉心損傷防止目的の設備と原子炉格納容器破損防止目的の設

備は同一設備とする。 
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(4) 重大事故等対処設備（設計基準拡張）の整備 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を期

待するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

  

（ⅰ）残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，サプレッションチェ

ンバのプール水をドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプ

レイする。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，サプレッシ

ョンチェンバ内にもどり，サプレッションチェンバ内にスプレイされた水

とともに残留熱除去系の熱交換器で冷却された後，再びスプレイされる。 

 

（ⅱ）残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード） 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，サプレッショ

ンチェンバ内のプール水温度を所定の温度以下に冷却できる機能を有す

る。 

本系統は，サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系のポンプ

及び熱交換器を通してサプレッションチェンバに戻す。 

 

（ⅲ）原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）は，原子炉設備の

非常用機器及び常用機器等で発生する熱を冷却除去するために設けるも

のである。本系統は，想定される重大事故等時においても非常用機器，残

留熱除去系機器等の冷却を行うための機能を有する。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）については，「3.5

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48 条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(5) 自主対策設備の整備 

原子炉格納容器内の冷却等のための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

（ⅰ）復水移送ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ 

原子炉格納容器内の冷却等のための自主対策として，復水移送ポンプを

用いた原子炉格納容器内へのスプレイ手段を整備している。 

復水移送ポンプを用いた原子炉格納容器内へのスプレイ手段は，原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系の水源とは異なる復水貯蔵タンクを水源とし

て，復水移送ポンプにより，補給水系及び残留熱除去系の配管を経由して

原子炉格納容器内へスプレイする。
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（ⅱ）ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱 

ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱として，常設代替交

流電源設備により原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）の

電源を復旧し，原子炉格納容器内へ冷却水を供給後，ドライウェル冷却系

下部送風機を起動して原子炉格納容器内を除熱する手段を整備している。 

ドライウェル冷却系下部送風機を停止状態としても，原子炉格納容器内

への冷却水の供給を継続することで，ドライウェル冷却系下部冷却器の冷

却コイル表面で，原子炉格納容器内部の蒸気を凝縮し，原子炉格納容器内

の圧力上昇を緩和することが可能である。 

 

(6) 代替電源による残留熱除去系の復旧手段の整備 

復旧手段として，以下を整備する。 

 

（ⅰ）復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド及びサプレッションプール水冷却モード）が全交流動力電源喪失により

起動できない場合には，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設

備へ電源を供給することで残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及

びサプレッションプール水冷却モード）を復旧する手段を整備する。なお，

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

(7) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の海の利用 

淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が使用できない場合は，大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて，海水取水箇所（海水ポンプ室又は取水口）

より，海水を直接復水貯蔵タンクへ補給及び各種注水（原子炉格納容器，原子

炉圧力容器，使用済燃料プールへの注水）の手段を整備している。 

海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 

3.6.2.1.1 設備概要 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることを目的として配備するも

のである。また，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることを目的として配備するもので

ある。 

本系統は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），電源設備である非常用交流電源設備，

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備，計装設備，

水源である代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）），燃料設備で

ある軽油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリ，流路である

ホース，注水用ヘッダ，接続口，残留熱除去系の配管，弁及びスプレイ管，注水先

である原子炉格納容器から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水源((淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）)を水源として大容量送水ポンプ（タイプⅠ）でスプレイすることにより

原子炉格納容器内を冷却する機能を有する。 

 

本系統の系統概要図を図 3.6-1 に，重大事故等対処設備一覧を表 3.6-1 に示す。 

 

本系統は，屋外に設置する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により，代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の水を残留熱除去系 A 系又は B 系の配

管等を経由して，ドライウェル内へスプレイすることで原子炉格納容器内を冷却可

能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可

能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を経由して受電

可能な設計とする。 

 

ガスタービン発電機の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽油タ

ンクよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計とする。 
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電源車の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽油タンク又は軽油

タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する際に接続する接続口は，共通の要因に

よって接続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建

屋の複数の異なる面に設置する設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子

炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」

の各系統の注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を

海へ輸送する設備として使用する設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室での弁操作（緊急用交流電源切替盤の切

替え操作を含む）により系統構成を行った後，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）に付

属する操作スイッチにより，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し，遠隔手動弁

操作設備により屋外から原子炉建屋内の原子炉棟外の弁を操作しスプレイする。 
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図 3.6-1 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 系統概要図
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.6-1 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 
淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 
ホース・注水用ヘッダ・接続口【可搬】 
残留熱除去系 配管・弁【常設】 
スプレイ管【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備*2 
（燃料補給設備を含

む。） 

非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 
常設代替交流電源設備 
ガスタービン発電機【常設】 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 
ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 
電源車【可搬】 
軽油タンク【常設】 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 
タンクローリ【可搬】 

代替所内電気設備 
ガスタービン発電機接続盤【常設】 

緊急用高圧母線 2F 系【常設】 
緊急用高圧母線 2G 系【常設】 
緊急用動力変圧器 2G系【常設】 
緊急用低圧母線 2G 系【常設】 
緊急用交流電源切替盤 2C系【常設】 
緊急用交流電源切替盤 2D系【常設】 
非常用高圧母線 2C 系【常設】 
非常用高圧母線 2D 系【常設】 

燃料補給設備 
 軽油タンク【常設】 
 ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

 タンクローリ【可搬】 

計装設備*3 

原子炉格納容器代替スプレイ流量【常設】 
ドライウェル温度【常設】 
ドライウェル圧力【常設】 
圧力抑制室圧力【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 49-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

3.6.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，

取水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1 保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エ

リア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：   kW 
 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。 

 

3.6.2.1.3 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的分散 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）と，共通要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，表 3.6-2で示すとおり多様性，位置的分散を図る設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外の保管エリアに保管し，淡水貯水槽（No.1）

又は淡水貯水槽（No.2）付近の屋外に設置することで，原子炉建屋     （原子

炉建屋原子炉棟内）に設置されている設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポン

プに対して位置的分散を図る設計とする。 

水源については，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の水源であるサプ

レッションチェンバと異なる代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））

を使用する設計とする。また，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）は，屋外

に設置することで，原子炉建屋内に設置されているサプレッションチェンバに対して

位置的分散を図る設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，サポート系による冷却水を不要とすることで，

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプと共通要因によって同時に機能喪

失しない設計とし，駆動電源については，不要（付属空冷式ディーゼルエンジン）と

することで，残留熱除去系ポンプの駆動電源である非常用交流電源設備（非常用ディ

ーゼル発電機）共通要因によってと同時に機能喪失しない設計とする。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）と原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系の独立性については，表 3.6-3で示すとおり地震，津波，火災及び溢水により同時

に故障することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

なお，配管等の流路を構成する静的機器については，残留熱除去系スプレイライン

（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系との接続部から原子炉格納容器へのスプレイ

ライン）を除く範囲で，可能な限り設計基準事故対処設備と分離した設計とする。動

的機器である RHR A系格納容器スプレイ隔離弁及び RHR B系格納容器スプレイ隔離弁

については，設計基準事故対処設備と兼用しているが，設計基準事故対処設備とは異

なる電源を受電可能な設計とする。 

仮に RHR A 系格納容器スプレイ隔離弁が故障した場合でも，他系（RHR B 系納容器

スプレイ隔離弁）を用いた原子炉格納容器代替スプレイを整備している。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の系統構成に必要な電気作動弁は，設計基準

事故対処設備である非常用所内電気設備が機能喪失した場合においても，非常用所内

電気設備とは独立した重大事故等対処設備である代替所内電気設備を用いて，ガスタ

ービン発電機又は電源車から受電可能な設計とする。

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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さらに，故障の影響を考慮し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，予備を有する設

計とする。

表 3.6-2 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の多様性，位置的分散 

 

表 3.6-3 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 
（格納容器スプレイ冷却モード） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

原子炉建屋 
 

屋外 
（第 1保管エリア， 
 第 2保管エリア， 

  第 3 保管エリア及び 
 第 4保管エリア） 

水源 
サプレッションチェンバ 

代替淡水源 
（淡水貯水槽（No.1）又は 
淡水貯水槽（No.2）） 

原子炉建屋 屋外 

駆動電源 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

不要 
（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

原子炉建屋 屋外 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 
不要 

（内包油） 

冷却方式 
水冷 

（原子炉補機冷却水系 
（原子炉補機冷却海水系を含む）） 

不要 
（自己冷却） 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 
（格納容器スプレイ冷却モード） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は耐震 S クラス設計
とし，重大事故等対処設備の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，基準地震動 Ss で機能維
持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因となり，同時にその機能が損なわれる
ことのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，基準津波の影響
を受けない原子炉建屋内に設置し，重大事故等対処設備の原子炉格納容器代替スプレイ冷却
系は，基準津波の影響を受けない第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第
4 保管エリアに保管することで，津波が共通要因となり同時に故障することのない設計とす
る。 

火災 
設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）と重大事故等対処設
備の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，火災が共通要因となり，同時に故障することの
ない設計とする（共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）と重大事故等対処設
備の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，溢水が共通要因となり，同時に故障することの
ない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示
す。）。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.6.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.6.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，屋外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び

第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水

貯水槽（No.2）付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有

効に発揮することができるよう，表 3.6-4に示す設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。 
（49-7,49-8）

 

表 3.6-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を

通水しない）。なお，原子炉格納容器内へのスプレイは，可

能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が

損傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 
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添 3.6-13 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を運転する場合は，大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）の設置及びホース接続が完了した後，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を起動し，格納容器スプレイ弁の開操作，RHR A 系代替格納容器ス

プレイ注入元弁（又は RHR B系代替格納容器スプレイ注入元弁）及び RHR A

系格納容器スプレイ隔離弁（又は RHR B 系格納容器スプレイ隔離弁）を全

開とすることで原子炉格納容器内へのスプレイを行う。原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系の運転に必要なポンプ，操作に必要な弁及び接続ホース

を表 3.6-5 に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の操作に必要な原子炉建屋原子炉棟

内に設置する弁は，いずれも中央制御室からの遠隔操作が可能な設計とし，

また，緊急用交流電源切替盤 2C 系及び 2D 系を中央制御室から遠隔操作す

ることで，給電元の切替えも可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

屋外の系統構成に必要な格納容器スプレイ弁は，設置場所にて操作可能

な設計とする。原子炉建屋内の原子炉棟外に設置する RHR A 系代替格納容

器スプレイ注入元弁（又は RHR B 系代替格納容器スプレイ注入元弁）は，

重大事故等時の作業性を考慮し，遠隔手動弁操作設備により屋外から手動

操作で開閉することが可能な設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）については，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）付属の操作スイッチから起動する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の操作は，操作者の操作性・監視性・識

別性を考慮し，また十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な

設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水貯水槽（No.1）又は淡

水貯水槽（No.2）まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等で固定可

能な設計とする。 
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添 3.6-14 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量を必要としない，

簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

（49-3,49-4,49-7） 

 

表 3.6-5 操作対象機器

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作  

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作  

格納容器スプレイ弁 全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 

注水用ヘッ

ダ付属弁 

RHR A 系格納容器代替スプレイ注入元弁 全閉→全開 

原子炉建屋  

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

手動操作 

（遠隔手動弁

操作設備） 

   接続時 

RHR B 系格納容器代替スプレイ注入元弁 全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

手動操作 

（遠隔手動弁

操作設備） 

   接続時 

RHR A 系格納容器スプレイ隔離弁 全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 A 系使用時 

RHR B 系格納容器スプレイ隔離弁 全閉→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 B 系使用時 

緊急用交流電源切替盤 2C 系 DB→SA 

原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 

中央制御室 スイッチ操作 

非常用高圧

母線機能喪

失時に切替

え操作実施 
緊急用交流電源切替盤 2D 系 DB→SA 

原子炉建屋 

(原子炉建屋内の原子炉棟外) 

中央制御室 スイッチ操作 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，表 3.6-6に示すように発電用原子

炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験及び外観検査が可能な

設計とする。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.6-15 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡水

貯水槽（No.2）を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運転性

能及び漏えい有無の確認が可能な設計とする。また，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

なお， RHR A 系代替格納容器スプレイ注入元弁，RHR B 系代替格納容器ス

プレイ注入元弁，RHR A 系格納容器スプレイ隔離弁及び RHR B 系格納容器ス

プレイ隔離弁については，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁動作試験を

実施することで機能・性能が確認可能な設計とする。 

また，格納容器スプレイ弁は，弁の動作試験が可能な設計とする。 

 

表 3.6-6 原子炉格納容器代替冷却系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

運転性能の確認として，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)の吐出圧力，流量の

確認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

腐食等の有無を目視で確認することが可能な設計とする。 

（49-5） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，本来の用途以外の用途には使用しないため，切替せずに使用可

能な設計とする。
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添 3.6-16 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の使用時は，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の起動操作，原子炉格納容器内へスプレイするための系統構成と

して，格納容器スプレイ弁の開操作，RHR A系代替格納容器スプレイ注入元

弁（又は RHR B 系代替格納容器スプレイ注入元弁）及び RHR A 系格納容器

スプレイ隔離弁（又は RHR B 系格納容器スプレイ隔離弁）の全開操作を行

う。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）の移動，設置，起動操作及び系統構成に必要な弁操作については，

図 3.6-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能で

ある。 

また，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の操作に必要な弁については，

緊急用交流電源切替盤 2G 系，2C 系及び 2D 系を中央制御室より，遠隔操作

することで給電元の切替えが可能である。 

（49-3,49-4）

 

図 3.6-2 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系によるドライウェル内へのスプレイ 

タイムチャート* 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.6で示すタイムチャート。 

 

 

手順の項目

電源確認※1

注水開始，状況監視※2

保管場所への移動※3※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※5

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動
※6

送水準備・送水（水張り・系統監視）
※6

保管場所への移動※3※4

ホースの敷設，接続※3※7

送水準備・送水（水張り・系統確認）※6

保管場所への移動
※3※4

注水用ヘッダ運搬，設置
※8

ホースの敷設，接続※3※7

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，ホース延長回収車及び注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，

     第3保管エリア及び第4保管エリア

※4：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第3保管エリアから淡水貯水槽までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※6：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

経過時間（時間）

備考

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

重大事故等対応要員D～F 3

重大事故等対応要員G～I 3

原子炉格納容器代替スプレ
イ冷却系によるドライウェ
ル内へのスプレイ

中央制御室運転員A 1

重大事故等対応要員A～C 3

6時間30分

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

によるドライウェル内へのスプレイ
開始
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添 3.6-17 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，通常時に接続先の系統と分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，通常時は残留熱除去系と隔離す

る系統構成としており，残留熱除去系へ悪影響を及ぼさない設計とする。

取合い系統との隔離弁を表 3.6-7 に示す。 

また，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系を用いる場合は，弁操作等に

よって，重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを

確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器下部注水系（可搬

方），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設

配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの

補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1 台で確保可能な

569m3/h以上の容量を有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常

設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同

時使用は考慮しない。 

（49-4,49-5） 

表 3.6-7 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の通常時における取合い系統との隔離 

     弁 

取合い系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

残留熱除去系 RHR A 系格納容器代替ス

プレイ注入第二逆止弁 
－ 通常時閉 

RHR B 系格納容器代替ス

プレイ注入第二逆止弁 
－ 通常時閉 
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添 3.6-18 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の操作に必要な機器の設置場所及び

操作場所を表 3.6-5に示す。このうち，屋外で操作する大容量送水ポンプ

（タイプⅠ），RHR A系代替格納容器スプレイ注入元弁（又は RHR B系代替

格納容器スプレイ注入元弁）の遠隔手動弁操作設備，注水用ヘッダ及びホ

ースは，屋外にあり操作場所及び設置場所の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。また，中央制御室にて操作を行う機器は，

操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。

（49-3,49-7） 
 

3.6.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
  

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要なスプレイ流量を有する設

計とする。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケン

スグループ及び格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード

のうち，「高圧・低圧注水機能喪失」，「崩壊熱除去機能喪失」，「LOCA時注水

機能喪失」及び「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」に係る有効性評価解析において，有効性が確認されている原子炉格

納容器内へのスプレイ流量として，88m3/hをスプレイ可能な設計とする。
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原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，作業効率化，被ばく低減を図るため「低圧代替注水系（可搬型），

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃

料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への

補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要

な流量を 1 台で確保可能な 569m3/h以上の容量を有する設計とする。なお，

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び

燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。さらに，大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」として必要な流量 1,200m3/h

以上の容量を有する設計とする。 

原子炉格納容器内へスプレイする場合の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の揚程は，原子炉格納容器内にスプレイする場合の水源（代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））又は海）と注水先（原子炉格納

容器内）の圧力差，静水頭，並びに機器，配管，ホース及び弁類の圧力損

失を考慮し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台運転で原子炉格納容器内へ

必要な流量をスプレイできる揚程を確保可能な設計とする。 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃

料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への

補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として 1

台，また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使

用時にはさらに 1台使用することから，1セット 2台使用する。保有数は 2

セットで 4 台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップで 1台の合計で 5台を確保する。 

（49-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。
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原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）と接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接

続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から注水用ヘッダまでのホース及び接続

部は口径を 300Aに統一する設計とする。 

注水用ヘッダから原子炉格納容器代替スプレイ冷却系の接続口までのホ

ース及び接続部は，口径を 150A に統一する設計とする。 

（49-7）

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する接続口は，重大事故等時

の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続で

きなくなることを防止するため, 原子炉建屋    に 1 箇所及び原子炉建

屋    に 1箇所設置する設計とする。 

（49-7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等時における

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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放射線を考慮しても，設置及び接続口への接続作業が可能であると想定し

ている。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔

距離をとり放射線量が低い場所に設置すること等により，設備の設置及び

常設設備との接続を可能とする。なお，設置場所での接続作業は，簡便な

接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が可能な

設計とする。 
（49-7）  

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 
 
(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
 
原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備の配置その他の条

件を考慮し，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプと位置的分

散を図り，第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保

管エリアに分散して保管する設計とする。 
（49-8）  

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 
原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保

管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等時においても，

保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障を

きたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参

照） 
（49-9） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計

基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に

対し，多様性，位置的分散を図る設計とする。これらの詳細については

3.6.2.1.3 項に記載のとおりである。 

 

（49-3,49-4,49-7,49-8） 
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3.6.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.6.4.1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 

3.6.4.1.1 設備概要 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，熱交換器 2 基，電動機駆動ポン

プ 2台，スプレイ管，配管，弁類，ストレーナ及び計装設備からなり，冷却材喪失事

故後に，サプレッションチェンバ内のプール水をドライウェル内及びサプレッション

チェンバ内にスプレイする。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，サプレッションチェン

バ内に戻り，サプレッションチェンバ内にスプレイされた水とともに残留熱除去系の

熱交換器で冷却された後，再びスプレイされる。 

 

本系統は独立した 2系統で構成し， 1系統で再循環配管破断による冷却材流出のエ

ネルギ，崩壊熱及び燃料の過熱に伴う燃料被覆管（ジルカロイ）と水との反応による

発生熱を除去し，原子炉格納容器内圧力及び温度が異常上昇することを緩和する。 

冷却材喪失事故時には，残留熱除去系は低圧注水系として自動起動し，次に遠隔手

動操作により，電気作動弁を切り替えることによって格納容器スプレイ冷却モードと

しての機能を有するような設計としている。 

 

本系統の系統概要図を図 3.6-3に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表

3.6-8に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を

期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，非常用交流電源設備（非常用デ

ィーゼル発電機）からの給電に加えて，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）

からの給電により復旧し，重大事故等時に使用可能な設計とする。 

また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，原子炉補機代替冷却水系

によりサプレッションチェンバ内のプール水の冷却が可能な設計とする。 
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図 3.6-3 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）系統概要図
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表 3.6-8 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
残留熱除去系ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源*1 サプレッションチェンバ【常設】 

流路 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

スプレイ管【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備*2 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備*3 

残留熱除去系ポンプ出口流量【常設】 

ドライウェル温度【常設】 

圧力抑制室内空気温度【常設】 

サプレッションプール水温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

圧力抑制室圧力【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」に示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ 

るために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
 

3.6.4.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

定格容量     ： 1,160m3/h/個 

定格揚程     ： 105m 

個数       ： 2(格納容器スプレイ冷却モードとして使用する場合) 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

個数       ： 2 

伝熱容量    ： 8.80MW/個（海水温度 26℃において）

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.6.4.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，想定される重大事故等時に重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に

関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）からの給電により残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）からの給電により起動する残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設

備（ガスタービン発電機）の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）については，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に

悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプついては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内），残

留熱除去系熱交換器については，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）に

設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.6-9に示す設計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.6-27 

表 3.6-9 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積

雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は中央制御室にて遠隔操作可

能な設計である。残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の系統構成及び運転

に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作場所の放射線量が高くな

るおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）については，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）については，テストラインにより系統

の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認が可能な設計である。 

残留熱除去系ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試験

が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査を実施可能な設

計である。 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に開放検査及び外観検査を実施可

能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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添 3.6-28 

3.6.4.2 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード） 

3.6.4.2.1 設備概要 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，2 ループから構成され，

熱交換器 2基，電動機駆動ポンプ 2台，配管，弁類及び計装設備からなり，原子炉隔

離時に主蒸気逃がし安全弁からサプレッションチェンバ内のプール水に移行した崩

壊熱及び残留熱を除去するためのものである。 

崩壊熱及び残留熱は，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によっ

て冷却される。 

 

本系統の系統概要図を図 3.6-4に，重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表

3.6-10に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を

期待するため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）からの給電に加えて，常設代替交流電源設備（ガスタービン

発電機）からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

また，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，原子炉補機代替冷

却水系によりサプレッションチェンバ内のプール水の冷却が可能な設計とする。 
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添 3.6-29 

 

図 3.6-4 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）系統概要図
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添 3.6-30 

表 3.6-10 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）に関する重大事故等 

対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
残留熱除去系ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源*1 サプレッションチェンバ【常設】 

流路 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備*2 
非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機【常設】 

計装設備*3 

残留熱除去系ポンプ出口流量【常設】 

サプレッションプール水温度【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」に示す。 

*3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ 

るために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

3.6.4.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

定格容量     ： 1,160m3/h/個 

定格揚程     ： 105m 

個数       ： 2（サプレッションプール水冷却モードとして使用  

する場合） 

取付箇所     ： 原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

個数       ： 2 

伝熱容量     ： 8.80MW/個（海水温度 26℃において） 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.6-31 

3.6.4.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，想定される重大事故等時

に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計

を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）からの給電により残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）を復旧させる場合については，残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）は，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電により起動する残留熱除去系（サ

プレッションプール水冷却モード）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）の多様性，位置的分散については，「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，他の

施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は，二以上の発電用原子炉施

設において共用しない設計である。 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプついては，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内），残

留熱除去系熱交換器については，原子炉建屋     （原子炉建屋原子炉棟内）に

設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.6-11に示す設計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.6-32 

表 3.6-11 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計である（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積

雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計である。 

 

また，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は中央制御室にて遠隔

操作可能な設計である。残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の系統

構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作場所の放射

線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計である。

また，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）については，テストライ

ンにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。 

残留熱除去系ポンプは，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試験

及び漏えいの有無の確認が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び

外観検査を実施可能な設計である。 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に開放検査及び外観検査を実施可

能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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添 3.7-1 

３．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場

合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれが

あるものに限る。）には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止機能（炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するた

めに必要な機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

（解釈） 

第５０条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び限

界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原子炉

格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場

合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれが

あるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するもので

あること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられてい

ること。 
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添 3.7-2 

 

 

  

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えばSGTS）や他号

機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がない

場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格

納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作が

できること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし

装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされて

いること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、

格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定さ

れたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたものではなく、

例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用する場合又はラプチャーディ

スクを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けな

い場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の

放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り独

立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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添 3.7-3 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第 50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損

を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させるための設備として，代替循環冷却系を設置する。また，

原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な設備として，原子炉格納

容器フィルタベント系を設置する。 

 

(1) 代替循環冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1項 a）） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止する

ため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるため，重大事故等対処設備として代替循環冷却系を設ける。 

代替循環冷却系は，サプレッションチェンバを水源として，代替循環冷却ポン

プによる原子炉圧力容器への注水又は原子炉格納容器内へスプレイするととも

に，原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）を用いて除熱することで，発電用原子炉の循環冷却が可能な設計とする。 

 

(2) 原子炉格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第 3 項 a），

b)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧破損を防止

するため，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための重大事故等対処設備

として，原子炉格納容器フィルタベント系を設ける。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを，原子

炉格納容器調気系の配管を経由して，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ

装置を通して大気へ逃がすことにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させることが可能な設計とする。原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置

はベンチュリスクラバ，金属繊維フィルタ，放射性よう素フィルタ等で構成し，

排気中に含まれる放射性物質を低減することが可能な設計とする。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系は，重大事故緩和設備として整備し，以下の

とおり設置許可規準規則解釈の第 3項 b)に対する要求事項を満たすものとする。 

 

（ⅰ)原子炉格納容器フィルタベント系は，排気中に含まれる放射性物質を低減

するため，フィルタ装置を設置する設計とする。 

フィルタ装置にて，排気中に含まれる粒子状放射性物質に対して 99.9%以上，

無機よう素に対して 99.8%以上，有機よう素に対して 98%以上を除去可能な設

計とする。 
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（ⅱ)ベント時に系統内を通過する可燃性ガスの爆発防止等の対策として，系統

待機時は系統内を窒素で不活性化する設計とする。使用後には，ベントガス

に含まれる可燃性ガス及びフィルタ装置で捕集した放射性物質による水の放

射線分解によって発生する可燃性ガスが系統内に滞留し，可燃限界に至るこ

とを防止するため，可搬型窒素ガス供給装置により窒素を供給することで，

系統内の掃気及び不活性化を行う設計とする。 

また，フィルタ装置から放出口へ至る配管は，放出口のある原子炉建屋屋

上に向かって連続上り勾配とし，ベント時の可燃性ガスの滞留を防止する設

計とする。系統内で可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所については，可

燃性ガスを連続して排出するバイパスラインを設置し，可燃性ガスが局所的

に滞留しない設計とする。 

 

（ⅲ)原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に流路となる原子炉格納容

器調気系及び原子炉格納容器フィルタベント系の配管等は，他号炉と共用し

ない。また，原子炉格納容器フィルタベント系と他系統を隔離する弁は，直

列に 2 弁設置することで，原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統及び

機器を確実に隔離することにより，悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

（ⅳ)重大事故等対策の有効性評価において，原子炉格納容器フィルタベント系

を使用しても原子炉格納容器が負圧にならないことを確認している。また，

原子炉格納容器スプレイを行う場合においても，原子炉格納容器内圧力を確

認し，規定の圧力まで減圧した場合は原子炉格納容器スプレイを停止する運

用とする。 

 

（ⅴ)原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な電気作動の

隔離弁は，全交流動力電源喪失した場合でも，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備より受電により中央制御

室での操作が可能な設計とする。また，隔離弁の設置場所と異なる原子炉建

屋内の原子炉棟外からも操作が可能となるように遠隔手動弁操作設備を設け，

人力により確実に操作可能な設計とする。 

 

（ⅵ)原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁は，

重大事故等時の作業員の放射線防護を考慮し，隔離弁の設置場所と異なる原

子炉建屋内の原子炉棟外からも操作が可能となるように遠隔手動弁操作設備

を設け，人力により確実に操作可能な設計とする。また，必要に応じて遮蔽

材を設置することで，作業員の放射線防護を考慮した設計とする。 

 

（ⅶ)ベント時に系統内を通過する可燃性ガスによる爆発を防止するため，系統
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待機時は系統内を窒素で不活性化する。このため，フィルタ装置から放出口

へ至る配管上には，窒素封入時に大気と隔離するため，原子炉格納容器から

の排気圧力（427kPa[gage]）と比較して十分低い差圧 100kPa にて開放する圧

力開放板を設ける設計とし，原子炉格納容器フィルタベント系の使用の妨げ

にならない設計とする。 

 

（ⅷ)原子炉格納容器フィルタベント系と原子炉格納容器との接続位置は，サプ

レッションチェンバ及びドライウェルに設けるものとし，いずれの経路から

もベント操作を実施可能な設計とする。 

サプレッションチェンバ側からの原子炉格納容器ベントでは，サプレッシ

ョンチェンバ水面からの高さを確保すること，また，ドライウェル側からの

原子炉格納容器ベントでは，有効燃料棒上端高さよりも高い接続位置とする

ことにより，長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

 

（ⅸ)フィルタ装置は，原子炉建屋原子炉棟内に設置することにより，使用後に

高線量となるフィルタ装置等から作業員が受ける被ばくを低減できる設計と

する。また，フィルタ装置に接続する配管等は，原子炉建屋原子炉棟内に設

置するが，重大事故等時のアクセスルートや作業エリアの放射線量率に影響

する箇所については，必要に応じて遮蔽体を設置することにより，原子炉建

屋内での作業における被ばく低減を行うこととしている。 

 

(3) 原子炉格納容器フィルタベント系と代替循環冷却系の多様性及び可能な限り

の独立性，位置的分散の確保（設置許可基準規則解釈の第 4項） 

原子炉格納容器フィルタベント系及び代替循環冷却系は，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な電気作動の隔

離弁は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直

流電源設備からの給電により中央制御室から操作が可能であり，さらに，人力に

より確実に操作可能な設計とすることで，常設代替交流電源設備からの給電が可

能な代替循環冷却系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管す

ることで，原子炉建屋内の原子炉格納容器フィルタベント系と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の接続口は，共通要因によって接続できなくなること

を防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧
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力開放板は原子炉建屋原子炉棟内に設置し，代替循環冷却ポンプは原子炉建屋内

の原子炉棟外に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系と代替循環冷却系は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，代替循環冷却系

と原子炉格納容器フィルタベント系は，互いに重大事故等対処設備として，可能

な限りの独立性を有する設計とする。 

なお，多様性及び可能な限りの独立性，位置的分散については，3.7.2.3 項に

詳細を示す。 

 

(4) 自主対策設備の整備（原子炉格納容器フィルタベント系の排気中に含まれる放

射性物質を低減するための設備） 

原子炉格納容器フィルタベント系の排気中に含まれる放射性物質を低減する

ための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

（ⅰ）原子炉格納容器 pH調整系の設置 

設置許可基準規則解釈第 3 項 b)ⅰ)に関連する自主対策設備として，原子炉

格納容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化すること

を防止し，サプレッションチェンバのプール水中によう素を保持することでよ

う素の放出量を低減するために，原子炉格納容器 pH調整設備を設ける。 

本系統は，原子炉格納容器pH調整系ポンプにより，原子炉格納容器pH調整系

貯蔵タンク内の水酸化ナトリウム水溶液を原子炉格納容器pH調整系配管から

原子炉格納容器内に注入可能な設計とする。 

 

（ⅱ）原子炉格納容器フィルタベント系薬液補給装置の設置 

設置許可基準規則解釈第 3 項 b)ⅰ)に関連する自主対策設備として，原子炉

格納容器フィルタベント系を使用する際，フィルタ装置内のスクラバ溶液が酸

性化することを防止し，フィルタ装置のスクラバ溶液中によう素を保持するこ

とでよう素の放出量を低減するために，原子炉格納容器フィルタベント系薬液

補給装置を設ける。なお，スクラバ溶液は待機時に十分な量の薬液を保有する

ことにより，ベントを実施した場合でもアルカリ性を維持可能な設計としてい

る。 

本系統は，可搬の薬液補給装置により，        及び 

を原子炉格納容器フィルタベント系配管からフィルタ装置に注入可能

な設計とする。 

また，本設備は，事故後 8日目以降に使用するものである。 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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3.7.2 重大事故等対処設備 

3.7.2.1 代替循環冷却系 

3.7.2.1.1 設備概要 

代替循環冷却系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることを

目的として設置する。 

代替循環冷却系は，サプレッションチェンバのプール水を代替循環冷却ポンプに

より原子炉圧力容器への注水又は原子炉格納容器内へスプレイするとともに，原子

炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用い

て除熱することで，発電用原子炉の循環冷却を行うことが可能な設計とする。 

代替循環冷却系は，代替循環冷却ポンプ，残留熱除去系熱交換器，電源設備（常

設代替交流電源設備），計装設備及び水源であるサプレッションチェンバ，流路で

ある残留熱除去系の配管，弁及びストレーナ並びにスプレイ管，注水先である原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器から構成される。 

サプレッションチェンバのプール水は，残留熱除去系の配管を経由し，代替循環

冷却ポンプに供給される。代替循環冷却ポンプにより昇圧された系統水は，残留熱

除去系の配管及び残留熱除去系熱交換器を経由し原子炉圧力容器への注水又は原

子炉格納容器内へスプレイが可能な設計とする。 

原子炉圧力容器に注水された系統水は，原子炉圧力容器や原子炉格納容器内配管

の破断口等から流出し，ベント管からサプレッションチェンバに戻ることにより，

循環冷却ラインを形成する。また，原子炉格納容器内へスプレイされた系統水も同

様に，ベント管からサプレッションチェンバに戻ることにより，循環冷却ラインを

形成する。 

本系統は，全交流動力電源が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備から受電

することが可能な設計とする。 

本系統はサプレッションチェンバを水源として，原子炉圧力容器への注水又は原

子炉格納容器内へのスプレイに使用する系統であるが，重大事故等時におけるサプ

レッションチェンバの水温は100℃を超える状況が想定され，高温水を用いて原子

炉圧力容器への注水又は原子炉格納容器内へのスプレイを行った場合，原子炉格納

容器に対して更なる過圧の要因となり得る。このため，代替循環冷却系を使用する

場合は，原子炉補機代替冷却水系からの冷却水の供給により，残留熱除去系熱交換

器を介した冷却機能を確保する。 

なお，代替循環冷却系の機能を確保する際に使用する系統からの放射性物質の放

出を防止するため，代替循環冷却系による循環ラインは閉ループにて構成する。 

代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニット，大容

量送水ポンプ（タイプⅠ），電源設備である常設代替交流電源設備，計装設備，燃

料補給設備である軽油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク，タンクローリ，

流路であるホース，除熱用ヘッダ，原子炉補機冷却水系の配管，弁，サージタンク

481



添 3.7-8 

及び残留熱除去系熱交換器等から構成される。 

熱交換器ユニットは，海水を冷却源とした熱交換器，淡水ポンプ等で構成され，

移動可能とするために熱交換器，淡水ポンプ等は車両に搭載する設計とする。また，

熱交換器ユニット内に海水ストレーナを設置し，熱交換器への異物混入による性能

低下を防止する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，海を水源とし，熱交換器ユニットの熱交換器

に送水し，熱交換後の海水を海へ排水することにより，最終的な熱の逃がし場であ

る海へ輸送可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の淡水側は，熱交換器ユニットの淡水側と接続口をホー

スにより接続し，海水側は，熱交換器ユニットの海水側と大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）をホースにより接続することで流路を構成可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニットの熱交換器で除熱した淡水を，熱

交換器ユニットの淡水ポンプによりホース及び接続口を経由して原子炉補機冷却

水系に送水し，残留熱除去系熱交換器で熱交換した淡水は，接続口及びホースを経

由して熱交換器ユニットに戻る循環ラインを形成する設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼル

エンジンにより駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガ

スタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び設置場所での弁操作により系統構成

を行った後，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）に付属する操作

スイッチにより，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し運

転を行う。 

原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替交流電源設

備であるガスタービン発電機から受電可能な設計とする。 

ガスタービン発電機の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽油タ

ンクよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計とする。 

熱交換器ユニットを使用する際に接続する接続口は，共通の要因によって接続す

ることができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建屋の複数箇所

に設置する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注

水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子

炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」

の各系統への注水設備及び水の供給設備並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を

海へ輸送する設備として使用する設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図3.7-1及び図3.7-2，本系統に関する重大事故対処

設備一覧を表3.7-1 に示す。 
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第 3.7-1図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（代替循環冷却系による原子炉注水） 
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第 3.7-2図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（代替循環冷却系による原子炉格納容器スプレイ） 
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表 3.7-1 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 

代替循環冷却ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源*1 サプレッションチェンバ【常設】 

流路 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却水系 配管・弁・サージタンク【常設】 

ホース，除熱用ヘッダ，接続口【可搬】 

スプレイ管【常設】 

非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水路【常設】 

 海水ポンプ室【常設】 

注水先 
原子炉圧力容器【常設】 

原子炉格納容器【常設】 

電源設備*2 

（燃料補給設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

ガスタービン発電機接続盤【常設】 

緊急用高圧母線 2F 系【常設】 

緊急用高圧母線 2G 系【常設】 

緊急用動力変圧器 2G系【常設】 

緊急用低圧母線 2G 系【常設】 

緊急用交流電源切替盤 2G系【常設】 

緊急用交流電源切替盤 2C系【常設】 

非常用高圧母線 2C 系【常設】 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

 ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 
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計装設備*3 

代替循環冷却ポンプ出口流量【常設】 

サプレッションプール水温度【常設】 

原子炉格納容器下部水位【常設】 

ドライウェル水位【常設】 

ドライウェル温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

圧力抑制室圧力【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

*3：計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 代替循環冷却ポンプ 

種類      ：うず巻形 

容量      ：150m3/h/台 

全揚程     ：80m 

最高使用圧力  ：3.73MPa[gage] 

最高使用温度  ：186℃ 

個数      ：1 

取付箇所    ：原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外） 

原動機出力   ：90kW 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

容量      ：約8.8MW 

伝熱面積    ：約   m2 

個数      ：1 

 

(3) 熱交換器ユニット 

容量      ：20.0 MW/個（海水温度26℃において） 

最高使用圧力  ：淡水側1.18 MPa[gage]／海水側1.20 MPa [gage] 

最高使用温度  ：淡水側70 ℃／海水側50 ℃ 

個数      ：3（うち予備1） 

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。 
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設置場所    ：屋外（原子炉建屋付近） 

保管場所      ：屋外（第1保管エリア,第3保管エリア及び第4保管エリア） 

 

（熱交換器） 

伝熱面積    ：    m2/式 

個数      ：1式 

 

（淡水ポンプ） 

種類      ：うず巻形 

容量      ：730 m3/h/個 

揚程      ：70 m 

最高使用圧力  ：1.18 MPa [gage] 

最高使用温度  ：70 ℃ 

原動機出力   ：    kW 

個数      ：1 

 

(4) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，

取水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エ

リア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：    kW 
 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。 

 

3.7.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合状況 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却ポンプは，原子炉建屋内の原子炉棟外に設置する設備であり，

代替循環冷却系で使用する残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に

設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋内

の原子炉棟外，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その

機能を有効に発揮することができるよう，表 3.7-2に示す設計とする。 

代替循環冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御

室の操作スイッチから遠隔操作可能な設計とする。 

代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニットは，

屋外の第 1保管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エリアに保管し，重大事

故等時は，原子炉建屋付近の屋外に設置する設備であることから，想定される

重大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，表 3.7-3に示す設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外

の第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エリアに保

管し，重大事故等時は，屋外の取水口又は海水ポンプ室に設置する設備である
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ことから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考

慮し，その機能が有効に発揮することができるよう，表 3.7-3に示す設計とす

る。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッ

チにより，想定される重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計と

する。 

また，代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線量低減のため，フラ

ッシングが可能な設計とする。 

（50-4，50-5，50-8，50-9） 

 

表 3.7-2 想定する環境条件及び荷重条件 

（代替循環冷却ポンプ，残留熱除去系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外，原子炉建屋原子炉棟内で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候に影響 原子炉建屋内の原子炉棟外，原子炉建屋原子炉棟内に設置す

るため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする。（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 原子炉建屋内の原子炉棟外，原子炉建屋原子炉棟内に設置す

るため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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表 3.7-3 想定する環境条件及び荷重条件 

（熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

常時海水を通水する機器については海水の影響を考慮した

設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪留め等により固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損

傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 (2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査」に示す。 

 

代替循環冷却ポンプの起動および系統構成に必要な弁操作は，中央制御室の

操作スイッチにより操作が可能な設計とする。中央制御室の制御盤の操作器，

表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，十分な

操作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，原子炉建屋付近ま

で屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計とするとともに，

設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，海水

ポンプ室又は取水口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両

設計とするとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッ

チから起動する設計とする。熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）の操作は，操作者の操作性，監視性及び識別性を考慮し，また，十分な操

作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 
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原子炉補機代替冷却水系に使用するホースの接続作業は，特殊な工具及び技

量を必要としない，簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用

することにより，確実に接続が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な弁のうち，原子炉建屋原子炉棟内に

設置する RCW代替冷却水不要負荷分離弁(A)，RCW代替冷却水 FPC負荷分離弁(A) 

及び RHR熱交換器(A)冷却水出口弁は，いずれも中央制御室の操作スイッチによ

る遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とする。中央制御室の制御盤の操

作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・識別性を考慮し，また，

十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な弁のうち，原子炉建屋内の原

子炉棟外に設置する RCWポンプ(A)吸込弁， RCWポンプ(C)吸込弁， RCW代替冷

却水 RHR負荷供給側連絡弁(A)， RCW 代替冷却水 RHR負荷戻り側連絡弁(A)及び

屋外の熱交換器ユニットに設置する淡水ポンプ出口弁は，設置場所での操作が

可能な設計とし,十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とす

る。 

また，代替循環冷却系運転中に残留熱除去系ストレーナが閉塞した状況を想

定し，残留熱除去系ストレーナを逆洗操作することが可能な設計とする。具体

的な操作としては，残留熱除去系に大容量送水ポンプ（タイプⅠまたはタイプ

Ⅱ）から外部水源を供給することにより，逆洗操作を実施する。 

表3.7-4に操作対象機器の操作場所を示す。 

（50-4，50-5，50-8）  
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表 3.7-4 操作対象機器 
機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 

代替循環冷却ポンプ 起動・停止 
原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 
中央制御室 スイッチ操作 

RHRポンプ（A）S/C吸込弁 全閉→全開 
原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

代替循環冷却ポンプ吸込弁 全閉→全開 
原子炉建屋    （原子

炉建屋内原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

代替循環冷却ポンプ流量調整

弁 
全閉→調整開 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

RHR熱交換器（A）バイパス弁 全開→調整開 
原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

RHR A系 LPCI注入隔離弁 全閉→全開 
原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

RHR A系格納容器スプレイ流

量調整弁 
全閉→調整開 

原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

RHR A系格納容器スプレイ隔

離弁 
全閉→全開 

原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

熱交換器ユニット 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作 

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作 

淡水ポンプ出口弁 全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 

RCWポンプ(A)吸込弁 全開→全閉 
原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

RCWポンプ(C)吸込弁 全開→全閉 
原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

RCW代替冷却水不要負荷分離弁

（A） 
全開→全閉 

原子炉建屋     （原

子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

RCW代替冷却水 FPC負荷分離弁

（A） 
全開→全閉 

原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

RCW代替冷却水 RHR負荷供給側

連絡弁（A） 
全閉→全開 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

RCW代替冷却水 RHR負荷戻り側

連絡弁（A） 
全閉→全開 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原子

炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

RHR熱交換器(A)冷却水出口弁 全閉→調整開 
原子炉建屋    （原子

炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替循環冷却系及び残留熱除去系熱交換器は，表 3.7-5 及び表 3.7-6 に示す

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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ように発電用原子炉の運転中に機能・性能試験，弁動作試験が可能な設計とす

る。また，発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，弁動作試験と分解検査，

開放検査，外観検査が可能な設計とする。 

代替循環冷却ポンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外

して，ポンプ部品（軸，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計と

する。 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に鏡板を取り外して，熱交

換器部品（伝熱管等）の状態を確認する開放検査が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，サプレッションチェンバを水源

とし，代替循環冷却ポンプを起動させサプレッションチェンバへ送水する試験

を行うテストラインを設けることで，機能・性能試験及び漏えいの有無の確認

が可能な系統設計とする。なお，RHR A 系 LPCI注入隔離弁，RHR A系 LPCI注入

試験可能逆止弁，RHR A系格納容器スプレイ流量調整弁及び RHR A系格納容器ス

プレイ隔離弁については，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停

止中に弁開閉試験を実施することで機能・性能が確認可能な設計とする。 

（50-6） 

表 3.7-5 代替循環冷却系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ各部の状態を目視等で確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

 

表 3.7-6 残留熱除去系熱交換器の試験及び検査 

発電用原子炉の

状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 漏えい有無の確認 

停止中 

漏えい試験 漏えい有無の確認 

開放検査 
熱交換器部品の表面状態を，目視等で

確認 

外観検査 熱交換器外観の確認 

 

原子炉補機代替冷却水系は，表 3.7-7 に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解検査及び外観検査が可能な設計

とする。 
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原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に運転性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無を確認可能な

設計とするとともに，淡水ポンプ及び熱交換器等を分解し，内部構成部品の状

態を目視等で確認することが可能な設計とする。また，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）

を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運転性能（吐出圧力，流

量）及び漏えいの有無を確認可能な設計とする。また，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用するホース及び除熱用ヘッダは，発電用原子

炉の運転中又は停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，腐食

等の有無を目視で確認することが可能な設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却水系の弁は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，

弁の動作試験を実施することで機能・性能の確認が可能な設計とする。 

（50-6） 

 

表 3.7-7 原子炉補機代替冷却水系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能の確認，漏えいの有無の確認，

車両運転状態の確認 

弁動作試験 弁の開閉動作の確認 

分解検査 
熱交換器ユニットの淡水ポンプ，熱交換

器等を分解し，各部を目視等で確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあ

っては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替循環冷却系は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，代替循環冷却系は，通常時に使用する残留熱除去系から重大事故等時
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に対処するために系統構成を切り替える必要がある。切り替え操作として代替

循環冷却ポンプ吸込弁の全開操作を実施し，代替循環冷却ポンプ流量調整弁の

開操作を行う。 

これらの弁については，中央制御室での操作スイッチによる操作により容易

に操作可能な設計とすることで，図 3.7-3 で示すタイムチャートのとおり速や

かに切り替えることが可能である。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，原子炉補機代替冷却水系は，通常時に使用する系統である原子炉補機

冷却水系から重大事故等時に対処するために系統を切り替える必要がある。原

子炉補機代替冷却水系 A 系への切り替え操作として，熱交換器ユニット及び大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置，起動操作， RCW 代替冷却水不要負

荷分離弁(A)，RCW 代替冷却水 FPC負荷分離弁(A)，RCWポンプ吸込弁(A)及び RCW

ポンプ吸込弁(C)の全閉操作，RHR熱交換器(A)冷却水出口弁及び淡水ポンプ出口

弁の調整開操作を行う。 

これらの弁については，中央制御室での操作スイッチによる操作及び設置場

所での手動操作により容易に操作可能な設計とすることで，図 3.7-4 で示すタ

イムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（50-5） 
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図 3.7-3 代替循環冷却系のタイムチャート* 

 

図 3.7-4 原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 タイムチャート 

（A系接続）（海水ポンプ室から海水を取水する場合）* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.7 で示すタイムチャート（原子炉補機代替冷却系については 1.5で示

すタイムチャートを示す） 

 

 

 

手順の項目

 電源確認
※1

 系統構成
※2

ポンプ起動
※2

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間）

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

代替循環冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱
中央制御室運転員A 1

要員（数） 
20分　代替循環冷却系運転開始

備考

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2

送水状況監視

系統構成
※3

扉開放（熱交換器ユニット接続口（建屋内）を使用する場合のみ）※4

水張り※3

保管場所への移動
※5※6

防潮壁扉の開放※7

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動・設置※8

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動
※9

   送水準備，送水（熱交換器ユニット（海水側）水張り，系統確認）
※9

保管場所への移動
※5※6

熱交換器ユニットの移動
※10

ホースの敷設，接続※11

　　送水準備，送水（熱交換器ユニット水張り，系統確認）※12

熱交換器ユニットの起動※12

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア，熱交換器ユニットの保管場所は第1保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア

※6：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※7：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

※9：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：熱交換器ユニットの移動距離として，第1保管エリアから原子炉建屋近傍までを想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※11：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※12：熱交換器ユニットの設計を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

11

経過時間（時間）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

要員（数）

重大事故等対応要員D～F 3

現場運転員B，C 2

重大事故等対応要員A～C 3

原子炉補機代替冷却水系A系

による補機冷却水確保

（海水ポンプ室から海水を

取水する場合）

中央制御室運転員A 1

※8：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動距離として，第1保管エリアから取水口までを想定した移動時間と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

備考

原子炉補機代替冷却水系による

補機冷却水確保
7時間35分
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系は，通常時は残留熱除去系と隔離する系統構成としており，

残留熱除去系へ悪影響を及ぼさない設計とする。取合い系統との隔離弁を表

3.7-8に示す。 

代替循環冷却系を用いる場合は，弁操作により重大事故等対処設備としての

系統構成をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，サプレッションチェンバのプール水に含まれる放射性物質の系外放出

を防止するため，代替循環冷却系は閉ループにて構成する設計とする。 

代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，通常時に接続先の系統と分離することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，取合い系統である原子炉補機冷却水系と隔離可

能な弁を設置することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。取合い

系統との隔離弁を表 3.7-8に示す。 

また，原子炉補機代替冷却水系を用いる場合は，弁操作によって，重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において

転倒しないことを確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物とな

って他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，重大事故等

時において，代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱と燃料プー

ル冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱を同時に使用するため，各系統の

必要な除熱量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

（50-4，50-5，50-6） 

表 3.7-8 代替循環冷却系の通常時における他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

残留熱除去系 
代替循環冷却ポンプ吸込弁 電気作動 通常時閉 

代替循環冷却ポンプ流量調整弁 電気作動 通常時閉 

原子炉補機冷

却水系 

RCW 代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁（A） 手動弁 通常時閉 

RCW 代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁（A） 手動弁 通常時閉 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及

び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替循環冷却系の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表 3.7-4 に示

す。これらの設備は全て操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ない中央制

御室で操作可能な設計とする。 

また，代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な機

器の設置場所及び操作場所を表 3.7-4 に示す。このうち，屋外で操作する熱交

換器ユニット，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)及びホースは屋外にあり，設置場

所及び操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。

また，中央制御室及び原子炉建屋内の原子炉棟外にて操作を行う機器は，操作

場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

代替循環冷却系の運転開始後において系統の配管周辺が高線量になる範囲を

最小限にするため，主ラインからの分岐部については，可能な限り主ラインか

ら最も近い弁（第一止め弁）で閉止する運用とする。 

また，代替循環冷却系が機能喪失した場合に必要な操作及び監視，代替循環

冷却系の運転と同時に必要な操作，代替循環冷却系運転時に必要な復旧作業（残

留熱除去系の復旧作業）において，放射線によるアクセス性への影響を低減す

るため，高線量が想定される箇所については遮蔽体を配備する等の適切な放射

線防護対策を行う。 

なお，代替循環冷却系運転後長期における系統廻りの線量低減対策として，

系統水を入れ替えるためにフラッシング可能な設計としている。具体的な操作

としては，残留熱除去系に大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から外部水源を供給

することにより，系統のフラッシングを実施する。 

（50-4，50-8） 

 

3.7.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43条第 2項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するとともに，原子炉

格納容器の除熱をする設計とする。 

代替循環冷却ポンプの容量は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

代替循環冷却系の流量としては，炉心損傷後の原子炉格納容器破損防止の評

価事故シーケンスのうち，「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用する場合」に係る有効性評価解析において有

効性が確認されている原子炉圧力容器への注水流量 150m3/h 又は，「高圧溶融物

放出／格納容器雰囲気直接加熱」に係る有効性評価解析において有効性が確認

されている原子炉格納容器へのスプレイ流量 150m3/hとする。 

代替循環冷却ポンプは，水源と移送先の圧力差及び静水頭並びに機器，配管

及び弁類の圧力損失を考慮し，代替循環冷却ポンプ 1台運転で注水流量 150m3/h

達成可能な設計とする。 

代替循環冷却系で使用する残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備

の残留熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕

様で設計する。 

残留熱除去系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備として使用する場合に

おける熱交換量がサプレッションチェンバのプール水温約 150℃の場合におい

て約 14.7MW であるが，重大事故等対処設備として想定する条件での必要伝熱面

積に対して，設計基準事故対処設備として想定する条件での必要伝熱面積が大

きいことから，設計基準事故対処設備としての海水温度 26℃，サプレッション

チェンバのプール水温 52℃の場合の熱交換量約 8.8MW とする。 

（50-7） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系は重大事故緩和設備であり，代替する設計基準事故対処設備

はないものと整理するが，原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的である原

子炉格納容器フィルタベント系に対して，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を用いることで

多様性を有する設計とする。また，非常用交流電源設備に対して多様性を有す

る常設代替交流電源設備からの給電により駆動可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側

圧力開放板は原子炉建屋原子炉棟内に設置し，代替循環冷却ポンプは原子炉建

屋内の原子炉棟外に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原

子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力

開放板とは異なる区画の原子炉建屋原子炉棟内に設置することで共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

代替循環冷却ポンプは，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプと

共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図

る設計とする。また，それぞれ異なる電源から供給することで多様性を有した

設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の常設設備である熱交換器ユニット接続口から原

子炉補機冷却系に繋がるまでの弁及び配管は，設計基準事故対処設備である原

子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能が損なわれないよう，可搬型重

大事故等設備として熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）

を設置する。「(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七）」の適合性で示す。 

（50-2，50-4，50-5） 
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3.7.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事故等時において，原子炉格納

容器の破損を防止するとともに，原子炉格納容器の除熱をするために必要な熱

交換器の容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，原子炉格納容器の破損を防止するために必要な熱交換量及びポンプ流

量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニット 1台及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）1台を 1式として使用し，代替循環冷却系の運転を行う場合に除熱効果

が確認されている容量である 14.7 MW 以上を除熱可能な設計とする。 

なお，熱交換器ユニットの熱交換量は 20.0 MW，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の流量 1200m3/h として設計することで，有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取

水機能が喪失した場合）」シナリオにおいて原子炉補機代替冷却水系を用いた残

留熱除去系の運転を行う場合又は有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用する場合）」若しくは「高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」において原子炉補機代替冷却水系を

用いた代替循環冷却系の運転を行う場合において，同時に重大事故等時におけ

る燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱を行った場合に必要な

容量を確保可能な設計とする。 

 

熱交換器ユニットは，1台で使用することから，保有数は 2 セットで 2台，故

障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1 台の合

計 3台を確保する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸

送する設備として 1 台，また，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの

補給」の各系統への注水設備及び水の供給設備との同時使用時にはさらに 1 台

使用することから，1セット 2台使用する。保有数は 2セットで 4台，故障時の
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バックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1 台の合計 5 台

を確保する。 

（50-7） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するもの

にあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以

上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接続部の

規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットと接続口の接続は，ホ

ース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることに

より，確実に接続が可能な設計とする。 

熱交換器ユニットから除熱用ヘッダまでのホース及び接続部は，口径を 300A

に統一する設計とする。 

除熱用ヘッダから接続口までのホース及び接続部は，口径を 200Aに統一する

設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と熱交換

器ユニットとの接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式で

ある嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から熱交換器ユニットまでのホース及び接続

部は，口径を 300A に統一する設計とする。 

熱交換器ユニットから海までのホース及び接続部は，口径を 300Aに統一する

設計とする。 

（50-4，50-8） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設けるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する接続口は，重大事故等時の環境条件，自

然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防

止するため,位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

具体的には，原子炉補機冷却水系 A 系に接続する接続口を原子炉建屋   に

１箇所及び原子炉建屋内の原子炉棟外に１箇所設置し，位置的分散を図る設計

とする。 

（50-8） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を

設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が

高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等時におけ

る放射線を考慮しても，設置及び接続口への接続作業が可能であると想定して

いる。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔距離を

とり放射線量が低い場所に設置すること等により，設備の設置及び常設設備と

の接続を可能とする。なお，設置場所での接続作業は，簡便な接続方式である

嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

（50-4，50-8） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮し，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器並び

に常設重大事故等対処設備である原子炉格納容器フィルタベント系と位置的分

散を図り，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

（50-9） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備

を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，通常時は第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア

及び第 4 保管エリアに分散して保管し，想定される重大事故等時においても，

保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきた

すことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（50-10） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたも

のであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，設置許可基準規則第 50条においては重大事故緩

和設備であるが，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，共

通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，表 3.7-9 に示す設計とすることにより，設計基準事故対処設備であ

る原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）及び常設重大事故等対

処設備である原子炉格納容器フィルタベント系に対して，多様性を有し，位置

的分散を図る設計とする。 

また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却

海水系を含む）及び原子炉補機代替冷却水系が海であることに対し，原子炉格

納容器フィルタベント系は大気とし，多様性を図る設計とする。 

（50-2，50-4，50-5，50-8，50-9） 
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表 3.7-9 多様性及び位置的分散 

  

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却水系 

（原子炉補機冷却海水系を含む） 

原子炉補機 

代替冷却水系 

原子炉格納容器 

フィルタベント系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水ポンプ 熱交換器ユニット 

- 
原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機冷却海水ポンプ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

- 
屋外 

（海水ポンプ室） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

熱交換器 

原子炉補機冷却水系熱交換器 熱交換器ユニット 

- 原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

最終 

ヒートシンク 
海 海 大気 

駆動電源 

（ポンプ（淡水）） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

不要 
原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

駆動電源 

（ポンプ（海水）） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

不要 

（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

不要 
原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.7.2.2原子炉格納容器フィルタベント系 

3.7.2.2.1 設備概要 

原子炉格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるとともに，原子炉格納容器内で発生

する可燃性ガスを環境へ放出することを目的として設置するものである。 

本系統は，フィルタ装置，フィルタ装置出口側圧力開放板，電源設備（所内常設

蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替

直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備），計装設備及び流路である原子炉格納

容器調気系，原子炉格納容器フィルタベント系及び遠隔手動弁操作設備，排出元で

ある原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）で構成する。 

本系統は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，排気圧力により，フィル

タ装置出口側圧力開放板が破裂することで，原子炉格納容器内の雰囲気ガスを，原

子炉格納容器調気系の配管を経由して，フィルタ装置を通して原子炉建屋屋上に設

ける放出口から大気へ逃がすことにより，排気中に含まれる放射性物質の環境への

放出を低減しつつ原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることが可能な設

計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器ベントは，フィルタ装置

による放射性物質の低減効果に加え，サプレッションチェンバのプール水における

スクラビング効果を期待し，サプレッションチェンバ側からの原子炉格納容器ベン

トを基本とする。万一，サプレッションチェンバからのベント開始を確認できない

場合は，ドライウェル側からの原子炉格納容器ベントを実施する。ドライウェル側

からの原子炉格納容器ベントを実施する場合には，サプレッションチェンバ内のガ

スは，真空破壊装置を経由してドライウェルへ排出される。 

本系統には，電気作動の隔離弁を設置し，原子炉格納容器からの排気は，この弁

を開操作することにより行う。隔離弁は，全交流動力電源喪失した場合でも，所内

常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備より

受電が可能であり，さらに，遠隔手動弁操作設備を設けることで放射線量率の低い

原子炉建屋の原子炉棟外から操作することができる。 

ベンチュリスクラバは，ベンチュリノズル，スクラバ溶液等で構成し，ベントガ

スに含まれる粒子状放射性物質及び無機よう素を捕集し，保持する。 

スクラバ溶液は高アルカリ性水溶液であり，ベンチュリスクラバで捕集した粒子

状放射性物質を保持するとともに，アルカリ性条件下で無機よう素の捕集と再揮発

防止を図る。スクラバ溶液は待機時に十分な量の薬剤を保有することにより，ベン

トを実施した際に原子炉格納容器から移行する酸の量を保守的に想定しても，アル

カリ性を維持することができる。また，ベント時に，フィルタ装置に捕集した放射

性物質の崩壊熱によりスクラバ溶液が減少した場合に，大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）により，フィルタ装置へ水補給が可能な設計とする。 

金属繊維フィルタは，粒子状放射性物質を捕集し，保持する。 
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放射性よう素フィルタには，吸着材（銀ゼオライト）を充填し，ベントガスを通

過させることにより，有機よう素及び無機よう素を捕集する。 

ベント時に系統内を通過する可燃性ガスの爆発防止等の対策として，系統待機時

は系統内を窒素で不活性化する設計とする。使用後には，ベントガスに含まれる可

燃性ガス及びフィルタ装置で捕集した放射性物質による水の放射線分解によって

発生する可燃性ガスが系統内に滞留し，可燃限界に至ることを防止するため，可搬

型窒素ガス供給装置により窒素を供給することで，系統内の掃気及び不活性化を行

う設計とする。 

また，フィルタ装置から放出口へ至る配管は，放出口のある原子炉建屋屋上に向

かって連続上り勾配とし，ベント時の可燃性ガスの滞留を防止する設計とする。系

統内で可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して

排出するバイパスラインを設置し，可燃性ガスが局所的に滞留しない設計とする。 

フィルタ装置は，原子炉建屋原子炉棟内に設置することにより，使用後に高線量

となるフィルタ装置等から作業員が受ける被ばくを低減できる設計とする。 

 

本系統の系統概要図を図 3.7-5に，重大事故等対処設備一覧を表 3.7-10に示す。 
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図 3.7-5 原子炉格納容器フィルタベント系系統概要図 
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表 3.7-10 原子炉格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 
フィルタ装置【常設】 

フィルタ装置出口側圧力開放板【常設】 

附属設備 

可搬型窒素ガス供給装置【可搬】 

遠隔手動弁操作設備【常設】 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

ホース延長回収車【可搬】 

排出元 原子炉格納容器（真空破壊装置を含む）【常設】 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 

原子炉格納容器調気系 配管，弁【常設】 

原子炉格納容器フィルタベント系 配管，弁【常設】 

ホース，窒素供給用ヘッダ，接続口【可搬】 

ホース・注水用ヘッダ・接続口【可搬】 

注水先 フィルタ装置【常設】 

電源設備*2 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池 2A【常設】 

125V充電器盤 2A【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備とし

て以下の設備を使用する。 

常設交流代替電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

電源車【可搬】 

125V代替充電器盤【常設】 

125V代替蓄電池【常設】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【常設】 

（次項へ続く） 
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設備区分 設備名 

計装設備*3 

フィルタ装置入口圧力（広帯域）【常設】 

フィルタ装置出口圧力（広帯域）【常設】 

フィルタ装置水位（広帯域）【常設】 

フィルタ装置水温度【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置出口水素濃度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

圧力抑制室圧力【常設】 

ドライウェル温度【常設】 

圧力抑制室内空気温度【常設】 

サプレッションプール水温度【常設】 

*1： 水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2： 単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*3： 主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態。 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

(1) 原子炉格納容器フィルタベント系の機器仕様 

a.フィルタ装置 

材料     ： スクラバ溶液： 

 

金属繊維フィルタ： 

放射性よう素フィルタ：銀ゼオライト 

除去効率   ： 99.9%（粒子状放射性物質に対して） 

99.8%（無機よう素に対して） 

98%（有機よう素に対して） 

最高使用圧力 ：  854kPa[gage] 

最高使用温度 ： 200℃ 

系統設計流量 ： 10.0kg/s（原子炉格納容器圧力 427kPa[gage]において） 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。 
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b.フィルタ装置出口側圧力開放板 

設定破裂圧力（差圧）： 約 100kPa 

個数        ： 1 

取付箇所      ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

3.7.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1 項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の

使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側

圧力開放板は，原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）に設置する設備

であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環

境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.7-11に示す設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系の操作は，中央制御室の操作スイッチから

遠隔操作可能な設計とする。また，電源喪失時においても，遠隔手動弁操作設

備を設けることで，原子炉建屋内の原子炉棟外から人力操作が可能な設計とす

る。 

（50-4,50-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.7-11 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候に影響 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。） 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系の操作に必要な弁は，いずれも中央制御室

からの遠隔操作が可能な設計とする。また，電源喪失時においては，原子炉建

屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作設備により人力で操作可能な設計とす

る。 

また，排気管に設置するフィルタ装置出口側圧力開放板は，原子炉格納容器

フィルタベント系の使用の妨げにならないよう原子炉格納容器からの排気圧

力と比較して十分低い圧力で開放する設計とすることで操作が不要な設計と

する。 

原子炉格納容器フィルタベント系使用時に，原子炉格納容器フィルタベント

系に接続される系統との隔離のための弁（ベント用 SGTS 側隔離弁，ベント用

HVAC側隔離弁，PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁）については，中央制御

室において閉操作又は閉確認をすることが可能な設計とする。なお，非常用ガ

ス処理系，原子炉建屋原子炉棟換気空調系及び耐圧強化ベント系には，原子炉

格納容器フィルタベント系との隔離を確実にするため，通常時閉の隔離弁を直
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列に 2弁設置する。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・

識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作できる

設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系の操作に必要な機器を表 3.7-12に示す。 

（50-4,50-5） 

 

表 3.7-12 原子炉格納容器フィルタベント系の操作対象設備リスト 

設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

フィルタ装置

(A) 
－ 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

－ －  

フィルタ装置

(B) 
－ 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

－ －  

フィルタ装置

(C) 
－ 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

－ －  

フィルタ装置 

出口側圧力開放

板 

閉止→破裂 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

－ －  

S/C ベント用出

口隔離弁 

全閉→全開 
原子炉建屋 

（ 原
子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 
サプレッシ
ョンチェン
バからのベ
ント時 

全閉→全開 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋内の
原子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動 
弁操作設備） 

D/W ベント用出

口隔離弁 

全閉→全開 
原子炉建屋 

（ 原
子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 
ドライウェ
ルからのベ
ント時 全閉→全開 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋内の
原子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動 
弁操作設備） 

FCVS ベントラ

イン隔離弁 A 

全閉→全開 
原子炉建屋 

（ 原
子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

どちらか 
一方を開 

全閉→全開 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋内の
原子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動 
弁操作設備） 

FCVS ベントラ

イン隔離弁 B 

全閉→全開 
原子炉建屋 

（ 原
子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 スイッチ操作 

全閉→全開 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋内の
原子炉棟外） 

人力操作 
（遠隔手動 
弁操作設備） 

（次項へ続く） 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

ベント用 HVAC
側隔離弁 

全閉確認 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作
※1 

 

ベント用 HVAC
側止め弁 

全閉確認 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作
※1 

 

ベント用 SGTS

側隔離弁 
全閉確認 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作
※1 

 

ベント用 SGTS

側止め弁 
全閉確認 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作
※1 

 

PCV 耐圧強化ベ

ント用連絡配管

隔離弁 

全閉確認 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作
※1 

 

PCV 耐圧強化ベ

ント用連絡配管

止め弁 

全閉確認 

原子炉建屋 
（ 原

子炉建屋原子
炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作
※1 

 

※１ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は，表 3.7-13 に示すよう

に，発電用原子炉の停止中に開放検査及び機能・性能試験が可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は，発電用原子炉の停止中

にマンホールを開放し，各部の目視点検が可能な設計とする。スクラバ溶液は，

サンプリングを行い，濃度確認及び pH 確認が可能な設計とする。また，銀ゼ

オライトについては，サンプリングを行い，吸着性能確認が可能な設計とする。 

フィルタ装置出口側圧力開放板は，ホルダーから取り外して，定期的に取替

えが可能な設計とする。 

また，原子炉格納容器フィルタベント系において，原子炉格納容器から放出

口までの主ラインを構成する電動弁については，表 3.7-13 に示すように発電

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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用原子炉の停止中に機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計とする。発電

用原子炉の運転中については，弁の開閉試験により系統内に封入されている窒

素が外部に排出されることを防止するため，開閉試験は実施しない。また，機

能性能試験として，原子炉格納容器フィルタベント系の主配管は漏えいの有無

の確認が可能な設計とする。 

（50-6） 

 

表 3.7-13 原子炉格納容器フィルタベント系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 

機能・性能試験 

スクラバ溶液濃度確認，pH確認 

銀ゼオライト吸着性能確認 

漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

開放検査 
各部の目視点検 

圧力開放板の取替 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側

圧力開放板は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器ベントを実施する

場合には，流路に接続される弁を開操作することにより，ベントガスをフィル

タ装置に導くことが可能である。 

これらの操作は，中央制御室の操作スイッチによる操作が可能な設計とし，

また，電源喪失時においては，原子炉建屋内の原子炉棟外から遠隔手動弁操作

設備により人力で操作可能な設計とする。 

これにより，図 3.7-6及び図 3.7-7 で示すタイムチャートのとおり，速やか

に切り替えることが可能である。 

（50-5） 
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図 3.7-6 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（サプレッションチェンバ側）のタイムチャート）* 

 

 

図 3.7-7 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（ドライウェル側） タイムチャート* 

*：「実用発電用原子炉にかかる発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止
に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合状況

について」の 1.7 に示すタイムチャート 

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2※3

移動・系統構成
※3※4

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室からの操作ができない場合，現場での操作を実施

※4：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3 備考

原子炉格納容器フィルタベ

ント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱（現場

操作含む）
（系統構成）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

15分 系統構成完了（中央制御室から操作の場合）

１時間15分 系統構成完了（現場から操作の場合）

手順の項目

ベント開始
※1※2

防護具装備※3

移動・ベント開始
※2※4

※1：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間
※2：中央制御室からの操作ができない場合，現場での操作を実施

※3：訓練実績に基づく装備時間に余裕を見込んだ時間
※4：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

備考

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3

原子炉格納容器フィルタベ

ント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱（現場

操作含む）
（S/Cベントの場合）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

５分 減圧及び除熱開始（中央制御室から操作の場合）５分 減圧及び除熱開始（中央制御室から操作の場合）

１時間55分 減圧及び除熱開始（現場から操作の場合）

手順の項目

電源確認
※1

系統構成
※2※3

移動・系統構成
※3※4

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室からの操作ができない場合，現場での操作を実施

※4：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3 備考

原子炉格納容器フィルタベ

ント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱（現場

操作含む）
（系統構成）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

15分 系統構成完了（中央制御室から操作の場合）

１時間15分 系統構成完了（現場から操作の場合）

手順の項目

ベント開始
※1※2

防護具装備※3

移動・ベント開始
※2※4

※1：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間
※2：中央制御室からの操作ができない場合，現場での操作を実施

※3：訓練実績に基づく装備時間に余裕を見込んだ時間
※4：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3 備考

原子炉格納容器フィルタベ

ント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱（現場

操作含む）
（D/Wベントの場合）

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

５分 減圧及び除熱開始（中央制御室から操作の場合）

１時間55分 減圧及び除熱開始（現場から操作の場合）
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系には，非常用ガス処理系，原子炉建屋原子

炉棟換気空調系及び耐圧強化ベント系が接続される。 

通常時に使用する系統としては，表 3.7-14 のとおり，原子炉格納容器調気

系があるが，FCVS ベントライン隔離弁を閉状態とすることでこれらの系統とは

隔離され，悪影響を防止する。 

一方で，重大事故等時において原子炉格納容器フィルタベント系を使用する

際に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，表 3.7-15 のとおりである。 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に，それぞれの系統と隔離す

る弁は直列に 2弁設置し，流路構成することにより，取合い系統に悪影響を及

ぼさない設計とする。これらのうち，原子炉格納容器フィルタベント系と非常

用ガス処理系及び原子炉格納容器調気系を隔離する弁は，通常時，閉，電源喪

失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作動弁である。また，原子炉格

納容器フィルタベント系と耐圧強化ベント系を隔離する弁は，通常時閉の電気

作動弁であり，電源喪失時にはアズイズとなるため，中央制御室での閉確認が

必要である。 

（50-4，50-5） 

 

表 3.7-14 原子炉格納容器フィルタベント系の取合い系統との隔離弁（通常時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

原子炉格納容器調気系 

FCVSベントライン隔離弁（A） 電気作動 通常時閉 

FCVSベントライン隔離弁（B） 電気作動 通常時閉 
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表 3.7-15 原子炉格納容器フィルタベント系の取合い系統との隔離弁（重大事故等時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

非常用ガス処理系 

ベント用 SGTS側隔離弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

ベント用 SGTS側止め弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉建屋原子炉棟 

換気空調系 

ベント用 HVAC側隔離弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

ベント用 HVAC側止め弁 空気作動 
通常時閉 

電源喪失時閉 

耐圧強化ベント系 
PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁※ 電気作動 通常時閉 

PCV耐圧強化ベント用連絡配管止め弁※ 電気作動 通常時閉 

※ 耐圧強化ベント使用時に切替え操作が必要（中央制御室若しくは現場にて容易に

切替え可能） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は，原子炉建屋原子炉棟内

に設置することにより，重大事故等対処設備の操作及び復旧作業に影響を及ぼ

さないものとする。 

また，原子炉格納容器フィルタベント系の操作に必要な機器の設置場所及び

操作場所を表 3.7-12 に示す。このうち，中央制御室で操作をする機器は，操

作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。また，電

源喪失時においては，操作場所を放射線量が高くなるおそれが少ない原子炉建

屋内の原子炉棟外としているため操作が可能である。 

（50-4） 
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3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系は，重大事故等時に原子炉格納容器内で発

生する蒸気量に対して，排出可能な蒸気量を大きくすることで，原子炉格納容

器を減圧するために十分な排出流量を有する設計とする。 

ベント時には，ベントガス中に含まれる水蒸気の凝縮，スクラバ溶液に捕集

された放射性物質による発熱等により，スクラバ溶液は増減するが，スクラバ

溶液の水位については，想定される重大事故シナリオにおいて，フィルタ装置

の粒子状放射性物質に対する除去効率が金属フィルタと組み合わせて 99.9%以

上確保可能な水位とする。 

スクラバ溶液の薬剤濃度は，無機よう素の捕集と再揮発防止を図るため，想

定されるスクラバ溶液の pH 低下要因に対しても，スクラバ溶液はアルカリ性

を維持することができる十分な薬剤を保有し，無機よう素に対する除去効率が

放射性よう素フィルタと組み合わせて，99.8％以上となる設計とする。 

金属繊維フィルタの許容エアロゾル量については，想定される重大事故等時

において原子炉格納容器フィルタベント系を使用した場合に，金属繊維フィル

タへ流入するエアロゾル量に対して十分な容量を有する設計とする。 

放射性よう素フィルタの吸着ベッド厚さについては，ベントガスの滞留時間

を考慮し，ガス状放射性よう素の除去効率が 98%以上となる設計とする。 

フィルタ装置出口側圧力開放板は，原子炉格納容器フィルタベント系の使用

の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分低い圧

力（差圧約 100kPa）で開放する設計とする。 

（50-7） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以

上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

原子炉格納容器フィルタベント系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系は，重大事故緩和設備であり，代替する設

計基準事故対処設備はないものと整理するが，原子炉格納容器の過圧破損防止

の同一目的である代替循環冷却系に対して共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を用いること

で多様性を有する設計とする。また，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備からの給電により駆動可能な設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側

圧力開放板は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，代替循環冷却ポンプは原子炉

建屋内の原子炉棟外に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは，

原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

一方で，原子炉格納容器フィルタベント系は，設置許可基準規則第 48 条に

おいては，重大事故防止設備と整理しており，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して，多様性及び独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。これらの詳細については，3.5.2.2.2 項に

記載のとおりである。 

（50-4，50-5） 
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3.7.2.3 原子炉格納容器フィルタベント系と代替循環冷却系の多様性及び可能な限

りの独立性，位置的分散 

 

原子炉格納容器フィルタベント系と代替循環冷却系は，同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，表 3.7-16 に示すとおり多様性，位置的分散を図った

設計とする。原子炉格納容器フィルタベント系及び代替循環冷却系は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内

の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。原子炉格納容器フィルタ

ベント系は，人力により排出経路に設置される隔離弁を操作することで，原子炉

格納容器ベントによる原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることがで

きることから，弁やポンプの駆動に電源を要する代替循環冷却系に対して駆動源

の多様性を有する設計とする。原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニ

ット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，原子炉建屋    に設置する原子

炉格納容器フィルタベント系から離れた屋外の複数個所に分散して保管するこ

とで，原子炉格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。熱交換器ユニットの接続口は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数個所に

設置する。原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出

口側圧力開放板は原子炉建屋原子炉棟内に設置し，代替循環冷却系の代替循環冷

却ポンプは原子炉建屋内の原子炉棟外に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッシ

ョンチェンバは原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。原子炉格納

容器フィルタベント系と代替循環冷却系は，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散により，原子炉格納容器フ

ィルタベント系と代替循環冷却系は，互いに重大事故等対処設備として，可能な

限りの独立性を有する設計とする。 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.7-16 多様性，位置的分散 

項目 

重大事故等対処設備 

原子炉格納容器 

フィルタベント系 
代替循環冷却系 

ポンプ 

不要※1 

代替循環冷却ポンプ 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

熱交換器 

残留熱除去系熱交換器 熱交換器ユニット 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

水源 

サプレッションチェンバ 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

潤滑方式 油浴方式 

冷却水 原子炉補機代替冷却水系 

駆動電源 

常設代替交流電源設備 

不要 

（付属空冷式ディーゼルエン

ジン） 

屋外 

（緊急用電気品建屋    ） 

屋外 

（第 1保管エリア， 

第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア） 

※1 原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力開放板については，原

子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）の残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置する。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備【54条】 

 

【設置許可基準規則】 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を

遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は

使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合」とは、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を

防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

a）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を

配備すること。 

b）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、

又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持でき

るものであること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

a）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイノズル、スプレイライ

ン及びポンプ車等）を配備すること。 

b）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

c）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備

を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 

a）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能であ
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ること。 

b）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備か

らの給電を可能とすること。 

c）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 
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3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

3.11.1 設置許可基準規則第 54条への適合方針 

設計基準対象施設である残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給），燃料プ

ール冷却浄化系，及び燃料プール補給水系が有する使用済燃料プールの冷却機能又

は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により

当該使用済燃料プールの水位が低下した場合において使用済燃料プール内燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する設備として，燃料プール代替注

水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）を設ける。 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合において使用済燃料プール内燃料体等の著しい損

傷の進行を緩和し，及び臨界を防止する設備として，燃料プールスプレイ系及び放

水設備（大気への拡散抑制設備）を設ける。 

 

ただし，臨界の防止については，以下の設備により設計基準対象施設である使用

済燃料貯蔵ラックの形状を保持することで未臨界性を維持する。 

（54-13） 

 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管）の配備（設置許可基準規則解釈の第 1 項，

第 2項） 

設計基準対象施設である残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給），燃

料プール冷却浄化系及び燃料プール補給水系が有する使用済燃料プールの冷

却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他

の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合においても使用済燃料

プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため，重大

事故等対処設備として燃料プール代替注水系（常設配管）を設置する。 

燃料プール代替注水系は，第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリ

ア及び第 4 保管エリアに分散配備した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用い，

代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））を水源として，燃

料プール冷却浄化系の配管を通じて使用済燃料プールへ注水することが可能

な設計とする。 
 

なお，使用済燃料プールに接続する燃料プール冷却浄化系戻り配管の破損時

に，サイフォン現象によって使用済燃料プール水が漏えいした場合において，

遮蔽必要水位以下に水位が低下することを防止するため，燃料プール冷却浄化

系戻り配管上部の遮蔽必要水位以上の位置にサイフォンブレーク孔を設ける。 

サイフォンブレーク孔は，使用済燃料プールの水位がサイフォンブレーク孔

まで低下した時点で，受動的にサイフォン現象の継続を停止可能な設計とする。 

（54-12） 
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(2) 燃料プール代替注水系（可搬型）の配備（設置許可基準規則解釈の第 1項，第

2項） 

設計基準対象施設である残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給），燃

料プール冷却浄化系及び燃料プール補給水系が有する使用済燃料プールの冷

却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他

の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合においても使用済燃料

プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するため，可搬

型重大事故等対処設備として燃料プール代替注水系（可搬型）を配備する。 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，第 1保管エリア，第 2保管エリア，第

3保管エリア及び第 4保管エリアに分散配備した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

を用い，代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））を水源と

して，使用済燃料プールへ注水が可能な設計とする。 

（54-12） 

 

(3) 燃料プールスプレイ系の配備（設置許可基準規則解釈の第 3項） 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済

燃料プールの水位が異常に低下した場合において使用済燃料プール内燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するため，可搬型重大事故等

対処設備として燃料プールスプレイ系を配備する。 

燃料プールスプレイ系は，第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリ

ア及び第 4 保管エリアに分散配備した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用い，

代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））を水源として，使

用済燃料プール内燃料体に直接スプレイすることで，燃料体の損傷を緩和する

ことが可能であるとともに，スプレイ水による放射性物質の叩き落とし効果に

より，環境への放射性物質の放出を可能な限り低減することが可能な設計とす

る。 

 

(4) 放水設備（大気への拡散抑制設備）の配備（設置許可基準規則解釈の第 3項 c）） 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料

体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するため，可搬型重大事故等対処設備として，放水設備（大気への拡散抑制

設備）を配備する。 

放水設備（大気への拡散抑制設備）は，第 1保管エリア，第 2保管エリア及

び第 4保管エリアに分散配備した大容量送水ポンプ（タイプⅡ）並びに第 1保

管エリア及び第 4保管エリアに分散配備した放水砲を用い，海を水源として原

子炉建屋へ放水することで，大気への放射性物質の拡散を抑制可能な設計とす

る。 
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なお，放水設備（大気への拡散抑制設備）については，「3.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制するための設備（設置許可基準規則第 55 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

(5) 使用済燃料プール監視設備の設置（設置許可基準規則解釈の第 4項） 

使用済燃料プールの水位，温度及びプール上部の放射線量率について，使用

済燃料プールに係る想定される重大事故等により変動する可能性のある範囲

にわたり監視するため，使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使

用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間

放射線モニタ（高線量，低線量）を設置する。 

また，使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃料プール監視カメ

ラを設置する。 

上記の監視設備は，代替電源設備からの給電が可能な設計とし，中央制御室

で監視可能な設計とする。 

 

(6) 技術的能力審査基準への適合のための設備の整備 

重大事故等が発生した場合における使用済燃料プール水の蒸発による重大

事故等対処設備への悪影響を防止するための対応設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 燃料プール冷却浄化系の設置 

重大事故等時において，全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む）の機能喪失により，設計基準対象施設である

残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系が有する

使用済燃料プールの冷却機能が喪失し，使用済燃料プールから発生する水

蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼすおそれがある場合において，

使用済燃料プール内燃料体から発生する崩壊熱を除熱するため，常設重大

事故等対処設備として燃料プール冷却浄化系を設置する。 

燃料プール冷却浄化系は，原子炉補機代替冷却水系を用いることで，使

用済燃料プール内燃料体から発生する崩壊熱を燃料プール冷却浄化系ポン

プ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器により除熱可能な設計とする。 

 

(7) 自主対策設備の整備 

使用済燃料プールの冷却等のための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) ろ過水ポンプによる使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却等のための自主対策設備として，ろ過水ポンプ

による使用済燃料プールへの注水手段を整備する。 
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ろ過水ポンプによる使用済燃料プールへの注水手段は，ろ過水ポンプを

用い，ろ過水タンクを水源として，補給水系，残留熱除去系及び燃料プー

ル冷却浄化系の配管を通じて使用済燃料プールへ注水する。 
  

(ⅱ) 燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの冷却等のための自主対策設備として，燃料プールス

プレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ手段を整備す

る。 

燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレ

イ手段は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用い，代替淡水源（淡水貯水

槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））を水源として，燃料プール冷却浄化系

の配管を通じて使用済燃料プールへスプレイする。 

 

(8) 大規模損壊等発生時における使用済燃料プール水の漏えい緩和のための資機

材の整備 

大規模損壊等の重大事故等を超える事象により，使用済燃料プールの水位が

著しく低下した場合において，平板鋼等により，使用済燃料プールからの漏え

いを緩和する手段を整備する。資機材は，使用済燃料プールが設置されている

原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）に保管する。 

ただし，この手段では漏えいを緩和できない場合があること，重い平板鋼を

使用するため作業効率が悪いことから，今後得られた知見を参考に，より効果

的な漏えい緩和策を取り入れていく。 

 

(9) 燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃

料プールスプレイ系の海の利用 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び

燃料プールスプレイ系の水源である代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水

貯水槽（No.2））の淡水が枯渇した場合において，大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅱ）を用いて，海水取水箇所（海水ポンプ室又は取水口）より，海水を淡水貯

水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）へ供給する設計とする。淡水貯水槽（No.1）

又は淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの海水供給は，大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホ

ールを通じて復水貯蔵タンクへ補給可能な設計とする。 

また，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が使用できない場合は，

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて，海水取水箇所（海水ポンプ室又は取

水口）より，海水を直接，復水貯蔵タンクへ補給並びに使用済燃料プールへ注

水及びスプレイする手段を整備している。 

海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11.2 重大事故等対処設備 

3.11.2.1 燃料プール代替注水系（常設配管） 

3.11.2.1.1 設備概要 

燃料プール代替注水系（常設配管）は，設計基準対象施設である残留熱除去系（燃

料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系及び燃料プール補給水系が有

する使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールか

らの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位が低下した場合

において使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

することを目的として設置するものである。 

本系統は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），計装設備，水源である代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）），燃料補給設備である軽油タンク，ガス

タービン発電設備軽油タンク及びタンクローリ，流路であるホース，注水用ヘッダ，

接続口，燃料プール冷却浄化系の配管及び弁並びに注水先である使用済燃料プール

から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.11-1に，重大事故等対処設備一覧を表 3.11-1に示す。 

 

本系統は，屋外に設置する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により，代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の水を燃料プール冷却浄化系の配管等

を経由して使用済燃料プールへ注水することで，使用済燃料プール内燃料体等を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止可能な設計とする。 

本系統の操作に当たっては，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）付属の操作スイッチ

により，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し，遠隔手動弁操作設備により屋外

から原子炉建屋内の原子炉棟外の弁を操作し運転を行う。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可

能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する際に接続する接続口は，共通の要因に

よって接続することができなくなることを防止するために，位置的分散を図った建

屋の複数の異なる面に設置する設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

各系統の注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海

へ輸送する設備として使用する設計とする。 

530



添 3.11-8 

 

 

 
 

図 3.11-1 燃料プール代替注水系（常設配管） 系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-1 燃料プール代替注水系（常設配管）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 
ホース・注水用ヘッダ・接続口【可搬】 

燃料プール冷却浄化系配管・弁【常設】 

注水先 使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）【常設】 

電源設備 

（燃料補給設

備を含む） 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*2 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）【常設】 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）【常設】 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設の

状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2，1.2 MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50 ℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，取

水口*3,4又は海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリ

ア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：     kW 

 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。  

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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3.11.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，屋外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び

第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水

貯水槽（No.2）付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重

大事故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有

効に発揮することができるよう，表 3.11-2に示す設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。 

（54-3，54-4，54-8） 

 

表 3.11-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を通水

しない。）。なお，使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡

水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影響

を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷

しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）を運転する場合は，大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）の設置及びホースの接続が完了した後，大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を起動し，燃料プール注水・スプレイ弁（常設配管）及び原

子炉建屋北側燃料プール代替注水元弁（又は原子炉建屋東側燃料プール代

替注水元弁）の全開操作を実施することで使用済燃料プールへの注水を行

う。燃料プール代替注水系（常設配管）の運転に操作が必要な機器を表

3.11-3に示す。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）付属

の操作スイッチから起動する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の操作は，操作者の操作性・監視性・識

別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能

な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計と

するとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量を必要としない，

簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

屋外の系統構成に必要な燃料プール注水・スプレイ弁（常設配管）は，

設置場所にて操作可能な設計とする。原子炉建屋内の原子炉棟外に設置す

る原子炉建屋北側燃料プール代替注水元弁（又は原子炉建屋東側燃料プー

ル代替注水元弁）は，重大事故等時の作業性を考慮し，遠隔手動弁操作設

備により屋外から手動操作で開閉することが可能な設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 
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表 3.11-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作  

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作 
 

燃料プール注水・スプレイ弁（常設配管） 全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 
注水用ヘッダ

付属弁 

原子炉建屋北側燃料プール代替注水元弁 全閉→全開 屋外 屋外 手動操作    接続時 

原子炉建屋東側燃料プール代替注水元弁 全閉→全開 屋外 屋外 手動操作    接続時 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）は，表 3.11-4に示すように発電用原

子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験及び外観検査が可

能な設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は

淡水貯水槽（No.2）を水源とする他系統と独立したテストラインにより，

運転性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無を確認可能な設計とする。

また，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用するホース及び注水用ヘッダ

は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのあるき裂，腐食等の有無を目視で確認が可能な設計とする。 

なお，燃料プール注水・スプレイ弁（常設配管）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，弁動作試験を実施することで機能・性能の確認が可能

な設計とする。 

また，原子炉建屋北側燃料プール代替注水元弁及び原子炉建屋東側燃料

プール代替注水元弁については，発電用原子炉の運転中又は停止中に弁動

作試験を実施することで機能・性能の確認が可能な設計とする。 

（54-5） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

 

 

536



添 3.11-14 

表 3.11-4 燃料プール代替注水系（常設配管）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）は，切り替えせずに使用可能な設計

とする。 

 

なお，燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の移動，設置，起動操作及び系統構成に必要な弁操作につい

ては，図 3.11-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに実施可能である。 

（54-4） 
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図 3.11-2 燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

タイムチャート* 

 

* ：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1.11 で示すタイムチャート 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）は，他の設備から独立して使用可能

な設備とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，通常時に接続先の系統と分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

手順の項目

電源確認
※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動
※2※3

ホースの敷設，接続※6

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続
※6

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア，ホース延長回収車及び注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，

　　 第3保管エリア及び第4保管エリア

※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動距離として，第1保管エリアから取水口までを想定した移動時間と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に

     余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間と注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時間） 備考

1 2 9 103 4 6 7 85

燃料プール代替注水系（常
設配管）による使用済燃料
プールへの注水

中央制御室運転員A 1

重大事故等対応要員A～C 3

重大事故等対応要員D～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

要員（数）
燃料プール代替注水系（常設配管）に

よる使用済燃料プールへの注水
6時間25分

538



添 3.11-16 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを

確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格

納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補

給」の同時使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な 569m3/h

以上の容量を有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常設配管），

燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は

考慮しない。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）の運転に操作が必要な機器の設置場

所及び操作場所を表 3.11-3に示す。このうち，屋外で操作する大容量送水

ポンプ（タイプⅠ），ホース，注水用ヘッダ及び原子炉建屋北側燃料プール

代替注水元弁（又は原子炉建屋東側燃料プール代替注水元弁）の遠隔手動

弁操作設備は，屋外にあり設置場所及び操作場所の放射線量が高くなるお

それが少ないため操作が可能である。 

（54-3，54-7） 
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3.11.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，設計基準対象施設が有する使用済燃料プールの冷却機能又は注

水機能が喪失，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因によ

り使用済燃料プールの水位が低下した場合においても使用済燃料プール内

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な容

量を有する設計とする。 

 

注水流量としては，使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれが

ある事故シーケンスのうち，「想定事故１」及び「想定事故２」に係る有効

性評価解析において，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水

流量として，114 m3/h以上を注水可能な設計とする。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，作業効率化，被ばく低減を図るため「低圧代替注水系（可搬型），

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃

料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への

補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要

な流量を 1台で確保可能な 569 m3/h以上の容量を有する設計とする。なお，

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び

燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

さらに，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」

として必要な流量 1,200 m3/h以上の容量を有する設計とする。 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）の揚程は，静水頭，並びに機器，配管・ホース及び弁類の圧力損失

を考慮し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台運転で使用済燃料プールへ必

要な流量を注水可能な揚程を確保可能な設計とする。 
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大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料

プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プ

ールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給

及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として 1 台，

また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使用時

にはさらに 1 台使用することから，１セット 2 台使用する。保有数は 2 セ

ットで 4 台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップで 1台の合計 5台を確保する。 

（54-6） 

 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）と接続口との接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接

続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から注水用ヘッダまでのホース及び接続

部は口径を 300Aに統一する設計とする。 

注水用ヘッダから燃料プール代替注水系（常設配管）の接続口までのホ

ース及び接続部は，口径を 150Aに統一する設計とする。 

（54-3，54-7） 

 
 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する接続口は，重大事故等時

の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続で

きなくなることを防止するため，原子炉建屋  に 1箇所及び原子炉建屋 

に 1箇所設置する設計とする。 

（54-7） 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等時における

放射線を考慮しても，設置及び接続口への接続作業が可能であると想定し

ている。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔

距離をとり放射線量が低い場所に設置すること等により，設備の設置及び

常設設備との接続を可能とする。なお，設置場所での接続作業は，簡便な

接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が可能な

設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響，設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮し，残留熱除去系ポンプ，燃料プール冷却浄

化系ポンプ及び燃料プール補給水ポンプと位置的分散を図り，第 1 保管エ

リア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに分散して保

管する設計とする。 

（54-3，54-8） 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）に使用する大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保

管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等時においても，

保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障を

きたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（54-9） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（常設配管）は，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表

3.11-5に示す設計とすることにより，設計基準対象施設である残留熱除去

系（燃料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系及び燃料プール

補給水系に対して，多様性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8） 
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表 3.11-5 燃料プール代替注水系（常設配管）の多様性及び位置的分散 

 

 

  

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（燃料プール水の 

冷却） 

残留熱除去系 

（燃料プール水の 

補給） 

燃料プール 

冷却浄化系 
燃料プール補給水系 

燃料プール 

代替注水系（常設配管） 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

燃料プール冷却 

浄化系ポンプ 

燃料プール補給水系 

ポンプ 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

屋外 

(第 1保管エリア， 

第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア) 

水源 

使用済燃料プール 
サプレッション 

チェンバ 
使用済燃料プール 復水貯蔵タンク 

代替淡水源 

(淡水貯水槽(No.1)又

は淡水貯水槽(No.2)) 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

屋外 屋外 

駆動 

電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

不要 

（付属空冷式ディーゼ

ルエンジン） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

冷却 

方式 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

不要 

（自己冷却） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11.2.2 燃料プール代替注水系（可搬型） 

3.11.2.2.1 設備概要 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，設計基準対象施設である残留熱除去系（燃

料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系及び燃料プール補給水系が有

する使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料プールか

らの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料プールの水位が低下した場合

において使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

することを目的として配備するものである。 

本系統は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），計装設備，水源である代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）），燃料補給設備である軽油タンク，ガス

タービン発電設備軽油タンク及びタンクローリ，流路であるホース，注水用ヘッダ

及び注水先である使用済燃料プールから構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.11-3に，重大事故等対処設備一覧を表 3.11-6に示す。 

 

本系統は，屋外に設置する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により，代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の水をホース等を経由して使用済燃料

プールへ注水することで，使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止可能な設計とする。 

本系統の操作に当たっては，屋外並びに原子炉建屋    （原子炉建屋内の原

子炉棟外）及び原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）から    （原子炉

建屋原子炉棟内）でのホース接続により系統構成を行った後，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）付属の操作スイッチにより，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し，運

転を行う。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可

能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

各系統の注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海

へ輸送する設備として使用する設計とする。 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.11-3 燃料プール代替注水系（可搬型） 系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-6 燃料プール代替注水系（可搬型）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 ホース・注水用ヘッダ【可搬】 

注水先 使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）【常設】 

電源設備 

（燃料補給設

備を含む） 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*2 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）【常設】 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）【常設】 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設の

状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，

取水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エ

リア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：     kW 
 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。 

  

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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3.11.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，屋外の第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリア及び第 4

保管エリアに保管し，重大事故等時は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水

槽（No.2）付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表 3.11-7に示す設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。 

（54-3，54-4，54-8） 

 

表 3.11-7 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を通水

しない。）。なお，使用済燃料プールへの注水は，可能な限り淡

水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影響

を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷

しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 

550



添 3.11-28 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）を運転する場合は，大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の設置，ホースの接続及び燃料プール注水・スプレイ弁の開

操作により系統構成を行った後，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し，

使用済燃料プールへの注水を行う。燃料プール代替注水系（可搬型）の運

転に操作が必要な機器を表 3.11-8に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）付属

の操作スイッチから起動する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の操作は，操作者の操作性・監視性・識

別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能

な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計と

するとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技量を必要としない，

簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

屋外の系統構成に必要な燃料プール注水・スプレイ弁（可搬型）は，設

置場所にて操作可能な設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 

 

表 3.11-8 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 
停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作  

ホース ホース接続 屋外並びに原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟

外）及び    （原子炉建

屋原子炉棟内）から 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

屋外並びに原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟

外）及び    （原子炉建

屋原子炉棟内）から 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

手動操作  

燃料プール注水・ス

プレイ弁（可搬型） 
全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 

注水用ヘッ

ダ付属弁 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，表 3.11-9に示すように発電用原子

炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験及び外観検査が可能

な設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡

水貯水槽（No.2）を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運

転性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無を確認可能な設計とする。ま

た，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用するホース及び注水用ヘッダは，

発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそれの

あるき裂，腐食等の有無を目視で確認が可能な設計とする。 

なお，燃料プール注水・スプレイ弁（可搬型）は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に，弁動作試験を実施することで機能・性能の確認が可能な

設計とする。 

（54-5） 

 

表 3.11-9 燃料プール代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 
 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，切り替えせずに使用可能な設計と

する。 

 

なお，燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の移動，設置，起動操作及び系統構成に必要な弁操作については，

図 3.11-4で示すタイムチャートのとおり速やかに実施可能である。 

（54-4） 

 

 

図 3.11-4 燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

タイムチャート* 

 

* ：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1.11 で示すタイムチャート 

手順の項目

電源確認
※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続
※6

送水準備・送水（水張り・系統確認）
※5

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続※6

原子炉建屋への移動※3

水密扉の開放※8

使用済燃料プール注水・スプレイ貫通孔の開放※8

ホースの敷設，接続
※6

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア，ホース延長回収車及び注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，

　　 第3保管エリア及び第4保管エリア

※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動距離として，第1保管エリアから取水口までを想定した移動時間と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に

     余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間と注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：水密扉等の設計を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

中央制御室運転員A 1

7 8 9 10

経過時間（時間） 備考

1 2 3 4 5 6

重大事故等対応要員A～C 3

3

燃料プール代替注水系（可

搬型）による使用済燃料

プールへの注水

3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

重大事故等対応要員D～F

現場運転員B，C

重大事故等対応要員Ｊ

6時間25分
燃料プール代替注水系（可搬型）

による使用済燃料プールへの注水
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，通常時に接続先の系統と分離することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを

確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，

原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），

燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器

フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

同時使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な 569m3/h以上

の容量を有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常設配管），燃

料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は考

慮しない。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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燃料プール代替注水系（可搬型）の運転に操作が必要な機器の設置場所

及び操作場所を表 3.11-8に示す。このうち，屋外で操作する大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ），ホース及び注水用ヘッダは，屋外にあり設置場所及び操

作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）及び    （原子

炉建屋原子炉棟内）から    （原子炉建屋原子炉棟内）で操作するホ

ースは，想定される重大事故等時における設置場所及び操作場所の放射線

量を考慮しても，設置及び接続作業が可能であると想定している。 

（54-3，54-7） 

 

 

3.11.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，設計基準対象施設が有する使用済燃料プールの冷却機能又は注水

機能が喪失，又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により

使用済燃料プールの水位が低下した場合においても使用済燃料プール内燃

料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な容量

を有する設計とする。 

 

注水流量としては，使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれが

ある事故シーケンスのうち，「想定事故１」及び「想定事故２」に係る有効

性評価解析において，有効性が確認されている使用済燃料プールへの注水

流量として，114 m3/h以上を注水可能な設計とする。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，作業効率化，被ばく低減を図るため「低圧代替注水系（可搬型），

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び

燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置へ

の補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

555



添 3.11-33 

要な流量を 1台で確保可能な 569 m3/h以上の容量を有する設計とする。な

お，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）

及び燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

さらに，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」

として必要な流量 1,200 m3/h以上の容量を有する設計とする。 

 

使用済燃料プールに使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の揚程は，

使用済燃料プールに注水する場合の静水頭，並びに機器，ホース及び弁類

の圧力損失を考慮し，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台運転で使用済燃料

プールへ必要な流量を注水できる揚程を確保可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料

プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プ

ールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給

及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として 1 台，

また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使用時

にはさらに 1 台使用することから，１セット 2 台使用する。保有数は 2 セ

ットで 4 台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップで 1台の合計 5台を確保する。 

（54-6） 

 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，常設設備と接続しない設計とする。 

 

なお，燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）とホースとの接続は，ホースの口径を統一し，簡便な接続方式で
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ある嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から注水用ヘッダまでのホース及び接続

部は口径を 300Aに統一する設計とする。 

注水用ヘッダから使用済燃料プールまでのホースは，口径を 150Aに統一

する設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

燃料プール代替注水系（可搬型）は常設設備と接続しない設計とする。 

 

なお，燃料プール代替注水系（可搬型）に使用するホースは，共通要因

により設置できなくなることを防止するため，重大事故等時の環境条件，

自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなるこ

とを防止するため，原子炉建屋  の大物搬出入口又は原子炉建屋  の

原子炉建屋扉を経由して，屋外から使用済燃料プールまで設置可能な設計

とする。 

（54-7） 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等時における放

射線を考慮しても，設置及びホースの接続作業が可能であると想定してい

る。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔距離

をとり放射線量が低い場所に設置すること等により，設備の設置を可能と

する。なお，設置場所での接続作業は，簡便な接続方式である嵌合構造に

することにより，確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

 

原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）及び    （原子

炉建屋原子炉棟内）から    （原子炉建屋原子炉棟内）で操作するホ

ースは，想定される重大事故等時における放射線量を考慮しても，設置及

び接続作業が可能であると想定している。なお，設置場所での接続作業は，

簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が

可能な設計とする。 

（54-3，54-7） 
 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

の配置その他の条件を考慮し，残留熱除去系ポンプ，燃料プール冷却浄化

系ポンプ及び燃料プール補給水ポンプと位置的分散を図り，第 1 保管エリ

ア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに分散して保管

する設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用するホースのうち原子炉建屋原

子炉棟内に設置するホースは，原子炉建屋原子炉棟内の異なる場所に分散

して保管する設計とする。 

（54-3，54-8） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は，通常時は第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び

第 4 保管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故等時におい

ても，保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に

支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）に使用するホースのうち原子炉建屋原

子炉棟内に設置するものは，通常時は原子炉建屋原子炉棟内に保管してお

り，保管場所から設置場所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動

に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（54-9） 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール代替注水系（可搬型）は，共通要因によって，設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は
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常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表

3.11-10に示す設計とすることにより，設計基準対象施設である残留熱除去

系（燃料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系及び燃料プール

補給水系に対して，多様性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8） 

 

表 3.11-10 燃料プール代替注水系（可搬型）の多様性及び位置的分散 

 

 

  

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（燃料プール水の 

冷却） 

残留熱除去系 

（燃料プール水の 

補給） 

燃料プール 

冷却浄化系 
燃料プール補給水系 

燃料プール 

代替注水系（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

燃料プール冷却 

浄化系ポンプ 

燃料プール補給水系 

ポンプ 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

屋外 

(第 1保管エリア， 

第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア) 

水源 

使用済燃料プール 
サプレッション 

チェンバ 
使用済燃料プール 復水貯蔵タンク 

代替淡水源 

(淡水貯水槽(No.1)又

は淡水貯水槽(No.2)) 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

屋外 屋外 

駆動 

電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

不要 

（付属空冷式ディー

ゼルエンジン） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

冷却 

方式 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

不要 

（自己冷却） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11.2.3 燃料プールスプレイ系 

3.11.2.3.1 設備概要 

燃料プールスプレイ系は，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合において使用済燃料

プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止することを目的と

して配備するものである。 

本系統は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），計装設備，水源である代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）），燃料補給設備である軽油タンク，ガス

タービン発電設備軽油タンク及びタンクローリ，流路であるホース，注水用ヘッダ，

スプレイノズル及び注水先である使用済燃料プールから構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.11-5 に，重大事故等対処設備一覧を表 3.11-11 に示

す。 

 

本系統は，屋外に設置する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により，代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の水をスプレイノズル等を経由して使

用済燃料プールへスプレイすることで，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し，及び臨界を防止する。 

本系統の操作に当たっては，屋外並びに原子炉建屋    （原子炉建屋内の原

子炉棟外）及び    （原子炉建屋内原子炉棟外）から    （原子炉建屋原

子炉棟内）でのホース接続，原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）でのス

プレイノズルの設置により系統構成を行った後，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）付

属の操作スイッチにより，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し，運転を行う。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼルエンジンにより駆動可

能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

各系統の注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海

へ輸送する設備として使用する設計とする。 

 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.11-5 燃料プールスプレイ系 系統概要図 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-11 燃料プールスプレイ系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

スプレイノズル【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源*1 
淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

流路 ホース・注水用ヘッダ【可搬】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備 

（燃料補給設

備を含む） 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*2 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）【常設】 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）【常設】 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

*1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設の

状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

  

563



添 3.11-41 

3.11.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，

取水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エ

リア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：     kW 

 

(2) スプレイノズル 

最高使用温度  ： 40 ℃ 

個数      ： 7（うち予備 4） 

設置場所    ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内） 

保管場所    ： 原子炉建屋        （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。 
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*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。 
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3.11.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋

外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリ

アに保管し，重大事故等時は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）

付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，表 3.11-12に示す設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作スイッチにより，想定さ

れる重大事故等時において，設置場所から操作可能な設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルは，原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内）及び     （原子炉建屋原子炉棟内）に

保管し，重大事故等時は，原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）

の使用済燃料プール付近に設置する設備であることから，想定される重大

事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.11-13 に示す設計とす

る。 

また，設置場所への設置後は，操作が不要な設計とする。 

（54-3，54-4，54-8） 

 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-12 想定する環境条件及び荷重条件（大容量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を通水

しない。）。なお，使用済燃料プールへのスプレイは，可能な限

り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮しても機器が損

傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 

 

表 3.11-13 想定する環境条件及び荷重条件（スプレイノズル） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用可能な設計とする（常時海水を通水

しない。）。なお，使用済燃料プールへのスプレイは，可能な限

り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

燃料プールスプレイ系を運転する場合は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の設置，ホースの接続，スプレイノズルの設置及び燃料プール注水・スプ

レイ弁（可搬型）の開操作により系統構成を行った後，大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を起動し，使用済燃料プールへのスプレイを行う。燃料プー

ルスプレイ系の運転に操作が必要な機器を表 3.11-14に示す。 
 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）付属

の操作スイッチから起動する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の操作は，操作者の操作性・監視性・識

別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能

な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計と

するとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

ホース及びスプレイノズルの接続作業に当たっては，特殊な工具及び技

量を必要としない，簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を

使用することにより，確実に接続が可能な設計とする。 

屋外の系統構成に必要な燃料プール注水・スプレイ弁（可搬型）は，設

置場所にて操作可能な設計とする。 

スプレイノズルは，設置場所への設置後は，操作が不要な設計とする。 

（54-3，54-4，54-7） 
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表 3.11-14 操作対象機器 
機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 
停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作 

 

ホース ホース接続 

屋外並びに原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟

外）及び    （原子炉建

屋原子炉棟内）から 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

屋外並びに原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟

外）及び    （原子炉建

屋原子炉棟内）から 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

手動操作 

 

スプレイノズル ホース接続 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内）及

び     （原子炉建屋原

子炉棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
手動操作 

 

燃料プール注水・ス

プレイ弁（可搬型） 
全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 

注水用ヘッ

ダ付属弁 

 
 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 
 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
 

燃料プールスプレイ系は，表 3.11-15 に示すように発電用原子炉の運転

中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験及び外観検査が可能な設計と

する。 
 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）

を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運転性能（吐出圧力，

流量）及び漏えいの有無を確認可能な設計とする。また，車両としての運

転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
 

燃料プールスプレイ系に使用するホース及び注水用ヘッダは，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

腐食等の有無を目視で確認が可能な設計とする。 

なお，燃料プール注水・スプレイ弁（可搬型）は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に，弁動作試験を実施することで機能・性能の確認が可能な

設計とする。 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，腐食等

の有無を目視で確認が可能な設計とする。 

（54-5） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-15 燃料プールスプレイ系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系は，切り替えせずに使用可能な設計とする。 

 

なお，燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の移動，設置，起動操作及び系統構成に必要な弁操作については，図 3.11-6

で示すタイムチャートのとおり速やかに実施可能である。 

（54-4） 
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図 3.11-6 燃料プールスプレイ系による使用済燃料プールへのスプレイ 

タイムチャート* 

 

* ：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1.11 で示すタイムチャート 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

 

手順の項目

電源確認
※1

状況監視

保管場所への移動
※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置
※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続
※6

送水準備・送水（水張り・系統監視）
※5

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続
※6

原子炉建屋への移動※3

水密扉の開放※8

使用済燃料プール注水・スプレイ貫通孔の開放※8

ホースの敷設，接続
※6

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア，ホース延長回収車及び注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，

　　 第3保管エリア及び第4保管エリア

※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動距離として，第1保管エリアから取水口までを想定した移動時間と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に

     余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間と注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：水密扉等の設計を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

8 9 10

経過時間（時間） 備考

1 2 3 4 5 6 7

要員（数）

燃料プールスプレイ系によ

る使用済燃料プールへのス

プレイ

中央制御室運転員A 1

重大事故等対応要員A～C 3

重大事故等対応要員D～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

現場運転員B，C

重大事故等対応要員Ｊ
3

燃料プールスプレイ系による

使用済燃料プールへのスプレイ
6時間25分
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燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，通

常時に接続先の系統と分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所において転倒しないことを

確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低

圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納

容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プー

ル代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタ

ベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用

を考慮して，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な 569m3/h以上の容量を

有する設計とする。なお，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール

代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルは，通常時に接続先の

系統と分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系の運転に操作が必要な機器の設置場所及び操作場

所を表 3.11-14 に示す。このうち，屋外で操作する大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ），注水用ヘッダ及びホースは，屋外にあり設置場所及び操作場所の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 
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原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）及び    （原子

炉建屋内の原子炉棟内）から    （原子炉建屋原子炉棟内）で操作す

るホース及び原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）で操作するス

プレイノズルは，設置場所の放射線量を確認し，適切な放射線防護対策に

より作業安全を確保した上で操作を実施する。 

スプレイノズルは，設置場所への設置後は，操作が不要な設計とする。 

 

なお，原子炉建屋原子炉棟内での作業が困難な場合には，原子炉建屋原

子炉棟内での作業が不要である燃料プールスプレイ系（常設配管）により，

使用済燃料プールへスプレイすることが可能である。 

（54-3，54-7） 

 

 

3.11.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，使

用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃

料プールの水位が異常に低下した場合において使用済燃料プール内燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

 

スプレイ流量としては，使用済燃料プール内燃料体の崩壊熱を除去する

ために必要な容量が約 9.7 m3/h であり，また，1 個あたりの必要流量が

42m3/h であるスプレイノズルを 3 個使用して全ての使用済燃料プール内燃

料体に対してスプレイするため 126 m3/h が必要であることから，126 m3/h

以上をスプレイ可能な設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，作

業効率化，被ばく低減を図るため「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プー

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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ル代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プール

スプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び

復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮して，各系統に必要な流量を 1

台で確保可能な 569 m3/h以上の容量を有する設計とする。なお，燃料プー

ル代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プー

ルスプレイ系の同時使用は考慮しない。 

さらに，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」

として必要な流量 1,200 m3/h以上の容量を有する設計とする。 
 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の揚程

は，使用済燃料プールにスプレイする場合の静水頭，並びに機器，ホース

及び弁類の圧力損失，スプレイノズルの必要圧力を考慮し，大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）1台運転で使用済燃料プールへ必要な流量をスプレイ可能

な揚程を確保可能な設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料

プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プ

ールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給

及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備として 1 台，

また，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使用時

にはさらに 1 台使用することから，１セット 2 台使用する。保有数は 2 セ

ットで 4 台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップで 1台の合計 5台を確保する。 

燃料プールスプレイ系は，3個のスプレイノズルを使用して全ての使用済

燃料プール内燃料体にスプレイ可能な設計とすることから，1セット 3個使

用する。保有数は，2セットで 6個，故障時のバックアップで 1個の合計 7

個を確保する。 

（54-6） 

 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系は，常設設備と接続しない設計とする。 

 

なお，燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

とホースとの接続は，ホースの口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合

構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から注水用ヘッダまでのホース及び接続

部は口径を 300Aに統一する設計とする。 

注水用ヘッダから 150A/65Aの媒介金具までのホース及び接続部は口径を

150Aに，150A/65A の媒介金具からスプレイノズルまでのホース及び接続部

は口径を65Aに統一する設計とすることで，確実に接続可能な設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

燃料プールスプレイ系は，常設設備と接続しない設計とする。 

 

なお，燃料プールスプレイ系に使用するホースは，共通要因により設置

できなくなることを防止するため，重大事故等時の環境条件，自然現象，

外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止す

るため，原子炉建屋  の大物搬出入口又は原子炉建屋  の原子炉建屋

扉を経由して，屋外から使用済燃料プールまで設置可能な設計とする。 

（54-7） 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋

外で使用する設備であり，想定される重大事故等時における放射線を考慮

しても，設置及びホースの接続作業が可能であると想定している。仮に放

射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔距離をとり放射

線量が低い位置に設置すること等により，設備の設置を可能とする。なお，

設置場所での接続作業は，簡便な接続方式である嵌合構造にすることによ

り，確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

 

原子炉建屋    （原子炉建屋内の原子炉棟外）及び    （原子

炉建屋内の原子炉棟外）から    （原子炉建屋原子炉棟内）で操作す

るホース及び原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）で操作するス

プレイノズルは，設置場所の放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で

作業安全を確保した上で操作を実施する。なお，設置場所での接続作業は，

簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が

可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズルは，設置場所への設置

後は，操作が不要な設計とする。 

なお，原子炉建屋原子炉棟内での作業が困難な場合には，原子炉建屋原

子炉棟内での作業が不要である燃料プールスプレイ系（常設配管）により，

使用済燃料プールへスプレイすることが可能である。 

（54-3，54-7） 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，地

震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，第 1

保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに分散

して保管する設計とする。 

 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズル及び原子炉建屋原子炉

棟内に設置するホースは，原子炉建屋原子炉棟内の異なる場所に分散して

保管する設計とする。 

（54-3，54-8） 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プールスプレイ系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，第 1

保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに分散

して保管しており，想定される重大事故等時においても，保管場所から設

置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのな

いよう，複数のアクセスルートを確保する。 

 

燃料プールスプレイ系に使用するスプレイノズル及びホースのうち原子

炉建屋原子炉棟内に設置するものは，通常時は原子炉建屋原子炉棟内に保管

しており，保管場所から設置場所までの運搬経路について，設備の運搬及び

移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。 

（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

 

なお，原子炉建屋原子炉棟内へのアクセスが困難な場合には，原子炉建
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屋原子炉棟内へのアクセスが不要である燃料プールスプレイ系（常設配管）

により，使用済燃料プールへスプレイすることが可能である。 

（54-9） 
 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

燃料プールスプレイ系は，重大事故緩和設備であり，同一目的の設計基

準対象施設はない。 

 

なお，燃料プールスプレイ系は，共通要因によって，設計基準事故対処設

備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.11-16に示す

設計とすることにより，設計基準対象施設である残留熱除去系（燃料プール

水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系及び燃料プール補給水系に対し

て，多様性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8）  
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表 3.11-16 燃料プールスプレイ系の多様性及び位置的分散 

 

 

 

  

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（燃料プール水の 

冷却） 

残留熱除去系 

（燃料プール水の 

補給） 

燃料プール 

冷却浄化系 
燃料プール補給水系 

燃料プール 

スプレイ系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

残留熱除去系 

ポンプ 

燃料プール冷却 

浄化系ポンプ 

燃料プール補給水系 

ポンプ 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

屋外 

(第 1保管エリア， 

第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア) 

水源 

使用済燃料プール 
サプレッション 

チェンバ 
使用済燃料プール 復水貯蔵タンク 

代替淡水源 

(淡水貯水槽(No.1)又

は淡水貯水槽(No.2)) 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉

棟内） 

屋外 屋外 

駆動 

電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル 

発電機） 

不要 

（付属空冷式ディー

ゼルエンジン） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原

子炉棟外） 

屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 不要 不要 

潤滑油 
不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

不要 

（内包油） 

冷却 

方式 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海

水系を含む）） 

不要 

（自己冷却） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11.2.4 燃料プール冷却浄化系 

3.11.2.4.1 設備概要 

燃料プール冷却浄化系は，全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉

補機冷却海水系を含む）の機能喪失により，設計基準対象施設である残留熱除去系

（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系が有する使用済燃料プールの冷

却機能が喪失し，使用済燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪

影響を及ぼすおそれがある場合において，原子炉補機代替冷却水系を用いて，使用

済燃料プール内燃料体から発生する崩壊熱を除熱することを目的として設置する

ものである。 

 

燃料プール冷却浄化系は，燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系

熱交換器，電源設備である常設代替交流電源設備，計装設備，流路である燃料プー

ル冷却浄化系配管，弁，スキマサージタンク，ディフューザ等から構成される。 

燃料プール冷却浄化系は重大事故等時において，使用済燃料プールからスキマせ

きを越えてスキマサージタンクに流出する使用済燃料プール水を燃料プール冷却

浄化系ポンプで昇圧し，燃料プール冷却浄化系熱交換器を通した後，使用済燃料プ

ールのディフューザから吐出する。燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去した熱は，

原子炉補機代替冷却水系を経て，最終的な熱の逃がし場である海へ輸送することが

可能な設計とする。 

本系統の系統概要図を図 3.11-7 に，重大事故等対処設備一覧を表 3.11-17 に示

す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニット，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），

電源設備である常設代替交流電源設備，計装設備，燃料補給設備である軽油タンク，

ガスタービン発電設備軽油タンク，タンクローリ，流路であるホース，除熱用ヘッ

ダ，接続口，原子炉補機冷却水系の配管，弁，サージタンク，燃料プール冷却浄化

系熱交換器並びに非常用取水設備から構成される。 

本系統の系統概要図を図 3.11-8及び図 3.11-9に，重大事故等対処設備一覧を表

3.11-17に示す。 

 

熱交換器ユニットは，海水を冷却源とした熱交換器，淡水ポンプ等で構成され，

移動可能とするために熱交換器，淡水ポンプ等は車両に搭載する設計とする。また，

熱交換器ユニット内に海水ストレーナを設置し，熱交換器への異物混入による性能

低下を防止する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，海を水源とし，熱交換器ユニットの熱交換器

に送水し，熱交換後の海水を海に排水することにより，最終的な熱の逃がし場であ

る海へ熱を輸送可能な設計とする。 
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原子炉補機代替冷却水系の淡水側は，熱交換器ユニットの淡水側と接続口をホー

スにより接続し，海水側は，熱交換器ユニットの海水側と大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）をホースにより接続することで流路を構成可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニットの熱交換器で除熱した淡水を，熱

交換器ユニットの淡水ポンプによりホース及び接続口を経由して原子炉補機冷却

水系に送水し，燃料プール冷却浄化系熱交換器で熱交換した淡水は，接続口及びホ

ースを経由して熱交換器ユニットに戻る循環ラインを形成する設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属空冷式ディーゼル

エンジンにより駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク又はガ

スタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系及び原子炉補機代替冷却水

系の系統構成に必要な電気作動弁は，常設代替交流電源設備であるガスタービン発

電機から受電可能な設計とする。 

 

ガスタービン発電機の燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電設備軽油タ

ンクよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計とする。 

 

熱交換器ユニットを使用する際に接続する接続口は，共通の要因によって接続す

ることができなくなることを防止するために，位置的分散を図った複数箇所に設置

する設計とする。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水

系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉

格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の

各系統の注水設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海

へ輸送する設備として使用する設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び設置場所での弁操作により系統構成

を行った後，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）付属の操作スイ

ッチにより熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を起動し運転を行

う。 
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図 3.11-7 燃料プール冷却浄化系 系統概要図  
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図 3.11-8 原子炉補機代替冷却水系 A系 系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.11-9 原子炉補機代替冷却水系 B系 系統概要図 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-17 燃料プール冷却浄化系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

燃料プール冷却浄化系ポンプ【常設】 

燃料プール冷却浄化系熱交換器【常設】 

熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車【可搬】 

水源 使用済燃料プール【常設】 

流路 

燃料プール冷却浄化系 配管・弁・スキマサージタンク・ディフュ

ーザ【常設】 

ホース・除熱用ヘッダ・接続口【可搬】 

原子炉補機冷却水系 配管・弁・サージタンク【常設】 

燃料プール冷却浄化系熱交換器【常設】 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水路【常設】 

海水ポンプ室【常設】 

注水先 使用済燃料プール【常設】 

電源設備*1 

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*2 
使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）【常設】 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）【常設】 

*1：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷緩和，臨界防止及

び放射線の遮蔽対策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設の

状態。 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 
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3.11.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 燃料プール冷却浄化系ポンプ 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 160 m3/h/個 

全揚程     ： 80 m 

最高使用圧力  ： 1.37 MPa[gage] 

最高使用温度  ： 66 ℃ 

個数      ： 2（うち予備 1） 

設置場所    ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内） 

原動機出力   ：   kW 

 

(2) 燃料プール冷却浄化系熱交換器 

個数      ： 2（うち予備 1） 

容量      ： 1.26 MW/個 

 

(3) 熱交換器ユニット 

容量      ： 20.0 MW/個（海水温度 26℃において） 

最高使用圧力  ： 淡水側 1.18 MPa[gage]，海水側 1.20 MPa[gage] 

最高使用温度  ： 淡水側 70℃，海水側 50℃ 

個数      ： 3（うち予備 1） 

設置場所    ： 屋外（原子炉建屋付近） 

保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エ

リア） 

 

（熱交換器） 

伝熱面積   ：     m2/式 

個数     ： 1式 

 

（淡水ポンプ） 

種類     ： うず巻形 

容量     ： 730 m3/h/個 

揚程     ： 70 m 

最高使用圧力 ： 1.18 MPa[gage] 

最高使用温度 ： 70℃ 

原動機出力  ：       kW 

個数     ： 1 

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。 
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(4) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2MPa[gage]*3,4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5 (うち予備 1）*5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）*2，淡水貯水槽（No.2）*2，取

水口*3,4及び海水ポンプ室*3,4） 

保管場所    ： 屋外（第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリ

ア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：     kW 

 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水

設備及び水の供給設備，並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送

する設備として使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原

子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへ

の補給」に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配

管）, 燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵

タンクへの補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格

納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管）, 燃料プー

ル代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベ

ント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び

水の供給設備として 1台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設

備として 1台使用する。 

  

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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3.11.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系の燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷

却浄化系熱交換器は，原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内）に設

置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋

原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.11-18に示す設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプの操作は，中央制御室の操作スイッチにて

遠隔操作可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，屋外の第 1 保

管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エリアに保管し，重大事故等時は，

原子炉建屋付近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表 3.11-19に示す設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

屋外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エ

リアに保管し，重大事故等時は，屋外の取水口又は海水ポンプ室に設置す

る設備であることから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表

3.11-19に示す設計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作ス

イッチにより，想定される重大事故等時において，設置場所から操作可能

な設計とする。 

（54-3，54-4，54-8）  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-18 想定する環境条件及び荷重条件 

（燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

表 3.11-19 想定する環境条件及び荷重条件 

（熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水する機器については，海水の影響を考慮した

設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損

傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系及び原子炉補機代替冷却水系の運転に必要なポン

プ及び操作に必要な機器を表 3.11-20及び表 3.11-21に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系の操作に必要なポンプ及び弁である燃料プール冷

却浄化系ポンプ(A)，燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)，FPC ろ過脱塩装置入

口第一弁，FPC ろ過脱塩装置入口第二弁，FPC ろ過脱塩装置出口弁，FPC 熱

交換器(A)入口弁，FPC熱交換器(B)入口弁，FPCろ過脱塩装置バイパス弁(A)

及び FPCろ過脱塩装置バイパス弁(B)は，いずれも中央制御室の操作スイッ

チによる遠隔操作でポンプの起動及び弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性，監

視性及び識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実

に操作可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，原子炉建屋付

近まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な車両設計とすると

ともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

海水ポンプ室又は取水口付近まで屋外のアクセスルートを通行してアクセ

ス可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等で固定可能な設

計とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，付属の操作ス

イッチから起動する設計とする。熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の操作は，操作者の操作性，監視性及び識別性を考慮し，ま

た，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用するホースの接続作業は，特殊な工具及

び技量を必要としない，簡便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工

具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とする。 
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原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な弁のうち，原子炉建屋原子炉棟

内に設置する RCW 代替冷却水不要負荷分離弁(A)，RCW 代替冷却水不要負荷

分離弁(B)，RCW 代替冷却水 FPC 負荷分離弁(A)，RHR 熱交換器(A)冷却水出

口弁，RHR 熱交換器(B)冷却水出口弁，FPC熱交換器（A）冷却水出口弁及び

FPC 熱交換器（B）冷却水出口弁は，いずれも中央制御室の操作スイッチに

よる遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とする。中央制御室の制御

盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監視性・識別性を考慮

し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とす

る。 

 

また，原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な弁のうち，原子炉建屋内

の原子炉棟外に設置する RCW ポンプ(A)吸込弁，RCW ポンプ(B)吸込弁，RCW

ポンプ(C)吸込弁，RCWポンプ(D)吸込弁，RCW代替冷却水 RHR負荷供給側連

絡弁(A)，RCW 代替冷却水 RHR負荷供給側連絡弁(B)，RCW 代替冷却水 RHR負

荷戻り側連絡弁(A)，RCW代替冷却水 RHR負荷戻り側連絡弁(B)，RCW代替冷

却水 FPC 他負荷供給側連絡弁(A)，RCW 代替冷却水 FPC 他負荷供給側連絡弁

(B)，RCW代替冷却水 FPC他負荷戻り側連絡弁(A)，RCW代替冷却水 FPC他負

荷戻り側連絡弁(B)及び非常用 D/G(B)冷却水入口弁，並びに屋外の熱交換器

ユニットに設置する淡水ポンプ出口弁は，設置場所での操作が可能な設計

とし,十分な操作空間を確保することで，確実に操作可能な設計とする。 

（54-3,54-4,54-7） 
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表 3.11-20 操作対象機器（原子炉補機代替冷却水系 A系を使用する場合） 
設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料プール冷却浄化系

ポンプ(A) 

停止→起動 原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置入口

第一弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置入口

第二弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置出口

弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC熱交換器(A)入口弁 全開又は全閉 

→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC熱交換器(B)入口弁 全閉又は全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置バイ

パス弁(A) 

全閉 

→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

熱交換器ユニット 停止 

→起動 
屋外 屋外 スイッチ操作 

 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 

停止 

→起動 
屋外 屋外 スイッチ操作 

 

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作  

淡水ポンプ出口弁 
全閉 

→調整開 
屋外 屋外 手動操作 

 

RCWポンプ(A)吸込弁 
全開 

→全閉 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCWポンプ(C)吸込弁 
全開 

→全閉 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCW 代替冷却水不要

負荷分離弁（A） 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

RCW代替冷却水 FPC負

荷分離弁（A） 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

RCW代替冷却水 RHR負

荷供給側連絡弁（A） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCW代替冷却水 RHR負

荷戻り側連絡弁（A） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RHR 熱交換器(A)冷却

水出口弁 

全閉 

→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

RCW代替冷却水 FPC他

負荷供給側連絡弁（A） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCW代替冷却水 FPC他

負荷戻り側連絡弁（A） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

FPC 熱交換器(A)冷却

水出口弁 

調整開 

→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.11-21 操作対象機器（原子炉補機代替冷却水系 B系を使用する場合） 
設備名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

燃料プール冷却浄化系

ポンプ(B) 

停止 

→起動 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置入口

第一弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置入口

第二弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置出口

弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC熱交換器(A)入口弁 
全開又は全閉 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC熱交換器(B)入口弁 
全閉又は全開 

→全開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

FPC ろ過脱塩装置バイ

パス弁(B) 

全閉 

→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 
中央制御室 スイッチ操作 

 

熱交換器ユニット 
停止 

→起動 
屋外 屋外 スイッチ操作 

 

大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ） 

停止 

→起動 
屋外 屋外 スイッチ操作 

 

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作  

淡水ポンプ出口弁 
全閉 

→調整開 
屋外 屋外 手動操作 

 

RCWポンプ(B)吸込弁 
全開 

→全閉 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCWポンプ(D)吸込弁 
全開 

→全閉 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCW 代替冷却水不要

負荷分離弁（B） 

全開 

→全閉 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作 

 

RCW代替冷却水 RHR負

荷供給側連絡弁（B） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCW代替冷却水 RHR負

荷戻り側連絡弁（B） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RHR 熱交換器(B)冷却

水出口弁 

全閉 

→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作 

 

RCW代替冷却水 FPC他

負荷供給側連絡弁（B） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

RCW代替冷却水 FPC他

負荷戻り側連絡弁（B） 

全閉 

→全開 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

FPC 熱交換器(B)冷却

水出口弁 

調整開 

→調整開 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

中央制御室 
スイッチ操作 

 

非常用 D/G(B)冷却水

入口弁 

全開 

→全閉 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 

原子炉建屋    （原

子炉建屋内の原子炉棟外） 
手動操作 

 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(3) 試験及び検査性（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系は，表 3.11-22 に示すように発電用原子炉の運転

中又は停止中に，機能・性能試験，弁動作試験，分解検査及び外観検査が

可能な設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系に使用する燃料プール冷却浄化系ポンプは，発電

用原子炉の運転中又は停止中に，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ

部品（軸，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系に使用する燃料プール冷却浄化系熱交換器は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に，水室を取り外して，内部構成部品の状

態を目視等で確認する分解検査が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，使用済燃料プールを水源と

して燃料プール冷却浄化系ポンプを起動し，FPC ろ過脱塩装置入口第一弁，

FPC ろ過脱塩装置入口第二弁，FPC ろ過脱塩装置出口弁，FPC 熱交換器(A)

入口弁，FPC 熱交換器(B)入口弁，FPC ろ過脱塩装置バイパス弁(A)及び FPC

ろ過脱塩装置バイパス弁(B)の弁動作試験を実施することで，燃料プール冷

却浄化系ろ過脱塩器をバイパスした状態で，重大事故等対処設備としての

燃料プール冷却浄化系の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とする。 

（54-5） 

 

表 3.11-22 燃料プール冷却浄化系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えい有無の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ各部及び熱交換器の内部構成部品等の状

態を目視等で確認 

外観検査 ポンプ及び熱交換器外観の確認 
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原子炉補機代替冷却水系は，表 3.11-23 に示すように発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験，分解検査及び外観検査が

可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットは，発電用原子炉

の運転中又は停止中に運転性能（吐出圧力，流量）及び漏えいの有無を確

認可能な設計とするとともに，淡水ポンプ，熱交換器等を分解し，内部構

成部品の状態を目視等で確認することが可能な設計とする。また，車両と

しての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽

（No.2）を水源とする他系統と独立したテストラインにより，運転性能（吐

出圧力，流量）及び漏えいの有無を確認可能な設計とする。また，車両と

しての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用するホース及び除熱用ヘッダは，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

腐食等の有無を目視で確認することが可能な設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却水系の弁は，発電用原子炉の運転中及び停止

中に，弁の動作試験を実施することで機能・性能が確認可能な設計とする。 

（54-5） 

 

表 3.11-23 原子炉補機代替冷却水系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁の開閉動作の確認 

分解検査 
熱交換器ユニットの淡水ポンプ，熱交換器等を分

解し，各部を目視等で確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

595



添 3.11-73 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，本

来の用途以外の用途には使用しない。 

 

重大事故等時において，燃料プール冷却浄化系は，燃料プール冷却浄化

系ろ過脱塩装置に通水しないことから，FPC ろ過脱塩装置入口第一弁，FPC

ろ過脱塩装置入口第二弁及び FPC ろ過脱塩装置出口弁を全閉操作し，FPC

ろ過脱塩装置バイパス弁(A)又は FPC ろ過脱塩装置バイパス弁(B)を開操作

することで，燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置のバイパスラインに切り

替えることが可能な設計とする。 

系統の切替えに必要な弁については，中央制御室から遠隔操作可能な設

計とすることで，図 3.11-10 に示すタイムチャートのとおり，速やかに切

り替えることが可能である。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，通常時に使用する系統である原子炉補機冷

却水系から重大事故等時に対処するために系統を切り替える必要がある。

原子炉補機代替冷却水系 A 系への切替え操作として，熱交換器ユニット及

び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置及び起動操作，RCW代替冷却

水 RHR負荷供給側連絡弁(A)，RCW 代替冷却水 RHR負荷戻り側連絡弁(A)，RCW

代替冷却水 FPC他負荷供給側連絡弁(A)及び RCW代替冷却水 FPC他負荷戻り

側連絡弁(A)の全開操作，RCW代替冷却水不要負荷分離弁(A)，RCW代替冷却

水 FPC 負荷分離弁(A)，RCW ポンプ吸込弁(A)及び RCW ポンプ吸込弁(C)の全

閉操作，RHR 熱交換器(A)冷却水出口弁，FPC熱交換器(A)冷却水出口弁及び

淡水ポンプ出口弁の調整開操作を行う。また，原子炉補機代替冷却水系 B

系についても同様の操作を行うことで切替え可能である。 

系統の切替えに必要な弁については，中央制御室での操作スイッチによ

る操作及び設置場所での手動操作により容易に操作可能な設計とすること

で，図 3.11-11 で示すタイムチャートのとおり，速やかに切り替えること

が可能である。 

（54-4） 
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図 3.11-10 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

タイムチャート* 

 

 

 

図 3.11-11 原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 タイムチャート 

（A系接続）（海水ポンプ室から海水を取水する場合）* 

 

* ：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1.11 で示すタイムチャート（原子炉補機代替冷却水系については

1.5で示すタイムチャートを示す） 

  

手順の項目 20分　燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱開始

電源確認※1

ポンプ起動
※2

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※3：本手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手段等」のうち「最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送」の操作完了後に実施する

要員（数）

燃料プール冷却浄化系による

使用済燃料プールの除熱
※3 中央制御室運転員A 1

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70

手順の項目

電源確認※1

系統構成
※2

送水状況監視

系統構成
※3

扉開放（熱交換器ユニット接続口（建屋内）を使用する場合のみ）※4

水張り※3

保管場所への移動
※5※6

防潮壁扉の開放※7

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動・設置※8

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動※9

   送水準備，送水（熱交換器ユニット（海水側）水張り，系統確認）※9

保管場所への移動※5※6

熱交換器ユニットの移動
※10

ホースの敷設，接続
※5※11

　　送水準備，送水（熱交換器ユニット水張り，系統確認）※12

熱交換器ユニットの起動※12

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア，熱交換器ユニットの保管場所は第1保管エリア，第3保管エリア

　　 及び第4保管エリア，ホース延長回収車の保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び4保管エリア

※6：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※7：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

※9：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：熱交換器ユニットの移動距離として，第1保管エリアから原子炉建屋近傍までを想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※11：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※12：熱交換器ユニットの設計を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

備考

要員（数）

重大事故等対応要員D～F 3

現場運転員B，C 2

重大事故等対応要員A～C 3

原子炉補機代替冷却水系A系

による補機冷却水確保

（海水ポンプ室から海水を

取水する場合）

中央制御室運転員A 1

※8：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動距離として，第1保管エリアから取水口までを想定した移動時間と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時

     間に余裕を見込んだ時間

11

経過時間（時間）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

原子炉補機代替冷却水系による

補機冷却水確保
7時間35分
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）は，通常時に接続先の系統と分離することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，取合い系統である原子炉補機冷却水系と隔

離可能な弁を設置することで，悪影響を及ぼさない設計とする。取合い系

統との隔離弁を表 3.11-24に示す。 

原子炉補機代替冷却水系を用いる場合は，弁操作によって，重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却水系と原子炉補機代替冷却水系を

同時に使用しないことで，相互の機能に影響を及ぼさない運用とする。 

 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，保管場所にお

いて転倒しないことを確認することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

また，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

なお，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，重大事

故等時において，燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱と

残留熱除去系による発電用原子炉若しくは原子炉格納容器の除熱又は代替

循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱を同時に使用するため，

各系統の必要な除熱量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

（54-3，54-4，54-5） 
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表 3.11-24 原子炉補機代替冷却水系の通常時における他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 状態 

原子炉補機冷

却水系 

RCW代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁（A） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁（A） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC 他負荷供給側連絡弁（A） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁（A） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 RHR 負荷供給側連絡弁（B） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 RHR 負荷戻り側連絡弁（B） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC 他負荷供給側連絡弁（B） 手動操作 通常時閉 

RCW代替冷却水 FPC 他負荷戻り側連絡弁（B） 手動操作 通常時閉 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系及び原子炉補機代替冷却水系の運転に操作が必要

な機器の設置場所及び操作場所を表 3.11-20及び表 3.11-21に示す。 

燃料プール冷却浄化系の操作に必要な機器は全て中央制御室にて操作を

行い，放射線量が高くなるおそれが少ないため，操作が可能である。 

 

原子炉補機代替冷却水系の操作に必要な機器のうち，屋外で操作する熱

交換器ユニット，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)及びホースは屋外にあり，

設置場所及び操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可

能である。また，中央制御室及び原子炉建屋内の原子炉棟外にて操作を行

う機器は，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。 

（54-3，54-7） 
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3.11.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

燃料プール冷却浄化系の燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷

却浄化系熱交換器は，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施

設としてのポンプ流量及び熱交換器の熱交換量が，重大事故等時において

使用済燃料プール内燃料体等から発生する崩壊熱を除熱するために必要な

ポンプ流量及び熱交換量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同

仕様の設計とする。 

 

設計基準対象施設として使用する場合の燃料プール冷却浄化系熱交換器

の設計熱交換量は，海水温度 26℃，使用済燃料プールの水温 52 ℃におい

て約 1.26 MW/基とする。 

 

重大事故等対処設備として使用する場合の燃料プール冷却浄化系熱交換

器の熱交換量は，海水温度 26 ℃，使用済燃料プールの水温 65 ℃，燃料プ

ール冷却浄化系ポンプを 1 台で運転し，原子炉補機代替冷却水系の熱交換

器ユニットから供給される冷却水を燃料プール冷却浄化系熱交換器 1 基に

通水する場合において，2.29 MW/基とする。 

重大事故等時に使用済燃料プール内燃料体から発生する崩壊熱量は，原

子炉停止後 57日が経過した燃料体が存在する場合（保管期間が最も短いも

ので原子炉からの取り出し後 47日が経過した燃料が存在する場合）の崩壊

熱量である 1.5 MWであることから，原子炉補機代替冷却水系を用いた燃料

プール冷却浄化系により，重大事故等時において使用済燃料プール内燃料

体から発生する崩壊熱を除熱可能である。 

（54-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール冷却浄化系は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料プール冷却浄化系は，設計基準対象施設である残留熱除去系（燃料

プール水の冷却）に対して多重性又は多様性，位置的分散を図る設計とす

る。 

燃料プール冷却浄化系の多様性，位置的分散について，表 3.11-25 に示

す。 

（54-2，54-3，54-4） 
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表 3.11-25 燃料プール冷却浄化系の多様性及び位置的分散 

 

燃料プール冷却浄化系に使用する原子炉補機代替冷却水系は，原子炉補

機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）と共通要因によって同時に機

能喪失しないよう，原子炉補機冷却海水系から独立性を確保するとともに，

熱交換器ユニットから原子炉補機冷却水系配管との合流点までの系統は，

原子炉補機冷却水系から独立性を確保する設計とする。 

 

 

3.11.2.4.3.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3 項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

項目 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（燃料プール水の冷却） 
燃料プール冷却浄化系 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 燃料プール冷却浄化系ポンプ 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

熱交換器 

残留熱除去系熱交換器 燃料プール冷却浄化系熱交換器 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

水源 

使用済燃料プール 使用済燃料プール 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

駆動電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 
屋外 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要（内包油） 不要（内包油） 

冷却方式 

水冷 

（原子炉補機冷却水系（原子炉 

補機冷却海水系を含む）） 

水冷 

（原子炉補機代替冷却水系） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）は，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場

合であって，燃料プール冷却浄化系ポンプが起動可能な状況において，燃

料プール冷却浄化系熱交換器の冷却水として，使用済燃料プール内燃料体

から発生する崩壊熱を除去するために必要な熱交換量及びポンプ流量を有

する設計とする。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，熱交換器ユニット 1 台及び大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）1台を 1式として使用し，重大事故等時に使用済燃料プール

内燃料体から発生する崩壊熱を除去するために必要な容量である 2.29MW以

上を除熱可能な設計とする。 

なお，熱交換器ユニットの熱交換量は 20.0 MW，大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）の流量は 1200 m3/hとして設計することで，有効性評価「崩壊熱除去

機能喪失（取水機能が喪失した場合）」シナリオにおいて原子炉補機代替冷

却水系を用いた残留熱除去系の運転を行う場合又は有効性評価「雰囲気圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使

用する場合）」若しくは有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱」シナリオにおいて原子炉補機代替冷却水系を用いた代替循環冷却系

の運転を行う場合と同時に，重大事故等時における燃料プール冷却浄化系

による使用済燃料プールの除熱に必要な容量を確保可能な設計とする。 

 

熱交換器ユニットは，1 台で使用することから，保有数は 2 セットで 2

台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップ

で 1台の合計で 3台を確保する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海

へ輸送する設備として 1 台，また，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プ

ール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プー

ルスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及

び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供給設備との同時使用時

にはさらに 1 台使用することから，１セット 2 台で使用する。保有数は 2

セットで 4 台，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップで 1台の合計 5台を確保する。 

（54-6） 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニットと接続口の接続は，

ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にする

ことにより，確実に接続が可能な設計とする。 

熱交換器ユニットから除熱用ヘッダまでのホース及び接続部は，口径を

300Aに統一する設計とする。 

除熱用ヘッダから接続口までのホース及び接続部は，口径を 200Aに統一

する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と熱

交換器ユニットとの接続は，ホース及び接続部の口径を統一し，簡便な接

続方式である嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から熱交換器ユニットまでのホース及び

接続部は，口径を 300Aに統一する設計とする。 

熱交換器ユニットから海までのホース及び接続部は，口径を 300Aに統一

する設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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原子炉補機代替冷却水系に使用する接続口は，重大事故等時の環境条件，

自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなるこ

とを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

具体的には，原子炉補機冷却水系 A系に接続する接続口を原子炉建屋 

に 1 箇所及び原子炉建屋内の原子炉棟外に 1 箇所，並びに原子炉補機冷

却水系 B 系に接続する接続口を原子炉建屋  に 1 箇所設置し，位置的分

散を図る設計とする。 

（54-7） 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）は，屋外で使用する設備であり，想定される重大事故等

時における放射線を考慮しても，設置及び接続口への接続作業が可能であ

ると想定している。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源

からの離隔距離をとり放射線量が低い場所に設置すること等により，設備

の設置及び常設設備との接続を可能とする。なお，設置場所での接続作業

は，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接

続が可能な設計とする。 

（54-3，54-7） 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，設計基準事故対処設備である原

子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却水系熱交換器及び原子炉補機冷却海

水ポンプと位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

（54-3，54-8） 

 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却水系に使用する熱交換器ユニット及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）は，第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア

及び第 4 保管エリアに分散して保管し，想定される重大事故等時において

も，保管場所から設置場所までの経路について，設備の運搬及び移動に支

障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する。（「可搬型

重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照） 

（54-9） 
 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3 項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

原子炉補機代替冷却水系は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.11-26 に示

す設計とすることにより，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海水系を含む）に対して，多様性を有し，位置的分散

を図る設計とする。 

（54-2，54-3，54-4，54-7，54-8） 

 

表 3.11-26 原子炉補機代替冷却水系の多様性及び位置的分散 

 

  

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却水系 

（原子炉補機冷却海水系を含む） 
原子炉補機代替冷却水系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水系ポンプ 熱交換器ユニット 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア 

及び第 4 保管エリア） 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機冷却海水ポンプ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

屋外 

（海水ポンプ室） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び第 4保管エリア） 

熱交換器 

原子炉補機冷却水系熱交換器 熱交換器ユニット 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア 

及び第 4 保管エリア） 

最終 

ヒートシンク 
海 海 

駆動電源 

（ポンプ（淡水）） 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

不要 
（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 3保管エリア 

及び第 4 保管エリア） 

駆動電源 

（ポンプ（海水）） 

非常用交流電源設備 
（非常用ディーゼル発電機） 

不要 
（付属空冷式ディーゼルエンジン） 

原子炉建屋 

（原子炉建屋内の原子炉棟外） 

屋外 

（第 1保管エリア，第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び第 4保管エリア） 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11.2.5 使用済燃料プール監視設備 

3.11.2.5.1 設備概要 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位／温

度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低

線量）は，想定される重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり計測

を行い，中央制御室において監視可能な設計とする。また，使用済燃料プール監

視カメラは，想定される重大事故等時の使用済燃料プールの状態を中央制御室に

おいて監視可能な設計とする。 

使用済燃料プール監視設備は，全交流動力電源が喪失した場合には常設代替交

流電源設備であるガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である電源

車から受電可能な設計とする。また，中央制御室の指示計等の監視設備は，所内

常設蓄電式直流電源設備（125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2B），常設代替直流電

源設備（125V代替蓄電池）又は可搬型代替直流電源設備（125V 代替蓄電池，125V

代替充電器盤及び電源車の組み合わせ）から受電可能な設計とする。 

本系統の系統概要図を図 3.11-12に，重大事故等対処設備一覧を表 3.11-27に

示す。 
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図 3.11-12 使用済燃料プール監視設備の系統概要図 

 

 

  

使用済燃料貯蔵ラック

使用済燃料プール

高線量 低線量

使用済燃料プール水位／温度
（ガイドパルス式）

使用済燃料プール水位／温度

（ヒートサーモ式）

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ

（高線量，低線量）

使用済燃料プール監視カメラ

【凡例】

信号系

表示

指示計

指示計

指示計

中央制御室

原子炉建屋

609



添 3.11-87 

表 3.11-27 使用済燃料プール監視設備に関する重大事故等対処設備一覧 

（次頁へ続く） 

 

 

 

 

設備区分 設備名 

主要設備 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）【常設】 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）【常設】 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）【常設】 

使用済燃料プール監視カメラ【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備＊ 

 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

所内常設蓄電式直流電源設備 

125V蓄電池2A【常設】 

125V蓄電池2B【常設】 

125V充電器盤2A【常設】 

125V充電器盤2B【常設】 

常設代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

125V代替蓄電池【常設】 

125V代替充電器盤【常設】 

電源車【常設】 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【常設】 
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*：単線結線図を補足説明資料 54-2に示す。 

電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する 

設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

  

設備区分 設備名 

電源設備＊ 上記所内常設蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
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3.11.2.5.2 主要設備の仕様 

 主要設備の仕様を表 3.11-28に示す。 

 

表 3.11-28 主要設備の仕様 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

使用済燃料プール水位／

温度（ヒートサーモ式） 
熱電対 

-4,240～7,010mm＊1 

（O.P.21680～

O.P.32930mm）＊2 
1＊3 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

0～150℃ 

使用済燃料プール水位／

温度（ガイドパルス式） 

ガイドパルス

式水位検出器 

-4,300～7,300mm＊1 

（O.P.21620～

O.P.33220mm）＊2 

1 原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

測温抵抗体 0～120℃ 2 

使用済燃料プール上部空

間放射線モニタ（高線量） 
電離箱 101～108mSv/h 1 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

使用済燃料プール上部空

間放射線モニタ（低線量） 
電離箱 10-2～105mSv/h 1 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

使用済燃料プール監視 

カメラ 
可視光カメラ － 1 

原子炉建屋 

（原子炉建屋原子炉棟内） 

*1：計測範囲の零は，使用済燃料貯蔵ラック上端（O.P.25920mm） 

*2：O.P. （女川原子力発電所工事用基準面）=T.M.S.L.（東京湾平均海面）-0.74m 

*3：検出点 21箇所 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.11.2.5.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.11.2.5.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）及び使用済燃料プール監視カメラは，原子炉建屋原子炉棟内

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における原子炉

建屋原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮

することが可能なよう，表 3.11-29に示す設計とする。 

（54-3，54-4） 

 

表 3.11-29 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損

傷しない設計とする。（詳細は，「2.1.2 耐震設計の基本

方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び

積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損な

われない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作可能なもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）及び使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等

時において中央制御室にて監視可能な設計とし，現場及び中央制御室にお

ける操作は発生しない。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

（54-3） 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール

水位／温度（ガイドパルス式）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に特

性試験が可能な設計とする。なお，特性試験として，温度確認及び絶縁抵

抗の測定を実施し健全性の確認を行う。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に特性試験，線源校正が可能なように，模擬入

力による校正又は線源校正が可能な設計とする。なお，放射線モニタは，

線源校正を実施し基準線量当量率に対する検出器の特性の確認を行う。 

使用済燃料プール監視カメラは，発電用原子炉の運転中又は停止中に映

像確認，外観確認が可能な設計とする。 
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なお，これらの計器の特性試験については，使用済燃料プール監視設備が

少なくとも 1 つ以上機能維持した状態で行う。 

表 3.11-30 に使用済燃料プール監視設備の試験及び検査を示す。 

（54-5） 

 

表 3.11-30 使用済燃料プール監視設備の試験及び検査 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故時等に対処するために使用する設

備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）及び使用済燃料プール監視カメラは，本来の用途以外の用途

には使用しない設計とする。 

 (54-4) 

 

 

 

名称 
発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

使用済燃料プール水位／温度

（ヒートサーモ式） 

運転中又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗測定 

温度確認 

計器校正 

使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式） 

運転中又は 

停止中 

特性試験 絶縁抵抗測定 

温度確認 

水位確認 

計器校正 

使用済燃料プール上部空間放

射線モニタ（高線量，低線量） 

運転中又は 

停止中 

特性試験 線源校正 

計器校正 

使用済燃料プール監視カメラ 運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 外観確認 

映像確認 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）及び使用済燃料プール監視カメラは，他の設備とヒューズに

より電気的に分離とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことが可能なよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

使用済燃料プールの監視設備は，重大事故等時において中央制御室にて

監視可能な設計とし，現場における作業は発生しない。 

（54-3） 

 

 

3.11.2.5.4 設置許可基準規則第 43条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則 43条第 2項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール
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水位／温度（ガイドパルス式）は，使用済燃料プール内の水位低下を監視

可能なよう，想定される重大事故等時において変動する可能性のある使用

済燃料プール上部付近から底部付近までの範囲にわたり水位を計測可能な

設計とする。また，使用済燃料プール内における冷却水の加熱状態を監視

可能なよう，常温から沸騰状態の温度を計測可能な設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，想定さ

れる重大事故等時において変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な

設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において可視

光カメラにより使用済燃料プールが把握可能な設計とする。 

（54-6） 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共有するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）及び使用済燃料プール監視カメラは，二以上の発電用原子炉

施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準対象設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

617



添 3.11-95 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高

線量，低線量）は，設計基準事故対処設備である燃料貯蔵プール水位，燃

料貯蔵プール水温度，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，燃料交換フ

ロア放射線モニタ，燃料取替エリア放射線モニタ，原子炉建屋原子炉棟排

気放射線モニタと共通要因によって同時に機能が損なわれないよう，可能

な限り位置的分散を図る設計とする。 

なお，使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）は，設計基準事

故対処設備を兼ねた設備である。 

使用済燃料プール監視カメラは，同一目的の使用済燃料プール監視設備

である使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール

水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニ

タ（高線量，低線量）と多様性を考慮した設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）及び使用済燃料プール監視カメラの電源については，非常用

交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性を有する代替電

源設備から給電が可能な設計とする。 

（54-2，54-3，54-11） 

618



添 3.13-1 

3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備【56条】 

 

 

  

【設置許可基準規則】 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施

設には，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければな

らない。 

 

（解釈） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発

電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」と

は，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間，十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽，ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は，代替再循環設備等により，多

重性又は多様性を確保すること。（PWR） 
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3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

3.13.1 設置許可基準規則第 56条への適合方針 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には，設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を供給するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

(1) 重大事故等の収束に必要となる水源の確保（設置許可基準規則解釈の第 1項 a），

b），c）） 

設計基準事故対処設備以外の水源の設備として，復水貯蔵タンク，サプレッシ

ョンチェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを設置することで，重大事故等の収

束に必要となる水を供給可能な設計とする。 

また，これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に，複数の代替淡水源

として淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を設置する。 

さらに，海水取水箇所（取水口又は海水ポンプ室）から大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いて海水を取水することで，海

を水源として利用可能な設計とする。 

 

(2) 水の供給設備の整備（設置許可基準規則解釈の第 1項 a），c)，d），e）） 

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源である復水貯蔵タ

ンク，サプレッションチェンバ及び複数の代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び

淡水貯水槽（No.2））並びに海について，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），大容量

送水ポンプ（タイプⅡ），ホース等を用いることにより移送手段及び移送ルート

を確保し，いずれの水源からでも水を供給することが可能な設計とする。復水貯

蔵タンクへの水の供給については，復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接

続マンホールから供給可能な設計とする。 

 

(3) 自主対策設備の整備 

重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自主対策設備として，以下

を整備する。 

 

(ⅰ) 淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク及び原水タンク）を利用した水の

供給設備の整備 

復水貯蔵タンクへの水の供給において代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及

び淡水貯水槽（No.2））を水源とした供給ができない場合であって，ろ過水

タンク，純水タンク及び原水タンクが健全である場合には，重大事故等の収

束に必要となる水を確保するため，ろ過水タンクから大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ），大容量送水ポンプ（タイプⅡ），ホース等を使用して復水貯蔵タン

クへ水を供給可能な設計とする。  
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3.13.2 重大事故等対処設備 

3.13.2.1 重大事故等の収束に必要となる水源 

3.13.2.1.1 設備概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保する。 

重大事故等の収束に必要となる水源として，復水貯蔵タンク，サプレッションチ

ェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを設置する。また，これら重大事故等の収束

に必要となる水源とは別に，代替淡水源として淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽

（No.2）を設置する。 

 

復水貯蔵タンクは，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計

基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水系，低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポ

ンプ）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）並びに重大事故等対処設備（設計基

準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源として使用する。 

サプレッションチェンバは，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代替循環冷却系

並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系，高圧炉心

スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷

却モード）の水源として使用する。 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは，原子炉圧力容器への注水に使用する設計基準事故

対処設備が機能喪失した場合の代替手段であるほう酸水注入系の水源として使用

する。 

代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）は，復水貯蔵タン

クへ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系及び原子炉格納容

器下部注水系（可搬型）の水源として，使用済燃料プールの冷却又は注水に使用す

る設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注

水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系の

水源として，また，炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器の破損を防

止する設備である原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給をする

ための水源として使用する。 

さらに，上記以外の水源として海がある。 

海は，淡水が枯渇した場合に，復水貯蔵タンク，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯

水槽（No.2）へ水を供給するための水源であるとともに，原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替

手段である低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系及び原
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子炉格納容器下部注水系（可搬型）の水源として，使用済燃料プールの冷却又は注

水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プ

ール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールス

プレイ系の水源として利用する。また，原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）及び放水設備である大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の水源として使

用する。 

上記に示す各系統の詳細は，「3.1緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章）」，「3.2 原子炉

冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準

規則第 45 条に対する設計方針を示す章）」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47 条に対する設計

方針を示す章）」，「3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準

規則第 48条に対する設計方針を示す章）」「3.6原子炉格納容器内の冷却等のための

設備（設置許可基準規則第 49 条に対する設計方針を示す章）」，3.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50 条に対する設計方針

を示す章），「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許

可基準規則第 51条に対する設計方針を示す章）」，「3.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備（設置許可基準規則第 54条に対する設計方針を示す章）」，「3.12発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（設置許可基準規則第 55 条に対

する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

これら重大事故の収束に必要となる水源に関する重大事故等対処設備等を表

3.13-1 に示す。また，重大事故等の収束に必要となる水源に係る系統概要図を図

3.13-1～17に示す。  
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図 3.13-1 ほう酸水注入系 系統概要図  
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図 3.13-2 高圧代替注水系 系統概要図  
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図 3.13-3 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.13-4 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.13-5 低圧代替注水系（可搬型） 系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.13-6 原子炉補機代替冷却水系（Ａ系の場合） 系統概要図 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.13-7 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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第 3.13-8図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（代替循環冷却系による原子炉注水） 
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第 3.13-9図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図 

（代替循環冷却系による原子炉格納容器スプレイ）  
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図 3.13-10 原子炉格納容器下部注水系（常設） 系統概要図  
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.13-11  原子炉格納容器下部注水系（可搬型） 系統概要図  
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図 3.13-12 燃料プール代替注水系（常設配管） 系統概要図   
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図 3.13-13 燃料プール代替注水系（可搬型） 系統概要図   
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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 図 3.13-14 燃料プールスプレイ系 系統概要図 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図3.13-15 原子炉格納容器フィルタベント系（フィルタ装置への水の補給） 

系統概要図 
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図 3.13-16 放水設備（大気への拡散抑制設備） 系統概要図 
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図 3.13-17 放水設備（泡消火設備） 系統概要図   
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表 3.13-1 重大事故等収束のための水源に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備*1 

主要水源 

復水貯蔵タンク【常設】 

サプレッションチェンバ【常設】 

ほう酸水注入系貯蔵タンク【常設】 

代替淡水源 

淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

代替水源 

 海 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備*2 
復水貯蔵タンク水位【常設】 

圧力抑制室水位【常設】 

*1：ほう酸水注入系貯蔵タンクについては「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

*2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.1.2 主要設備の仕様 

主要水源の仕様を以下に示す。 

(1) 復水貯蔵タンク 

個数      ： 1 

容量      ： 約 3,000 m3 

種類      ： たて置円筒形 

取付箇所    ： 屋外 

 

(2)サプレッションチェンバ 

個数       ： 1 

容量       ： 約2,800 m3 

取付箇所     ： 原子炉建屋    （原子炉建屋原子炉棟内） 

 

代替淡水源の仕様を以下に示す。 

(1) 淡水貯水槽（No.1） 

   個数      ： 1 

容量      ： 約 5,000 m3 

   取付箇所    ： 屋外 

 

(2) 淡水貯水槽（No.2） 

   個数      ： 1 

容量      ： 約 5,000 m3 

   取付箇所    ： 屋外 

 

  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.13.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.13.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時における温度，放射線，荷重その他の使用条件に

おいて，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクは，屋外に設置する設備であることから，想定される重大

事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，表 3.13-2に示す設計とする。 

サプレッションチェンバは原子炉建屋原子炉棟内の設備であることから，

想定される重大事故等時における，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件及び荷

重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表

3.13-3 に示す設計とする。 

（56-2，56-3） 

 

表 3.13-2 想定する環境条件及び荷重条件（復水貯蔵タンク） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことがないよう防

水対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しな

い）。可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間

とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しない設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重，積雪荷重を考慮して，機器

が損傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損

なわれない設計とする。 
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表 3.13-3 想定する環境条件及び荷重条件（サプレッションチェンバ） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋（原子炉建屋原子炉棟内）で想定される

温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

原子炉建屋（原子炉建屋原子炉棟内）に設置するた

め，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 原子炉建屋（原子炉建屋原子炉棟内）に設置するた

め，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時において確実に操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

復水貯蔵タンクを水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び原

子炉格納容器下部注水系（常設）の操作性については，「3.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規

則第 45条に対する設計方針を示す章）」，「3.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対す

る設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備（設置許可基準規則第 51 条に対する設計方針を示す章）」に記載

する。 

サプレッションチェンバを水源とする代替循環冷却系の操作性については，

「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

復水貯蔵タンクは，表 3.13-4に示すように発電用原子炉の停止中に，外観

検査として傷，割れ，変形，腐食，浸食等の有無を目視等で確認可能な設計

とする。また，漏えいの有無の確認可能な設計とする。発電用原子炉の運転

中には漏えい検出装置により漏えいのないことの確認可能な設計とする。 

サプレッションチェンバは，表 3.13-5に示すように発電用原子炉の停止中

に，内部の確認が可能な設計とする。また，気密性能の確認として，全体漏

えい率試験が可能な設計とする。発電用原子炉の運転中には中央制御室にて

24 時間に 1 回の頻度で水位の確認により漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 

 

（56-4） 
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表 3.13-4 復水貯蔵タンクの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 外観検査 
傷，割れ，変形，腐食，浸食等の有無を目視等で

確認 

運転中又は 

停止中 
異常監視 漏えい検出装置により漏えいのないことを確認 

 

表 3.13-5 サプレッションチェンバの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 

外観検査 
傷，割れ，変形，腐食，浸食等の有無を目視等で

確認 

機能・性能

試験 

全体漏えい率試験により気密性能を確認 

運転中 異常監視 水位の確認により漏えいのないことを確認 

 

 (4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備える

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

復水貯蔵タンクを水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び原

子炉格納容器下部注水系（常設）の切替えの容易性については，「3.2 原子炉

冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許

可基準規則第 45条に対する設計方針を示す章）」，「3.4原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47

条に対する設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備（設置許可基準規則第 51条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

サプレッションチェンバを水源とする代替循環冷却系の切り替えの容易性

については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許

可基準規則第 50条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 
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（56-3） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバは，重大事故等時に弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業

を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選

定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクを水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び原

子炉格納容器下部注水系（常設）の系統構成に操作が必要な機器の設置場所，

操作場所については，「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 45条に対する設計方針を示す

章）」，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示す章）」及び「3.8 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（設置許可基準規則第

51条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

サプレッションチェンバを水源とする代替循環冷却系の系統構成に操作が

必要な機器の設置場所，操作場所については，「3.7 原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対する設計方針を示す

章）」に記載する。 
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3.13.2.1.3.2設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設

としての容量が，代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

又は海を使用するまでの間に必要な容量を有しているため，設計基準対象施

設と同仕様で設計する。 

復水貯蔵タンクの水量は，重大事故等対策の有効性評価で想定する各事故

シーケンスグループのうち事故後 10時間に最も少なくなる事故シーケンスが

「LOCA時注水機能喪失（中小破断 LOCA＋高圧 ECCS失敗＋低圧 ECCS失敗）」（淡

水使用量：約 810 m3）であることから，この水使用量を上回る容量として復

水貯蔵タンクの容量は 1,192 m3とし，復水貯蔵タンクの水が枯渇する前に代

替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））から淡水又は海水を

供給可能な設計とすることで，重大事故等の収束に必要となる十分な容量を

有する設計とする。 

淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）は，重大事故等の収束に必要

となる容量を有する設計とする。 

サプレッションチェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準

対象施設としての保有水量による水頭が，代替循環冷却系で使用する代替循

環冷却ポンプの必要有効吸込水頭に対して十分であるため，設計基準対象施

設と同仕様で設計する。 

（56-5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二

以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉

施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバは，二以上の発電用原子炉施
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設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクを水源とする高圧代替注水系，低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）及び原

子炉格納容器下部注水系（常設）の多様性については，「3.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規

則第 45条に対する設計方針を示す章）」，「3.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対す

る設計方針を示す章）」及び「3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備（設置許可基準規則第 51 条に対する設計方針を示す章）」に記載

する。 

サプレッションチェンバを水源とする代替循環冷却系の多様性ついては，

「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

（56-2） 
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3.13.2.2 水の供給設備 

3.13.2.2.1 設備概要 

水の供給設備は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源であ

る復水貯蔵タンク，サプレッションチェンバ及び代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2））並びに海について，移送手段及び移送ルートを確保し，

いずれの水源からでも水を供給することを目的として設置するものである。 

代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））から復水貯蔵タンク

へ淡水を供給する設備は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），計装設備，水源である

複数の代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）），燃料補給設備（軽

油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク，タンクローリ）並びに流路であるホ

ース・注水用ヘッダ・接続口及び補給水系の配管・弁で構成される。 

淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ海水を供給する設備は，大容量送

水ポンプ（タイプⅡ），計装設備，非常用取水設備（取水口，取水路及び海水ポン

プ室），燃料補給設備（軽油タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク，タンクロ

ーリ）並びに流路であるホース及び配管・弁で構成される。 

復水貯蔵タンクへ海水を供給する設備は，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），計装

設備，非常用取水設備（取水口，取水路及び海水ポンプ室），燃料補給設備（軽油

タンク，ガスタービン発電設備軽油タンク，タンクローリ）並びに流路であるホー

ス・注水用ヘッダ・接続口及び補給水系の配管・弁で構成される。 

復水貯蔵タンクへの淡水の供給は，代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯

水槽（No.2））から，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホース及び注水用ヘッダを用

いて接続先である接続口（復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホー

ル）を経由して行う。 

淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への海水の供給は，海を水源として，

海水取水箇所（取水口又は海水ポンプ室）から大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び

ホースを用いて行う。 

また，復水貯蔵タンクへの海水の供給は，海水取水箇所（取水口及び海水ポンプ

室）より，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），ホース及び注水用ヘッダを用いて注水

先である接続口（復水貯蔵タンク接続口又は復水貯蔵タンク接続マンホール）を経

由して行う。 

 

なお，復水貯蔵タンクへの水の供給設備で使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納

容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注

水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィル

タ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水設備及び水の供給設

備並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備として使用する設計

とする。 

また，淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への水の供給設備で使用する
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大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，「淡水貯水槽への水の供給」の供給設備，及び

「放水設備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）」の放水設備と

して使用する設計とする。 

 

これら水の供給設備に関する重大事故等対処設備を表 3.13-6 に示す。また，本

系統に係わる系統概要図を図 3.13-2,3,5,7,10,18に示す。 

   

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，付属空冷

式ディーゼルエンジンにて駆動可能な設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タ

ンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給可能な

設計とする。 

 
図 3.13-18 復水貯蔵タンクへの水の供給 系統概要図 

（復水貯蔵タンク接続口への接続の場合） 

  

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

復水貯蔵タンク

注
水
用
ヘ
ッ
ダ

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

復水貯蔵タンク
接続マンホール

水中ポンプ

取水口又は海水ポンプ室

海

復水貯蔵タンク

接続口

凡例

：常設配管

：ホース

：接続口

青線：淡水ライン

緑線：海水ライン

水中ポンプ

淡水貯水槽（No.1） 淡水貯水槽（No.2）

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

海

水中ポンプ

取水口又は海水ポンプ室
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 表 3.13-6 水の供給設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【可搬】 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）【可搬】 

附属設備 ホース延長回収車 

水源 

代替淡水源 

淡水貯水槽（No.1）【常設】 

淡水貯水槽（No.2）【常設】 

代替水源 

 海 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水路【常設】 

海水ポンプ室【常設】 

流路 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

ホース・注水用ヘッダ・接続口【可搬】 

補給水系 配管・弁【常設】 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

ホース・配管・弁【可搬】 

注水先 － 

電源設備 

（燃料補給設備

を含む） 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備*1 復水貯蔵タンク水位【常設】 

*1：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

  計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 
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3.13.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,440 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 0.9 MPa[gage]*2,1.2 MPa[gage]*3,*4 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 5  (うち予備 1）＊5 

設置場所    ： 屋外（淡水貯水槽（No.1）＊2，淡水貯水槽（No.2）＊2，

取水口＊3, *4又は海水ポンプ室＊3, *4） 

 保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア，第 3保管エリ 

           ア及び第 4保管エリア） 

原動機出力   ：    kW 

 

*1：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納

容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代

替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント

系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の各系統の注水設備及

び水の供給設備並びに「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備と

して使用する。 

*2：淡水貯水槽を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常

設配管），燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格

納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」

に使用する場合を示す。 

*3：「原子炉補機代替冷却水系」に使用する場合を示す。 

*4：海を水源とし，「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），

燃料プール代替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系及び復水貯蔵タンク

への補給」に使用する場合を示す。 

*5：「低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納

容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代

替注水系（可搬型）,燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント

系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び水の供

給設備として 1 台，「原子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備とし

て 1台使用する。 

  

 

枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。 
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(2) 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）*1 

種類      ： うず巻形 

容量      ： 1,800 m3/h/個以上 

揚程      ： 122 m 

最高使用圧力  ： 1.2 MPa[gage] 

最高使用温度  ： 50℃ 

個数      ： 3 (うち予備 1）*2 

設置場所    ： 屋外（取水口又は海水ポンプ室） 

 保管場所    ： 屋外（第 1保管エリア，第 2保管エリア及び第 4保管エ

リア） 

原動機出力   ：    kW 

 

*1：「淡水貯水槽への水の供給」の供給設備及び「放水設備（大気への拡散抑制設

備）又は放水設備（泡消火設備）」の放水設備として使用する。 

*2：「淡水貯水槽への水の供給」の供給設備として 1 台，「放水設備（大気への拡

散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）」の放水設備として 1 台使用する。 

 

 

3.13.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.13.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時における温度，放射線，荷重その他の使用条件に

おいて，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであ

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリ

ア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時に淡水貯水

槽（No.1），淡水貯水槽（No.2），取水口又は海水ポンプ室付近の屋外に設置

する設備であることから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表

3.13-7に示す設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，屋外の第 1 保管エリア，第 2 保管エリ

ア及び第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時に取水口又は海水ポンプ室付

近の屋外に設置する設備であることから，想定される重大事故等時における

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

 

枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。 
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きるよう，表 3.13-7に示す設計とする。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

は，付属の操作スイッチにより，想定される重大事故等時において，設置場

所から操作可能な設計とする。 

（56-3，56-7） 

 

表 3.13-7 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐

えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

降水及び凍結により機能を損なうことがないよう防水対策

及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統

への影響 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，淡水だけでなく海水も

使用する（常時海水は使用しない）。可能な限り淡水源を優

先し，海水通水は短時間とすることで，設備への影響を考

慮する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，使用時に海水を通水す

るため，海水の影響を考慮した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認し，輪止め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が

損傷しない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわ

れない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時において確実に操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

復水貯蔵タンクへ水を供給するための操作が必要な機器及び操作に必要な

弁を表 3.13-8に示す。このうち，復水貯蔵タンク補給弁及び復水貯蔵タンク

外部注水入口弁については，復水貯蔵タンク接続口接続時に接続口が設置さ

れている屋外（CST連絡トレンチ／バルブ室）の場所から手動操作で弁を開閉

可能な設計とする。また，復水貯蔵タンク接続マンホールについては，復水

貯蔵タンク接続マンホール接続時に復水貯蔵タンク接続マンホールが設置さ

れている屋外の場所から手動操作で開閉可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）につい

ては，付属の操作スイッチから起動する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の操作

は，操作者の操作性・監視性・識別性を考慮し，また十分な操作空間を確保

することで，確実に操作可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，複

数の代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）），海水取水箇

所（取水口又は海水ポンプ室）まで屋外のアクセスルートを通行してアクセ

ス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪止め等で固定可能な設計とす

る。 

 

ホースの接続作業にあたっては，特殊な工具及び技量を必要としない，簡

便な接続方式である嵌合構造とし，一般的な工具を使用することにより，確

実に接続が可能な設計とする。 

復水貯蔵タンク接続マンホールから復水貯蔵タンクへ補給する場合，復水

貯蔵タンクのマンホールを取外し，ホースを接続するための治具を取り付け

る。マンホールと治具の接続はフランジ接続とし，一般的な工具を用いて，

確実に取付け可能な設計とする。治具とホースの接続は，簡便な接続方式で

ある嵌合構造並びに一般的な工具を使用することにより，確実に接続が可能

な設計とする。 

（56-6） 
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表 3.13-8 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 設置場所 操作場所 操作方法 備考 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作  

大容量送水ポンプ

（タイプⅡ） 

停止→起動 屋外 屋外 スイッチ操作  

ホース ホース接続 屋外 屋外 手動操作 

 

 

復水貯蔵タンク補

給弁 

全閉→調整開 屋外 屋外 手動操作 注水用ヘッダ付属

弁 

復水貯蔵タンク外

部注水入口弁 

全閉→全開 屋外 屋外 手動操作 復水貯蔵タンク接

続口接続時 

復水貯蔵タンク接

続マンホール 

マンホール取

外し，治具取

付け 

屋外 屋外 手動操作 復水貯蔵タンク接

続マンホール接続

時 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，表 3.13-9に示すように発電用原子炉の

運転中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験及び外観の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉運転中又は停止中に，淡水貯水槽（No.1）又

は淡水貯水槽（No.2）を水源とする他系統と独立したテストラインにより，

運転性能及び漏えい有無の確認が可能な設計とする。また，車両としての運

転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，表 3.13-10 に示すように発電用原子炉

の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観の確認が可能な設計とする。

また，淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）を水源とする他系統と独

立したテストラインにより，運転性能及び漏えい有無の確認が可能な設計と

する。また，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

運転性能の確認として，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)の吐出圧力，流量の

確認を行うことが可能な設計とする。 

656



添 3.13-39 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，

腐食等の有無を目視で確認することが可能な設計とする。 

なお，復水貯蔵タンク補給弁及び復水貯蔵タンク外部注水入口弁について

は，発電用原子炉の運転中及び停止中に弁動作試験を実施することで弁開閉

動作の機能・性能が確認可能な設計とする。 

（56-4） 

 

 

表 3.13-9 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 

 

表 3.13-10 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えい有無の確認 

車両走行状態の確認 

外観検査 き裂，腐食等の有無を目視で確認 
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(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備える

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，本

来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による代替淡水源（淡水貯水槽（No.1)

及び淡水貯水槽（No.2））から復水貯蔵タンクへの淡水の供給，大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）による海から復水貯蔵タンクへの海水の供給並びに大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）による海から淡水貯水槽（No.1)及び淡水貯水槽（No.2）

への海水の供給に必要な資機材の移動，設置，起動操作については図 3.13-19

～26に示すタイムチャートのとおり速やかに切替えることが可能である。 

（56-3） 

 

 

図 3.13-19 淡水貯水槽から復水貯蔵タンクへの水の供給（復水貯蔵タンク接続口を

経由して供給する場合） タイムチャート* 

手順の項目 6時間25分

電源確認※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動
※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続※6

送水準備・送水（水張り・系統確認）※5

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続※6

復水貯蔵タンク水密扉開放・ホース接続※8

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第3保管エリアから淡水貯水槽までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※8：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

淡水貯水槽から復水貯蔵タ
ンクへの補給

（復水貯蔵タンク接続口を
経由して補給する場合）

中央制御室運転員Ａ 1

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

6 7 8 9 10

要員（数）

経過時間（時間）

備考

1 2 3 4 5

淡水貯水槽からの淡水補給開始
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図 3.13-20 淡水貯水槽から復水貯蔵タンクへの水の供給（復水貯蔵タンク接続マン

ホールを経由して供給する場合） タイムチャート* 

 

 

図 3.13-21 海から復水貯蔵タンクへの水の供給（取水口から取水し，復水貯蔵タン

ク接続口を経由して供給する場合） タイムチャート* 

 

手順の項目 6時間25分

電源確認※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動
※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続※6

送水準備・送水（水張り・系統確認）※5

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続※6

復水貯蔵タンク補給用治具の設置・ホース接続※8

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第3保管エリアから淡水貯水槽までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※8：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

淡水貯水槽から復水貯蔵タ
ンクへの補給

（復水貯蔵タンク接続マン
ホールを経由して補給する
場合）

中央制御室運転員Ａ 1

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

備考

1 2 3 4 5 6 7 8

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

経過時間（時間）

9 10

要員（数） 淡水貯水槽からの淡水補給開始

手順の項目 6時間25分

電源確認
※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動
※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）
※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続※6

送水準備・送水（水張り・系統確認）※5

保管場所への移動
※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続※6

復水貯蔵タンク水密扉開放・ホース接続※8

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第2保管エリアから取水口までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

海から復水貯蔵タンクへの
補給

（取水口から海水を取水す
る場合（海側））
（復水貯蔵タンク接続口を
経由して補給する場合）

中央制御室運転員Ａ 1

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

4 5 6 7 8 9

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

10

要員（数）

経過時間（時間）

1 2 3

備考

海からの海水補給開始
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図 3.13-22 海から復水貯蔵タンクへの水の供給（取水口から取水し，復水貯蔵タン

ク接続マンホールを経由して供給する場合） タイムチャート* 

 

 
図 3.13-23 海から復水貯蔵タンクへの水の供給（海水ポンプ室から取水し，復水貯

蔵タンク接続口を経由して供給する場合） タイムチャート* 

 

手順の項目 6時間25分

電源確認
※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動
※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）
※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続※6

送水準備・送水（水張り・系統確認）※5

保管場所への移動
※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※7

ホースの敷設，接続※6

復水貯蔵タンク補給用治具の設置・ホース接続※8

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※4：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第2保管エリアから取水口までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

4 5

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

海から復水貯蔵タンクへの
補給

（取水口から海水を取水す
る場合（海側））
（復水貯蔵タンク接続マン
ホールを経由して補給する
場合）

中央制御室運転員Ａ 1

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

6 7 8 9 10

要員（数）

経過時間（時間）

備考

1 2 3

海からの海水補給開始

手順の項目 8時間55分

電源確認※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

防潮壁の開放※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※5

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続
※7

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※8

ホースの敷設，接続※7

復水貯蔵タンク水密扉開放・ホース接続※8

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※4：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第2保管エリアから海水ポンプ室までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※8：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

海から復水貯蔵タンクへの
補給

（海水ポンプ室取水）
（復水貯蔵タンク接続口を
経由して補給する場合）

中央制御室運転員Ａ 1

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

備考

1 2 3 4 5 6 7 8

送水準備・送水（水張り・系統監視）※6

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動※6

送水準備・送水（水張り・系統確認）
※6

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

経過時間（時間）

9 10

要員（数） 海からの海水補給開始
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図 3.13-24 海から復水貯蔵タンクへの水の供給（海水ポンプ室から取水し，復水貯

蔵タンク接続マンホールを経由して供給する場合） タイムチャート* 

 

 

図 3.13-25 海から淡水貯水槽への水の供給（取水口から取水する場合） 

タイムチャート* 

 

手順の項目 8時間55分

電源確認※1

状況監視

保管場所への移動※2※3

防潮壁の開放※4

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動，設置※5

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動※6

送水準備・送水（水張り・系統監視）※6

保管場所への移動※2※3

ホースの敷設，接続
※7

送水準備・送水（水張り・系統確認）
※6

保管場所への移動※2※3

注水用ヘッダ運搬，設置※8

ホースの敷設，接続※7

復水貯蔵タンク補給用治具の設置・ホース接続※4

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間
※2：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア，注水用ヘッダの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※3：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※4：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

※5：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動時間として，第2保管エリアから海水ポンプ室までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※7：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※8：注水用ヘッダの運搬距離として，第2保管エリアから原子炉建屋付近までを想定した移動時間及び注水用ヘッダ設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

海から復水貯蔵タンクへの
補給

（海水ポンプ室取水）
（復水貯蔵タンク接続マン
ホールを経由して補給する
場合）

中央制御室運転員Ａ 1

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

備考

1 2 3 4 5 6 7 8

経過時間（時間）

9 10

要員（数） 海からの海水補給開始

手順の項目 5時間5分

保管場所への移動
※1※2

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の移動，設置※3

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）起動
※4

送水準備・送水（水張り・系統監視）※4

保管場所への移動※1※2

ホースの敷設，接続※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）
※4

保管場所への移動
※1※2

ホースの敷設，接続※5

※1：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※2：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間
※3：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の移動時間として，第2保管エリアから取水口までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※4：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

海から淡水貯水槽への補給

（取水口取水）

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

4 5

経過時間（時間）

要員（数）

6 7 8 9 10

備考

1 2 3

海からの海水補給開始
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図 3.13-26 海から淡水貯水槽への水の供給（海水ポンプ室から取水する場合）  

タイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合方針に

ついて（個別手順）の 1.13で示すタイムチャート 

手順の項目 7時間40分

保管場所への移動※1※2

防潮壁の開放
※3

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の移動，設置※4

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）起動※5

送水準備・送水（水張り・系統監視）※5

保管場所への移動
※1※2

ホースの敷設，接続※6

送水準備・送水（水張り・系統監視）
※5

保管場所への移動※1※2

ホースの敷設，接続※6

※1：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及びホースの保管場所は第1保管エリア，第2保管エリア，第3保管エリア及び第4保管エリア
※2：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※3：設計状況を考慮して想定した作業時間に余裕を見込んだ時間

※4：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の移動時間として，第2保管エリアから海水ポンプ室までを想定した移動時間及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）設置訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※5：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）起動訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間
※6：ホース敷設訓練の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

海から淡水貯水槽への補給

（海水ポンプ室取水）

重大事故等対応要員Ａ～Ｃ 3

重大事故等対応要員Ｄ～F 3

重大事故等対応要員G～Ｉ 3

要員（数）

経過時間（時間）

備考

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

海からの海水補給開始
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，通

常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，保

管場所において転倒しないことを確認することで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（56-3） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業

を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選

定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクへ水を供給するための操作に必要な機器の設置場所及び操

作場所を表 3.13-8に示す。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅡ），ホース，注水用ヘッダ，復水貯蔵タンク外部注水入口弁及

び復水貯蔵タンク接続マンホールは，全て屋外にあり操作場所及び設置場所

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（56-6） 

 

3.13.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項第一号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量

を有するものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクへの水の供給に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の

容量は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止に係る有効性評

価解析において有効性が確認されている，150m3/h以上とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，作業効率化，被ばく低減を図るため「低

圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容

器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代

替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント

系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給」の同時使用を考慮し

て，各系統に必要な流量を 1台で確保可能な 569m3/h以上の容量を有する設計

とする。なお，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可

搬型），燃料プールスプレイ系の同時使用は考慮しない。さらに，大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）は，「原子炉補機代替冷却水系」として必要な流量 1,200m3/h

以上の容量を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の揚程は，水源（代替淡水源（淡水貯水槽

（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））又は海）と供給先（復水貯蔵タンク）の圧

力差，静水頭，機器圧力損失，配管・ホース及び弁類の圧力損失を考慮し，

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1台運転で復水貯蔵タンクへの水の供給量を達

成可能な揚程を確保可能な設計とする。 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，「低圧代替注水系（可搬型），原

子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃

料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プ

ールスプレイ系，原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及

び復水貯蔵タンクへの補給」の注水設備及び供給設備として 1台，また，「原

子炉補機代替冷却水系」の熱を海へ輸送する設備との同時使用時には更に 1

台使用することから，1セット 2台使用する。保有数は 2セットで 4台，故障

時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップで 1 台の合

計 5台を確保する。 

淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への水の供給に使用する大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）の容量は，淡水貯水槽から大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により各系統に注水・供給する流量の合計である 569m3/h以上の容量

を有する設計とする。 

さらに，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，「放水設備（大気への拡散抑制

設備）又は放水設備（泡消火設備）」として必要な流量 1,200m3/h以上の容量

を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の揚程は，水源（海）と供給先（淡水貯水

槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））の圧力差，静水頭，機器圧力損失，配管・

664



添 3.13-47 

ホース及び弁類の圧力損失を考慮し，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）1台運転

で淡水貯水槽への水の供給量を達成可能な揚程を確保可能な設計とする。 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，「淡水貯水槽への水の供給」の供

給設備として１台，また，「放水設備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備

（泡消火設備）」の放水設備との同時使用時は更に１台使用することから，1

セット 1 台使用する。保有数は 1 セットで 2 台，故障時のバックアップ及び

保守点検による待機除外時のバックアップで 1台の合計 3台を確保する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要

なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

（56-5） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項第二号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原

子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続する

ものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，接

続部の口径の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

復水貯蔵タンクへの水の供給に用いる大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接

続箇所は，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（可搬型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系

（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃料プールスプレイ系及び

原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給にも使用することが

できるよう，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から来るホースと接続口につい

て，口径を統一し，簡便な接続方式である嵌合構造にすることにより，確実

に接続が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）から注水用ヘッダまでのホース及び接続部

は，口径を 300Aに統一する設計とする。 

注水用ヘッダから復水貯蔵タンク接続口までのホース及び接続部は，口径

を 150Aに統一する設計とする。 

なお，復水貯蔵タンク接続マンホールとホースの接続は，マンホールを取

外し，簡便な接続方式である嵌合構造を持った治具を取付けることで，特殊

な工具及び技量を必要とせず確実な接続が可能な設計とする。また，治具の

取付けは，一般的な工具を用いてフランジ接続により容易にかつ確実に取付
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け可能な設計とする。 

淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への水の供給に用いる大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）の接続箇所は，口径を統一し，簡便な接続方式であ

る嵌合構造にすることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

（56-6） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項第三号） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することがで

きなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の

外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる

複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

復水貯蔵タンクへの水の供給で用いる大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものではないことから本条文の直

接的な要求は受けないが，復水貯蔵タンクへの接続口を屋外（CST連絡トレン

チ／バルブ室）に 1 箇所，復水貯蔵タンク屋根マンホールにつながる復水貯

蔵タンク接続マンホールを 1 箇所設置し，複数の場所に設けることで信頼性

向上を図る設計とする。 

（56-3，56-6） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第四号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に

据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な

措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，屋

外で使用する設備であり，想定される重大事故等時における放射線を考慮し

ても，設置及び接続口への接続，弁操作等の作業が可能であると想定してい

る。仮に放射線量が高い場合は，放射線量を測定し，線源からの離隔距離を

とり放射線量が低い位置に設置すること等により，設備の設置及び常設設備

666



添 3.13-49 

との接続を可能とする。なお，設置場所での接続作業は，簡便な接続方式で

ある嵌合構造にすることにより，確実に速やかに接続が可能な設計とする。 

（56-6） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項第五号） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，地

震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響その他の条件を考慮し，これら共通要因により同時に機能を

喪失しないよう，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は第 1 保管エリア，第 2 保

管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに，大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）は第 1 保管エリア，第 2 保管エリア及び第 4 保管エリアに分散して保

管する設計とする。 

（56-7） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項第六号） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等時において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，

又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保で

きるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，想

定される重大事故等時においても，保管場所から設置場所までの経路につい

て，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスル

ートを確保する。（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート

について」参照） 

（56-8） 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第 43条第 3項第七号） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

水の供給設備に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若し

くは注水機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，第 1 保管エリア，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリ

アに分散保管し位置的分散を図る設計とする。 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は同一目的の設計基準事故対処設備

はないものの，原子炉建屋と位置的分散を図り，第 1 保管エリア，第 2 保管

エリア及び第 4保管エリアに分散して保管する設計とする。 

（56-3,56-6,56-7） 
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3.13.3 水源を利用する重大事故等対処設備について 

3.13.3.1 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

主要水源を利用する重大事故等対処設備について，表 3.13-11に示す。 

 

表 3.13-11 主要水源を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関連

条文 

主要水源を利用する 

重大事故等対処設備*1 
注水先 

復水貯蔵タン

ク 

45条 

高圧代替注水系 
高圧代替注水系 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

原子炉隔離時冷却系 
原子炉隔離時冷却

系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

高圧炉心スプレイ系 
高圧炉心スプレイ

系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

47条 
低圧代替注水系 

（常設） 

復水移送ポンプ 
原子炉 

圧力容器 

直流駆動低圧注水

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

51条 
原子炉格納容器下部

注水系（常設） 
復水移送ポンプ 

原子炉 

格納容器 

サプレッショ

ンチェンバ 

45条 高圧炉心スプレイ系 
高圧炉心スプレイ

系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

47条 

残留熱除去系（低圧

注水モード） 

残留熱除去系 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

低圧炉心スプレイ系 
低圧炉心スプレイ

系ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

49条 

残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モ

ード） 

残留熱除去系 

ポンプ 

原子炉 

格納容器 

残留熱除去系（サプ

レッションプール水

冷却モード） 

残留熱除去系 

ポンプ 

原子炉 

格納容器 

50条 代替循環冷却系 
代替循環冷却 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

原子炉 

格納容器 

ほう酸水注入

系貯蔵タンク 

44条 ほう酸水注入系 
ほう酸水注入系 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

45条 ほう酸水注入系 
ほう酸水注入系 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

51条 ほう酸水注入系 
ほう酸水注入系 

ポンプ 

原子炉 

圧力容器 

*1上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設備と位

置付ける項にて示す。 
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3.13.3.2 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

代替淡水源を利用する重大事故等対処設備について，表 3.13-12に示す。 

 

表 3.13-12 代替淡水源を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関連 

条文 

代替淡水源を利用する 

重大事故等対処設備*1 
注水先 

淡水貯水槽

（No.1） 

47条 
低圧代替注水系（可

搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

圧力容器 

49条 
原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

格納容器 

50条 
原子炉格納容器フ

ィルタベント系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

フィルタ 

装置 

51条 
原子炉格納容器下

部注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

格納容器 

54条 

燃料プール代替注

水系（常設配管） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃

料プール 

燃料プール代替注

水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃

料プール 

燃料プールスプレ

イ系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃

料プール 

56条 水の供給設備 
大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

復水貯蔵

タンク 

淡水貯水槽

（No.2） 

47条 
低圧代替注水系（可

搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

圧力容器 

49条 
原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

格納容器 

50条 
原子炉格納容器フ

ィルタベント系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

フィルタ 

装置 

51条 
原子炉格納容器下

部注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

格納容器 

54条 

燃料プール代替注

水系（常設配管） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃

料プール 

燃料プール代替注

水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃

料プール 

燃料プールスプレ

イ系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃

料プール 

56条 水の供給設備 
大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

復水貯蔵

タンク 

*1上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設備と位

置付ける項にて示す。 
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3.13.3.3 海を利用する重大事故等対処設備 

海を利用する重大事故等対処設備について，表 3.13-13に示す。 

 

表 3.13-13 海を利用する重大事故等対処設備 

水源 
関連 

条文 

海を利用する 

重大事故等対処設備*1 
注水先 

海 

47条 
低圧代替注水系（可搬

型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

圧力容器 

48条 
原子炉補機代替冷却水

系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

熱交換器 

ユニット 

49条 
原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

格納容器 

50条 
原子炉補機代替冷却水

系 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

熱交換器 

ユニット 

51条 
原子炉格納容器下部注

水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

原子炉 

格納容器 

54条 

燃料プール代替注水系

（常設配管） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃料

プール 

燃料プール代替注水系

（可搬型） 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃料

プール 

燃料プールスプレイ系 
大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

使用済燃料

プール 

重大事故等時における

使用済燃料プールの除

熱 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

熱交換器 

ユニット 

55条 原子炉建屋放水設備 
大容量送水ポンプ

（タイプⅡ） 
－ 

56条 水の供給設備 

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ） 

復水貯蔵 

タンク 

大容量送水ポンプ

（タイプⅡ） 

淡水貯水槽

（No.1）*2 

淡水貯水槽

（No.2）*2 

*1上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設備と位

置付ける項にて示す。 

*2低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系，原子炉格納容器

下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可

搬型）及び燃料プールスプレイ系の水源として利用できる。 
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3.13.3.4 水の循環又は冷却を目的とする重大事故等対処設備 

水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備について，表 3.13-14に示す。 

 

表 3.13-14 水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備 

関連 

条文 
水の循環又は除熱を目的とする重大事故等対処設備*1 

47条 
残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード） 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

48条 

原子炉補機代替冷却水系 
熱交換器ユニット 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

原子炉補機冷却水系 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

原子炉補機冷却水系熱交換器 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポン

プ 

高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱

交換器 

49条 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード） 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード） 

残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

50条 代替循環冷却系 
代替循環冷却ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

54条 使用済燃料プールの除熱 
燃料プール冷却浄化系ポンプ 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 

*1上記重大事故等対処設備の詳細については，各重大事故等対処設備を主要設備と位

置付ける項にて示す。 
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3.14 電源設備【57 条】 

 

 

【設置許可基準規則】 
（電源設備） 
第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したこ
とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容
器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著
しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなけ
ればならない。 

 
２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電
源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設
備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著し
い損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止
中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けな
ければならない。 

 
（解釈） 
１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に
掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい
う。 
ａ）代替電源設備を設けること。 
ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 
ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 
ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、電気の
供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制
御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合
を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時
間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を
行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあ
らかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)
及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けること
などにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持
及び人の接近性の確保を図ること。 

 
２ 第 2 項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 
ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する
電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行
わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24
時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可
能であるもう 1 系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3 系
統目）を整備すること。 
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3.14 電源設備 

 

3.14.1 設置許可基準規則第 57条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために可搬型代替交流電源設備，常設代替交

流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代

替直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける設計とする。 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備(設置許可基準解釈の第 1項 a)ⅰ)及びⅲ)) 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合，非

常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用

済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替交流電源設備を設ける。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車を代替所内電気設備に接続して運転し，

代替所内電気設備である緊急用高圧母線及び非常用所内電気設備である非常

用高圧母線を操作することで，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電

源供給する設計とする。 

電源車の燃料は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタン

クローリを用いて燃料を運搬し，補給可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設

備及びその燃料移送系並びに高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及びその燃

料移送系に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

674



添 3.14-3 

(2) 常設代替交流電源設備(設置許可基準解釈の第 1項 a)ⅱ)及びⅲ)) 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合，非

常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用

済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設ける。 

常設代替交流電源設備は，代替所内電気設備に接続されたガスタービン発電

機が，外部電源の喪失時に自動起動することにより，代替所内電気設備に電源

供給し，また，非常用所内電気設備である非常用高圧母線を操作することで，

非常用所内電気設備へも電源供給する設計とする。 

ガスタービン発電機の燃料は，ガスタービン発電設備軽油タンクよりガスタ

ービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

及びその燃料移送系並びに高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及びその燃料

移送系に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備(設置許可基準解釈の第 1項 b)) 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合，直

流設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的と

して，所内常設蓄電式直流電源設備を設ける。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に 125V 蓄電池か

ら設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動

力電源喪失から 1 時間後に，中央制御室において不要な負荷の切離しを行う。

さらに，全交流動力電源喪失から 8時間後に，現場において不要な負荷の切離

しを行い，全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給することを

可能な設計とする。 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用

直流電源設備 A系及び非常用直流電源設備 B系と兼用し，非常用直流電源設備

A 系，非常用直流電源設備 B 系及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は独立

性を有し，位置的分散を図る設計とする。 
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(4) 常設代替直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合，直

流設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的と

して，常設代替直流電源設備を設ける。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に 125V 代替蓄電池から

重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から 8時間必要な

負荷に電源供給することを可能な設計とする。また，全交流動力電源喪失直後

に 250V 蓄電池から重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪

失から 1時間後に，中央制御室において不要な負荷の切離しを行い，全交流動

力電源喪失から 24時間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備

及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散

を図る設計とする。 

 

(5) 可搬型代替直流電源設備(設置許可基準解釈の第 1項 c)並びに a)ⅰ)及びⅲ)) 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，直流設備に

電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬

型代替直流電源設備を設ける。 

可搬型代替直流電源設備は，125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池から必要な負

荷に電源供給し，その後，可搬型代替交流電源設備から代替所内電気設備を経

由して，125V 代替充電器盤及び 250V 充電器盤を受電することにより，24時間

以上必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設

備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備並びに 125V 充電器盤に電源を供給

する非常用ディーゼル発電機とその燃料移送系及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機とその燃料移送系に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設

計とする。 

 

(6) 号炉間電力融通設備(設置許可基準解釈の第 1項 d)) 

号炉間電力融通設備については，単独号炉申請であるため，自主対策設備と

して設ける設計とする。 
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(7) 代替所内電気設備(設置許可基準解釈の第 1項 e)) 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給するため

の電気設備及び電路を設置することにより，重大事故等が発生した場合におい

て炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを

目的として，代替所内電気設備を設ける。 

代替所内電気設備は，ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線，緊急用

動力変圧器，緊急用低圧母線及び緊急用交流電源切替盤により，設計基準事故

対処設備である非常用所内電気設備と，重大事故等が発生した場合において，

共通要因である地震，津波，火災及び溢水により，同時に機能喪失しないとと

もに，非常用所内電気設備を含めて少なくとも 1系統は人の接近性を確保する

設計とする。 
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(8) 重大事故等対処設備(設計基準拡張) 

設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時においてその機能を考

慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(ⅰ) 非常用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することに

より，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納

容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常用交流電

源設備を設ける設計とする。 

 

(ⅱ) 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することに

より，非常用交流電源設備による電源供給と組み合わせて，重大事故等が

発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として，高圧炉心スプレイ系用交流電源設

備を設ける設計とする。 

 

(ⅲ) 高圧炉心スプレイ系用直流電源設備 

外部電源が喪失した場合，直流設備に電源を供給することにより，非常

用直流電源設備による電源供給と組み合わせて，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止することを目的として，高圧炉心スプレイ系用直流電源設備を設ける

設計とする。 

 

(9) 燃料補給設備 

重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用に軽油を補給するた

めに，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は,重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽

油が，枯渇をすることを防止するため，補機駆動用の軽油を補給すること

を目的として使用する。 
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(10) 自主対策設備の整備 

電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(ⅰ) 125V代替充電器盤用電源車接続設備 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，直流設

備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために，

125V代替充電器盤用電源車接続設備を設ける。 

125V 代替充電器盤用電源車接続設備は，可搬型代替交流電源設備が代替

所内電気設備を経由せずに直接 125V 代替充電器盤を受電することにより，

必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

 

(ⅱ) 号炉間電力融通設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合，

3 号炉から号炉間電力融通ケーブル(常設)又は号炉間電力融通ケーブル(可

搬型)に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合において炉

心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため

に，号炉間電力融通設備を設ける。 

号炉間電力融通設備は，号炉間電力融通ケーブル(常設)を 2 号炉の代替

所内電気設備である緊急用高圧母線(緊急用電気品建屋側)及び 3 号炉の非

常用所内電気設備である非常用高圧母線に遮断器の手動操作で接続するこ

とで，2号炉の非常用所内電気設備に電源供給し，また，号炉間電力融通ケ

ーブル(可搬型)を2号炉の代替所内電気設備である緊急用高圧母線(原子炉

建屋側)及び 3号炉の非常用所内電気設備である非常用高圧母線にケーブル

を手動で接続後，遮断器の手動操作で接続することで，2 号炉の非常用所内

電気設備に電源供給する設計とする。 
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添 3.14-8 

3.14.2 重大事故等対処設備 

 

3.14.2.1 可搬型代替交流電源設備 

 

3.14.2.1.1 設備概要 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力

電源喪失)した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給するこ

とにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の

著しい損傷を防止することを目的として配備するものである。 

可搬型代替交流電源設備の電気系統は，ディーゼル機関及び発電機を搭載した「電

源車」，電源車を接続する「電源車接続口(原子炉建屋   )」及び「電源車接続口(原

子炉建屋   )」並びに代替所内電気設備として電路を構成する「緊急用高圧母線 2G

系」及び「緊急用動力変圧器 2G系」並びに電源供給先である「非常用高圧母線 2C系」，

「非常用高圧母線 2D 系」及び「緊急用低圧母線 2G系」で構成する。 

可搬型代替交流電源設備の燃料移送系は，燃料を保管する「軽油タンク」及び「ガ

スタービン発電設備軽油タンク」並びに軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タ

ンクから電源車まで燃料を運搬する「タンクローリ」で構成する。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車を非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D

系又は緊急用低圧母線 2G系に接続することで電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 3.14-1～6 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.14-1に示す。 

本系統は，電源車を所定の接続先(電源車接続口(原子炉建屋   )又は電源車接続

口(原子炉建屋   ))に接続し，緊急用高圧母線 2G系，非常用高圧母線 2C系及び非

常用高圧母線 2D 系の系統構成を行った後，電源車の操作ボタンにより起動し，運転

を行う。 

電源車の運転中は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクロ

ーリを用いて燃料を電源車に補給する。また，タンクローリは，電源車だけでなく，

大容量送水ポンプ(タイプⅠ)，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ(タイプⅡ)に

対しても燃料補給を行う。 

電源車は，可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用代替交流電源設備として使

用する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散

については，3.14.2.1.3 項に詳細を示す。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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なお，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)については，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則 47 条に対する方

針を示す章）」，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備(設置許可基準規則

48条に対する方針を示す章)」，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備(設置許

可基準規則 49条に対する方針を示す章)」，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備(設置許可基準規則 50 条に対する方針を示す章)」，「3.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための設備(設置許可基準規則 51条に対する方針を示す

章）」，「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備(設置許可基

準規則 52 条に対する方針を示す章)」，「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備(設置許可基準規則 54条に対する方針を示す章)」及び「3.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給設備(設置許可基準規則 56 条に対する方針を示す章)」並びに熱

交換器ユニットについては，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備(設置

許可基準規則 48条に対する方針を示す章）」，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止

するための設備(設置許可基準規則 50 条に対する方針を示す章)」，「3.9 水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止するための設備(設置許可基準規則 52条に対する方

針を示す章)」及び「3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備(設置許可基準規

則 54 条に対する方針を示す章)」並びに大容量送水ポンプ(タイプⅡ)については，

「3.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備(設置許可基準規則 55

条に対する方針を示す章）」及び「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

(設置許可基準規則 56 条に対する方針を示す章)」並びに緊急時対策所用代替交流電

源設備については，「3.18 緊急時対策所(設置許可基準規則 61条に対する方針を示す

章）」で示す。 
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添 3.14-10 

 
図 3.14-1 可搬型代替交流電源設備系統図 

（電源車～電源車接続口(原子炉建屋   ) 

～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路） 

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
A

-1

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6.

9k
V

M
/C

6
-2

F-
2

6
.9

k
V

M
/C

6-
2

G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6.
9k

V
M

/C
6-

2D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

D
/G

外
部
電
源
よ
り 動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

6.
9k

V
M

/C
6-

2H

【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H

赤
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅰ

)

緑
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅱ

)

橙
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅲ

)
青
色
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

紫
色
：
給
電
ラ
イ
ン

【
色
分
け
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-2

【
区
分
Ⅰ
】

【
区
分
Ⅱ
】

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
器

：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

D
系

1
2

5
V

代
替
充
電
器
盤

1
2

5
V

充
電
器
盤

2
A

1
2

5
V

充
電
器
盤

2B
1

2
5

V
充
電
器
盤

2
H

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
G

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
B

-1

電
源
車

電
源
車

電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋

)
電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋

)

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2G

【
凡
例
】

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2C

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2D

：
1

2
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2G

・
M

/C
  
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
ス
イ
ッ
チ
ギ
ア

・
P

/C
  

 ：
パ
ワ
ー
セ
ン
タ

・
M

C
C

 ：
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

・
R

/B
  

 ：
原
子
炉
建
屋

・
C

/B
：
制
御
建
屋

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

682
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図 3.14-2 可搬型代替交流電源設備系統図 

（電源車～電源車接続口(原子炉建屋   )  

～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-12 

 
図 3.14-3 可搬型代替交流電源設備系統図 

（電源車～電源車接続口(原子炉建屋   )  

～緊急用低圧母線 2G系電路） 
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図 3.14-4 可搬型代替交流電源設備系統図 

（電源車～電源車接続口(原子炉建屋   ) 

～緊急用低圧母線 2G系電路） 
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図 3.14-5 可搬型代替交流電源設備系統図 

（燃料移送系（軽油タンク）） 
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図 3.14-6 可搬型代替交流電源設備系統図 

（燃料移送系（ガスタービン発電設備軽油タンク）） 
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表 3.14-1 可搬型代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

電源車【可搬】 
軽油タンク【常設】＊1 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】＊2 
タンクローリ【可搬】 

附属設備 ― 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 
ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 
ホース【可搬】 

電路 

電源車～電源車接続口(原子炉建屋) ＊3 
～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路 

(電源車～電源車接続口(原子炉建屋)電路【可搬】) 
(電源車接続口(原子炉建屋) 

～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路【常設】) 
 
電源車～電源車接続口(原子炉建屋) 

～緊急用低圧母線 2G系電路 
(電源車～電源車接続口(原子炉建屋)電路【可搬】) 
(電源車接続口(原子炉建屋) 

～緊急用低圧母線 2G系電路【常設】) 

計装設備（補助）＊4 

6-2C母線電圧【常設】 
6-2D母線電圧【常設】 
4-2C母線電圧【常設】 
4-2D母線電圧【常設】 

688



添 3.14-17 

＊ 1：軽油タンクは，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(A)，非常用ディーゼル 

発電設備軽油タンク(B)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(C)，非常用 

ディーゼル発電設備軽油タンク(D)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク 

(E)及び，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(F)により構成される。 

＊ 2：ガスタービン発電設備軽油タンクは，ガスタービン発電設備軽油タンク(A)， 

ガスタービン発電設備軽油タンク(B)及びガスタービン発電設備軽油タンク

(C)により構成される。 

＊ 3：電源車接続口(原子炉建屋)は，電源車接続口(原子炉建屋    )，電源車接続

口(原子炉建屋    )，電源車接続口(原子炉建屋    )及び電源車接続口

(原子炉建屋    )により構成される。 

＊ 4：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ 

メータ 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 電源車 ＊1 

ディーゼル機関 

個数        ：6(うち予備 1) ＊2 

使用燃料      ：軽油 

発電機 

個数        ：6(うち予備 1) ＊2 

種類        ：同期発電機 

容量        ：400kVA/個 

力率        ：0.85 

電圧        ：6.9kV 

周波数       ：50Hz 

設置場所      ：屋外 

(原子炉建屋   又は原子炉建屋    ＊3並びに 

緊急時対策建屋    ＊4)  

保管場所      ：屋外 

（第 2保管エリア，第 3保管エリア，第 4保管エリア 

及び緊急時対策建屋   ） 

 

＊1：「可搬型代替交流電源設備」及び「緊急時対策所用代替交流電源設備」とし

て使用する。 

＊2：「可搬型代替交流電源設備」で 4 個，「緊急時対策所用代替交流電源設備」

で 1個使用する。 

＊3：「可搬型代替交流電源設備」に使用する場合を示す。 

＊4：「緊急時対策所用代替交流電源設備」に使用する場合を示す。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：66℃ 

個数        ：6 

取付箇所      ：屋外 

 

(3) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：50℃ 

個数        ：3 

取付箇所      ：屋外 

 

(4) タンクローリ 

容量        ：4.0kL/個 

最高使用圧力    ：24kPa[gage] 

最高使用温度    ：40℃ 

個数        ：3(うち予備 1) 

設置場所      ：屋外 

保管場所      ：屋外 

(第 2保管エリア，第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア) 
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3.14.2.1.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，

表 3.14-2 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。電源については，電源車

を非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と位置的分散

された屋外(第 2保管エリア，第 3保管エリア及び第 4保管エリア)に保管し，設置位

置についても非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と

位置的分散された屋外(原子炉建屋   又は原子炉建屋   )に設置する設計とする。

電路については，可搬型代替交流電源設備から非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧

母線 2D 系を受電する電路を，非常用交流電源設備から同母線を受電する電路及び高

圧炉心スプレイ系用交流電源設備から非常用高圧母線 2H系を受電する電路に対して，

独立した電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれな

いよう独立した設計とする。電源の冷却方式については，非常用ディーゼル発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の水冷式に対して，電源車は空冷式とするこ

とで，多様性を確保する設計とする。燃料源については，非常用ディーゼル発電機は

非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクからの供給であるのに

対して，電源車は車載燃料とすることで，位置的分散された設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，表 3.14-3 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水

により同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレ

イ系用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

（57-2，57-3，57-9） 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-2 可搬型代替交流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

＜いずれも原子炉建屋    ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

電源車 
＜屋外 

（第 2保管エリア， 
第 3保管エリア及び 
第 4保管エリア）＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機(A) 
～非常用高圧母線 2C系電路 

 
非常用ディーゼル発電機(B)  
～非常用高圧母線 2D系電路 

 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線 2H系電路 

電源車～電源車接続口(原子炉建屋) 

～非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D 系電路 

 

電源車～電源車接続口(原子炉建屋) 

～緊急用低圧母線 2G系電路 

電源 
供給先 

非常用高圧母線 2C 系 
非常用高圧母線 2D 系 
非常用高圧母線 2H 系 

＜いずれも原子炉建屋    ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

非常用高圧母線 2C 系 
非常用高圧母線 2D 系 

＜いずれも原子炉建屋    ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 
緊急用低圧母線 2G 系 
＜原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

電源の 
冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
非常用ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 
＜いずれも原子炉建屋    ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
ガスタービン発電設備軽油タンク 

＜屋外＞ 
 

電源車（車載燃料） 
＜屋外＞ 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備 
燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 
燃料移送ポンプ 

＜いずれも屋外＞ 

タンクローリ 
＜屋外 

（第 2保管エリア， 
第 3保管エリア及び 
第 4保管エリア）＞ 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備は，耐震 S クラス設計とし，重大事故等対処設備の可搬型代替交流電源設備
は，基準地震動 Ss で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要
因となり，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備は，基準津波の影響を受けない原子炉建屋内の原子炉棟外及び屋外に設置し，
重大事故等対処設備の可搬型代替交流電源設備は，基準津波の影響を受けない第
2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアへ保管及び屋外へ設置するこ
とで，津波が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備並びに重大事故等対処設備の可搬型代替交流電源設備は，火災が共通要因と
なり，同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部
火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備並びに重大事故等対処設備の可搬型代替交流電源設備は，溢水が共通要因と
なり，同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部
溢水に対する防護方針について」に示す。）。 
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3.14.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，可搬型で屋外の第 2 保管エリア，

第 3保管エリア及び第 4保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外(原子

炉建屋   又は   )に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14-4に示す設計とする。 

また，電源車の操作は，設置場所にて操作可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-4 想定する環境条件及び荷重条件(電源車) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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b. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境

条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-5に示す設計とする。 

 (57-2，57-3) 

 

表 3.14-5 想定する環境条件及び荷重条件(軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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c. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，常設で

屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時

における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-6に示す設計と

する。 

(57-2，57-3) 

 

表 3.14-6 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電設備軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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d. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外の第 2 保管エ

リア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋

外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-7に示す設計とす

る。 

また，タンクローリの操作は，設置場所にて操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

表 3.14-7 想定する環境条件及び荷重条件(タンクローリ) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作に必要な電源車，代替所内電気設備の各

遮断器，非常用所内電気設備の各遮断器及び燃料移送系の各機器について

は，中央制御室及び現場にて容易に操作可能な設計とする。表 3.14-8～11

に操作対象機器を示す。 

(57-2，57-3) 
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表 3.14-8 操作対象機器 

(電源車～電源車接続口（原子炉建屋   ）又は電源車接続口（原子炉建屋   ） 

～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路)  

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

電源車 

発電機 
停止 

→運転 

屋外 

(原子炉建屋 

  又は 

原子炉建屋 

  ) 

屋外 

(原子炉建屋 

  又は 

原子炉建屋 

  ) 

スイッチ 

操作 
 

遮断器 
切 

→入 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1 用又は 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2 用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用 

又は電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2C 用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2D 用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
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機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2C遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G 用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2D遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G 用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

 

表 3.14-9 操作対象機器 

(電源車～電源車接続口（原子炉建屋   ）又は電源車接続口（原子炉建屋   ） 

～緊急用低圧母線 2G系電路)  

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

電源車 

発電機 
停止 

→運転 

屋外 

(原子炉建屋 

  又は 

原子炉建屋 

  ) 

屋外 

(原子炉建屋 

  又は 

原子炉建屋 

  ) 

スイッチ 

操作 
 

遮断器 
切 

→入 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1 用又は 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2 用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用 

又は電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
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表 3.14-10 操作対象機器 

(軽油タンク～電源車流路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

D/G(A)軽油タンク(A)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(C)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(E)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(B)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(D)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(F)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(B) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(D) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(F) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(A) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(C) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(E) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

タンクローリ付ポンプ 
停止 
→運転 

屋外 屋外 
スイッチ 
操作 

 

ホース 
ホース 
接続 

屋外 屋外 手動操作  
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添 3.14-31 

表 3.14-11 操作対象機器 

(ガスタービン発電設備軽油タンク～電源車流路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

GTG軽油タンク(A)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(B)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(C)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(B) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

タンクローリ付ポンプ 
停止 
→運転 

屋外 屋外 
スイッチ 
操作 

 

ホース 
ホース 
接続 

屋外 屋外 手動操作  
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添 3.14-32 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，原子炉建屋に設置する電源車接続

口(原子炉建屋   )又は電源車接続口(原子炉建屋   )まで移動可能な

車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等による固定が可能な設計

とする。また，電源車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操

作が可能な設計とする。電源車の現場操作パネルは，誤操作防止のために

名称を明記することで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操

作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。電源車のケーブルは，コ

ネクタ接続が可能な設計とし，電源車接続口(原子炉建屋   )又は電源車

接続口(原子炉建屋   )に容易に接続及び敷設可能な設計とする。また，

電源車は 2 台同期運転が可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

b. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，D/G軽油タンク出口弁及び D/G

軽油タンク払出口止め弁を手動弁とすることで，確実に操作可能な設計と

する。 

(57-2，57-3) 

 

c. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，GTG軽油

タンク出口弁及び GTG 軽油タンク払出口止め弁を手動弁とすることで，確

実に操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-33 

d. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，付属の操作ハンドルからの

ハンドル操作で起動する設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドル

を操作するにあたり，運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確

保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可

能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，D/G軽油タンク払出口止め弁及び GTG 軽油タンク払出口

止め弁まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等に

よる固定が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，専用の

接続方式である専用金具にすることにより，容易かつ確実に操作可能な設

計とする。 

(57-2，57-3) 
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添 3.14-34 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43 条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，表 3.14-12 に示すように，発電用

原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，分解検査及

び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験が可能な

設計とする。また，電源車は車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

電源車は，運転性能の確認として，発電機の運転状態として電圧，電流

及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が可能な

設計とする。また，電源車の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことを確認する分解検査

が可能な設計とする。また，電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計

とする。 

(57-4) 
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添 3.14-35 

表 3.14-12 電源車の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

電源車の出力性能（電圧，電流及び周波数）の確認 

電源車の運転状態の確認 

車両走行状態の確認 

分解検査 
搭載機器部の分解並びに各部の検査，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

電源車外観の確認 

停止中 

機能・性能試験 

電源車の出力性能（電圧，電流及び周波数）の確認 

電源車の運転状態の確認 

車両走行状態の確認 

特性試験 搭載機器部及びケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
搭載機器部の分解並びに各部の検査，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

電源車外観の確認 
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添 3.14-36 

b. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，表 3.14-13 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に外観検査が可能な設計と

し，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放検査が可能な設計とする。 

軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタ

ンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には

漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-13 軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 
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添 3.14-37 

c. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，表

3.14-14に示すように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放

検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計

とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点

検が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設

計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設

ける設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-14 ガスタービン発電設備軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 
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d. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，表 3.14-15 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えい試験，機能・性

能試験，開放検査及び外観検査が可能な設計とする。また，タンクローリ

は車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺

口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂

及び腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-15 タンクローリの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

開放検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンクローリ外観の確認 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

開放検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンクローリ外観の確認 
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添 3.14-39 

手順の項目 操作手順

M/C 2C系及びM/C 2D系受電前準備操作
※１

⑦
b
⑨

b

M/C 2C系及びM/C 2D系受電準備操作※１ ⑫b⑬b

M/C 2C系及びM/C 2D系受電確認※２ ⑰b

移動，M/C 2C系及びM/C 2D系受電前準備操作※１ ⑧b

扉開放（原子炉建屋内の電源車接続口を使用する場合）
※３

⑥
b

移動，M/C 2C系及びM/C 2D系受電前準備操作
※１

⑧
b

保管場所への移動※４，※５ ④b

電源車走行前点検※６ ⑩b

電源車の移動
※７

⑩
b

電源車準備※８ ⑩b⑪b

電源車起動※９ ⑯b

電源車給電※１０ ⑯b

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※3：中央制御室から扉までの移動時間及び類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：電源車の保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア，4保管エリア

※5：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※6：電源車の走行前点検の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：電源車の保管場所から電源車接続口までの移動の実績を考慮した時間に余裕を見込んだ時間

※9：電源車の起動の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：電源車の給電の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

100 110

3

※8：電源車の準備（ケーブルの敷設及び接続）の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

要員（数）

優先4.電源車によるM/C 2C
系及びM/C 2D系受電の場合

中央制御室運転員A,B 2

現場運転員C,D 2

重大事故等対応要員

50 60 備考

経過時間（分）

10 20 30 40

電源車給電

15070 80 90 120 130 140

電源車によるM/C 2C系及び
M/C 2D系受電
125分120分

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。な

お，必要な可搬型代替交流電源設備の操作の対象機器は表 3.14-8～11と同

様である。 

非常用交流電源設備から可搬型代替交流電源設備へ切り替えるために必

要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時において，通常時の系統

構成から非常用交流電源設備の隔離及び可搬型代替交流電源設備の接続と

して，非常用高圧母線 2C 系，非常用高圧母線 2D 系及び緊急用高圧母線 2G

系の遮断器を設けることにより，速やかな切替えが可能な設計とする。ま

た，必要な燃料系統の操作は，D/G軽油タンク出口弁，D/G軽油タンク払出

口止め弁，GTG 軽油タンク出口弁及び GTG軽油タンク払出口止め弁を設ける

ことにより，想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から速

やかな切替えが可能な設計とする。 

これにより，図 3.14-7～10で示すタイムチャートのとおり速やかに切替

えが可能である。 

(57-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-7 電源車による非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D系受電のタイムチャート 
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添 3.14-40 

手順の項目

保管場所への移動※１，※２

タンクローリの移動・設置
※３

補給準備※４

軽油補給
※４

※1：タンクローリの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア，4保管エリア

※2：重大事故等対応要員の移動は，緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間

※3：タンクローリの移動は，注水用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置場所から熱交換器ユニット用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置場所までの移動を想定した時間

※4：タンクローリへの補給は軽油補給作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

10 20 30 40 50 備考110

経過時間（分）

120 130 14060 70 80 90 100

軽油タンク又はガスタービ

ン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの軽油補給

重大事故等対応要員A,B 2

②

③
a,b

④a,b⑤a,b⑧a,b

⑥
a,b

⑦
a,b
⑧

a,b

要員（数）

軽油タンク又はガスタービン発電機用

軽油タンクからタンクローリへの軽油補給
操作手順

140分

手順の項目

タンクローリから各機器への補給

移動※１

補給準備
※２

補給
※２

※1：タンクローリの移動距離として第2保管エリアから軽油タンクまでの移動を想定した移動時間

※2：各機器への補給は類似訓練の実績に余裕を見込んだ想定時間

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70 80 90 備考

操作手順

タンクローリから各機器へ
の補給

重大事故等対応要員A,B 2

②⑦

③⑦

④⑤⑥⑦

100 110 120 130 140

要員（数）
45分

M/C 2G系受電前準備操作※１ ⑦d

M/C 2G系受電操作，受電確認※１，※２ ⑭d

負荷切替操作※１ ⑯d

中央制御室監視計器復旧確認※２ ⑰d

扉開放（原子炉建屋内の電源車接続口を使用する場合）
※３

⑥
d

保管場所への移動※４，※５ ④d

電源車走行前点検※６ ⑧d

電源車の移動
※７

⑧
d

電源車準備
※８

⑧
d
⑨

d

電源車起動※９ ⑫d

電源車給電※１０ ⑫d

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※3：中央制御室から扉までの移動時間及び類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：電源車の保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア，4保管エリア

※5：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※6：電源車の走行前点検の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：電源車の保管場所から電源車接続口までの移動の実績を考慮した時間に余裕を見込んだ時間

※9：電源車の起動の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：電源車の給電の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：電源車の準備（ケーブルの敷設及び接続）の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

優先4.電源車によるP/C 2G
系及びMCC 2G系受電の場合

中央制御室運転員A 1

現場運転員B,C 2

経過時間（分）

手順の項目 要員（数）
電源車によるP/C 2G系およびMCC 2G系受電
　　130分

5010 20 30 40 備考110 120

重大事故等対応要員 3

操作手順

130 140 150 160 17060

電源車給電
120分

18070 80 90 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-8 電源車による緊急用低圧母線 2G系 

受電のタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-9 軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクから 

タンクローリへの燃料補給のタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-10 タンクローリから各機器への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 
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添 3.14-41 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，表 3.14-16 に示すように，通常時は電源と

なる電源車を代替所内電気設備と切り離し，また，タンクローリを軽油タ

ンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ並びにガスタービン発電設備軽油タン

ク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプと切り離して保管することで

隔離する系統構成としており，重大事故等時に接続，弁操作，遮断器操作

等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用交流

電源設備，高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及び常設代替交流電源設備

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

電源車及びタンクローリは，輪留め等による固定をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(57-3，57-7) 
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添 3.14-42 

表 3.14-16 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用) 

電気作動 通常時切 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用) 

電気作動 通常時切 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(A) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(C) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(E) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(B) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(D) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(F) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(A) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(B) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(C) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-43 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を

表 3.14-8～11に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない屋外及び中央制御室とすることで操作可能な設計とす

る。 

(57-2) 

 

715



添 3.14-44 

3.14.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，重大事故等時において，同時

にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，7

日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kLを上回る，容量 660kLを

有する設計とする。 

(57-5) 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，重大事

故等時において，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大

事故等対処設備が，7 日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kL を

上回る，容量 330kLを有する設計とする。 

 (57-5) 
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添 3.14-45 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 
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添 3.14-46 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替交流電源設備のうち，電源車接続口(原子炉建屋   )及び電

源車接続口(原子炉建屋   )から，非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧

母線 2D 系並びに緊急用低圧母線 2G 系までの常設の電路は，代替所内電気

設備を経由する。 

代替所内電気設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全

機能と同時に機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備

である非常用所内電気設備の各機器と多様性及び位置的分散を図る設計と

する。 

電路については，代替所内電気設備を非常用所内電気設備に対して，独

立した電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損

なわれないよう独立した設計とする。 

これらの詳細については，3.14.2.5.5.2(3)項に記載のとおりである。 

(57-2，57-3，57-9)

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-47 

3.14.2.1.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 3項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，想定される重大事故等時において，

最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 2

台使用する。保有数は 2 セット 4 台に加えて，緊急時対策所用代替交流電

源設備として 1 台並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 1台の合計 6台を分散して保管する。 

具体的には，電源車は，常設代替交流電源設備が使用できない場合，低

圧代替注水系に関連する設備等に電源供給する。電源車から非常用所内電

気設備又は代替所内電気設備を受電する場合は，原子炉建屋外から電力を

供給する可搬型代替交流電源設備に該当するため，必要設備を 2 セットに

加えて予備を配備する。必要となる負荷は，最大負荷約 644.1kW 及び連続

負荷約 643.3kW であり，400kVA(340kW)/台の電源車が 2 台必要である。ま

た，電源車の運転中は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク

よりタンクローリを用いて燃料を電源車に補給する。 

なお，電源車は，「緊急時対策所用代替交流電源設備」として，更に 1台

使用することから，「共－４ 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数

及び保有数について」に基づき，重大事故等時に必要な台数 5 台，及び容

量 400kVA(340kW)/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計と

する。 

(57-5) 
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添 3.14-48 

b. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリは，想定される重大事故等時に

おいて，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を

補給できる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを

要求される電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)及び熱交換器ユニットの

連続運転が可能な燃料を，それぞれ電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)

及び熱交換器ユニットに供給できる容量を有するものを 1 セット 2 台使用

する。保有数は 1 セット 2 台と，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1台の合計 3台を分散して保管する。 

(57-5，57-11) 
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添 3.14-49 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43条第 3項二) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の接続が必要な電源車ケーブル及びタンクロー

リホースは，現場で容易に接続可能な設計とする。表 3.14-17～20 に対象

機器の接続場所を示す。 

(57-2，57-8) 

 

表 3.14-17 接続対象機器設置場所 

(電源車～電源車接続口（原子炉建屋   ）又は電源車接続口（原子炉建屋   ） 

～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

電源車 

電源車接続口(原子炉 

建屋   )又は 

電源車接続口(原子炉 

建屋   ) 

屋外(原子炉 

建屋  ○  

又は原子炉 

建屋   ) 

コネクタ接続 

 

表 3.14-18 接続対象機器設置場所 

(電源車～電源車接続口（原子炉建屋   ）又は電源車接続口（原子炉建屋   ） 

～緊急用低圧母線 2G系電路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

電源車 

電源車接続口(原子炉 

建屋   )又は 

電源車接続口(原子炉 

建屋   ) 

屋外(原子炉 

建屋  ○  

又は原子炉 

建屋   ) 

コネクタ接続 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-50 

表 3.14-19 接続対象機器設置場所 

(軽油タンク～電源車流路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 軽油タンク 屋外 専用金具接続 

タンクローリ 電源車 屋外 ノズル接続 

 

表 3.14-20 接続対象機器設置場所 

(ガスタービン発電設備軽油タンク～電源車流路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電設備 

軽油タンク 
屋外 専用金具接続 

タンクローリ 電源車 屋外 ノズル接続 

 

722



添 3.14-51 

以下に，可搬型代替交流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，電源車接続口(原子炉建屋   )又

は電源車接続口(原子炉建屋   )へコネクタ接続すること及び接続状態

を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

(57-2，57-8) 

 

b. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリと軽油タンク又はガスタービン

発電設備軽油タンクの接続については，燃料ホースを接続するために，軽

油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクの払出口に特別な工具を要

しない専用金具にて接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計

とする。 

(57-2) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-52 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43 条第 3項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，非常用高圧母線 2C系及び非常用高

圧母線 2D 系又は緊急用低圧母線 2G 系へ電源供給する場合それぞれにおい

て，原子炉建屋の異なる面に位置的分散を図った二箇所の接続口を設置す

ることから，共通要因により接続不可とならない設計とする。 

(57-2) 

 

b. タンクローリ 

可搬型代替交流電源設備のタンクローリを接続する軽油タンク又はガス

タービン発電設備軽油タンクは，100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所

が共通要因により接続不可とならない設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-53 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリの接続場所は，表

3.14-17～20 と同様である。 

これらの機器の接続場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない屋外とすることで接続操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-54 

(5) 保管場所(設置許可基準規則第 43条第 3項五) 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，地震，津波その

他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮し，非常用交流電源設備，高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及び常

設代替交流電源設備と 100m以上の離隔で位置的分散を図り，第 2保管エリ

ア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアの複数個所に分散して保管する設

計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-55 

(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第 43条第 3項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは，想定される重大

事故等時においても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の

運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確

保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて」参照）。 

(57-6) 
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添 3.14-56 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性(設置許可基準規

則第 43条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替交流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

である非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源設備又は重

大事故等対処設備である常設代替交流電源設備と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，表 3.14-21 で示すとおり，多様性及び位置的分散

を図る設計とする。 

(57-2，57-3，57-9) 
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添 3.14-57 

表 3.14-21 可搬型代替交流電源設備の多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 
常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 
高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電機 

＜いずれも原子炉建屋 
   ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

ガスタービン発電機 
＜屋外(緊急用電気品建屋 

    )＞ 

電源車 
＜屋外 

(第 2 保管エリア， 
第 3保管エリア及び 
第 4保管エリア)＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機(A) 
～非常用高圧母線 2C系電路 

 
非常用ディーゼル発電機(B) 
～非常用高圧母線 2D系電路 

 
高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線 2H系電路 

ガスタービン発電機 
～非常用高圧母線 2C系及び 
非常用高圧母線 2D 系電路 

 
ガスタービン発電機 

～緊急用高圧母線 2G系電路 

電源車～電源車接続口 

(原子炉建屋) 

～非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D 系電路 

 

電源車～電源車接続口 

(原子炉建屋) 

～緊急用低圧母線 2G系電路 

電源 
供給先 

非常用高圧母線 2C 系 
非常用高圧母線 2D 系 
非常用高圧母線 2H 系 
＜いずれも原子炉建屋 

   ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

非常用高圧母線 2C 系 
非常用高圧母線 2D 系 
＜いずれも原子炉建屋 

   ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 
緊急用低圧母線 2G 系 
＜原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

非常用高圧母線 2C 系 
非常用高圧母線 2D 系 
＜いずれも原子炉建屋 

   ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 
緊急用低圧母線 2G 系 
＜原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

駆動方式 ディーゼル ガスタービン ディーゼル 

電源の 
冷却方式 

水冷式 空冷式 空冷式 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-58 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 
常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 

燃料源 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
非常用ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 
高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 
＜いずれも原子炉建屋   ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

ガスタービン発電設備 
軽油タンク 
＜屋外＞ 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
ガスタービン発電設備 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
電源車（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備 
燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
＜いずれも屋外＞ 

ガスタービン発電設備 
燃料移送ポンプ 

＜屋外＞ 

タンクローリ 
＜屋外 

(第 2 保管エリア， 
第 3保管エリア及び 
第 4保管エリア)＞ 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-59 

3.14.2.2 常設代替交流電源設備 

 

3.14.2.2.1 設備概要 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電

源喪失)した場合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給すること

により，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破

損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ガスタービン機関及び発電機を搭載した「ガスタービン発電機」，ガス

タービン発電機の燃料を保管する「ガスタービン発電設備軽油タンク」及びガスター

ビン発電設備軽油タンクからガスタービン発電機に燃料を補給する「ガスタービン発

電設備燃料移送ポンプ」並びに代替所内電気設備として電路を構成する「ガスタービ

ン発電機接続盤」，「緊急用高圧母線 2F系」，「緊急用高圧母線 2G系」および「緊急用

動力変圧器 2G系」並びに電源供給先である「非常用高圧母線 2C系」，「非常用高圧母

線 2D 系」及び「緊急用低圧母線 2G 系」で構成する。なお，ガスタービン発電機は，

ガスタービン発電機発電機車とガスタービン発電機発電機車を制御するガスタービ

ン発電機制御車により構成されるが，以下，ガスタービン発電機発電機車とガスター

ビン発電機制御車を合わせてガスタービン発電機と称す。 

本系統の概要図を図 3.14-11～14に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.14-22に示す。 

本系統は，外部電源の喪失時にガスタービン発電機を自動起動し，設計基準事故対

処設備の交流電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合に，非常用高圧母線 2C 系，

非常用高圧母線 2D系及び緊急用低圧母線 2G系に接続することで電力を供給できる設

計とする。なお，ガスタービン発電機は，中央制御室からの遠隔操作も可能な設計と

する。 

ガスタービン発電機の運転中は，ガスタービン発電設備軽油タンクからガスタービ

ン発電設備燃料移送ポンプを用いて自動で燃料補給を行う。ガスタービン発電機の起

動に際しては，ガスタービン発電機車載燃料を用いて起動し，その後はガスタービン

発電機自身が発電した電力にてガスタービン発電設備燃料移送ポンプを運転し，継続

的に燃料を補給する。なお，ガスタービン発電機の燃料は，軽油タンクよりタンクロ

ーリを用いてガスタービン発電設備軽油タンクに補給可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散に

ついては，3.14.2.2.3 項に詳細を示す。 
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添 3.14-60 

 
図 3.14-11 常設代替交流電源設備系統図 

（ガスタービン発電機～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路） 

 

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
A

-1

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6.

9k
V

M
/C

6
-2

F-
2

6
.9

k
V

M
/C

6-
2

G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6.
9k

V
M

/C
6-

2D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

D
/G

外
部
電
源
よ
り 動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

6.
9k

V
M

/C
6-

2H

【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H

赤
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅰ

)

緑
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅱ

)

橙
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅲ

)
青
色
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

紫
色
：
給
電
ラ
イ
ン

【
色
分
け
】

電
源
車
接
続
口

電
源
車
接
続
口

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-2

【
区
分
Ⅰ
】

【
区
分
Ⅱ
】

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
器

：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

D
系

1
2

5
V

代
替
充
電
器
盤

1
2

5
V

充
電
器
盤

2
A

1
2

5
V

充
電
器
盤

2B
1

2
5

V
充
電
器
盤

2
H

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
G

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
B

-1

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2G

【
凡
例
】

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2C

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2D

：
1

2
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

2G

・
M

/C
  
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
ス
イ
ッ
チ
ギ
ア

・
P

/C
  

 ：
パ
ワ
ー
セ
ン
タ

・
M

C
C

 ：
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

・
R

/B
  

 ：
原
子
炉
建
屋

・
C

/B
：
制
御
建
屋

732



添 3.14-61 

 
図 3.14-12 常設代替交流電源設備系統図 

（ガスタービン発電機～緊急用低圧母線 2G系電路） 
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図 3.14-13 常設代替交流電源設備系統図 

（ガスタービン発電設備燃料移送系） 
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図 3.14-14 常設代替交流電源設備系統図 

（ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ電源） 
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表 3.14-22 常設代替交流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
ガスタービン発電機【常設】＊1 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】＊2 
ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【常設】＊3 

附属設備 ― 

燃料流路 ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 

ガスタービン発電機 
～非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D系電路【常設】 

 
ガスタービン発電機 
～緊急用低圧母線 2G 系電路【常設】 

計装設備（補助）＊4 

6-2F-1母線電圧【常設】 
6-2F-2母線電圧【常設】 
6-2C母線電圧【常設】 
6-2D母線電圧【常設】 
4-2C母線電圧【常設】 
4-2D母線電圧【常設】 
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＊ 1：ガスタービン発電機は，ガスタービン発電機発電機車(A 号機)及びガスタービ

ン発電機制御車(A 号機)並びにガスタービン発電機発電機車(B 号機)及びガス

タービン発電機制御車(B号機)により構成される。 

＊ 2：ガスタービン発電設備軽油タンクは，ガスタービン発電設備軽油タンク(A)，

ガスタービン発電設備軽油タンク(B)及びガスタービン発電設備軽油タンク

(C)により構成される。 

＊ 3：ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，ガスタービン発電設備燃料移送ポン

プ(A)及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプ(B)により構成される。 

＊ 4：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ

メータ 
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3.14.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) ガスタービン発電機 

ガスタービン機関 

個数        ：2 

使用燃料      ：軽油 

出力        ：3,600kW/個 

発電機 

個数        ：2 

種類        ：同期発電機 

容量        ：4,500kVA/個(連続定格：約 3,791kVA/個) 

力率        ：0.8 

電圧        ：6.9kV 

周波数       ：50Hz 

取付箇所      ：屋外(緊急用電気品建屋     )  

 

(2) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：50℃ 

個数        ：3 

取付箇所      ：屋外 

 

(3) ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

種類        ：スクリュー式 

個数        ：2 

容量        ：3m3/h/個 

全圧力       ：0.5MPa 

最高使用温度    ：50℃ 

原動機出力     ：1.5kW/個 

取付箇所      ：屋外 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.2.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び高

圧炉心スプレイ系用交流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表

3.14-23 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。電源については，ガスター

ビン発電機を非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と

位置的分散された屋外(緊急用電気品建屋     )に設置する設計とする。電路に

ついては，常設代替交流電源設備から非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系

を受電する電路を，非常用交流電源設備から同母線を受電する電路及び高圧炉心スプ

レイ系用交流電源設備から非常用高圧母線 2H 系を受電する電路に対して，独立した

電路で系統構成することにより，共通要因によって同時に機能を損なわれないよう独

立した設計とする。電源の冷却方式については，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機の水冷式に対して，ガスタービン発電機は空冷式とす

ることで，多様性を確保する設計とする。燃料源については，非常用ディーゼル発電

機は非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクからの供給である

のに対して，ガスタービン発電機はガスタービン発電設備軽油タンクからの供給とす

ることで，位置的分散された設計とする。 

常設代替交流電源設備は，表 3.14-24で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水に

より同時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ

系用交流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

(57-2，57-3，57-9) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-23 常設代替交流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

電源 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

＜いずれも原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

ガスタービン発電機 

＜屋外(緊急用電気品建屋     )＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機(A) 

～非常用高圧母線 2C系電路 

 

非常用ディーゼル発電機(B) 

～非常用高圧母線 2D系電路 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線 2H系電路 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D 系電路 

 

ガスタービン発電機 

～緊急用低圧母線 2G系電路 

電源 
供給先 

非常用高圧母線 2C 系 

非常用高圧母線 2D 系 

非常用高圧母線 2H 系 

＜いずれも原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

非常用高圧母線 2C 系 

非常用高圧母線 2D 系 

＜いずれも原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 

緊急用低圧母線 2G 系 

＜原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

電源の 
冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

非常用ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 

＜いずれも原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

ガスタービン発電設備軽油タンク 

＜屋外＞ 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 

＜いずれも屋外＞ 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

＜屋外＞ 

 

 

 

 

 

 

 
枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-24 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備は，耐震 Sクラス設計とし，重大事故等対処設備の常設代替交流電源設備は，
基準地震動 Ss で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因と
なり，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備は，基準津波の影響を受けない原子炉建屋内の原子炉棟外及び屋外に設置し，
重大事故等対処設備の常設代替交流電源設備は，基準津波の影響を受けない緊急
用電気品建屋内及び屋外へ設置することで，津波が共通要因となり，同時に故障
することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備並びに重大事故等対処設備の常設代替交流電源設備は，火災が共通要因とな
り，同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火
災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備並びに重大事故等対処設備の常設代替交流電源設備は，溢水が共通要因とな
り，同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢
水に対する防護方針について」に示す。）。 
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3.14.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，屋外(緊急用電気品建

屋     )に設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-25 に

示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-25 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電機) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，常設で屋

外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-26 に示す設計と

する。 

(57-2，57-3) 

 

表 3.14-26 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電設備軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，屋外

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-27 に示す設計とす

る。 

(57-2) 

 

表 3.14-27 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作に必要な非常用所内電気設備の各遮断器に

ついては，中央制御室にて容易に操作可能な設計とする。表 3.14-28 及び

表 3.14-29 に操作対象機器を示す。 

(57-2，57-3) 

 

表 3.14-28 操作対象機器 

(ガスタービン発電機～非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系電路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

ガスタービン発電機(A) 
停止 

→運転 

屋外 

(緊急用 

電気品建屋 

    ) 

－ 

操作不要 

(自動 

起動) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

ガスタービン発電機(B) 
停止 

→運転 

屋外 

(緊急用 

電気品建屋 

    ) 

－ 

操作不要 

(自動 

起動) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 

(A)接続盤用） 

切 

→入 

緊急用 

電気品建屋 

   ○  

－ 

操作不要 

(自動 

投入) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 

(B)接続盤用） 

切 

→入 

緊急用 

電気品建屋 

   ○  

－ 

操作不要 

(自動 

投入) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2C用） 

切 

→入 

緊急用 

電気品建屋 

   ○  

－ 

操作不要 

(自動 

投入) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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機器名称 
状態の

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2D用） 

切 

→入 

緊急用 

電気品建屋 

   ○  

－ 

操作不要 

(自動 

投入) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2C遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1 用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 

制御室 

スイッチ

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2D遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2 用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 

制御室 

スイッチ

操作 
 

ガスタービン発電設備 

燃料移送ポンプ(A) 

停止 

→運転 
屋外 － 

操作不要 

(自動 

起動) 

緊急用 

電気品建屋 

からの 

手動起動 

操作も可能 

ガスタービン発電設備 

燃料移送ポンプ(B) 

停止 

→運転 
屋外 － 

操作不要 

(自動 

起動) 

緊急用 

電気品建屋 

からの 

手動起動 

操作も可能 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-29 操作対象機器 

(ガスタービン発電機～緊急用低圧母線 2G系電路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

ガスタービン発電機(A) 
停止 

→運転 

屋外 

(緊急用 

電気品建屋 

    ) 

－ 

操作不要 

(自動 

起動) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

ガスタービン発電機(B) 
停止 

→運転 

屋外 

(緊急用 

電気品建屋 

    ) 

－ 

操作不要 

(自動 

起動) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 

(A)接続盤用） 

切 

→入 

緊急用 

電気品建屋 

   ○  

－ 

操作不要 

(自動 

投入) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 

(B)接続盤用） 

切 

→入 

緊急用 

電気品建屋 

   ○  

－ 

操作不要 

(自動 

投入) 

中央制御室 

からの 

手動起動 

操作も可能 

ガスタービン発電設備 

燃料移送ポンプ(A) 

停止 

→運転 
屋外 － 

操作不要 

(自動 

起動) 

緊急用 

電気品建屋 

からの 

手動起動 

操作も可能 

ガスタービン発電設備 

燃料移送ポンプ(B) 

停止 

→運転 
屋外 － 

操作不要 

(自動 

起動) 

緊急用 

電気品建屋 

からの 

手動起動 

操作も可能 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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以下に，常設代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，外部電源の喪失時に自

動起動するため重大事故等時に操作を必要としない。なお，中央制御室の

操作スイッチでも起動可能な設計とし，操作スイッチは，誤操作防止のた

めに名称を明記することで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分

な操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，操作不要

である。 

 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，ガス

タービン発電機の起動後に自動起動するため重大事故等時に操作を必要と

しない。なお，現場の操作スイッチでも起動可能な設計とし，操作スイッ

チは，誤操作防止のために名称を明記することで操作者の操作及び監視性

を考慮し，かつ，十分な操作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 
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(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43 条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，表 3.14-30 に示すよう

に，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及

び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及び分解

検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機の運転性能の確認として，発電機の運転状態として

電圧，電流及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確

認が可能な設計とする。また，発電機の部品状態の確認として，目視等に

より性能に影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことを確認す

る分解検査が可能な設計とする。また，ガスタービン発電機ケーブルにつ

いて，絶縁抵抗測定が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-30 ガスタービン発電機の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 

ガスタービン発電機の出力性能（電圧，電流及

び周波数）の確認 

ガスタービン発電機の運転状態の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 

機能・性能試験 

ガスタービン発電機の出力性能（電圧，電流及

び周波数）の確認 

ガスタービン発電機の運転状態の確認 

特性試験 搭載機器部及びケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
搭載機器部の分解並びに各部の検査，手入れ，

清掃及び消耗部品の取替え 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，表

3.14-31に示すように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放

検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計

とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点

検が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設

計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設

ける設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-31 ガスタービン発電設備軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 
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c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，表

3.14-32に示すように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に

漏えい試験及び分解検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，運転性能の確認として，ガス

タービン発電設備燃料移送ポンプの吐出圧力，ポンプ周りの振動，異音及

び異臭等の確認が可能な設計とする。具体的には，試験用の系統を構成す

ることにより機能・性能試験が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの部品状態の確認として，目視等

により性能に影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことを確認

する分解検査が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-32 ガスタービン発電設備燃料移送ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 

試運転を行い，振動，異音及び異臭等の有無を

確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 

機能・性能試験 
試運転を行い，振動，異音及び異臭等の有無を

確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

分解検査 
各部の分解並びに各部の検査，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-80 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替交流電源設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，

必要な常設代替交流電源設備の操作の対象機器は表 3.14-28 及び表

3.14-29と同様である。 

非常用交流電源設備から常設代替交流電源設備へ切り替えるために必要

な電源系統の操作は，想定される重大事故等時において，通常時の系統構

成から非常用交流電源設備の隔離及び常設代替交流電源設備の接続として，

非常用高圧母線 2C系，非常用高圧母線 2D系及び緊急用高圧母線 2F系の遮

断器を設けることにより，速やかな切替えが可能な設計とする。なお，常

設代替交流電源設備の燃料移送系，非常用交流電源設備の燃料移送系及び

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の燃料移送系は独立した系統であるた

め，燃料系統の切替え操作を必要としない。 

これにより図 3.14-15 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

(57-3) 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-15 ガスタービン発電機による非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D系受電のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

手順の項目

電源確認※１

M/C 2C系及びM/C 2D系受電前準備，受電操作，受電確認
※１，※２

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

優先1.ガスタービン発電機に
よるM/C 2C系及びM/C 2D系受
電の場合

中央制御室運転員A,B 2

②a

③
a
⑤

a
⑥

a
⑧

a
⑨

a

要員（数）

ガスタービン発電機によるM/C
2C系及びM/C 2D系受電

操作手順
15分
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添 3.14-81 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

常設代替交流電源設備は，表 3.14-33 に示すように，通常時は電源とな

るガスタービン発電機を代替所内電気設備と切り離すことで隔離する系統

構成としており，重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，非常用交流電源設備，高圧炉心スプレイ系

用交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

また，常設代替交流電源設備の燃料移送系は，非常用交流電源設備の燃

料移送系及び高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の燃料移送系とは独立し

た系統とすることで，悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，ガスタービン発電機の運転中にタービン翼が破損したとしても，

ガスタービン発電機周りへ防護壁を設置することで，タービン翼が防護壁

内に留まり，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(57-3，57-7) 
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添 3.14-82 

表 3.14-33 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機(A) 

接続盤用) 

電気作動 通常時切 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機(B) 

接続盤用) 

電気作動 通常時切 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2遮断器 

(ガスタービン発電機(A) 

接続盤用) 

電気作動 通常時切 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2遮断器 

(ガスタービン発電機(B) 

接続盤用) 

電気作動 通常時切 
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添 3.14-83 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替交流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

3.14-28及び表 3.14-29に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない中央制御室とすることで操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-84 

3.14.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機は，想定される重大事故等

時において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために，必要となる最大負荷約 4,605kW及び連続負荷約 3,241kW

よりも十分な余裕を有する，非常用短時間仕様 3,600kW/台及び常用連続運

用仕様約 3,033kW/台(力率 0.8において非常用短時間仕様 4,500kVA/台及び

常用連続運用仕様約 3,791kVA/台)を 2 台有する設計とし，約 6,066kW を確

保する設計とする。 

(57-5) 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，重大事故

等時において，その機能を発揮することを要求されるガスタービン発電機

が 7 日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 298kL を上回る，容量

330kLを有する設計とする。 

(57-5) 

 

c. ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，ガス

タービン発電機 2台の燃料消費量を上回る，容量 3m3/h/個，全圧力 0.5MPa

及び原動機出力 1.5kW/個を 2台有する設計とする。 

(57-5) 

 

756



添 3.14-85 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

常設代替交流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 
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添 3.14-86 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備及びその燃料移送系並びに高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及びそ

の燃料移送系に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因によって

同時に機能が損なわれるおそれがないよう設計する。これらの詳細につい

ては，3.14.2.2.3 項に記載のとおりである。 

(57-2，5-3) 
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添 3.14-87 

3.14.2.3 所内常設蓄電式直流電源設備 

 

3.14.2.3.1 設備概要 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流

動力電源喪失)した場合，直流設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生

した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止すること

を目的として設置するものである。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「125V 蓄電池 2A」及

び「125V 蓄電池 2B」並びに交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「125V 充電器

盤 2A」及び「125V充電器盤 2B」で構成する。 

本系統の概要図を図 3.14-16～18に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.14-34に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後に 125V 蓄電池 2A及び 125V 蓄電池 2Bから設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に電源供給を行い，全交流動力電源喪失か

ら 1時間後に，中央制御室において不要な負荷の切離しを行う。さらに，全交流動力

電源喪失から 8時間後に，現場において不要な負荷の切離しを行い，全交流動力電源

喪失から 24時間必要な負荷に電源供給することが可能である。 

なお，交流電源である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の復旧後

に，交流電源を 125V充電器盤 2A及び 125V蓄電池 2A並びに 125V充電器盤 2B及び 125V

蓄電池 2Bを経由して 125V直流主母線盤 2A 及び 125V直流主母線盤 2A-1並びに 125V

直流主母線盤 2B 及び 125V 直流主母線盤 2B-1 に接続することで，電力を供給できる

設計とする。 
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添 3.14-88 

 
図 3.14-16 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 

(全交流動力電源喪失直後～1時間後) 
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図 3.14-17 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 

(全交流動力電源喪失 1時間後～8時間後) 
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図 3.14-18 所内常設蓄電式直流電源設備系統図 

(全交流動力電源喪失 8 時間後～24時間後) 
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表 3.14-34 所内常設蓄電式直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

125V蓄電池 2A【常設】 

125V蓄電池 2B【常設】 

125V充電器盤 2A【常設】 

125V充電器盤 2B【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

125V蓄電池 2A及び 125V 充電器盤 2A 

～125V直流主母線盤 2A及び 125V直流主母線盤 2A-1電路【常設】 

 

125V蓄電池 2B及び 125V 充電器盤 2B 

～125V直流主母線盤 2B及び 125V直流主母線盤 2B-1電路【常設】 

計装設備（補助）＊1 

125V直流主母線 2A電圧【常設】 
125V直流主母線 2B電圧【常設】 
125V直流主母線 2A-1 電圧【常設】 
125V直流主母線 2B-1 電圧【常設】 

 

＊ 1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ 

メータ 
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3.14.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 125V蓄電池 2A 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：8,000Ah 

取付箇所      ：制御建屋     ， 

制御建屋     及び 

制御建屋     ○  

 

(2) 125V蓄電池 2B 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：6,000Ah 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

(3) 125V充電器盤 2A 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：700A 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

(4) 125V充電器盤 2B 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：700A 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.3.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備

を兼ねた設備であり，表 3.14-35で示すとおり，位置的分散及び区画された部屋にそ

れぞれ設置することにより物理的分離を図り，表 3.14-36で示すとおり，共通要因に

よって同時に機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(57-2，57-3，57-10) 
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表 3.14-35 所内常設蓄電式直流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 

非常用直流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

重大事故等対処設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

(設計基準拡張) 

電源 

125V 蓄電池 2A 

＜制御建屋     ， 

制御建屋     
＊
及び 

制御建屋      ＞ 

 

125V 充電器盤 2A 

＜制御建屋     
＊
＞ 

125V蓄電池 2B 

＜制御建屋     
＊
＞ 

 

125V充電器盤 2B 

＜制御建屋     
＊
＞ 

125V蓄電池 2H 

＜原子炉建屋     ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

 

125V充電器盤 2H 

＜原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

電路 

125V蓄電池 2A及び 

125V 充電器盤 2A 

～125V直流主母線盤 2A及び 

125V直流主母線盤 2A-1 

電路 

125V蓄電池 2B及び 

125V充電器盤 2B 

～125V 直流主母線盤 2B及び 

125V直流主母線盤 2B-1 

電路 

125V蓄電池 2H及び 

125V充電器盤 2H 

～125V直流主母線盤 2H 

電路 

 

＊：区分Ⅰである 125V 蓄電池 2A 及び 125V 充電器盤 2A 並びに区分Ⅱである 125V 蓄

電池 2B 及び 125V 充電器盤 2B は，各区分ごとに区画された部屋にそれぞれ設置

することにより，物理的な分離設計とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-95 

表 3.14-36 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 

非常用直流電源設備 高圧炉心スプレイ系用 
直流電源設備 

重大事故等対処設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 
(設計基準拡張) 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備を兼ねる重大事故等対処設備の所内
常設蓄電式直流電源設備及び設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系用直流
電源設備は，耐震 Sクラス設計とすることで，基準地震動 Ssが共通要因となり，
同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備を兼ねる重大事故等対処設備の所内
常設蓄電式直流電源設備は，基準津波の影響を受けない制御建屋内に設置し，設
計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，基準津波の影響を
受けない原子炉建屋内の原子炉棟外に設置することで，津波が共通要因となり，
同時に故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備を兼ねる重大事故等対処設備の所内
常設蓄電式直流電源設備及び設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系用直流
電源設備は，火災が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする（「共
-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備を兼ねる重大事故等対処設備の所内
常設蓄電式直流電源設備及び設計基準事故対処設備の高圧炉心スプレイ系用直流
電源設備は，溢水が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする（「共
-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。）。 
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添 3.14-96 

3.14.2.3.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 125V蓄電池 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2A は，制御建屋     ，

制御建屋     及び制御建屋      に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等時における，制御建屋内の環境条件

及び荷重条件を考慮し，表 3.14-37に示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-37 想定する環境条件及び荷重条件(125V蓄電池 2A) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-97 

b. 125V蓄電池 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V蓄電池 2Bは，制御建屋     に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-38 に示す設計

とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-38 想定する環境条件及び荷重条件(125V蓄電池 2B) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-98 

c. 125V充電器盤 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V充電器盤 2Aは，制御建屋    ○

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-39 に示す設

計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-39 想定する環境条件及び荷重条件(125V充電器盤 2A) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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d. 125V充電器盤 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V充電器盤 2Bは，制御建屋    ○

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-40 に示す設

計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-40 想定する環境条件及び荷重条件(125V充電器盤 2B) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 1 時間後まで

は，操作が不要な設計とする。全交流動力電源喪失から 1 時間後に不要な

負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室にて容易に操作可能な設計とし，

全交流動力電源喪失から 8 時間後に不要な負荷の切離しを行う遮断器は，

現場にて容易に操作可能な設計とする。表 3.14-41 及び表 3.14-42 に操作

対象機器を示す。 

 

表 3.14-41 操作対象機器 

(全交流動力電源喪失から 1時間を経過した時点の負荷切離し操作) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

125V直流主母線盤 2A遮断器 

(無停電交流電源用 

CVCF 2A用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  
中央制御室 

スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2A遮断器 

(125V直流分電盤 

2A-2用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  
中央制御室 

スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2B遮断器 

(無停電交流電源用 

CVCF 2B用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  
中央制御室 

スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2B遮断器 

(125V直流分電盤 

2B-2用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  
中央制御室 

スイッチ 

操作 
 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-42 操作対象機器 

(全交流動力電源喪失から 8時間を経過した時点の負荷切離し操作) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

125V直流主母線盤 2A遮断器 

(不要な負荷) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

125V直流主母線盤 2A遮断器 

(125V直流分電盤 

2A-3用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

125V直流分電盤 2A-1遮断器 

(不要な負荷) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

125V直流主母線盤 2B遮断器 

(不要な負荷) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

125V直流主母線盤 2B遮断器 

(125V直流分電盤 

2B-3用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

125V直流主母線盤 2B遮断器 

(125V直流分電盤 

2B-4用) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

125V直流分電盤 2B-1遮断器 

(不要な負荷) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  

制御建屋 

   ○  
手動操作  

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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以下に，所内常設蓄電式直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. 125V蓄電池 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V蓄電池 2Aは操作不要である。 

 

b. 125V蓄電池 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V蓄電池 2Bは操作不要である。 

 

c. 125V充電器盤 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V充電器盤 2Aは操作不要である。 

 

d. 125V充電器盤 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V充電器盤 2Bは操作不要である。 
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添 3.14-103 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43 条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 125V蓄電池 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2A は，表 3.14-43 に示すよ

うに，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験

及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V蓄電池 2Aの単体及び総電圧の確認が可能な設計

とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，

蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-43 125V蓄電池 2Aの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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b. 125V蓄電池 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池 2B は，表 3.14-44 に示すよ

うに，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験

及び外観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V蓄電池 2Bの単体及び総電圧の確認が可能な設計

とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，

蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-44 125V蓄電池 2Bの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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c. 125V充電器盤 2A 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 充電器盤 2A は，表 3.14-45 に示す

ように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試

験が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可

能な設計とする。 

性能の確認として，125V充電器盤 2Aの盤内外部の目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がない

こと及び運転状態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可能

な設計とする。 

125V 充電器盤 2A の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

(57-4) 

 

表 3.14-45 125V充電器盤 2Aの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

停止中 

機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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d. 125V充電器盤 2B 

所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 充電器盤 2B は，表 3.14-46 に示す

ように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試

験が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可

能な設計とする。 

性能の確認として，125V充電器盤 2Bの盤内外部の目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がない

こと及び運転状態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可能

な設計とする。 

125V 充電器盤 2B の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

 (57-4) 

 

表 3.14-46 125V充電器盤 2Bの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

停止中 

機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-107 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，通常時において本来の用途である設計

基準事故対処設備の非常用直流電源設備として電源供給しており，所内常

設蓄電式直流電源設備として電源供給元を切り替える操作を行うことなく，

継続して 24 時間にわたり電源供給することが可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備の負荷切離し操作の対象機器は表 3.14-41

及び表 3.14-42と同様である。 

これにより図 3.14-19 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

 

(57-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-19 所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給 

（全交流動力電源喪失から 1時間後及び 8時間後の負荷切離し操作のタイムチャート） 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

手順の項目

電源確認※１

不要直流負荷切離し
※２

不要直流負荷切離し
※２

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（時）

1 2 3 8 9 10 22 23 24

要員（数）
　　1時間負荷切離し

　　1時間

　　8時間負荷切離し

　　8時間
操作手順

所内常設蓄電式直流電源設

備による給電

中央制御室運転員A 1

現場運転員B，C 2

備考

②

④

⑥
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添 3.14-108 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，通常時は設計基準事故対処設備の非常

用直流電源設備として電源供給し，重大事故等時に系統構成を変更するこ

となく，重大事故等対処設備の所内常設蓄電式直流電源設備として電源供

給することで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

(57-3，57-7) 
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添 3.14-109 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場

所を表 3.14-41及び表 3.14-42に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない中央制御室及び制御建屋とすることで操作可能な設計

とする。 

(57-2) 
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添 3.14-110 

3.14.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に 125V蓄電池

2A 及び 125V 蓄電池 2B から設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

に電源供給を行い，全交流動力電源喪失から 1 時間後に，中央制御室にお

いて不要な負荷の切離しを行う。さらに，全交流動力電源喪失から 8 時間

後に，現場において不要な負荷の切離しを行い，全交流動力電源喪失から

24時間必要な負荷に電源供給するために必要な容量として，125V蓄電池 2A

は 8,000Ah，125V蓄電池 2Bは 6,000Ahを有する設計とする。 

(57-5) 
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添 3.14-111 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 
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添 3.14-112 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

所内常設蓄電式直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直

流電源設備を兼ねた設備であり，同じく設計基準事故対処設備である高圧

炉心スプレイ系用直流電源設備を含めて，位置的分散及び区画された部屋

にそれぞれ設置することにより物理的分離を図り，共通要因によって同時

に機能が損なわれるおそれがない設計とする。これらの詳細については，

3.14.2.3.3 項に記載のとおりである。 

(57-2，57-3，57-10) 
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添 3.14-113 

3.14.2.4 常設代替直流電源設備 

 

3.14.2.4.1 設備概要 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失(全交流動力電

源喪失)した場合，直流設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的

として設置するものである。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「125V代替蓄電池」及

び「250V蓄電池」で構成する。 

本系統の概要図を図 3.14-20～22に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.14-47に示す。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後に 125V 代替蓄電池から重大事故等対処設備に

電源供給を行い，全交流動力電源喪失から 8 時間必要な負荷に電源供給することが可

能である。また，全交流動力電源喪失直後に 250V 蓄電池から重大事故等対処設備に

電源供給を行い，全交流動力電源喪失から 1 時間後に，中央制御室において不要な負

荷の切離しを行い，全交流動力電源喪失から 24 時間必要な負荷に電源供給すること

が可能である。 

なお，可搬型代替交流電源設備の交流電源を代替所内電気設備並びに 125V 代替充

電器盤及び 125V 代替蓄電池並びに 250V 充電器盤及び 250V 蓄電池を経由し，125V 直

流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1並びに 250V直流主母線盤に接続するこ

とで，可搬型代替直流電源設備として電力を供給できる設計とする。これらの詳細に

ついては，3.14.2.5 項に記載する。 
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添 3.14-114 

 
図 3.14-20 常設代替直流電源設備系統図（125V系統） 

(全交流動力電源喪失直後～8時間後) 

 

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

46
0V

C/
B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6.

9k
V

M
/C

6
-2

F-
2

6
.9

k
V

M
/C

6-
2

G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6.
9k

V
M

/C
6-

2D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

外
部
電
源
よ
り 6.
9k

V
M

/C
6-

2H

【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H

赤
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅰ

)

緑
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅱ

)

橙
色
：
非
常
用
系

(区
分
Ⅲ

)
青
色
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

紫
色
：
給
電
ラ
イ
ン

【
色
分
け
】

電
源
車
接
続
口

電
源
車
接
続
口

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-2

1
2

5
V

充
電
器
盤

2
A

【
区
分
Ⅰ
】

【
区
分
Ⅱ
】

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-4

1
2

5
V

充
電
器
盤

2
B

1
2

5
V
蓄
電
池

2B

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2B

1
2

5
V
蓄
電
池

2A

【
区
分
Ⅲ
】

1
2

5
V

蓄
電
池

2
H

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2H

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
A

-3

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
A

-2

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
A

-1

無 停 電 交 流 電 源 用 Ｃ Ｖ Ｃ Ｆ ２ Ａ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

（ 電 動 機 ）

R
C

IC
M

C
C

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

各 負 荷

非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ２ Ａ

各 負 荷

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-1

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-3

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-2

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

無 停 電 交 流 電 源 用 Ｃ Ｖ Ｃ Ｆ ２ Ｂ

非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ２ Ｂ

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

計 装 設 備

遮 断 器 操 作 回 路

各 負 荷

1
2

5
V

充
電
器
盤

2
H

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
器

：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

各 負 荷

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

D
系

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2A

【
区
分
Ⅲ
】

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

D
/G

動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
H

計 装 設 備

主 蒸 気 逃 が し 安 全 弁

遮 断 器 操 作 回 路

直 流 照 明 兼

非 常 用 照 明

遮 断 器 操 作 回 路

主 蒸 気 逃 が し 安 全 弁

計 装 設 備

直 流 照 明

・
M

/C
  
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
ス
イ
ッ
チ
ギ
ア

・
P

/C
  

 ：
パ
ワ
ー
セ
ン
タ

・
M

C
C

 ：
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

・
R

/B
  

 ：
原
子
炉
建
屋

・
C

/B
：
制
御
建
屋

1
2

5
V

代
替
蓄
電
池

1
2

5
V

代
替

充
電
器
盤

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2A
-1

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2B
-1

原 子 炉 格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

計 装 設 備

高 圧 代 替 注 水 系

計 装 設 備

直 流 駆 動 低 圧 注 水 系

【
凡
例
】

：
1

2
5

V
 直
流
電
源

切
替
盤

2
B

：
1

2
5

V
 直
流
電
源

切
替
盤

2
A

：
負
荷
切
離
し
箇
所

786



添 3.14-115 

 
図 3.14-21 常設代替直流電源設備系統図（250V系統） 

(全交流動力電源喪失直後～1時間後) 
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添 3.14-116 

 
図 3.14-22 常設代替直流電源設備系統図（250V系統） 

(全交流動力電源喪失 1 時間後～24時間後) 
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表 3.14-47 常設代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
125V代替蓄電池【常設】 

250V蓄電池【常設】 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 

125V代替蓄電池 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1電路【常設】 

 

250V蓄電池 

～250V直流主母線盤電路【常設】 

計装設備（補助）＊1 
125V直流主母線 2A-1 電圧【常設】 
125V直流主母線 2B-1 電圧【常設】 
250V直流主母線電圧【常設】 

 

＊ 1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ 

メータ 

 

789
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3.14.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 125V代替蓄電池 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：2,000Ah 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

(2) 250V蓄電池 

個数        ：1 

電圧        ：250V 

容量        ：6,000Ah 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備及び高

圧炉心スプレイ系用直流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，表

3.14-48で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

常設代替直流電源設備は，表 3.14-49で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水に

より同時に故障することを防止するため，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ

系用直流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

(57-2，57-3，57-9，57-10) 
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表 3.14-48 常設代替直流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 
常設代替直流電源設備 

電源 

125V蓄電池 2A 

＜制御建屋 

    ， 

制御建屋 

   ○  

及び 

制御建屋 

     ＞ 

 

125V蓄電池 2B 

＜制御建屋 

    ＞ 

125V蓄電池 2H 

＜原子炉建屋 

    ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

125V代替蓄電池 

＜制御建屋 

    ＞ 

250V蓄電池 

＜制御建屋 

    ＞ 

電路 

125V蓄電池 2A 

～125V 直流 

主母線盤 2A 

及び 

125V直流 

主母線盤 2A-1 

電路 

 

125V蓄電池 2B 

～125V 直流 

主母線盤 2B 

及び 

125V直流 

主母線盤 2B-1 

電路 

125V蓄電池 2H 

～125V直流 

主母線盤 2H 

電路 

125V代替蓄電池 

～125V直流 

主母線盤 2A-1 

及び 

125V直流 

主母線盤 2B-1 

電路 

250V蓄電池 

～250V直流 

主母線盤 

電路 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-49 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用 
直流電源設備 

高圧炉心 
スプレイ系用 
直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備は，耐震 Sクラス設計とし，重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備は，
基準地震動 Ss で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因と
なり，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備は，基準津波の影響を受けない制御建屋内及び原子炉建屋内の原子炉棟外に
設置し，重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備は，基準津波の影響を受け
ない制御建屋内へ設置することで，津波が共通要因となり，同時に故障すること
のない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備並びに重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備は，火災が共通要因とな
り，同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火
災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備並びに重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備は，溢水が共通要因とな
り，同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢
水に対する防護方針について」に示す。）。 
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3.14.2.4.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.2.4.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，制御建屋     に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-50 に示す設計とす

る。 

(57-2) 

 

表 3.14-50 想定する環境条件及び荷重条件(125V代替蓄電池) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

794



添 3.14-123 

b. 250V蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，制御建屋     に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，制御

建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-51に示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-51 想定する環境条件及び荷重条件(250V蓄電池) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替直流電源設備のうち 125V 系統は，操作に必要な 125V 直流主母

線盤 2A-1，125V 直流主母線盤 2B-1，125V 直流電源切替盤 2A 及び 125V 直

流電源切替盤 2Bの各遮断器については，中央制御室及び現場にて容易に操

作可能な設計とする。 

常設代替直流電源設備のうち 250V 系統は，全交流動力電源喪失から 1時

間後までは，操作が不要な設計とする。全交流動力電源喪失から 1 時間後

に不要な負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室にて容易に操作可能な

設計とする。 

表 3.14-52及び表 3.14-53に操作対象機器を示す。 

 

796



添 3.14-125 

表 3.14-52 操作対象機器 

(125V代替蓄電池～125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1電路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器（125V直流 

主母線盤 2A用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器（125V直流 

主母線盤 2B用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

手動操作  

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

手動操作  

125V直流電源 

切替盤 2A 

（必要な負荷） 

125V 直流 

主母線盤 

2A 側 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V 直流 

主母線盤 

2A-1側 

切 

→入 

125V直流電源 

切替盤 2B 

（必要な負荷） 

125V 直流 

主母線盤 

2B 側 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V 直流 

主母線盤 

2B-1側 

切 

→入 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-53 操作対象機器 

(全交流動力電源喪失から 1時間を経過した時点の負荷切離し操作) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

250V直流主母線盤遮断器 

(不要な負荷) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  
中央制御室 

スイッチ 

操作 
 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-127 

以下に，常設代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

常設代替直流電源設備の 125V代替蓄電池は操作不要である。 

 

b. 250V蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V蓄電池は操作不要である。 
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添 3.14-128 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43 条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，表 3.14-54 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外

観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 代替蓄電池の単体及び総電圧の確認が可能な設

計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。ま

た，蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-54 125V代替蓄電池の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-129 

b. 250V蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V蓄電池は，表 3.14-55に示すように，発電

用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外観検

査が可能な設計とする。 

性能の確認として，250V 蓄電池の単体及び総電圧の確認が可能な設計と

し，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，

蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-55 250V蓄電池の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-130 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

常設代替直流電源設備のうち 125V 代替蓄電池は，本来の用途以外の用途

には使用しない。 

常設代替直流電源設備のうち 250V 蓄電池は，通常時において本来の用途

である常用所内電源 250V系統として電源供給しており，常設代替直流電源

設備として電源供給元を切り替える操作は不要とする。 

常設代替直流電源設備の負荷切離し操作の対象機器は表 3.14-52 及び表

3.14-53と同様である。 

これにより図 3.14-23 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替えが

可能である。 

(57-3) 

 

 
 

図 3.14-23 常設代替直流電源設備による電源供給 

（全交流動力電源喪失から 1時間後の負荷切離し操作のタイムチャート） 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

手順の項目

125V代替蓄電池による給電切替操作（B系）
※１

125V代替蓄電池による給電切替操作（A系）※１

250V代替蓄電池による受電確認※２

不要直流負荷切離し
※１

125V直流主母線盤における不要直流負荷切離し※１

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

2
⑦

操作手順

常設代替直流電源設備によ
る給電

中央制御室運転員A 1

②③⑤

⑨⑩⑫

⑭

⑯

現場運転員B,C

70 80 90

要員（数）
1時間負荷切離し
1時間

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60
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添 3.14-131 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

常設代替直流電源設備のうち 125V 代替蓄電池は，表 3.14-56に示すよう

に，通常時は非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備

と切り離すことで隔離する系統構成としており，重大事故等時に遮断器操

作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用直流

電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

常設代替直流電源設備のうち 250V 蓄電池は，通常時は常用所内電源 250V

系統として電源供給し，重大事故等時に系統構成を変更することなく，重

大事故等対処設備の常設代替直流電源設備として電源供給することで，他

の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(57-3，57-7) 

 

表 3.14-56 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用直流電源設備及び 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器 

（125V代替充電器盤用） 

電気作動 通常時切 

非常用直流電源設備及び 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器 

（125V代替充電器盤用） 

電気作動 通常時切 
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添 3.14-132 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

常設代替直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

3.14-52及び表 3.14-53に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない中央制御室及び原子炉建屋内の原子炉棟外とすること

で操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-133 

3.14.2.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

常設代替直流電源設備の 125V代替蓄電池は，設計基準事故対処設備の交

流電源が喪失した場合，8時間にわたり必要な負荷に電源供給するために必

要な容量として，2,000Ahを有する設計とする。 

常設代替直流電源設備の 250V蓄電池は，設計基準事故対処設備の交流電

源が喪失した場合，24 時間にわたり必要な負荷に電源供給するために必要

な容量として，6,000Ahを有する設計とする。 

(57-5) 
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添 3.14-134 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

常設代替直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 
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添 3.14-135 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源

設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して，多様性及び位置的

分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう

設計する。これらの詳細については，3.14.2.4.3項に記載のとおりである。 

 (57-2，57-3，57-10) 
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添 3.14-136 

3.14.2.5 可搬型代替直流電源設備 

 

3.14.2.5.1 設備概要 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合，直流設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合におい

て炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設

置するものである。 

本系統は，直流設備に電源供給を行う常設代替直流電源設備である「125V代替蓄電

池」及び「250V蓄電池」並びに代替所内電気設備から受電した交流電源を直流電源に

変換する「125V 代替充電器盤」及び「250V 充電器盤」並びに代替所内電気設備に電

源供給を行う可搬型代替交流電源設備である「電源車」，「軽油タンク」，「ガスタービ

ン発電設備軽油タンク」及び「タンクローリ」並びに電源車を接続する「電源車接続

口(原子炉建屋   )」及び「電源車接続口(原子炉建屋   )」並びに代替所内電気

設備として電路を構成する「緊急用高圧母線 2G系」，「緊急用動力変圧器 2G系」及び

「緊急用低圧母線 2G 系」で構成する。 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，電源車を代替所内電気設備並びに

125V 代替充電器盤及び 125V 代替蓄電池を経由し，125V 直流主母線盤 2A-1 及び 125V

直流主母線盤 2B-1に接続することで，電力を供給できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 系統は，電源車を代替所内電気設備並びに

250V充電器盤及び 250V 蓄電池を経由し，250V 直流主母線盤に接続することで，電力

を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 3.14-24～図 3.14-30 に，本系統に関する重大事故等対処設備

一覧を表 3.14-57に示す。 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，125V 直流主母線盤 2A-1 及び 125V 直

流主母線盤 2B-1 を操作して系統構成を行った後，125V 代替蓄電池から必要な負荷に

8 時間電源供給し，その後，電源車を所定の接続先である電源車接続口(原子炉建

屋   )又は電源車接続口(原子炉建屋   )に接続し，電源車の操作ボタンにより起

動することで，125V 代替充電器盤を受電することにより，必要な負荷に合計 24 時間

以上，電源供給することが可能である。また，可搬型代替直流電源設備のうち 250V

系統は，電源供給開始から 1時間後に，中央制御室において不要な負荷の切離しを行

い，電源供給開始から 24 時間必要な負荷に電源供給することが可能である。なお，

電源車から 250V充電器盤を受電することにより，必要な負荷に合計 24時間以上，電

源供給することが可能である。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-137 

電源車の運転中は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクロ

ーリを用いて燃料を電源車に補給することで，電源車の運転を継続する。 

可搬型代替直流電源設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散

については，3.14.2.5.3項に詳細を示す。 
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添 3.14-138 

 
図 3.14-24 可搬型代替直流電源設備系統図（125V系統） 

(全交流動力電源喪失及び所内常設蓄電式直流電源設備喪失直後～8時間後) 
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図 3.14-25 可搬型代替直流電源設備系統図（125V系統） 

(全交流動力電源喪失及び所内常設蓄電式直流電源設備喪失 8時間後～24時間後) 

（電源車接続口（原子炉建屋   ）接続）
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.14-26 可搬型代替直流電源設備系統図（125V系統） 

(全交流動力電源喪失及び所内常設蓄電式直流電源設備喪失 8時間後～24時間後) 

（電源車接続口（原子炉建屋   ）接続） 
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図 3.14-27 可搬型代替直流電源設備系統図（250V系統） 

(全交流動力電源喪失及び所内常設蓄電式直流電源設備喪失直後～1時間後) 
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添 3.14-142 

 
図 3.14-28 可搬型代替直流電源設備系統図（250V系統） 

(全交流動力電源喪失及び所内常設蓄電式直流電源設備喪失 1時間後～24時間後) 
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添 3.14-143 

 
図 3.14-29 可搬型代替直流電源設備系統図（250V系統） 

（電源車接続口（原子炉建屋   ）接続） 
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枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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図 3.14-30 可搬型代替直流電源設備系統図（250V系統） 

（電源車接続口（原子炉建屋   ）接続） 
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表 3.14-57 可搬型代替直流電源設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

125V代替蓄電池【常設】 

250V蓄電池【常設】 

125V代替充電器盤【常設】 

250V充電器盤【常設】 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】＊1 

ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】＊2 

タンクローリ【可搬】 

附属設備 ― 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

ホース【可搬】 

電路 

125V代替蓄電池及び 125V 代替充電器盤 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1電路【常設】 

 

250V蓄電池及び 250V 充電器盤 

～250V直流主母線盤電路【常設】 

 

電源車～電源車接続口(原子炉建屋) ＊3 

～緊急用低圧母線 2G系 ＊4 

～125V代替充電器盤 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 

125V直流主母線盤 2B-1電路 

(電源車～電源車接続口(原子炉建屋)電路【可搬】) 

(電源車接続口(原子炉建屋) 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 

125V直流主母線盤 2B-1電路【常設】) 

 

電源車～電源車接続口(原子炉建屋) ＊3 

～緊急用低圧母線 2G系 ＊4 

～250V充電器盤 

～250V直流主母線盤電路 

(電源車～電源車接続口(原子炉建屋)電路【可搬】) 

(電源車接続口(原子炉建屋) 

～250V直流主母線盤電路【常設】) 
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設備区分 設備名 

計装設備（補助）＊5 
125V直流主母線 2A-1 電圧【常設】 
125V直流主母線 2B-1 電圧【常設】 
250V直流主母線盤【常設】 

 

＊ 1：軽油タンクは，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(A)，非常用ディーゼル 

発電設備軽油タンク(B)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(C)，非常用 

ディーゼル発電設備軽油タンク(D)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク 

(E)及び非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(F)により構成される。 

＊ 2：ガスタービン発電設備軽油タンクは，ガスタービン発電設備軽油タンク(A)， 

ガスタービン発電設備軽油タンク(B)及びガスタービン発電設備軽油タンク

(C)により構成される。 

＊ 3：電源車接続口(原子炉建屋)は，電源車接続口(原子炉建屋    )，電源車接続

口(原子炉建屋    )，電源車接続口(原子炉建屋    )及び電源車接続口

(原子炉建屋    )により構成される。 

＊ 4：緊急用低圧母線 2G系は，460Vパワーセンタ 4-2G，460V原子炉建屋モータコ 

ントロールセンタ 2G-1 及び 460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2G-2

により構成される。 

＊ 5：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ 

メータ 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 125V代替蓄電池 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：2,000Ah 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

(2) 250V蓄電池 

個数        ：1 

電圧        ：250V 

容量        ：6,000Ah 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

(3) 125V代替充電器盤 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：700A 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

(4) 250V充電器盤 

個数        ：1 

電圧        ：250V 

容量        ：600A 

取付箇所      ：制御建屋    ○  

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(5) 電源車 ＊1 

ディーゼル機関 

個数        ：6(うち予備 1) ＊2 

使用燃料      ：軽油 

発電機 

個数        ：6(うち予備 1) ＊2 

種類        ：同期発電機 

容量        ：400kVA/個 

力率        ：0.85 

電圧        ：6.9kV 

周波数       ：50Hz 

使用箇所      ：屋外 

(原子炉建屋   又は原子炉建屋    ＊3並びに 

緊急時対策建屋    ＊4) 

保管場所      ：屋外 

（第 2保管エリア，第 3保管エリア，第 4保管エリア 

及び緊急時対策建屋   ） 

 

＊1：「可搬型代替交流電源設備」及び「緊急時対策所用代替交流電源設備」とし

て使用する。 

＊2：「可搬型代替交流電源設備」で 4 個，「緊急時対策所用代替交流電源設備」

で 1個使用する。 

＊3：「可搬型代替交流電源設備」に使用する場合を示す。 

＊4：「緊急時対策所用代替交流電源設備」に使用する場合を示す。 

 

(6) 軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：66℃ 

個数        ：6 

取付箇所      ：屋外 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(7) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：50℃ 

個数        ：3 

取付箇所      ：屋外 

 

(8) タンクローリ 

容量        ：4.0kL/個 

最高使用圧力    ：24kPa[gage] 

最高使用温度    ：40℃ 

個数        ：3(うち予備 1) 

設置場所      ：屋外 

保管場所      ：屋外 

(第 2保管エリア，第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア) 

 

821



添 3.14-150 

3.14.2.5.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備及び

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備と同時にその機能が損なわれることがないよう，

表 3.14-58で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，表 3.14-59で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水

により同時に故障することを防止するため，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレ

イ系用直流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

(57-2，57-3，57-9，57-10) 
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表 3.14-58 可搬型代替直流電源設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 
可搬型代替直流電源設備 

直流設備 

125V充電器盤 2A 

125V充電器盤 2B 

＜いずれも制御建屋 

    
＊
＞ 

125V充電器盤 2H 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

125V代替充電器盤 

＜制御建屋 

    
＊
＞ 

250V充電器盤 

＜制御建屋 

    ＞ 

電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

125V代替蓄電池 

＜制御建屋 

    ＞ 

 

電源車 

＜屋外 

（第 2保管エリア， 

第 3保管エリア 

及び第 4 

保管エリア）＞ 

250V蓄電池 

＜制御建屋 

    ＞ 

 

電源車 

＜屋外 

（第 2保管エリア， 

第 3保管エリア 

及び第 4 

保管エリア）＞ 

電路 

非常用ディーゼル 

発電機(A) 

～125V充電器盤 2A 

電路 

 

非常用ディーゼル 

発電機(B) 

～125V充電器盤 2B 

電路 

 

125V蓄電池 2A及び 

125V充電器盤 2A 

～125V直流主母線盤 

2A 及び 

125V直流主母線盤 

2A-1電路 

 

125V蓄電池 2B及び 

125V充電器盤 2B 

～125V直流主母線盤 

2B 及び 

125V直流主母線盤 

2B-1電路 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

～125V充電器盤 2H 

電路 

 

125V蓄電池 2H及び 

125V充電器盤 2H 

～125V直流主母線盤 

2H 電路 

電源車 

～電源車接続口 

(原子炉建屋) 

～125V代替充電器盤 

電路 

 

125V代替蓄電池 

及び 

125V代替充電器盤 

～125V直流 

主母線盤 2A-1 

及び 

125V直流 

主母線盤 2B-1 

電路 

電源車 

～電源車接続口 

(原子炉建屋) 

～250V充電器盤 

電路 

 

250V蓄電池 

及び 

250V充電器盤 

～250V直流 

主母線盤 

電路 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 
可搬型代替直流電源設備 

電源方式 蓄電池による給電 
蓄電池による給電及び 

交流電力を直流電力に変換 

電源の 
冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

非常用ディーゼル 

発電設備 

燃料デイタンク 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

ガスタービン発電設備軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

電源車（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

非常用ディーゼル 

発電設備 

燃料移送ポンプ 

＜屋外＞ 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 

＜屋外＞ 

タンクローリ 

＜屋外 

（第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア）＞ 

＊：区分Ⅰである 125V 充電器盤 2A，区分Ⅱである 125V充電器盤 2B 及び 125V代替充

電器盤は，各区分ごとに区画された部屋にそれぞれ設置することにより，物理的

な分離設計とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-59 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用 
直流電源設備 

高圧炉心 
スプレイ系用 
直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備は，耐震 S クラス設計とし，重大事故等対処設備の可搬型代替直流電源設備
は，基準地震動 Ss で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要
因となり，同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備は，基準津波の影響を受けない制御建屋内及び原子炉建屋内の原子炉棟外に
設置し，重大事故等対処設備の可搬型代替直流電源設備は，基準津波の影響を受
けない制御建屋内へ設置及び第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリ
アへ保管することで，津波が共通要因となり，同時に故障することのない設計と
する。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備並びに重大事故等対処設備の可搬型代替直流電源設備は，火災が共通要因と
なり，同時に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部
火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源
設備並びに重大事故等対処設備の可搬型代替直流電源設備は，溢水が共通要因と
なり，同時に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部
溢水に対する防護方針について」に示す。）。 
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3.14.2.5.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.2.5.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，制御建屋     に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-60 に示す設計とす

る。 

(57-2) 

 

表 3.14-60 想定する環境条件及び荷重条件(125V代替蓄電池) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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b. 250V蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V 蓄電池は，制御建屋     に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，制

御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-61に示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-61 想定する環境条件及び荷重条件(250V蓄電池) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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c. 125V代替充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器盤は，制御建屋     に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時におけ

る，制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-62 に示す設計

とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-62 想定する環境条件及び荷重条件(125V代替充電器盤) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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d. 250V充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器盤は，制御建屋     に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

制御建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-63 に示す設計とす

る。 

(57-2) 

 

表 3.14-63 想定する環境条件及び荷重条件(250V充電器盤) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

制御建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
制御建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
制御建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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e. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，可搬型で屋外の第 2 保管エリア及

び第 3保管エリア及び第 4保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外(原

子炉建屋   又は   )に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14-64に示す設計とする。 

また，電源車の操作は，設置場所にて操作可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-64 想定する環境条件及び荷重条件(電源車) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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f. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境

条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-65に示す設計とする。 

 (57-2，57-3) 

 

表 3.14-65 想定する環境条件及び荷重条件(軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，常設で

屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時

における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-66 に示す設計

とする。 

(57-2，57-3) 

 

表 3.14-66 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電設備軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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h. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，可搬型で屋外の第 2 保管エ

リア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋

外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-67 に示す設計と

する。 

また，タンクローリの操作は，設置場所にて操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

表 3.14-67 想定する環境条件及び荷重条件(タンクローリ) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 系統は，操作に必要な 125V 直流主

母線盤 2A-1，125V 直流主母線盤 2B-1，125V 直流電源切替盤 2A 及び 125V

直流電源切替盤 2Bの各遮断器については，中央制御室及び現場にて容易に

操作可能な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 系統は，全交流動力電源喪失から 1

時間後までは，操作が不要な設計とする。全交流動力電源喪失から 1 時間

後に不要な負荷の切離しを行う遮断器は，中央制御室にて容易に操作可能

な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち電源車及び代替所内電気設備の各遮断器

及び燃料移送系の各機器については，中央制御室及び現場にて容易に操作

可能な設計とする。 

表 3.14-68～72に操作対象機器を示す。 

(57-2，57-3) 
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表 3.14-68 操作対象機器 

(125V代替蓄電池及び 125V代替充電器盤～125V直流主母線盤 2A-1及び 

125V直流主母線盤 2B-1電路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器（125V直流 

主母線盤 2A用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器（125V直流 

主母線盤 2B用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

手動操作  

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器 

（不要な負荷） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

手動操作  

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器（125V代替 

充電器盤用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器（125V代替 

充電器盤用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

125V直流電源 

切替盤 2A 

（必要な負荷） 

125V 直流 

主母線盤 

2A 側 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V 直流 

主母線盤 

2A-1側 

切 

→入 

125V直流電源 

切替盤 2B 

（必要な負荷） 

125V 直流 

主母線盤 

2B 側 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

125V 直流 

主母線盤 

2B-1側 

切 

→入 

 

表 3.14-69 操作対象機器 

(全交流動力電源喪失から 1時間を経過した時点の負荷切離し操作) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

250V直流主母線盤遮断器 

(不要な負荷) 

入 

→切 

制御建屋 

   ○  
中央制御室 

スイッチ 

操作 
 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-70 操作対象機器 

(電源車～電源車接続口（原子炉建屋   ）又は電源車接続口（原子炉建屋   ） 

～125V代替充電器盤電路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

電源車 

発電機 
停止 

→運転 

屋外 

(原子炉建屋

○○又は 

原子炉建屋 

  ) 

屋外 

(原子炉建屋 

○○又は 

原子炉建屋 

  ) 

スイッチ 

操作 
 

遮断器 
切 

→入 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1用又は 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2 用） 

入 

→切 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用 

又は電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用） 

切 

→入 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉 

建屋内の 

原子炉棟外) 

中央制御室 
スイッチ 

操作 
 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-71 操作対象機器 

(軽油タンク～電源車流路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

D/G(A)軽油タンク(A)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(C)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(E)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(B)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(D)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(F)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(B) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(D) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(F) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(A) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(C) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(E) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

タンクローリ付ポンプ 
停止 
→運転 

屋外 屋外 
スイッチ 
操作 

 

ホース 
ホース 
接続 

屋外 屋外 手動操作  
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表 3.14-72 操作対象機器 

(ガスタービン発電設備軽油タンク～電源車流路) 

機器名称 
状態の 

変化 
設置場所 操作場所 操作方法 備考 

GTG軽油タンク(A)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(B)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(C)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(B) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

タンクローリ付ポンプ 
停止 
→運転 

屋外 屋外 
スイッチ 
操作 

 

ホース 
ホース 
接続 

屋外 屋外 手動操作  
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以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は操作不要である。 

 

b. 250V蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V蓄電池は操作不要である。 

 

c. 125V代替充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器盤は操作不要である。 

 

d. 250V代替充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器盤は操作不要である。 

 

e. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，原子炉建屋に設置する電源車接続

口(原子炉建屋   )又は電源車接続口(原子炉建屋   )まで移動可能な

車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等による固定が可能な設計

とする。また，電源車は，付属の操作スイッチ等により，設置場所での操

作が可能な設計とする。電源車の現場操作パネルは，誤操作防止のために

名称を明記することで操作者の操作及び監視性を考慮し，かつ，十分な操

作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。電源車のケーブルは，コ

ネクタ接続が可能な設計とし，電源車接続口(原子炉建屋   )又は電源車

接続口(原子炉建屋   )に容易に接続及び敷設可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

f. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，D/G軽油タンク出口弁及び D/G

軽油タンク払出口止め弁を手動弁とすることで，確実に操作可能な設計と

する。 

(57-2，57-3) 

 

g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，GTG軽油

タンク出口弁及び GTG 軽油タンク払出口止め弁を手動弁とすることで，確

実に操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 
枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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h. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，付属の操作ハンドルからの

ハンドル操作で起動する設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドル

を操作するにあたり，運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確

保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可

能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，D/G軽油タンク払出口止め弁及び GTG 軽油タンク払出口

止め弁まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等に

よる固定が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，専用の

接続方式である専用金具にすることにより，確実に操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 
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添 3.14-170 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43 条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V代替蓄電池は，表 3.14-73に示すように，

発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外

観検査が可能な設計とする。 

性能の確認として，125V 代替蓄電池の単体及び総電圧の確認が可能な設

計とし，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。ま

た，蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-73 125V代替蓄電池の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-171 

b. 250V蓄電池 

常設代替直流電源設備の 250V蓄電池は，表 3.14-74に示すように，発電

用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び外観検

査が可能な設計とする。 

性能の確認として，250V 蓄電池の単体及び総電圧の確認が可能な設計と

し，蓄電池の総電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。また，

蓄電池単体については，電圧の確認が可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-74 250V蓄電池の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

停止中 
機能・性能試験 蓄電池の単体及び総電圧の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-172 

c. 125V代替充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器盤は，表 3.14-75に示すよう

に，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験が

可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な

設計とする。 

性能の確認として，125V 代替充電器盤の盤内外部の目視により性能に影

響を及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がな

いこと及び運転状態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可

能な設計とする。 

125V 代替充電器盤の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とす

る。 

(57-4) 

 

表 3.14-75 125V代替充電器盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

停止中 

機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-173 

d. 250V充電器盤 

常設代替直流電源設備の 250V充電器盤は，表 3.14-76 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験が可能な

設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計と

する。 

性能の確認として，250V 充電器盤の盤内外部の目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある異常がないこと，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

と及び運転状態により半導体素子の動作に異常がないことの確認が可能な

設計とする。 

250V充電器盤の出力電圧の確認を可能とする計器を設けた設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-76 250V充電器盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

停止中 

機能・性能試験 充電器盤の出力電圧の確認 

特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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添 3.14-174 

e. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，表 3.14-77 に示すように，発電用

原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，分解検査及

び外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に特性試験が可能な

設計とする。また，電源車は車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

電源車は，運転性能の確認として，発電機の運転状態として電圧，電流

及び周波数の確認が可能な設計とすることにより出力性能の確認が可能な

設計とする。また，電源車の部品状態の確認として，目視等により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことを確認する分解検査

が可能な設計とする。また，電源車ケーブルの絶縁抵抗測定が可能な設計

とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-77 電源車の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 

電源車の出力性能（電圧，電流及び周波数）の確認 

電源車の運転状態の確認 

車両走行状態の確認 

分解検査 
搭載機器部の分解並びに各部の検査，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

電源車外観の確認 

停止中 

機能・性能試験 

電源車の出力性能（電圧，電流及び周波数）の確認 

電源車の運転状態の確認 

車両走行状態の確認 

特性試験 搭載機器部及びケーブルの絶縁抵抗の確認 

分解検査 
搭載機器部の分解並びに各部の検査，手入れ，清掃及

び消耗部品の取替え 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

電源車外観の確認 
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添 3.14-175 

f. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，表 3.14-78 に示すように，発

電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に外観検査が可能な設計と

し，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放検査が可能な設計とする。 

軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタ

ンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には

漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設ける設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-78 軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 
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添 3.14-176 

g. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，表

3.14-79に示すように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

外観検査が可能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放

検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計

とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点

検が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設

計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設

ける設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-79 ガスタービン発電設備軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 
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添 3.14-177 

h. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，表 3.14-80 に示すように，

発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えい試験，機能・性

能試験，開放検査及び外観検査が可能な設計とする。また，タンクローリ

は車両として運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺

口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂

及び腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-80 タンクローリの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

開放検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンクローリ外観の確認 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

開放検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンクローリ外観の確認 
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添 3.14-178 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V代替蓄電池，125V 代替充電器盤，可

搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途に

は使用しない。なお，必要な可搬型代替直流電源設備の操作の対象機器は

表 3.14-68～72と同様である。 

所内常設蓄電式直流電源設備から可搬型代替直流電源設備へ切り替える

ために必要な電源系統の操作は，想定される重大事故等時において，通常

時の系統構成から速やかな切替えが可能な設計とする。また，必要な燃料

系統の操作は，D/G 軽油タンク出口弁，D/G 軽油タンク払出口止め弁，GTG

軽油タンク出口弁及び GTG 軽油タンク払出口止め弁を設けることにより，

想定される重大事故等時において，通常時の系統構成から速やかな切替え

が可能な設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 蓄電池及び 250V 充電器盤は，通常

時において本来の用途である常用所内電源 250V系統として電源供給してお

り，可搬型代替直流電源設備として電源供給元を切り替える操作は不要と

する。 

これにより図 3.14-31～33 で示すタイムチャートのとおり速やかに切替

えが可能である。 

(57-3) 
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添 3.14-179 

手順の項目

保管場所への移動※１，※２

タンクローリの移動・設置
※３

補給準備※４

軽油補給
※４

※1：タンクローリの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア，4保管エリア

※2：重大事故等対応要員の移動は，緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間

※3：タンクローリの移動は，注水用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置場所から熱交換器ユニット用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置場所までの移動を想定した時間

※4：タンクローリへの補給は軽油補給作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

10 20 30 40 50 備考110

経過時間（分）

120 130 14060 70 80 90 100

軽油タンク又はガスタービ

ン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの軽油補給

重大事故等対応要員A,B 2

②

③
a,b

④a,b⑤a,b⑧a,b

⑥
a,b

⑦
a,b
⑧

a,b

要員（数）

軽油タンク又はガスタービン発電機用

軽油タンクからタンクローリへの軽油補給
操作手順

140分

手順の項目

タンクローリから各機器への補給

移動※１

補給準備※２

補給※２

※1：タンクローリの移動距離として第2保管エリアから軽油タンクまでの移動を想定した移動時間

※2：各機器への補給は類似訓練の実績に余裕を見込んだ想定時間

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70 80 90 備考

操作手順

タンクローリから各機器へ
の補給

重大事故等対応要員A,B 2

②⑦

③⑦

④⑤⑥⑦

100 110 120 130 140

要員（数）
45分

 

 
図 3.14-31 可搬型代替直流電源設備による電源供給のタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-32 軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクから 

タンクローリへの燃料補給のタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

図3.14-33 タンクローリから各機器への燃料補給のタイムチャート 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 

 

手順の項目

 

125V代替蓄電池による給電切替操作（B系）
※１

125V代替蓄電池による給電切替操作（A系）
※１

250V代替蓄電池による受電確認
※２

不要直流負荷切離し※１

M/C 2G系受電準備操作※１

M/C 2G系受電操作，受電確認※１，※２及び直流主母線盤受電確認※２

計測制御電源室空調起動※１

125V直流主母線盤における不要直流負荷切離し※１

扉開放（原子炉建屋内の電源車接続口を使用する場合）※３

保管場所への移動
※４，※５

電源車走行前点検
※６

電源車の移動※７

電源車準備※８

電源車起動※９

電源車給電※１０

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※3：中央制御室から扉までの移動時間及び類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：電源車の保管場所は第2保管エリア及び第3保管エリア

※5：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※6：電源車の走行前点検の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：電源車の保管場所から電源車接続口までの移動の実績を考慮した時間に余裕を見込んだ時間

※9：電源車の起動の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：電源車の給電の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

⑤

⑤

※8：電源車の準備（ケーブルの敷設及び接続）の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

⑤

重大事故等対応要員 3

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤⑥

⑧

現場運転員B,C 2

①

操作手順

可搬型代替直流電源設備に
よる給電

中央制御室運転員A 1

①

①

①

①

190

要員（数）
1時間負荷切離し
1時間

   電源車給電
      120分

電源車による
125V代替充電器受電
130分

130 140 150 160 170 180 備考10 20 30 40 50 60 70 80

経過時間（分）

90 100 110 120
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添 3.14-180 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替直流電源設備のうち電源車及びタンクローリは，表 3.14-81

に示すように，電源となる電源車を代替所内電気設備と切り離し，また，

タンクローリを軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ並びにガスター

ビン発電設備軽油タンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプと切り

離して保管することで隔離する系統構成としており，重大事故等時に接続，

弁操作，遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対

して悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 125V 代替蓄電池及び 125V 代替充電器盤

は，表 3.14-85 に示すように，通常時は非常用直流電源設備及び高圧炉心

スプレイ系用直流電源設備と切り離すことで隔離する系統構成としており，

重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備のうち 250V 蓄電池及び 250V 充電器盤は，通常

時は常用所内電源 250V系統として電源供給し，重大事故等時に系統構成を

変更することなく，重大事故等対処設備の常設代替直流電源設備として電

源供給することで，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

電源車及びタンクローリは，輪留め等による固定をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(57-3，57-7) 
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添 3.14-181 

表 3.14-81 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用直流電源設備及び 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

125V直流主母線盤 2A-1 

遮断器 

（125V代替充電器盤用） 

電気作動 通常時切 

非常用直流電源設備及び 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

125V直流主母線盤 2B-1 

遮断器 

（125V代替充電器盤用） 

電気作動 通常時切 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用) 

電気作動 通常時切 

代替所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 

（原子炉建屋   ）用) 

電気作動 通常時切 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(A) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(C) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(E) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(B) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(D) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(F) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(A) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(B) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(C) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-182 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を

表 3.14-69～72に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない中央制御室，原子炉建屋内の原子炉棟外及び屋外とす

ることで操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-183 

3.14.2.5.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 125V代替蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は，設計基準事故対処設備の

交流電源及び直流電源が喪失した場合，8時間にわたり必要な負荷に電源供

給するために必要な容量として，2,000Ahを有する設計とする。 

(57-5) 

 

b. 250V蓄電池 

可搬型代替直流電源設備の 250V蓄電池は，設計基準事故対処設備の交流

電源及び直流電源が喪失した場合，24 時間にわたり必要な負荷に電源供給

するために必要な容量として，6,000Ah を有する設計とする。 

(57-5) 
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添 3.14-184 

c. 125V代替充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 125V 代替充電器盤は，設計基準事故対処設備

の交流電源及び直流電源が喪失した場合，125V 代替蓄電池による電源供給

の後に，電源車を用いて 125V代替充電器盤を受電することにより，16時間

以上必要な負荷に電源供給するために必要な容量として，定格電流 700Aを

有する設計とし，125V代替蓄電池による電源供給と合わせて，合計 24時間

以上必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

(57-5) 

 

d. 250V充電器盤 

可搬型代替直流電源設備の 250V 充電器盤は，設計基準事故対処設備の交

流電源及び直流電源が喪失した場合，250V 蓄電池による電源供給の後に，

電源車を用いて 250V充電器盤を受電することにより，必要な負荷に電源供

給するために必要な容量として，定格電流 600A を有する設計とし，250V

蓄電池による電源供給と合わせて，合計 24時間以上必要な負荷に電源供給

することを可能な設計とする。 

(57-5) 

 

e. 軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備の軽油タンクは，重大事故等時において，同時

にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，7

日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kLを上回る，容量 660kLを

有する設計とする。 

(57-5) 

f. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替直流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，重大事

故等時において，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大

事故等対処設備が，7 日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kL を

上回る，容量 330kLを有する設計とする。 

 (57-5) 
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添 3.14-185 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 
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添 3.14-186 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電

源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に対して，多様性及び位置

的分散を図り，共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよ

う設計する。これらの詳細については，3.14.2.5.3 項に記載のとおりであ

る。 

(57-2，57-3，57-10) 
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添 3.14-187 

3.14.2.5.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 3項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替交流電源設備の電源車は，想定される重大事故等時において，

最低限必要な交流設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 2

台使用する。保有数は 2 セット 4 台に加えて，緊急時対策所用代替交流電

源設備として 1 台並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 1台の合計 6台を分散して保管する。 

具体的には，電源車は，常設代替交流電源設備が使用できない場合，低

圧代替注水系に関連する設備等に電源供給する。電源車から非常用所内電

気設備又は代替所内電気設備を受電する場合は，原子炉建屋外から電力を

供給する可搬型代替交流電源設備に該当するため，必要設備を 2 セットに

加えて予備を配備する。必要となる負荷は，最大負荷約 644.1kW 及び連続

最大負荷約 643.3kWであり，400kVA(340kW)/台の電源車が 2台必要である。

また，電源車の運転中は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タン

クよりタンクローリを用いて燃料を電源車に補給する。 

なお，電源車は，「緊急時対策所用代替交流電源設備」として，さらに 1

台使用することから，「共－４ 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備

数及び保有数について」に基づき，重大事故等時に必要な台数 5 台，及び

容量 400kVA(340kW)/台を有する設計とする。加えて予備 1 台を有する設計

とする。 

(57-5) 
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添 3.14-188 

b. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリは，想定される重大事故等時に

おいて，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を

補給できる容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを

要求される電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)及び熱交換器ユニットの

連続運転が可能な燃料を，それぞれ電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)

及び熱交換器ユニットに供給できる容量を有するものを 1 セット 2 台使用

する。保有数は 1 セット 2 台と，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1台の合計 3台を分散して保管する。 

(57-5，57-11) 
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添 3.14-189 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の接続が必要な電源車ケーブル及びタンクロー

リホースは，現場で容易に接続可能な設計とする。表 3.14-82～84 に対象

設備の接続場所を示す。 

 

表 3.14-82 接続対象機器設置場所 

(電源車～電源車接続口（原子炉建屋   ）又は電源車接続口（原子炉建屋   ） 

～125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1電路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

電源車 

電源車接続口(原子炉 

建屋   )又は 

電源車接続口(原子炉 

建屋   ) 

屋外(原子炉 

建屋○○  

又は原子炉 

建屋   ) 

コネクタ接続 

 

表 3.14-83 接続対象機器設置場所 

(軽油タンク～電源車流路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 軽油タンク 屋外 専用金具接続 

タンクローリ 電源車 屋外 ノズル接続 

 

表 3.14-84 接続対象機器設置場所 

(ガスタービン発電設備軽油タンク～電源車流路) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電設備 

軽油タンク 
屋外 専用金具接続 

タンクローリ 電源車 屋外 ノズル接続 

 
枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-190 

以下に，可搬型代替直流電源設備を構成する主要設備の確実な接続性を示す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，電源車接続口(原子炉建屋   )又

は電源車接続口(原子炉建屋   )へコネクタ接続すること及び接続状態

を目視で確認できることから，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

(57-2，57-8) 

 

b. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリと軽油タンク又はガスタービン

発電設備軽油タンクの接続については，燃料ホースを接続するために，軽

油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクの払出口に特別な工具を要

しない専用金具にて接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計

とする。 

(57-2) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43 条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

a. 電源車 

可搬型代替直流電源設備の電源車は，緊急用低圧母線 2G系へ電源供給す

る場合それぞれにおいて，原子炉建屋の異なる面に位置的分散を図った二

箇所の接続口を設置することから，共通要因により接続不可とならない設

計とする。 

(57-2) 

 

b. タンクローリ 

可搬型代替直流電源設備のタンクローリを接続する軽油タンク又はガス

タービン発電設備軽油タンクは，100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所

が共通要因により接続不可とならない設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-192 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 3項四) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリの接続場所は，表

3.14-82～84 と同様である。これらの操作場所は，想定される事故時におけ

る放射線量が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計と

する。 

(57-2) 
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(5) 保管場所(設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリは，地震，津波その

他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮し，非常用交流電源設備，高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及び常

設代替交流電源設備と 100m以上の離隔で位置的分散を図り，第 2保管エリ

ア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアの複数個所に分散して保管する設

計とする。 

(57-2) 
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(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第 43条第 3項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリは，想定される重大

事故等時においても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の

運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確

保する設計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて」参照）。 

(57-6) 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 

(設置許可基準規則第 43条第 3項七) 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

可搬型代替直流電源設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

である非常用直流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用直流電源設備又は重

大事故等対処設備である所内常設蓄電式直流電源設備と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，表 3.14-85 で示すとおり，多様性及び位置

的分散を図る設計とする。 

(57-2，57-3，57-9，57-10) 
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表 3.14-85 可搬型代替直流電源設備の多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

所内常設蓄電式 

直流電源設備 
可搬型代替直流電源設備 

直流設備 

125V充電器盤 2A 

125V充電器盤 2B 

＜いずれも制御建屋 

    
＊
＞ 

 

125V充電器盤 2H 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

125V充電器盤 2A 

125V充電器盤 2B 

＜いずれも制御建屋 

    
＊
＞ 

125V代替充電器盤 

＜制御建屋 

    
＊
＞ 

250V充電器盤 

＜制御建屋 

    ＞ 

電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

＜原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

125V蓄電池 2A 

＜制御建屋     ， 

制御建屋     
＊ 

及び 

制御建屋      ＞ 

 

125V蓄電池 2B 

＜制御建屋     
＊
＞ 

125V代替蓄電池 

＜制御建屋 

    ＞ 

 

電源車 

＜屋外 

（第 2保管エリア， 

第 3保管エリア 

及び第 4 

保管エリア）＞ 

250V蓄電池 

＜制御建屋 

    ＞ 

 

電源車 

＜屋外 

（第 2保管エリア， 

第 3保管エリア 

及び第 4 

保管エリア）＞ 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

所内常設蓄電式 

直流電源設備 
可搬型代替直流電源設備 

電路 

非常用ディーゼル 

発電機(A) 

～125V充電器盤 2A 

電路 

 

非常用ディーゼル 

発電機(B) 

～125V充電器盤 2B 

電路 

 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

～125V充電器盤 2H 

電路 

 

125V蓄電池 2A及び 

125V充電器盤 2A 

～125V直流主母線盤 

2A 及び 

125V直流主母線盤 

2A-1電路 

 

125V蓄電池 2B及び 

125V充電器盤 2B 

～125V直流主母線盤 

2B 及び 

125V直流主母線盤 

2B-1電路 

 

125V蓄電池 2H及び 

125V充電器盤 2H 

～125V直流主母線盤 

2H 電路 

125V蓄電池 2A及び 

125V充電器盤 2A 

～125V直流主母線盤 

2A 及び 

125V直流主母線盤 

2A-1電路 

 

125V蓄電池 2B及び 

125V充電器盤 2B 

～125V直流主母線盤 

2B 及び 

125V直流主母線盤 

2B-1電路 

電源車 

～電源車接続口 

(原子炉建屋) 

～125V代替充電器盤 

電路 

 

125V代替蓄電池 

及び 

125V代替充電器盤 

～125V 直流 

主母線盤 2A-1 

及び 

125V直流 

主母線盤 2B-1 

電路 

電源車 

～電源車接続口 

(原子炉建屋) 

～250V充電器盤 

電路 

 

250V蓄電池 

及び 

250V充電器盤 

～250V直流 

主母線盤 

電路 
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項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用直流電源設備 

高圧炉心スプレイ系用 

直流電源設備 

所内常設蓄電式 

直流電源設備 
可搬型代替直流電源設備 

電源方式 蓄電池による給電 蓄電池による給電 
蓄電池による給電及び 

交流電力を直流電力に変換 

電源の 
冷却方式 

水冷式 － 空冷式 

燃料源 

軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

非常用ディーゼル 

発電設備 

燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 

＜いずれも 

原子炉建屋 

   ○  

(原子炉建屋内の 

原子炉棟外)＞ 

－ 

軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

ガスタービン発電設備軽油タンク 

＜屋外＞ 

 

電源車（車載燃料） 

＜屋外＞ 

燃料流路 

非常用ディーゼル 

発電設備 

燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 

＜いずれも屋外＞ 

－ 

タンクローリ 

＜屋外 

（第 2保管エリア， 

第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア）＞ 

＊：区分Ⅰである 125V 蓄電池 2A 及び 125V 充電器盤 2A 並びに区分Ⅱである 125V 蓄

電池 2B及び 125V 充電器盤 2B並びに 125V 代替充電器盤は，各区分ごとに区画さ

れた部屋にそれぞれ設置することにより，物理的な分離設計とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.6 代替所内電気設備 

 

3.14.2.6.1 設備概要 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から必要な設備に電源を供給す

るための電路を確保することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運

転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するもので

ある。 

本系統は，電路を構成する「ガスタービン発電機接続盤」，「緊急用高圧母線 2F系」，

「緊急用高圧母線 2G 系」，「緊急用動力変圧器 2G 系」，「緊急用低圧母線 2G 系」，「緊

急用交流電源切替盤 2G系」，「緊急用交流電源切替盤 2C系」，「緊急用交流電源切替盤

2D系」，「非常用高圧母線 2C系」及び「非常用高圧母線 2D系」で構成する。 

本系統の概要図を図 3.14-34～36に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.14-86に示す。 

本系統は，緊急用高圧母線 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2G 系，緊急用交流電源切

替盤 2C 系，緊急用交流電源切替盤 2D 系，非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線

2D系を操作して系統構成することにより，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流

電源設備の電路として使用する。 

代替所内電気設備の設計基準事故対処設備に対する独立性及び位置的分散につい

ては，3.14.2.6.3 項に詳細を示す。所内電気設備への接近性の確保については

3.14.2.6.4項に詳細を示す。 
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添 3.14-200 

 
図 3.14-34 代替所内電気設備系統図 
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図 3.14-35 代替所内電気設備制御回路系統図 

（460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2C系又は 

460V原子炉建屋モータコントロールセンタ 2D系から電源供給時 

(低圧代替注水系の例)）
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図 3.14-36 代替所内電気設備制御回路系統図 

（460V原子炉建屋モータコントロールセンタ 2G系から電源供給時 

(低圧代替注水系の例)） 
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表 3.14-86 代替所内電気設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

ガスタービン発電機接続盤【常設】＊1 

緊急用高圧母線 2F系【常設】＊2 

緊急用高圧母線 2G系【常設】＊3 

緊急用動力変圧器 2G系【常設】＊4 

緊急用低圧母線 2G系【常設】＊5 

緊急用交流電源切替盤 2G系【常設】＊6 

緊急用交流電源切替盤 2C系【常設】＊7 

緊急用交流電源切替盤 2D系【常設】＊8 

非常用高圧母線 2C系【常設】＊9 

非常用高圧母線 2D系【常設】＊10 

附属設備 － 

燃料流路 － 

電路 － 

計装設備（補助）＊11 

6-2F-1母線電圧【常設】 
6-2F-2母線電圧【常設】 
6-2C母線電圧【常設】 
6-2D母線電圧【常設】 
4-2C母線電圧【常設】 
4-2D母線電圧【常設】 
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＊ 1：ガスタービン発電機接続盤は，ガスタービン発電機(A)接続盤及びガスタービ 

ン発電機(B)接続盤により構成される。 

＊ 2：緊急用高圧母線 2F系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2F-1及び 6.9kV 

メタルクラッドスイッチギア 6-2F-2により構成される。 

＊ 3：緊急用高圧母線 2G系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2Gにより構成 

される。 

＊ 4：緊急用動力変圧器 2G系は，動力変圧器 6-2PGにより構成される。 

＊ 5：緊急用低圧母線 2G系は，460Vパワーセンタ 4-2G，460V原子炉建屋モータコ 

ントロールセンタ 2G-1 及び 460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2G-2

により構成される。 

＊ 6：緊急用交流電源切替盤 2G系は，460V原子炉建屋交流電源切替盤 2Gおよび 120V

原子炉建屋交流電源切替盤 2Gにより構成される。 

＊ 7：緊急用交流電源切替盤 2C系は，460V 原子炉建屋交流電源切替盤 2Cにより構成 

される。 

＊ 8：緊急用交流電源切替盤 2D系は，460V 原子炉建屋交流電源切替盤 2Dにより構成 

される。 

＊ 9：非常用高圧母線 2C系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2Cにより構成 

される。 

＊10：非常用高圧母線 2D系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2Dにより構成 

される。 

＊11：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ 

メータ 
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3.14.2.6.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) ガスタービン発電機接続盤 

個数        ：2 

電圧        ：6.9kV 

定格電流      ：1,200A 

取付箇所      ：緊急用電気品建屋    ○  

 

(2) 緊急用高圧母線 2F系 

個数        ：2 

電圧        ：6.9kV 

定格電流      ：1,200A 

取付箇所      ：緊急用電気品建屋    ○  

 

(3) 緊急用高圧母線 2G系 

個数        ：1 

電圧        ：6.9kV 

定格電流      ：1,200A 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(4) 緊急用動力変圧器 2G系 

個数        ：1 

冷却        ：自冷 

容量        ：750kVA 

電圧        ：1次側 6.9kV 

2次側 460V 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(5) 緊急用低圧母線 2G系 

個数        ：1(460Vパワーセンタ) 

2(460V原子炉建屋モータコントロールセンタ) 

電圧        ：460V 

定格電流      ：3,000A(460V パワーセンタ) 

800A(460V原子炉建屋モータコントロールセンタ) 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(6) 緊急用交流電源切替盤 2G系 

個数        ：一式 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(7) 緊急用交流電源切替盤 2C系 

個数        ：一式 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(8) 緊急用交流電源切替盤 2D系 

個数        ：一式 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(9) 非常用高圧母線 2C系 

個数        ：1 

電圧        ：6.9kV 

定格電流      ：1,200A 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(10) 非常用高圧母線 2D系 

個数        ：1 

電圧        ：6.9kV 

定格電流      ：1,200A 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時にそ

の機能が損なわれることがないよう，表 3.14-87で示すとおり，位置的分散を図った

設計とする。ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧母線 2G

系，緊急用動力変圧器 2G 系，緊急用低圧母線 2G 系，緊急用交流電源切替盤 2G 系，

緊急用交流電源切替盤 2C系及び緊急用交流電源切替盤 2D系は，設計基準事故対処設

備である非常用高圧母線 2C 系，非常用高圧母線 2D 系及び非常用高圧母線 2H 系と位

置的分散された緊急用電気品建屋内及び原子炉建屋内の原子炉棟外にそれぞれ配置

し，同時に機能が喪失しない設計とする。電路については，代替所内電気設備を，非

常用所内電気設備に対して，独立した電路で系統構成することにより，共通要因によ

って同時に機能を損なわれないよう独立した設計とする。 

代替所内電気設備は，表 3.14-88で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により

同時に故障することを防止するため，非常用所内電気設備との独立性を確保する設計

とする。 

(57-2，57-3，57-9) 
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表 3.14-87 代替所内電気設備の位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

電源盤 

非常用高圧母線 2C 系 

非常用高圧母線 2D 系 

非常用高圧母線 2H 系 

＜いずれも 

原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

ガスタービン発電機接続盤 

緊急用高圧母線 2F 系 

＜いずれも緊急用電気品建屋     ＞ 

 

緊急用高圧母線 2G 系 

緊急用動力変圧器 2G系 

緊急用低圧母線 2G 系 

緊急用交流電源切替盤 2G系 

＜いずれも 

原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 

緊急用交流電源切替盤 2C系 

緊急用交流電源切替盤 2D系 

＜いずれも 

原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

電路 

非常用ディーゼル発電機(A) 

～非常用高圧母線 2C系電路 

 

非常用ディーゼル発電機(B) 

～非常用高圧母線 2D系電路 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線 2H系電路 

電源車 

～非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D 系電路 

 

電源車 

～緊急用低圧母線 2G系電路 

 

ガスタービン発電機 

～非常用高圧母線 2C系及び 

非常用高圧母線 2D 系電路 

 

ガスタービン発電機 

～緊急用低圧母線 2G系電路 

電源 
供給先 

非常用高圧母線 2C 系 

非常用高圧母線 2D 系 

非常用高圧母線 2H 系 

＜いずれも 

原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

非常用高圧母線 2C 系 

非常用高圧母線 2D 系 

＜いずれも 

原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 

緊急用低圧母線 2G 系 

＜原子炉建屋    ○  

(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-88 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用所内電気設備 代替所内電気設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は，耐震 S クラス設計とし，重大事
故等対処設備の代替所内電気設備は，基準地震動 Ssで機能維持可能な設計とする
ことで，基準地震動 Ssが共通要因となり，同時にその機能が損なわれることのな
い設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備は，基準津波の影響を受けない原子
炉建屋内の原子炉棟外に設置し，重大事故等対処設備の代替所内電気設備は，基
準津波の影響を受けない緊急用電気品建屋内及び原子炉建屋内の原子炉棟外へ設
置することで，津波が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする。 

火災 
設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備及び重大事故等対処設備の代替所内
電気設備は，火災が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする（「共
-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す。）。 

溢水 
設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備及び重大事故等対処設備の代替所内
電気設備は，溢水が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする（「共
-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す。）。 
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3.14.2.6.4 所内電気設備への接近性の確保 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの電力を確保するた

めに，以下のとおり，原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する

非常用所内電気設備へアクセス可能な設計とし，接近性を確保する設計とする。 

(57-6) 

 

屋内のアクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事象について評価した

結果，問題はない(詳細は，「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルート

について」参照)。 

 

(1) 地震時の影響 

プラントウォークダウンにて確認した結果，問題なし。 

 

(2) 地震随伴火災の影響 

アクセスルート近傍に地震随伴火災の火災源となる機器が設置されていな

いことから問題なし。 

 

(3) 地震による内部溢水の影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に溢水源となる耐震 B,Cクラスの機器のうち，基

準地震動で破損が生じる機器を考慮しても溢水による影響がないことから問

題なし。 

 

万が一，非常用所内電気設備の設置場所である原子炉建屋     (原子炉建屋内

の原子炉棟外)への接近性が失われることを考慮して，代替所内電気設備を原子炉建

屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外)及び原子炉建屋     (原子炉建屋内の原

子炉棟外)に設置することにより，接近性の向上を図る設計とする。 

なお，重大事故等時において，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，中央

制御室から操作可能な設計とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.2.6.5 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.2.6.5.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は，緊急用電気品建屋○

○○○に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等

時における，緊急用電気品建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表

3.14-89に示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-89 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電機接続盤) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

緊急用電気品建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に

耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
緊急用電気品建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
緊急用電気品建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-212 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F 系は，緊急用電気品建屋○○○

○に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける，緊急用電気品建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-90

に示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-90 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用高圧母線 2F系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

緊急用電気品建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に

耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 
緊急用電気品建屋内に設置するため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
緊急用電気品建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪による影響

は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-213 

c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G系は，原子炉建屋     (原子

炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14-91に示す設計とする。 

緊急用高圧母線 2G系の重大事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室

からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-91 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用高圧母線 2G系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-214 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G系は，原子炉建屋     (原

子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，表 3.14-92に示す設計とする。 

緊急用高圧母線 2G系の重大事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室

からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-92 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用動力変圧器 2G系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

886



添 3.14-215 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G系は，原子炉建屋     (原子

炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14-93に示す設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-93 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用低圧母線 2G系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-216 

f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系は，原子炉建屋○○○

○ (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-94に示す設計とする。 

緊急用交流電源切替盤 2G系の重大事故等の対処に必要な操作は，中央制

御室からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-94 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用交流電源切替盤 2G系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-217 

g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2C 系は，原子炉建屋○○○

○ (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-95に示す設計とする。 

緊急用交流電源切替盤 2C系の重大事故等の対処に必要な操作は，中央制

御室内からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-95 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用交流電源切替盤 2C系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-218 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2D 系は，原子炉建屋○○○

○ (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，表 3.14-96に示す設計とする。 

緊急用交流電源切替盤 2D系の重大事故等の対処に必要な操作は，中央制

御室内からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-96 想定する環境条件及び荷重条件(緊急用交流電源切替盤 2D系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-219 

i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C系は，原子炉建屋     (原子

炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14-97に示す設計とする。 

非常用高圧母線 2C系の重大事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室

内からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-97 想定する環境条件及び荷重条件(非常用高圧母線 2C系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-220 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D系は，原子炉建屋     (原子

炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，表 3.14-98に示す設計とする。 

非常用高圧母線 2D系の重大事故等の対処に必要な遮断器は，中央制御室

内からの遠隔操作を可能な設計とする。 

(57-2) 

 

表 3.14-98 想定する環境条件及び荷重条件(非常用高圧母線 2D系) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-221 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備で，操作が必要な緊急用高圧母線 2G 系，緊急用交流電

源切替盤 2G系，緊急用交流電源切替盤 2C系，緊急用交流電源切替盤 2D系，

非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系については，中央制御室で

容易に操作可能な設計とする。表 3.14-99～102に操作対象機器を示す。 

(57-2，57-3) 
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添 3.14-222 

表 3.14-99 操作対象機器 

(ガスタービン発電機を緊急用低圧母線 2G系に接続) 

機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 
(A)接続盤用） 

切 
→入 

緊急用 
電気品建屋 
   ○  

－ 
操作不要 
(自動 
投入) 

中央制御室 
からの 
手動起動 
操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 
(B)接続盤用） 

切 
→入 

緊急用 
電気品建屋 
   ○  

－ 
操作不要 
(自動 
投入) 

中央制御室 
からの 
手動起動 
操作も可能 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2G 

非常用所内 
電気設備側 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 
代替所内 
電気設備側 

切 
→入 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2C 

非常用所内 
電気設備側 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 
代替所内 

電気設備側 
切 
→入 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2D 

非常用所内 
電気設備側 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 
代替所内 
電気設備側 

切 
→入 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添 3.14-223 

表 3.14-100 操作対象機器 

(ガスタービン発電機を非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D系に接続) 

機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 
(A)接続盤用） 

切 
→入 

緊急用 
電気品建屋 
   ○  

－ 
操作不要 
(自動 
投入) 

中央制御室 
からの 
手動起動 
操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-1遮断器 

(ガスタービン発電機 
(B)接続盤用） 

切 
→入 

緊急用 
電気品建屋 
   ○  

－ 
操作不要 
(自動 
投入) 

中央制御室 
からの 
手動起動 
操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-1遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2C用） 

切 
→入 

緊急用 
電気品建屋 
   ○  

－ 
操作不要 
(自動 
投入) 

中央制御室 
からの 
手動起動 
操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-2遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2D用） 

切 
→入 

緊急用 
電気品建屋 
   ○  

－ 
操作不要 
(自動 
投入) 

中央制御室 
からの 
手動起動 
操作も可能 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2C遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-1 用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2D遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2F-2 用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ
操作 

 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2G 

非常用所内 
電気設備側 

入 
原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

－ 操作不要  
代替所内 
電気設備側 

切 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2C 

非常用所内 
電気設備側 

入 
原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

－ 操作不要  
代替所内 

電気設備側 
切 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2D 

非常用所内 
電気設備側 

入 
原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

－ 操作不要  
代替所内 
電気設備側 

切 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

895



添 3.14-224 

表 3.14-101 操作対象機器 

(電源車を緊急用低圧母線 2G系に接続) 

機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1用又は 
6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2 用） 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 
（原子炉建屋   ）用 

又は電源車接続口 
（原子炉建屋   ）用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2G 

非常用所内 
電気設備側 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 
代替所内 
電気設備側 

切 
→入 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2C 

非常用所内 
電気設備側 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 
代替所内 

電気設備側 
切 
→入 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2D 

非常用所内 
電気設備側 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 
代替所内 
電気設備側 

切 
→入 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-102 操作対象機器 

(電源車を非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系に接続) 

機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1 用又は 
6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2 用） 

入 
→切 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G遮断器 

（電源車接続口 
（原子炉建屋   ）用 

又は電源車接続口 
（原子炉建屋   ）用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2C 用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2D 用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2C遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G 用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2D遮断器 
（6.9kVメタルクラッド 
スイッチギア 6-2G 用） 

切 
→入 

原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

中央 
制御室 

スイッチ 
操作 

 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2G 

非常用所内 
電気設備側 

入 
原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 
原子炉棟 

外) 

－ 操作不要  
代替所内 
電気設備側 

切 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2C 

非常用所内 
電気設備側 

入 
原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

－ 操作不要  
代替所内 

電気設備側 
切 

460V 
原子炉建屋 
交流電源 
切替盤 2D 

非常用所内 
電気設備側 

入 原子炉建屋 
   ○  
(原子炉 
建屋内の 

原子炉棟外) 

－ 操作不要  
代替所内 
電気設備側 

切 

 

  

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 

898



添 3.14-227 

以下に，代替所内電気設備を構成する主要設備の操作性を示す。 

 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は操作不要である。 

 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F系において，重大事故等の対処に

必要な遮断器は，ガスタービン発電機起動時に自動投入されるため，重大

事故等時に操作を必要としない。なお，中央制御室からの遠隔操作も可能

な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G系において，重大事故等の対処に

必要な遮断器は，中央制御室からの遠隔操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G系は操作不要である。 

 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G系は操作不要である。 

 

f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G系は，中央制御室からの遠

隔操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 
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g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2C系は，中央制御室からの遠

隔操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2D系は，中央制御室からの遠

隔操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C系において，重大事故等の対処に

必要な遮断器は，中央制御室からの遠隔操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 

 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D系において，重大事故等の対処に

必要な遮断器は，中央制御室からの遠隔操作を可能な設計とする。 

中央制御室の制御盤の操作器，表示器及び銘板は，操作者の操作性・監

視性・識別性を考慮し，また，十分な操作空間を確保することで，確実に

操作可能な設計とする。 

(57-2，57-3) 
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(3) 試験及び検査性(設置許可基準規則第 43条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は，表 3.14-103に示すよ

うに，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤の外観検査として，目視等により性能に影響

を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-103 ガスタービン発電機接続盤の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F系は，表 3.14-104に示すように，

発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2F系の外観点検査として，目視等により性能に影響を及

ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能

な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-104 緊急用高圧母線 2F系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G系は，表 3.14-105に示すように，

発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2G系の外観検査として，目視等により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な

設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-105 緊急用高圧母線 2G系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G 系は，表 3.14-106 に示すよう

に，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急用動力変圧器 2G系の外観検査として，目視等により性能に影響を及

ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能

な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-106 緊急用動力変圧器 2G系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G系は，表 3.14-107に示すように，

発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急用低圧母線 2G系の外観検査として，目視等により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な

設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-107 緊急用低圧母線 2G系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

 

f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系は，表 3.14-108 に示す

ように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とす

る。 

緊急用交流電源切替盤 2G系の外観検査として，目視等により性能に影響

を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-108 緊急用交流電源切替盤 2G系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2C 系は，表 3.14-109 に示す

ように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とす

る。 

緊急用交流電源切替盤 2C系の外観検査として，目視等により性能に影響

を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-109 緊急用交流電源切替盤 2C系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2D 系は，表 3.14-110 に示す

ように，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とす

る。 

緊急用交流電源切替盤 2D系の外観検査として，目視等により性能に影響

を及ぼすおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が

可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-110 緊急用交流電源切替盤 2D系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C系は，表 3.14-111に示すように，

発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2C系の外観検査として，目視等により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な

設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-111 非常用高圧母線 2C系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D系は，表 3.14-112に示すように，

発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急用高圧母線 2D系の外観検査として，目視等により性能に影響を及ぼ

すおそれのある異常がないこと及び性能確認として絶縁抵抗測定が可能な

設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-112 非常用高圧母線 2D系の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 
特性試験 絶縁抵抗の確認 

外観検査 各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 
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M/C 2G系受電前準備操作※１ ⑦d

M/C 2G系受電操作，受電確認※１，※２ ⑭d

負荷切替操作※１ ⑯d

中央制御室監視計器復旧確認※２ ⑰d

扉開放（原子炉建屋内の電源車接続口を使用する場合）
※３

⑥
d

保管場所への移動※４，※５ ④d

電源車走行前点検※６ ⑧d

電源車の移動
※７

⑧
d

電源車準備
※８

⑧
d
⑨

d

電源車起動※９ ⑫d

電源車給電※１０ ⑫d

※1：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

※2：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※3：中央制御室から扉までの移動時間及び類似の扉開放操作時間に余裕を見込んだ時間

※4：電源車の保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア，4保管エリア

※5：緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間に余裕を見込んだ時間

※6：電源車の走行前点検の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※7：電源車の保管場所から電源車接続口までの移動の実績を考慮した時間に余裕を見込んだ時間

※9：電源車の起動の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※10：電源車の給電の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

※8：電源車の準備（ケーブルの敷設及び接続）の実績を考慮した作業時間に余裕を見込んだ時間

優先4.電源車によるP/C 2G
系及びMCC 2G系受電の場合

中央制御室運転員A 1

現場運転員B,C 2

経過時間（分）

手順の項目 要員（数）
電源車によるP/C 2G系およびMCC 2G系受電
　　130分

5010 20 30 40 備考110 120

重大事故等対応要員 3

操作手順

130 140 150 160 17060

電源車給電
120分

18070 80 90 100

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

代替所内電気設備は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，代

替所内電気設備は遮断器を設けることにより通常時の系統構成から遮断器

操作により速やかな切替えが可能な設計とする。切替え操作の対象機器は

表 3.14-84～87と同様である。 

これにより図 3.14-37 及び図 3.14-38 で示すタイムチャートのとおり速

やかに切替えが可能である。 

(57-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-37 電源車による緊急用低圧母線 2G系受電の 

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-38 ガスタービン発電機による緊急用低圧母線 2G 系受電の 

タイムチャート 

手順の項目

電源確認
※１

負荷切替操作※２

中央制御室監視計器復旧確認
※１

※1：訓練実績に基づく中央制御室での状況確認に必要な想定時間

※2：機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

備考

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

要員（数） 操作手順
ガスタービン発電機による
P/C 2G系及びMCC 2G系受電
　 　　　　15分

優先1.ガスタービン発電機
によるP/C 2G系及びMCC 2G
系受電の場合

中央制御室運転員A 1

②
a

④a

⑤
a
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＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 
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(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

代替所内電気設備は，表 3.14-113 に示すように，通常時は非常用所内電

気設備と遮断器を切にすることで切り離し，非常用高圧母線 2C系の遮断器

(6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2F-1用及び 6.9kVメタルクラッドス

イッチギア 6-2G用)及び非常用高圧母線 2D系の遮断器(6.9kVメタルクラッ

ドスイッチギア 6-2F-2用及び 6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2G用)

を切とすることで隔離する系統構成としており，重大事故等時に遮断器操

作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，非常用所内

電気設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

460V 原子炉建屋交流電源切替盤 2G，460V 原子炉建屋交流電源切替盤 2C

及び 460V 原子炉建屋交流電源切替盤 2D は，設計基準事故対処設備である

非常用所内電気設備(460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2C 系又は

460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2D 系)と，重大事故等対処設備

である代替所内電気設備(460V 原子炉建屋モータコントロールセンタ 2G

系)から，同時に受電できない設計とすることで，非常用所内電気設備に対

して悪影響を及ぼさない設計とする。 

(57-3，57-7) 
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表 3.14-113 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2C遮断器 

(6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-1用) 

電気作動 通常時切 

非常用所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2C遮断器 

(6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G用) 

電気作動 通常時切 

非常用所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2D遮断器 

(6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2F-2用) 

電気作動 通常時切 

非常用所内電気設備 

6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2D遮断器 

(6.9kVメタルクラッド 

スイッチギア 6-2G用) 

電気作動 通常時切 

非常用所内電気設備 

460V原子炉建屋 

交流電源切替盤 2G 

(代替所内電気設備側) 

電気作動 通常時切 

非常用所内電気設備 

460V原子炉建屋 

交流電源切替盤 2C 

(代替所内電気設備側) 

電気作動 通常時切 

非常用所内電気設備 

460V原子炉建屋 

交流電源切替盤 2D 

(代替所内電気設備側) 

電気作動 通常時切 
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(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替所内電気設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表

3.14-84～87 に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない中央制御室とすることで操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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3.14.2.6.5.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. ガスタービン発電機接続盤 

代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤は，ガスタービン発電機 1

台が接続可能であることから，ガスタービン発電機 1 台の定格電流である

約 377Aに対し，余裕を有する定格電流である 1，200Aを有する設計とする。 

(57-5) 

 

b. 緊急用高圧母線 2F系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2F系は，ガスタービン発電機 2台が

接続可能であることから，ガスタービン発電機 2 台の定格電流である約

754Aに対し，余裕を有する定格電流である 1,200Aを有する設計とする。 

(57-5) 

 

c. 緊急用高圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用高圧母線 2G系は，ガスタービン発電機 2台が

接続可能であることから，ガスタービン発電機 2 台の定格電流である約

754Aに対し，余裕を有する定格電流である 1,200Aを有する設計とする。 

(57-5) 

 

d. 緊急用動力変圧器 2G系 

代替所内電気設備の緊急用動力変圧器 2G系は，重大事故等時に必要な容

量約 340kVA に余裕を考慮し，750kVAを有する設計とする。 

(57-5) 

 

e. 緊急用低圧母線 2G系 

代替所内電気設備の緊急用低圧母線 2G系は，重大事故等時に必要な容量

約 942Aに対し，460Vパワーセンタにおいては余裕を有する定格電流である

3,000A 及び 460V 原子炉建屋モータコントロールセンタにおいては余裕を

有する定格電流である 800Aを有する設計とする。 

(57-5) 
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f. 緊急用交流電源切替盤 2G系 

対象外である。 

 

g. 緊急用交流電源切替盤 2C系 

対象外である。 

 

h. 緊急用交流電源切替盤 2D系 

対象外である。 

 

i. 非常用高圧母線 2C系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2C系は，ガスタービン発電機 2台が

接続可能であることから，ガスタービン発電機 2 台の定格電流である約

754Aに対し，余裕を有する定格電流である 1,200Aを有する設計とする。 

(57-5) 

 

j. 非常用高圧母線 2D系 

代替所内電気設備の非常用高圧母線 2D系は，ガスタービン発電機 2台が

接続可能であることから，ガスタービン発電機 2 台の定格電流である約

754Aに対し，余裕を有する定格電流である 1,200Aを有する設計とする。 

(57-5) 
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(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

代替所内電源設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 
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(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

代替所内電気設備は，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備

に対して，多様性及び位置的分散を図り，共通要因によって同時に機能が

損なわれるおそれがないよう設計する。これらの詳細については，

3.14.2.6.3 項に記載のとおりである。 

(57-2，57-3，57-9) 
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3.14.3 重大事故等対処設備(設計基準拡張) 

 

3.14.3.1 非常用交流電源設備 

 

3.14.3.1.1 設備概要 

非常用交流電源設備は，外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供

給することにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格

納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内

燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼル機関及び発電機を搭載した「非常用ディーゼル発電機」，非

常用ディーゼル発電機の燃料を保管する「軽油タンク」，非常用ディーゼル発電機近

傍で燃料を保管する「非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク」及び軽油タンクか

ら非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクに燃料を補給する「非常用ディーゼル発

電設備燃料移送ポンプ」並びに非常用所内電気設備として電路を構成する「非常用高

圧母線 2C系」及び「非常用高圧母線 2D系」で構成する。 

非常用ディーゼル発電機は，非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系の電源

喪失を検出し，自動起動することで，非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系

に電源を供給する。非常用ディーゼル発電機の燃料は，軽油タンクから非常用ディー

ゼル発電設備燃料デイタンクに非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプを用いて

自動で供給され，非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクから自重で非常用ディー

ゼル発電機に供給される。 

非常用交流電源設備は，重大事故等時に，ATWS 緩和設備(代替制御棒挿入機能)，ATWS

緩和設備(代替原子炉再循環ポンプトリップ機能)，ほう酸水注入系，高圧代替注水系，

代替自動減圧回路(代替自動減圧機能)，低圧代替注水系(常設)，低圧代替注水系(可

搬型)，残留熱除去系(低圧注水モード)による低圧注水，残留熱除去系(原子炉停止時

冷却モード)による原子炉停止時冷却，原子炉補機冷却水系，原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却，残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却

モード)による原子炉格納容器内の冷却，残留熱除去系(サプレッションプール水冷却

モード)によるサプレッションチェンバプール水の冷却，計装設備及び非常用ガス処

理系へ電力を供給できる設計とする。 

本系統の概要図を図 3.14-39及び図 3.14-40に，本系統に関する重大事故等対処設

備(設計基準拡張)一覧を表 3.14-114に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時においてその

機能を考慮するため，重大事故等対処設備(設計基準拡張)と位置づける。 
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図 3.14-39 非常用交流電源設備系統図 
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図 3.14-40 非常用ディーゼル発電設備燃料移送系 系統概要図 
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表 3.14-114 非常用交流電源設備に関する重大事故等対処設備(設計基準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

非常用ディーゼル発電機【常設】＊1 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ【常設】＊2 

軽油タンク【常設】＊3 

非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク【常設】＊4 

附属設備 ― 

燃料流路 非常用ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 
非常用ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線 2C 系＊5及び非常用高圧母線 2D系＊6電路【常設】 

計装設備（補助）＊7 

6-2C母線電圧【常設】 
6-2D母線電圧【常設】 
4-2C母線電圧【常設】 
4-2D母線電圧【常設】 

 

＊1：非常用ディーゼル発電機は，非常用ディーゼル発電機(A)及び非常用ディーゼル

発電機(B)により構成される。 

＊2：非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ(A)及び非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ(B)により構成さ

れる。 

＊3：軽油タンクは，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(A)，非常用ディーゼル発

電設備軽油タンク(B)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(C)，非常用ディー

ゼル発電設備軽油タンク(D)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(E)及び非常

用ディーゼル発電設備軽油タンク(F)により構成される。 

＊4：非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，非常用ディーゼル発電設備燃料

デイタンク(A)及び非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク(B)により構成さ

れる。 

＊5：非常用高圧母線 2C系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2Cにより構成さ

れる。 

＊6：非常用高圧母線 2D系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2Dにより構成さ

れる。 

＊7：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ

メータ 
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3.14.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 非常用ディーゼル発電機 

ディーゼル機関 

個数        ：2 

出力        ：6,430kW(連続) 

起動時間      ：約 10秒 

使用燃料      ：軽油 

発電機 

個数        ：2 

種類        ：同期発電機 

容量        ：7,625kVA 

力率        ：0.8 

電圧        ：6.9kV 

周波数       ：50Hz 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(2) 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

種類        ：スクリュー式 

個数        ：2 

容量        ：4m3/h/個 

全圧力       ：0.5MPa 

最高使用温度    ：66℃ 

原動機出力     ：2.2kW/個 

取付箇所      ：屋外 

 

(3) 軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：66℃ 

個数        ：6 

取付箇所      ：屋外 

 

 

 

 
枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(4) 非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

種類        ：たて置円筒形 

容量        ：20m3 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：45℃ 

個数        ：2 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

非常用交流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用する場合と同様

の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備(設計基準拡張)として使用

するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機，非常用ディーゼル発電設備燃料移

送ポンプ，軽油タンク及び非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，設計基準事

故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であるこ

とから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用交流電源設備については，想定される重大事故等が発生した場合における温

度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機

能を有効に発揮するものとする。 
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(1) 非常用ディーゼル発電機 

非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機は，原子炉建屋     (原

子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷重条

件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.14-115 に示

す設計とする。 

 

表 3.14-115 想定する環境条件及び荷重条件(非常用ディーゼル発電機) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，常設で

屋外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件等を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，表 3.14-116に示す設計とする。 

 

表 3.14-116 想定する環境条件及び荷重条件 

(非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(3) 軽油タンク 

非常用交流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設置する設備であること

から，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重

条件等を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.14-117

に示す設計とする。 

 

表 3.14-117 想定する環境条件及び荷重条件(軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(4) 非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，原子炉

建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環

境条件及び荷重条件等を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.14-118に示す設計とする。 

 

表 3.14-118 想定する環境条件及び荷重条件 

(非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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また，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ，軽油タンク及び非常用ディーゼ

ル発電設備燃料デイタンクは操作不要，並びに非常用ディーゼル発電機は中央制御室

にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

非常用交流電源設備については，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等においても使用する設計とする。また，非常用ディーゼル発電機は

中央制御室の操作スイッチにより操作可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機

能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に分解が

可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原

子炉の停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転

中又は発電用原子炉の停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計と

する。 

軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中又は発電用原

子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.2 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 

 

3.14.3.2.1 設備概要 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備は，外部電源が喪失した場合，非常用所内電気

設備に電源を供給することにより，非常用交流電源設備による電源供給と組み合わせ

て，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止することを目的として設置するものである。 

本系統は，ディーゼル機関及び発電機を搭載した「高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機」，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料を保管する「軽油タンク」，高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機近傍で燃料を保管する「高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備燃料デイタンク」及び軽油タンクから高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備燃料デイタンクに燃料を補給する「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

燃料移送ポンプ」並びに非常用所内電気設備として電路を構成する「非常用高圧母線

2H系」で構成する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，非常用高圧母線 2H 系の電源喪失を検出

し，自動起動することで，非常用高圧母線 2H 系に電源を供給する。高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機の燃料は，軽油タンクから高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料デイタンクに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプを用

いて自動で供給され，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクから自

重で高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に供給される。 

本系統の概要図を図 3.14-41及び図 3.14-42に，本系統に関する重大事故等対処設

備(設計基準拡張)一覧を表 3.14-119に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時においてその

機能を考慮するため，重大事故等対処設備(設計基準拡張)と位置づける。 
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図 3.14-41 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備系統図 
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図 3.14-42 高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電設備燃料移送系 系統概要図 
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表 3.14-119 高圧炉心スプレイ系用交流電源設備に関する 

重大事故等対処設備(設計基準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ【常設】 

軽油タンク【常設】＊1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク【常設】 

附属設備 非常用高圧母線 2H系【常設】＊2 

燃料流路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 

電路 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

～非常用高圧母線 2H 系電路【常設】 

計装設備（補助）＊3 6-2H母線電圧【常設】 

＊1：軽油タンクは，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(A)，非常用ディーゼル発

電設備軽油タンク(B)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(C)，非常用ディー

ゼル発電設備軽油タンク(D)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(E)及び非常

用ディーゼル発電設備軽油タンク(F)により構成される。 

＊2：非常用高圧母線 2H系は，6.9kVメタルクラッドスイッチギア 6-2Hにより構成さ

れる。 

＊3：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ

メータ 
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3.14.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

ディーゼル機関 

個数        ：1 

出力        ：3,230kW(連続) 

起動時間      ：約 13秒 

使用燃料      ：軽油 

発電機 

個数        ：1 

種類        ：同期発電機 

容量        ：3,750kVA 

力率        ：0.8 

電圧        ：6.9kV 

周波数       ：50Hz 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

種類        ：スクリュー式 

個数        ：1 

容量        ：4m3/h/個 

全圧力       ：0.5MPa 

最高使用温度    ：66℃ 

原動機出力     ：2.2kW/個 

取付箇所      ：屋外 

 

(3) 軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：66℃ 

個数        ：6 

取付箇所      ：屋外 

 

 

 

 
枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

種類        ：たて置円筒形 

容量        ：14m3 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：45℃ 

個数        ：1 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備については，設計基準事故対処設備として

使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備(設計基

準拡張)として使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ，軽油タンク及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，設計基準事故時に使用する場合の容

量が，非常用交流電源設備の容量と組み合わせることで，重大事故等の収束に必要な

容量に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備については，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものとする。 
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(1) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機は，原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等時における，原子炉建屋内の原

子炉棟外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することが

できるよう，表 3.14-120に示す設計とする。 

 

表 3.14-120 想定する環境条件及び荷重条件 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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(2) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料移送ポンプは，常設で屋外に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条件等を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.14-121に示す設計とする。 

 

表 3.14-121 想定する環境条件及び荷重条件 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(3) 軽油タンク 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の軽油タンクは，常設で屋外に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環

境条件及び荷重条件等を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

表 3.14-122に示す設計とする。 

 

表 3.14-122 想定する環境条件及び荷重条件(軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(4) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料デイタンクは，原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外)に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，原子炉建屋内の原子炉棟外の環境条件及び荷重条件等を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.14-123に示す設計とする。 

 

表 3.14-123 想定する環境条件及び荷重条件 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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また，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ，軽油タンク及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは操作不要，並びに高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機は中央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。また，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機は中央制御室の操作スイッチにより操作可能な設計

とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉

の停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停

止中に分解が可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは，発電用原子炉の運転中

又は発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用

原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。 

軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に

内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは，発電用原子炉の運転中

又は発電用原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.3 高圧炉心スプレイ系用直流電源設備 

 

3.14.3.3.1 設備概要 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失

（全交流動力電源喪失）した場合，直流設備に電源を供給することにより，非常用直

流電源設備による電源供給と組み合わせて，重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として設置する

ものである。 

本系統は，全交流動力電源喪失時に直流設備に電源供給する「125V 蓄電池 2H」及

び交流電源復旧後に直流設備に電源供給する「125V充電器盤 2H」で構成する。 

本系統は，全交流動力電源喪失直後に 125V 蓄電池 2H から重大事故等対処設備(設

計基準拡張)に 8時間電源供給を行う。 

本系統の概要図を図 3.14-43 に，本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表

3.14-124に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事故等時においてその

機能を期待するため，重大事故等対処設備(設計基準拡張)と位置づける。 

 

  

939



添 3.14-268 

 
図 3.14-43 高圧炉心スプレイ系用直流電源設備系統図 
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表 3.14-124 高圧炉心スプレイ系用直流電源設備に関する 

重大事故等対処設備(設計基準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
125V蓄電池 2H【常設】 

125V充電器盤 2H【常設】 

附属設備 ― 

燃料流路 ― 

電路 
125V蓄電池 2H及び 125V 充電器盤 2H 

～125V直流主母線盤 2H電路【常設】 

計装設備（補助）＊1 HPCS 125V直流主母線電圧【常設】 

＊1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラ

メータ 
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3.14.3.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 125V蓄電池 2H 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：400Ah 

取付箇所      ：原子炉建屋      (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

(2) 125V充電器盤 2H 

個数        ：1 

電圧        ：125V 

容量        ：50A 

取付箇所      ：原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外) 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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3.14.3.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備については，設計基準事故対処設備として使用

する場合と同様の系統構成で重大事故等においても重大事故等対処設備(設計基準拡

張)として使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備については，設計基準事故時の直流電源供給機

能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，非常用直流電源設備の

容量と組み合わせることで，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であること

から，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備については，原子炉建屋      (原子炉建

屋内の原子炉棟外)及び原子炉建屋     (原子炉建屋内の原子炉棟外)に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，原子炉建屋内

の原子炉棟外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう表 3.14-125 に示す設計とする。 

 

表 3.14-125 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

原子炉建屋内の原子炉棟外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建屋内の原子炉棟外に設置するため，風（台風）及び積雪によ

る影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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また，高圧炉心スプレイ系用直流電源設備は操作不要である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ系用直流電源設備については，設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。また，125V蓄電池

2Hについては，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及

び外観検査が可能な設計とし，125V 充電器盤 2H については，発電用原子炉の運転中

又は発電用原子炉の停止中に機能・性能試験及び発電用原子炉の停止中に特性試験及

び外観検査が可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.14.3.4 燃料補給設備 

 

3.14.3.4.1 設備概要 

燃料補給設備は，重大事故等発生時に，重大事故等対処設備で使用する軽油が，枯

渇することを防止するため，補機駆動用の軽油を補給することを目的として使用する。 

本設備は，燃料を保管する「軽油タンク」及び「ガスタービン発電設備軽油タンク」

並びに軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクから燃料を運搬する「タンク

ローリ」並びに流路である「非常用ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁」，「高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁」，「ガスタービン発電設備燃

料移送系配管・弁」及び「ホース」で構成される。 

電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)，熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ(タ

イプⅡ)は，軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリを用

いて燃料を補給できる設計とする。 

軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリへの軽油の補

給は，ホースを用いる設計とする。 

本設備の概要図を図 3.14-44及び図 3.14-45に，本設備に関する重大事故等対処設

備一覧を表 3.14-126 に示す。 
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図 3.14-44 燃料補給設備系統図 

（軽油タンク） 
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図 3.14-45 燃料補給設備系統図 

（ガスタービン発電設備軽油タンク） 
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表 3.14-126 燃料補給設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
軽油タンク【常設】＊1 
ガスタービン発電設備軽油タンク【常設】＊2 
タンクローリ【可搬】 

附属設備 ― 
燃料源 ― 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 
ガスタービン発電設備燃料移送系配管・弁【常設】 
ホース【可搬】 

燃料補給先 

タンクローリ 
電源車【可搬】 
大容量送水ポンプ(タイプⅠ)【可搬】 
熱交換器ユニット【可搬】 
大容量送水ポンプ(タイプⅡ)【可搬】 

電路 ― 

＊ 1：軽油タンクは，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(A)，非常用ディーゼル 

発電設備軽油タンク(B)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(C)，非常用 

ディーゼル発電設備軽油タンク(D)，非常用ディーゼル発電設備軽油タンク 

(E)及び非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(F)により構成される。 

＊ 2：ガスタービン発電設備軽油タンクは，ガスタービン発電設備軽油タンク(A)， 

ガスタービン発電設備軽油タンク(B)及びガスタービン発電設備軽油タンク

(C)により構成される。 
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3.14.3.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：66℃ 

個数        ：6 

取付箇所      ：屋外 

 

(2) ガスタービン発電設備軽油タンク 

種類        ：横置円筒形 

容量        ：110kL/個 

最高使用圧力    ：静水頭 

最高使用温度    ：50℃ 

個数        ：3 

取付箇所      ：屋外 

 

(3) タンクローリ 

容量        ：4.0kL/個 

最高使用圧力    ：24kPa[gage] 

最高使用温度    ：40℃ 

個数        ：3(うち予備 1) 

使用箇所      ：屋外 

保管場所      ：屋外 

(第 2保管エリア，第 3保管エリア及び 

第 4保管エリア) 
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3.14.3.4.3 独立性及び位置的分散の確保 

 

燃料補給設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び高圧炉心ス

プレイ系用交流電源設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれることがな

いよう，表 3.14-271 で示すとおり，位置的分散を図った設計とする。 

燃料補給設備は，表 3.14-128 で示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同

時に故障することを防止するため，非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交

流電源設備との独立性を確保する設計とする。 

 

950



添 3.14-279 

表 3.14-127 燃料補給設備の位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 常設重大事故防止設備 可搬型重大事故防止設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 
常設代替交流電源設備 燃料補給設備 

燃料源 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
非常用ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 
高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電設備 

燃料デイタンク 
＜いずれも原子炉建屋    ○  
(原子炉建屋内の原子炉棟外)＞ 

ガスタービン発電設備 
軽油タンク 
＜屋外＞ 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

 
ガスタービン発電設備 

軽油タンク 
＜屋外＞ 

燃料流路 

非常用ディーゼル発電設備 
燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系 
ディーゼル発電設備 

燃料移送ポンプ 
＜いずれも屋外＞ 

ガスタービン発電設備 
燃料移送ポンプ 

＜屋外＞ 

タンクローリ 
＜屋外 

（第 2保管エリア， 
第 3保管エリア及び 
第 4保管エリア）＞ 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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表 3.14-128 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

非常用交流電源設備 
高圧炉心スプレイ系用交流電源設備 燃料補給設備 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備は，耐震 S クラス設計とし，重大事故等対処設備の燃料補給設備は，基準地
震動 Ss で機能維持可能な設計とすることで，基準地震動 Ss が共通要因となり，
同時にその機能が損なわれることのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備は，基準津波の影響を受けない原子炉建屋内の原子炉棟外及び屋外に設置し，
重大事故等対処設備の燃料補給設備は，基準津波の影響を受けない第 2 保管エリ
ア，第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアへ保管及び屋外へ設置することで，津波
が共通要因となり，同時に故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備並びに重大事故等対処設備の燃料補給設備は，火災が共通要因となり，同時
に故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針について」に示す。）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の非常用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源
設備並びに重大事故等対処設備の燃料補給設備は，溢水が共通要因となり，同時
に故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対す
る防護方針について」に示す。）。 
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3.14.3.4.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

 

3.14.3.4.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に

発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備の軽油タンクは，常設で屋外に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，以下の表 3.14-129に示す設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，常設で屋外に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，

屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の表 3.14-130 に示す設計とす

る。 

燃料補給設備のタンクローリは，可搬型で屋外の第 2 保管エリア，第 3

保管エリア及び第 4 保管エリアに保管し，重大事故等時は，屋外に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の表3.14-131に示す設計とする。

また，タンクローリの操作は，設置場所にて操作可能な設計とする。 
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表 3.14-129 想定する環境条件及び荷重条件(軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 

 

表 3.14-130 想定する環境条件及び荷重条件(ガスタービン発電設備軽油タンク) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない設計と

する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。）。 

風（台風）・積雪 
屋外の地下に設置するため，風（台風）及び積雪による影響は受けな

い。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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表 3.14-131 想定する環境条件及び荷重条件(タンクローリ) 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結

対策を行える設計とする。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認し，輪留め等で固定可能な設計とする。 

風（台風）・積雪 
屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮して，機器が損傷しない

設計とする。 

電磁的障害 
重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれない設計

とする。 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備を運転する場合は，タンクローリの配備及び軽油タンク又

はガスタービン発電設備軽油タンクへのホース接続を行い，軽油の抜き取

りを実施した後，タンクローリを電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)，

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ(タイプⅡ)の近傍に移動及びホー

スの接続を行い，タンクローリを起動することで燃料の補給を行う。以上

のことから，燃料補給設備の操作に必要な各機器及びホースを表 3.14-117

及び表 3.14-118に示す。 

燃料補給設備の軽油タンクは，D/G軽油タンク出口弁及び D/G軽油タンク

払出口止め弁を手動弁とすることで，確実に操作可能な設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，GTG 軽油タンク出口

弁及び GTG 軽油タンク払出口止め弁を手動弁とすることで，確実に操作可

能な設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，付属の操作ハンドルからのハンドル操

作で起動する設計とする。タンクローリは付属の操作ハンドルを操作する

にあたり，運転員のアクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。ま

た，それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運

転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，D/G軽油タンク払出口止め弁及び GTG 軽油タンク払出口

止め弁まで移動可能な車両設計とするとともに，設置場所にて輪留め等に

よる固定が可能な設計とする。 

ホースの接続に当たっては，特殊な工具及び技量は必要とせず，専用の

接続方式である専用金具にすることにより，確実に操作可能な設計とする。 

表 3.14-136及び表 3.14-137に操作対象機器の操作場所を示す。 

 (57-2，57-3) 
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表 3.14-132 操作対象機器 

(軽油タンク) 

機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

D/G(A)軽油タンク(A)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(C)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(E)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(B)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(D)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(F)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(A)軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(B) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(D) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

D/G(B)軽油タンク(F) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(A) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(C) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(E) 
出口弁 

全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

HPCS D/G軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

タンクローリ付ポンプ 
停止 
→運転 

屋外 屋外 
スイッチ 
操作 

 

ホース 
ホース 
接続 

屋外 屋外 手動操作  
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表 3.14-133 操作対象機器 

(ガスタービン発電設備軽油タンク) 

機器名称 
状態の 
変化 

設置場所 操作場所 操作方法 備考 

GTG軽油タンク(A)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(B)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(C)出口弁 
全開 
→全閉 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(B) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

GTG軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

全閉 
→全開 

屋外 屋外 手動操作  

タンクローリ付ポンプ 
停止 
→運転 

屋外 屋外 
スイッチ 
操作 

 

ホース 
ホース 
接続 

屋外 屋外 手動操作  
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(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43 条第 1項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試

験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備の軽油タンクは，表 3.14-134に示すように，発電用原子炉

の運転中又は発電用原子炉の停止中に外観検査が可能な設計とし，発電用

原子炉の停止中に漏えい試験及び開放検査が可能な設計とする。 

軽油タンク内面の確認として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計とする。具体的にはタ

ンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検が可能な設計とする。 

また，軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設計とする。具体的には

漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

燃料補給設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，表 3.14-135に示す

ように，発電用原子炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に外観検査が可

能な設計とし，発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放検査が可能な

設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンク内面の確認として，目視により性能に

影響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことの確認が可能な設計

とする。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点

検が可能な設計とする。 

また，ガスタービン発電設備軽油タンクの漏えい試験の実施が可能な設

計とする。具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは油面レベルの確認が可能な計器を設

ける設計とする。 
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燃料補給設備のタンクローリは，表 3.14-136に示すように，発電用原子

炉の運転中又は発電用原子炉の停止中に漏えい試験，機能・性能試験，開

放検査及び外観検査が可能な設計とする。また，タンクローリは車両とし

て運転状態の確認及び外観検査が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量及び漏えいの確認が可能なように油面計又は検尺

口を設け，かつ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とす

る。さらに，タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能

確認ができる設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂

及び腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

(57-4) 

 

表 3.14-134 軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 
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表 3.14-135 ガスタービン発電設備軽油タンクの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

停止中 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

油面レベルの確認 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

開放検査 

各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

軽油タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で

確認 

 

表 3.14-136 タンクローリの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

開放検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンクローリ外観の確認 

停止中 

漏えい試験 漏えいの有無の確認 

機能・性能試験 
安全弁の作動確認及び計器校正の実施 

車両走行状態の確認 

開放検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンク内面の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

外観検査 
各部の損傷及び腐食等の有無を目視等で確認 

タンクローリ外観の確認 
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(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備

えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，本来の用途以外の用途には使用しない。 

燃料補給設備の軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは，本

来の用途以外の用途として使用するため，切り替えて使用する。 

軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは，D/G軽油タンク出口

弁，D/G軽油タンク払出口止め弁，GTG軽油タンク出口弁及び GTG軽油タン

ク払出口止め弁を設けることにより速やかな切替えが可能な設計とする。

なお，必要な燃料補給設備の操作の対象機器は表 3.14-130 及び表 3.14-131

と同様である。 

これにより，図 3.14-46 及び図 3.14-47 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

(57-3) 
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手順の項目

保管場所への移動※１，※２

タンクローリの移動・設置
※３

補給準備※４

軽油補給
※４

※1：タンクローリの保管場所は第2保管エリア，第3保管エリア，4保管エリア

※2：重大事故等対応要員の移動は，緊急時対策所から第3保管エリアまでの移動を想定した移動時間

※3：タンクローリの移動は，注水用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置場所から熱交換器ユニット用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）設置場所までの移動を想定した時間

※4：タンクローリへの補給は軽油補給作業の実績に余裕を見込んだ想定時間

10 20 30 40 50 備考110

経過時間（分）

120 130 14060 70 80 90 100

軽油タンク又はガスタービ

ン発電機用軽油タンクから
タンクローリへの軽油補給

重大事故等対応要員A,B 2

②

③
a,b

④a,b⑤a,b⑧a,b

⑥
a,b

⑦
a,b
⑧

a,b

要員（数）

軽油タンク又はガスタービン発電機用

軽油タンクからタンクローリへの軽油補給
操作手順

140分

手順の項目

タンクローリから各機器への補給

移動※１

補給準備※２

補給※２

※1：タンクローリの移動距離として第2保管エリアから軽油タンクまでの移動を想定した移動時間

※2：各機器への補給は類似訓練の実績に余裕を見込んだ想定時間

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70 80 90 備考

操作手順

タンクローリから各機器へ
の補給

重大事故等対応要員A,B 2

②⑦

③⑦

④⑤⑥⑦

100 110 120 130 140

要員（数）
45分

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-46 軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクから 

タンクローリへの燃料補給のタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14-47 タンクローリから各機器への燃料補給のタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての「1.14 電源の確保に関する手順等」で示すタイムチャート 
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(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43 条第 1項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，通常時は接続先の系統と分離して保管

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

タンクローリは，輪留め等で固定可能な設計とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

燃料補給設備の軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは，表

3.14-137 に示すように，通常時は軽油タンク及びガスタービン発電設備軽

油タンクとタンクローリを分離して保管し，かつ，D/G軽油タンク払出口止

め弁，HPCS D/G 軽油タンク払出口止め弁及び GTG 軽油タンク払出口止め弁

を閉止することで隔離する系統構成とすることで，非常用交流電源設備，

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及び常設代替交流電源設備に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。 

(57-3，57-7) 
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表 3.14-137 他系統との隔離 

取合い系統 系統隔離 駆動方式 状態 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(A) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(C) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(A)軽油タンク(E) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(B) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(D) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

非常用交流電源設備 
D/G(B)軽油タンク(F) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(A) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(C) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

高圧炉心スプレイ系用 

交流電源設備 

HPCS D/G 軽油タンク(E) 
払出口止め弁 

手動 
通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(A) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(B) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 

常設代替交流電源設備 
GTG軽油タンク(C) 

払出口止め弁 
手動 

通常時 
切離し 
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(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備の操作に必要な機器の設置場所及び操作場所を表 3.14-117

及び表 3.14-118に示す。 

これらの機器の操作場所は，想定される事故時における放射線量が高く

なるおそれが少ない屋外とすることで操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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3.14.3.4.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. 軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備の軽油タンクは，重大事故等時において，同時

にその機能を発揮することを要求される可搬型重大事故等対処設備が，7

日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kLを上回る，容量 660kLを

有する設計とする。 

(57-5) 

 

b. ガスタービン発電設備軽油タンク 

可搬型代替交流電源設備のガスタービン発電設備軽油タンクは，重大事

故等時において，同時にその機能を発揮することを要求される可搬型重大

事故等対処設備が，7 日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 91kL を

上回る，容量 330kLを有する設計とする。 

(57-5) 
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添 3.14-296 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，

二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原

子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用

原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料補給設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計と

する。 
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添 3.14-297 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

補機駆動用の燃料を供給する設計基準事故対処設備は存在しない。 

燃料補給設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備及び

高圧炉心スプレイ系用交流電源設備と同時に機能喪失しない設計とする。 

これらの詳細については，3.14.3.4.3 項に記載のとおりである。 

(57-2，57-3) 
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添 3.14-298 

3.14.3.4.4.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合状況 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 3項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容

量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

a. タンクローリ 

燃料補給設備のタンクローリは，想定される重大事故等時において，そ

の機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる

容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，同時にその機能を発揮することを

要求される電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)及び熱交換器ユニットの

連続運転が可能な燃料を，それぞれ電源車，大容量送水ポンプ(タイプⅠ)

及び熱交換器ユニットに供給できる容量を有するものを 1セット 2台使用

する。保有数は 1セット 2台と，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1台の合計 3台を分散して保管する。 

 (57-5，57-11) 
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添 3.14-299 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43条第 3項二) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用

原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続

するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができる

よう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリと軽油タンク又はガスタービン発電設備軽

油タンクの接続については，燃料ホースを接続するために，軽油タンク又

はガスタービン発電設備軽油タンクの払出口に特別な工具を要しない専用

金具にて接続することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。 

燃料補給設備の接続が必要なタンクローリホースは，現場で容易に接続

可能な設計とする。表 3.14-138 及び表 3.14-139 に対象設備の接続場所を

示す。 

(57-2) 

 

表 3.14-138 接続対象機器設置場所 

(軽油タンク) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 軽油タンク 屋外 専用金具接続 

タンクローリ 電源車 屋外 ノズル接続 

 

表 3.14-139 接続対象機器設置場所 

(ガスタービン発電設備軽油タンク) 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

タンクローリ 
ガスタービン発電設備 

軽油タンク 
屋外 専用金具接続 

タンクローリ 電源車 屋外 ノズル接続 
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添 3.14-300 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43 条第 3項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

a. タンクローリ 

タンクローリを接続する軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タン

クは，100m 以上離隔を確保し，各々の接続箇所が共通要因により接続不可

とならない設計とする。 
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添 3.14-301 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリの接続場所は，表 3.14-138 及び表 3.14-139

と同様である。これらの操作場所は，想定される事故時における放射線量

が高くなるおそれが少ないため，設置場所で操作可能な設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-302 

(5) 保管場所(設置許可基準規則第 43条第 3項五) 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，地震，津波その他自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，非常用交流電

源設備，高圧炉心スプレイ系用交流電源設備及び常設代替交流電源設備と

100m 以上の離隔で位置的分散を図り，第 2 保管エリア，第 3 保管エリア及

び第 4保管エリアの複数個所に分散して保管する設計とする。 

(57-2) 
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添 3.14-303 

(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第 43条第 3項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処

設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路

及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

燃料補給設備のタンクローリは，想定される重大事故等が発生した場合

においても，保管場所から配備場所までの経路について，設備の運搬及び

移動に支障をきたすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設

計とする（「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」参照）。 

(57-6) 
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添 3.14-304 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性(設置許可基準規

則第 43条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能

又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

燃料補給設備は，共通要因によって，設計基準事故対処設備である非常

用交流電源設備及び高圧炉心スプレイ系用交流電源設備又は重大事故等対

処設備である常設代替交流電源設備と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

これらの詳細については，3.14.3.4.3 項に記載のとおりである。 

(57-2，57-3) 
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